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20 ひとくちメモ 団塊の世代　戦後の第1次ベビーブーム期に生まれた世代のこと。堺
さかい
屋
や
太
た
一
いち
（1935―2019）の同名小説にちなんでこう呼ばれる。その子ども

である第2次ベビーブーム期に生まれた世代は「団塊ジュニア」と呼ばれるが，更にその子どもによる第3次ベビーブームは起きていない。

 人口減少社会の到来
日本では，第二次世界大戦前まで，平均5人の子どもを生み育

て，平
へい
均
きん
寿
じゅ
命
みょう
が50年に満たない時代が長く続いた。子どもがい

ると，人生の大半を，子どもを一人前に育てて終えていた。
第二次世界大戦後，合

ごう
計
けい
特
とく
殊
しゅ
出
しゅっ
生
しょう
率
りつ
は，戦後のベビーブーム

期の4.54をピークとして急速に低下し，高度経済成長期には，
一定の時期に結婚して2，3人の子どもをもつというライフコー
スが浸透した。1970年代半ば以降，合計特殊出生率は再び低下
し，2005年には戦後最低の1.26を記録した。一方，平均寿命が
急速に延び，少

しょう
子
し
化
か
と高

こう
齢
れい
化
か
が進行する中，2010年より人

じん
口
こう
減
げん

少
しょう
社
しゃ
会
かい
となっている。

「人生100年」時代を生きる1
❶

p.76

❷

1

2  p.69
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❺

❻

私たちは，一人一人異なるライフスタイルを持ち，家族や地域，社会と密接に
関わって生きている。本章では，家族・家庭をめぐり社会環境が変化する中で，こ
れから自立した一人の社会人となる私たちは，どうすれば家族や地域，社会と協
力・協働して，豊かな家庭生活や地域社会を創造していくことができるか，考えて
いこう。

一人で暮らす生活もあれば，パートナーや子どもと暮らす生活もある。 生涯を見通して自分のライフスタイルを考えること
ができるように，さまざまな生き方について学ぼう。

●学習のポイント

人生をつくる1

人生をつくる

❶1939～1945年
❷平均寿命　0歳児の平均余命。その年に生まれた0歳
児が何歳まで生きるかを表す。
❸合計特殊出生率　1人の女性が一生の間に生む平均子
ども数。その年次の15～49歳の女性の年齢別出生率を
合計したもの。
❹1947～1949年
❺ライフコース　個人がさまざまな出来事を経験しなが
らたどる生涯の道。
❻少子化　出生率が低下し，子どもの数が減少すること。

2第 章

倫理：現代に生きる自己の課題と人間とし
ての在り方生き方

生活check

  婚姻が成立する
要件を知ってい
る。

   困ったときに誰
かに相談するこ
とができる。

  家庭生活と仕事
の両立に関する
課題を挙げるこ
とができる。

  家族や社会の中
で平等な人間関
係を築こうと思
う。
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 「人生100年」時代のライフコース
かつては「人生50年」といわれたが，今や「人生100年」時代

になり，子育て期間より，その後の壮年期や高齢期のほうが長く
なった。今日，結婚する・しない，離婚，再婚，子どもをもつ・
もたないなど，個人のライフコースは多様である。10年後，20
年後，あるいは50年後に，あなたはどんな生き方をしていたい
か，自分の将来を考えてみよう。

❶

p.76

3

英単語 出生率：birth rate　平均寿命：average life expectancy

❶90歳まで生存する者の割合は，男性28.4％，女性
52.5％である（2020年）。

3   50歳時未婚率＊の推移

＊ 50歳の時点で一度も結婚をしたことがない人の割合。生涯
未婚率ともいう。

（国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」）
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　人生100年時代の課題は何か，考えよう。

TRY

1   時代別に見た人の一生

（注） 人の一生は大正・昭和初期も現代も多様であるが，主要なライフイベントを経験した当時の平均的な年齢を概算化して示している。  
寿命は，生まれた時期の平均余命を用いている。

（厚生労働省「生命表」「人口動態統計」より作成）
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2   合計特殊出生率と出生数の推移

（内閣府「少子化社会対策白書」2021年，厚生労働省「人口動態統計」より作成）
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英単語 出生率：birth rate　平均寿命：average life expectancy

❶90歳まで生存する者の割合は，男性28.4％，女性
52.5％である（2020年）。

3   50歳時未婚率＊の推移

＊ 50歳の時点で一度も結婚をしたことがない人の割合。生涯
未婚率ともいう。

（国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」）
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（注） 人の一生は大正・昭和初期も現代も多様であるが，主要なライフイベントを経験した当時の平均的な年齢を概算化して示している。  
寿命は，生まれた時期の平均余命を用いている。

（厚生労働省「生命表」「人口動態統計」より作成）
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22 ひとくちメモ 遠くの親
しんせき
戚より近くの他人　このことわざは海外にも似た表現がある。1393年に中国（明

みん
代）で編

へんさん
纂された『明心宝鑑』には「遠水難救近火 

遠親不如近隣」という一節があり，英語ではGood neighbor is better than a brother far off.という。

長い一生の間には，進学や就職，転勤，配偶者の死亡など，さ
まざまなきっかけで一人暮らしをすることがある。また，生き方
として一人暮らしを選ぶ人もいる。かつては一人暮らしといえば
若者が多かったが，近年では高齢期の一人暮らしが増えている。
一人暮らしは自由に自分のスタイルで生活できる一方，衣食住

など，生活の全てに自分で責任を持たなければならない。防犯や
火事などの安全管理も必要だし，病気やけがをしても自分で対応
しなければならない。一人暮らしを快適で楽しいものにするには，
身の回りのことを自分で整えられる自立の能力が必要である。ま
た，緊急時に助け合える隣人や地域とのつながりを持つことも重
要である。

一人で暮らす2

1 2

1  p.78
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3   単独世帯数と単独世帯割合の推移

（総務省「平成27（2015）年国勢調査」）

（総務省「国勢調査」，国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」
「日本の地域別将来推計人口」より作成）

2   一人暮らしのきっかけの例

進学・就職 自立して生活経験を積む

一人での生活を楽しむ 配偶者や親との死別・離別

　親元を離れ，一人で生活をしてみると，自
分の生活能力のなさがよ
く分かる。実家では両親
や祖父母に頼りきり，料
理もまともに作ったこと
がなかったツケが，一気に
回ってきたように感じる。
 （大学2年生，男子）

　今，一人暮らしをしてい
る。毎朝，洗濯物を干して
いる。朝ご飯とお弁当も
作っていると，時間がない。
どうにかして効率よくでき
ないかと，考えている。自
分で作ったご飯はおいしくない。味付けの加
減がさっぱり分からない。�（大学2年生，女子）

●大学生・一人暮らしをしてみて

Column

1. �一人暮らしの状況は，年代ごとに変わってくる。
自分の生活や周囲の状況を想像して，年代別
に想定されるメリット・デメリットや楽しみな
点・心配な点を考えよう。

2. �一人暮らしについて，各領域の内容を学んで
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 「人生100年」時代のライフコース
かつては「人生50年」といわれたが，今や「人生100年」時代

になり，子育て期間より，その後の壮年期や高齢期のほうが長く
なった。今日，結婚する・しない，離婚，再婚，子どもをもつ・
もたないなど，個人のライフコースは多様である。10年後，20
年後，あるいは50年後に，あなたはどんな生き方をしていたい
か，自分の将来を考えてみよう。

❶

p.76

3

英単語 出生率：birth rate　平均寿命：average life expectancy

❶90歳まで生存する者の割合は，男性28.4％，女性
52.5％である（2020年）。

3   50歳時未婚率＊の推移

＊ 50歳の時点で一度も結婚をしたことがない人の割合。生涯
未婚率ともいう。

（国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」）
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（厚生労働省「生命表」「人口動態統計」より作成）

0 20 40 60 8010

6

6

15 51

31

29 33

3331 3515 53

6 12 38 47歳

82歳

6 12 20 23 35 50歳

88歳

（51歳）

（54歳）

30 50 70 90（歳）

乳幼児期 児童期 青年期 壮　年　期 高　齢　期

（第2子）

（第5子）

（18歳）

（16歳）

大正・昭和初期

現　代

死亡

死亡

死亡

死亡

小学校
入学

学校（義務）
教育終了 結婚

第1子誕生

末子誕生 末子学校教育終了

23 26

合
計
特
殊
出
生
率

（年）

出
生
数

（万人）

0

50

100

150

200

250

300

1947 ’20
0

1

2

3

4

5

出生数 合計特殊出生率

4.54

840,835人
（’20）

’50 ’55 ’60 ’65 ’70 ’75 ’80 ’85 ’90 ’95 ’05 ’10 ’152000

4.32

1.57
1.26 1.451.58

2.14

1.57ショック
（’89）

1,062,530人
（’05）

1,005,721人
（’15）

第1次ベビーブーム期
（1947～’49）
2,696,638人（’49）

ひのえうま
1,360,974人（’66）

第2次ベビーブーム期
（’71～’74）
2,091,983人（’73）

1.33

2   合計特殊出生率と出生数の推移

（内閣府「少子化社会対策白書」2021年，厚生労働省「人口動態統計」より作成）
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戚より近くの他人　このことわざは海外にも似た表現がある。1393年に中国（明

みん
代）で編

へんさん
纂された『明心宝鑑』には「遠水難救近火 

遠親不如近隣」という一節があり，英語ではGood neighbor is better than a brother far off.という。

長い一生の間には，進学や就職，転勤，配偶者の死亡など，さ
まざまなきっかけで一人暮らしをすることがある。また，生き方
として一人暮らしを選ぶ人もいる。かつては一人暮らしといえば
若者が多かったが，近年では高齢期の一人暮らしが増えている。
一人暮らしは自由に自分のスタイルで生活できる一方，衣食住

など，生活の全てに自分で責任を持たなければならない。防犯や
火事などの安全管理も必要だし，病気やけがをしても自分で対応
しなければならない。一人暮らしを快適で楽しいものにするには，
身の回りのことを自分で整えられる自立の能力が必要である。ま
た，緊急時に助け合える隣人や地域とのつながりを持つことも重
要である。
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進学・就職 自立して生活経験を積む

一人での生活を楽しむ 配偶者や親との死別・離別

　親元を離れ，一人で生活をしてみると，自
分の生活能力のなさがよ
く分かる。実家では両親
や祖父母に頼りきり，料
理もまともに作ったこと
がなかったツケが，一気に
回ってきたように感じる。
 （大学2年生，男子）

　今，一人暮らしをしてい
る。毎朝，洗濯物を干して
いる。朝ご飯とお弁当も
作っていると，時間がない。
どうにかして効率よくでき
ないかと，考えている。自
分で作ったご飯はおいしくない。味付けの加
減がさっぱり分からない。�（大学2年生，女子）
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る。毎朝，洗濯物を干して
いる。朝ご飯とお弁当も
作っていると，時間がない。
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 共に生きる人との出会い
友人とのさまざまな付き合いの中で，私たちは共に成長してい

く。同性や異性の友人と付き合う経験は，私たちの行動や考え方
を豊かに広げてくれる。多くの人との出会いから，私たちはやが
て好きな人，生涯を共にしたいと思う人に出会うかもしれない。
この人と共に生きたいという決め手になるのは何だろうか。共

に働き収入を得るならば，お互いの仕事に対する理解と協力が欠
かせないだろう。家事や育児をどう分担するかも重要である。家
庭を築くときには，どのような生活を築いていくか，価値観や目
標を共有し，互いの人生を尊重しながら協力していく必要がある。
近年は，男女共に平

へい
均
きん
初
しょ
婚
こん
年
ねん
齢
れい
が高くなる傾向にあり，20歳

代，30歳代の未婚率が大幅に増加している。この年齢層の未婚
者は，経済的事情から親と同居し，経済や身の回りの世話などを
親に依存している者も多い。その場合，親の退職や疾

しっ
病
ぺい
などで状

況が変わると，深刻な生活難に陥る危険性がある。

 パートナーシップを築く
異なる環境で育った者どうしが，共同生活を始める。そこでは，

それぞれが育った家庭の生活習慣の違いなどから，意見の不一致
が生じることがあるだろう。重要なのは，なぜ意見が一致しない
のかを考え，解決していく互いの努力や工夫である。特に初めの
うちは，互いに新しい面を知ることが多く，緊張関係が生じやす
い時期でもある。夫婦の場合，関係がうまくいかなくなったとき
には離婚を選択する者も少なくないが，通常，関係の永続性を
願って結婚をする。子どもがいる場合は，子どものいない時期，
子どもを育てる時期，子どもが巣立ち2人だけになる時期など，
いくつかの時期を通過する。
年齢を重ねながら，パートナーとはいろいろな経験を共にする。

その中でさまざまな困難や課題に直面したときには，互いに話し
合って歩み寄る姿勢を持ち，パートナー間で解決が難しい場合は，
必要に応じて社会に助けを求めることも大事である。
こうして行動や考え方を共有し，共に年月を重ねていく日々が，

やがてパートナーとの歴史になっていく。共に笑い共に泣き，励
まし分かち合いながら年齢を重ねていくことで，互いの人生はよ
り豊かな，生きがいのあるものになるだろう。

パートナーと生きる3
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6   性・年齢別未婚率の推移

’60 ’70 ’80 ’90 ’95 ’05 ’10 ’151950 2000

34.3

15.2

8.0
9.4 7.2 9.1

13.9
19.7

26.6
32.0 34.6

47.1

61.3

34.5

9.9 11.7
21.5

32.6
37.3

42.9
47.1

21.7 18.1
24.0

40.2
48.0

54.0 59.1
47.3

46.1 46.5

55.1

64.4
69.4

71.4
71.8

72.7

5.7

女25～29歳
男25～29歳

女30～34歳
男30～34歳

（%）

（年）

80

0

10

20

30

40

50

60

70
66.9 60.3

未婚者：unmarried　結婚：marriage

5   親と同居する未婚者の割合

（%）0 20 40 60 80 100

18～19

20～24

25～29

30～34
男
女

72.8

76.5
70.8

74.1
69.7

79.5

84.8
77.8

1. �共に暮らすパートナーと共有したいことや，あ
なたがしてあげたいこと，してもらいたいこと
は何か，考えよう。

2. �未婚率が増加傾向にある理由を話し合おう。
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分で作ったご飯はおいしくない。味付けの加
減がさっぱり分からない。�（大学2年生，女子）

●大学生・一人暮らしをしてみて
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1. �一人暮らしの状況は，年代ごとに変わってくる。
自分の生活や周囲の状況を想像して，年代別
に想定されるメリット・デメリットや楽しみな
点・心配な点を考えよう。

2. �一人暮らしについて，各領域の内容を学んで
複合的に考えよう。（

▲

p.205, 244）

ライフプラン（

▲

p.18）TRY

5

10

23第2章　人生をつくる　　1　人生をつくる

家
族
・
家
庭

 共に生きる人との出会い
友人とのさまざまな付き合いの中で，私たちは共に成長してい

く。同性や異性の友人と付き合う経験は，私たちの行動や考え方
を豊かに広げてくれる。多くの人との出会いから，私たちはやが
て好きな人，生涯を共にしたいと思う人に出会うかもしれない。
この人と共に生きたいという決め手になるのは何だろうか。共

に働き収入を得るならば，お互いの仕事に対する理解と協力が欠
かせないだろう。家事や育児をどう分担するかも重要である。家
庭を築くときには，どのような生活を築いていくか，価値観や目
標を共有し，互いの人生を尊重しながら協力していく必要がある。
近年は，男女共に平

へい
均
きん
初
しょ
婚
こん
年
ねん
齢
れい
が高くなる傾向にあり，20歳

代，30歳代の未婚率が大幅に増加している。この年齢層の未婚
者は，経済的事情から親と同居し，経済や身の回りの世話などを
親に依存している者も多い。その場合，親の退職や疾

しっ
病
ぺい
などで状

況が変わると，深刻な生活難に陥る危険性がある。

 パートナーシップを築く
異なる環境で育った者どうしが，共同生活を始める。そこでは，

それぞれが育った家庭の生活習慣の違いなどから，意見の不一致
が生じることがあるだろう。重要なのは，なぜ意見が一致しない
のかを考え，解決していく互いの努力や工夫である。特に初めの
うちは，互いに新しい面を知ることが多く，緊張関係が生じやす
い時期でもある。夫婦の場合，関係がうまくいかなくなったとき
には離婚を選択する者も少なくないが，通常，関係の永続性を
願って結婚をする。子どもがいる場合は，子どものいない時期，
子どもを育てる時期，子どもが巣立ち2人だけになる時期など，
いくつかの時期を通過する。
年齢を重ねながら，パートナーとはいろいろな経験を共にする。

その中でさまざまな困難や課題に直面したときには，互いに話し
合って歩み寄る姿勢を持ち，パートナー間で解決が難しい場合は，
必要に応じて社会に助けを求めることも大事である。
こうして行動や考え方を共有し，共に年月を重ねていく日々が，

やがてパートナーとの歴史になっていく。共に笑い共に泣き，励
まし分かち合いながら年齢を重ねていくことで，互いの人生はよ
り豊かな，生きがいのあるものになるだろう。

パートナーと生きる3

4

6

5

英単語

（総務省「国勢調査」）

（厚生労働省「人口動態統計」）
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6   性・年齢別未婚率の推移
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1. �共に暮らすパートナーと共有したいことや，あ
なたがしてあげたいこと，してもらいたいこと
は何か，考えよう。

2. �未婚率が増加傾向にある理由を話し合おう。
（

▲

p.21）

ライフプラン（

▲

p.18）TRY
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24 ひとくちメモ 性的同意（sexual consent）　性的行為を行うことについて相手の意思を確認すること。相手の意思が確認できていない性的行為は，性被害
や性暴力につながる。

 ドメスティック・バイオレンス
どんなに親しい間柄であっても暴力は人権侵害であり，行って

はならない。しかし，配偶者や恋人など親密な関係にある（また
はあった）者が暴力を振るうドメスティック・バイオレンス
（DV）は，親しいからこそ生じやすい。�

2001年にはDV防
ぼう
止
し
法
ほう
が施行され，法や支援体制の整備も進

められているが，DVのように家庭内で起こる問題は，当事者以
外からは見えにくく，深刻化しやすい。自分や周囲の人が問題に
巻き込まれたら，すぐに警察などの窓口に相談しよう。
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❶身体的暴力だけでなく，心理的攻撃，経済的暴力，性
的強要，脅迫などの非身体的暴力も含まれる。
❷ドメスティック・バイオレンス（DV：Domestic 
Violence）　配偶者や恋人からの暴力。元配偶者や事実
婚の夫婦間における暴力もDVである。被害者は大半が女
性だが，男性の場合もある。
❸児童虐待（

▲

p.71）や高齢者虐待（

▲

p.90）も同様である。
❹DV防止法　正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律」。配偶者暴力防止法ともい
う。国や地方公共団体が被害者の保護や自立支援を行う
と定められ，緊急時に被害者や子どもの安全を守るため
の仕組みが整備された。

　DVの相談件数は2009年度72,792件，2019年度119,276件と，10年間で約1.6倍に
なった。DV防止法により，被害者を発見した場合，配偶者暴力相談支援センターまたは
警察に通報する努力義務がある。

●  DV相談ナビ　TEL：＃8
は

0
れ

0
れ

8
ば

　（全国共通）  
最寄りの相談窓口に転送され，直接相談することができる。

●  配偶者暴力相談支援センター一覧（内閣府）  
 相談業務のほか，自立やシェルター（被害者の保護施設），保護命令制度等についての
情報提供や援助，カウンセリング，緊急時の一時保護も行う。

●  デートDV110番　TEL：050―3204―0404　（火曜18～21時，土曜14～18時）

Web

1   DVの被害者，加害者，目撃者になったら（DV相談窓口）

2   DV被害に遭った経験

調査対象：交際相手がいた（いる）と答えた20歳以上の未婚男女（2,193人）
（注） 「被害経験の有無」は，調査対象者における被害経験ありの割合。「身体的暴行」「心理的

攻撃」「性的強要」は，調査対象が10～20歳代にそうした被害を経験した割合。
（内閣府「男女間における暴力に関する調査」2020年）

調査対象：これまでに結婚したことがあると答えた20歳以上の男女（2,591人）

1. 配偶者から

2. 交際相手から

DV防止法の規制対象は配偶者や事実婚の
夫婦，元配偶者に限られ，交際相手による
デートDVは対象外となっている。しかし，
どのような形であれ，暴力は相手の心身に大
きなダメージを与える。決して行ってはなら
ないし，社会的にも放置されてはならない。
DVの中には，当事者がDVをしている・受

けていると自覚していないことも多い。「何が
DVにあたるか」を説明したうえで中学生・高
校生・大学生にデートDV経験を聞いた調査
では，DV被害経験者は女性44.5％，男性
27.4％，DV加害経験者は女性21.0％，男性
20.5％という高い結果が出ている。
（認定NPO法人エンパワメントかながわ「デートDV白書

VOL.5　全国デートDV実態調査報告書」2017年）

●デートDV

Column

行動の制限 精神的暴力

ほかの異性と話をしない
と約束させる，返信が遅
いと怒る
など

大声で怒鳴る・バカにす
る，メールなどを
チェックする
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殴
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デートの費用をいつも払
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デートDVの例
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と定められ，緊急時に被害者や子どもの安全を守るため
の仕組みが整備された。

　DVの相談件数は2009年度72,792件，2019年度119,276件と，10年間で約1.6倍に
なった。DV防止法により，被害者を発見した場合，配偶者暴力相談支援センターまたは
警察に通報する努力義務がある。

●  DV相談ナビ　TEL：＃8
は

0
れ

0
れ

8
ば

　（全国共通）  
最寄りの相談窓口に転送され，直接相談することができる。

●  配偶者暴力相談支援センター一覧（内閣府）  
 相談業務のほか，自立やシェルター（被害者の保護施設），保護命令制度等についての
情報提供や援助，カウンセリング，緊急時の一時保護も行う。

●  デートDV110番　TEL：050―3204―0404　（火曜18～21時，土曜14～18時）

Web

1   DVの被害者，加害者，目撃者になったら（DV相談窓口）

2   DV被害に遭った経験

調査対象：交際相手がいた（いる）と答えた20歳以上の未婚男女（2,193人）
（注） 「被害経験の有無」は，調査対象者における被害経験ありの割合。「身体的暴行」「心理的

攻撃」「性的強要」は，調査対象が10～20歳代にそうした被害を経験した割合。
（内閣府「男女間における暴力に関する調査」2020年）

調査対象：これまでに結婚したことがあると答えた20歳以上の男女（2,591人）

1. 配偶者から

2. 交際相手から

DV防止法の規制対象は配偶者や事実婚の
夫婦，元配偶者に限られ，交際相手による
デートDVは対象外となっている。しかし，
どのような形であれ，暴力は相手の心身に大
きなダメージを与える。決して行ってはなら
ないし，社会的にも放置されてはならない。
DVの中には，当事者がDVをしている・受

けていると自覚していないことも多い。「何が
DVにあたるか」を説明したうえで中学生・高
校生・大学生にデートDV経験を聞いた調査
では，DV被害経験者は女性44.5％，男性
27.4％，DV加害経験者は女性21.0％，男性
20.5％という高い結果が出ている。
（認定NPO法人エンパワメントかながわ「デートDV白書

VOL.5　全国デートDV実態調査報告書」2017年）
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24 ひとくちメモ 性的同意（sexual consent）　性的行為を行うことについて相手の意思を確認すること。相手の意思が確認できていない性的行為は，性被害
や性暴力につながる。

 ドメスティック・バイオレンス
どんなに親しい間柄であっても暴力は人権侵害であり，行って

はならない。しかし，配偶者や恋人など親密な関係にある（また
はあった）者が暴力を振るうドメスティック・バイオレンス
（DV）は，親しいからこそ生じやすい。�
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が施行され，法や支援体制の整備も進

められているが，DVのように家庭内で起こる問題は，当事者以
外からは見えにくく，深刻化しやすい。自分や周囲の人が問題に
巻き込まれたら，すぐに警察などの窓口に相談しよう。
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❷ドメスティック・バイオレンス（DV：Domestic 
Violence）　配偶者や恋人からの暴力。元配偶者や事実
婚の夫婦間における暴力もDVである。被害者は大半が女
性だが，男性の場合もある。
❸児童虐待（
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❹DV防止法　正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律」。配偶者暴力防止法ともい
う。国や地方公共団体が被害者の保護や自立支援を行う
と定められ，緊急時に被害者や子どもの安全を守るため
の仕組みが整備された。

　DVの相談件数は2009年度72,792件，2019年度119,276件と，10年間で約1.6倍に
なった。DV防止法により，被害者を発見した場合，配偶者暴力相談支援センターまたは
警察に通報する努力義務がある。

●  DV相談ナビ　TEL：＃8
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　（全国共通）  
最寄りの相談窓口に転送され，直接相談することができる。

●  配偶者暴力相談支援センター一覧（内閣府）  
 相談業務のほか，自立やシェルター（被害者の保護施設），保護命令制度等についての
情報提供や援助，カウンセリング，緊急時の一時保護も行う。

●  デートDV110番　TEL：050―3204―0404　（火曜18～21時，土曜14～18時）

Web

1   DVの被害者，加害者，目撃者になったら（DV相談窓口）

2   DV被害に遭った経験

調査対象：交際相手がいた（いる）と答えた20歳以上の未婚男女（2,193人）
（注） 「被害経験の有無」は，調査対象者における被害経験ありの割合。「身体的暴行」「心理的

攻撃」「性的強要」は，調査対象が10～20歳代にそうした被害を経験した割合。
（内閣府「男女間における暴力に関する調査」2020年）

調査対象：これまでに結婚したことがあると答えた20歳以上の男女（2,591人）

1. 配偶者から

2. 交際相手から

DV防止法の規制対象は配偶者や事実婚の
夫婦，元配偶者に限られ，交際相手による
デートDVは対象外となっている。しかし，
どのような形であれ，暴力は相手の心身に大
きなダメージを与える。決して行ってはなら
ないし，社会的にも放置されてはならない。
DVの中には，当事者がDVをしている・受

けていると自覚していないことも多い。「何が
DVにあたるか」を説明したうえで中学生・高
校生・大学生にデートDV経験を聞いた調査
では，DV被害経験者は女性44.5％，男性
27.4％，DV加害経験者は女性21.0％，男性
20.5％という高い結果が出ている。
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23第2章　人生をつくる　　1　人生をつくる

家
族
・
家
庭

 共に生きる人との出会い
友人とのさまざまな付き合いの中で，私たちは共に成長してい

く。同性や異性の友人と付き合う経験は，私たちの行動や考え方
を豊かに広げてくれる。多くの人との出会いから，私たちはやが
て好きな人，生涯を共にしたいと思う人に出会うかもしれない。
この人と共に生きたいという決め手になるのは何だろうか。共

に働き収入を得るならば，お互いの仕事に対する理解と協力が欠
かせないだろう。家事や育児をどう分担するかも重要である。家
庭を築くときには，どのような生活を築いていくか，価値観や目
標を共有し，互いの人生を尊重しながら協力していく必要がある。
近年は，男女共に平

へい
均
きん
初
しょ
婚
こん
年
ねん
齢
れい
が高くなる傾向にあり，20歳

代，30歳代の未婚率が大幅に増加している。この年齢層の未婚
者は，経済的事情から親と同居し，経済や身の回りの世話などを
親に依存している者も多い。その場合，親の退職や疾

しっ
病
ぺい
などで状

況が変わると，深刻な生活難に陥る危険性がある。

 パートナーシップを築く
異なる環境で育った者どうしが，共同生活を始める。そこでは，

それぞれが育った家庭の生活習慣の違いなどから，意見の不一致
が生じることがあるだろう。重要なのは，なぜ意見が一致しない
のかを考え，解決していく互いの努力や工夫である。特に初めの
うちは，互いに新しい面を知ることが多く，緊張関係が生じやす
い時期でもある。夫婦の場合，関係がうまくいかなくなったとき
には離婚を選択する者も少なくないが，通常，関係の永続性を
願って結婚をする。子どもがいる場合は，子どものいない時期，
子どもを育てる時期，子どもが巣立ち2人だけになる時期など，
いくつかの時期を通過する。
年齢を重ねながら，パートナーとはいろいろな経験を共にする。

その中でさまざまな困難や課題に直面したときには，互いに話し
合って歩み寄る姿勢を持ち，パートナー間で解決が難しい場合は，
必要に応じて社会に助けを求めることも大事である。
こうして行動や考え方を共有し，共に年月を重ねていく日々が，

やがてパートナーとの歴史になっていく。共に笑い共に泣き，励
まし分かち合いながら年齢を重ねていくことで，互いの人生はよ
り豊かな，生きがいのあるものになるだろう。

パートナーと生きる3

4

6

5

英単語

（総務省「国勢調査」）

（厚生労働省「人口動態統計」）

4   男女別平均初婚年齢と夫婦の年齢差の推移

25.9

23.0

26.9

24.2

25.9
27.0

28.0
28.8

29.429.428.4 28.8
29.8

30.5
31.1 31.0

2.9歳

2.7歳

2.5歳
1.8歳

1.7歳
1.6歳

1950

年齢差

’55 ’60 ’65 ’70 ’75 ’80 ’85 ’95’90 ’05 ’102000 （年）’15 ’20

1.7歳

妻夫

（歳）

30

32

25

22

0

1.8歳

（国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」
2015年）

6   性・年齢別未婚率の推移
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1. �共に暮らすパートナーと共有したいことや，あ
なたがしてあげたいこと，してもらいたいこと
は何か，考えよう。

2. �未婚率が増加傾向にある理由を話し合おう。
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24 ひとくちメモ 性的同意（sexual consent）　性的行為を行うことについて相手の意思を確認すること。相手の意思が確認できていない性的行為は，性被害
や性暴力につながる。

 ドメスティック・バイオレンス
どんなに親しい間柄であっても暴力は人権侵害であり，行って

はならない。しかし，配偶者や恋人など親密な関係にある（また
はあった）者が暴力を振るうドメスティック・バイオレンス

（DV）は，親しいからこそ生じやすい。 
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が施行され，法や支援体制の整備も進
められているが，DVのように家庭内で起こる問題は，当事者以
外からは見えにくく，深刻化しやすい。自分や周囲の人が問題に
巻き込まれたら，すぐに警察などの窓口に相談しよう。
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❶身体的暴力だけでなく，心理的攻撃，経済的暴力，性
的強要，脅迫などの非身体的暴力も含まれる。
❷ドメスティック・バイオレンス（DV：Domestic 
Violence）　配偶者や恋人からの暴力。元配偶者や事実
婚の夫婦間における暴力もDVである。被害者は大半が女
性だが，男性の場合もある。
❸児童虐待（

▲

p.71）や高齢者虐待（

▲

p.90）も同様である。
❹DV防止法　正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律」。配偶者暴力防止法ともい
う。国や地方公共団体が被害者の保護や自立支援を行う
と定められ，緊急時に被害者や子どもの安全を守るため
の仕組みが整備された。

　DVの相談件数は2010年度77,334件，2020年度182,188件と，10年間で約2.4倍に
なった。DV防止法により，被害者を発見した場合，配偶者暴力相談支援センターまたは
警察に通報する努力義務がある。

●  DV相談ナビ　TEL：＃8
は
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　（全国共通）  
最寄りの相談窓口に転送され，直接相談することができる。

●  配偶者暴力相談支援センター一覧（内閣府）  
 相談業務のほか，自立やシェルター（被害者の保護施設），保護命令制度等についての
情報提供や援助，カウンセリング，緊急時の一時保護も行う。

●  デートDV110番　TEL：050―3204―0404　（火～木曜19～21時，土曜18～21時）

Web

1   DVの被害者，加害者，目撃者になったら（DV相談窓口）

2   DV被害に遭った経験

調査対象：交際相手がいた（いる）と答えた20歳以上の未婚男女（2,193人）
（注） 「被害経験の有無」は，調査対象者における被害経験ありの割合。「身体的暴行」「心理的

攻撃」「性的強要」は，調査対象が10～20歳代にそうした被害を経験した割合。
（内閣府「男女間における暴力に関する調査」2020年）

調査対象：これまでに結婚したことがあると答えた20歳以上の男女（2,591人）
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るデートDVは対象外である。しかし，どの
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けていると自覚していないことも多い。「何が
DVにあたるか」を説明したうえで中学生・高
校生・大学生にデートDV経験を聞いた調査
では，DV被害経験者は女性44.5％，男性
27.4％，DV加害経験者は女性21.0％，男性
20.5％という高い結果が出ている。
（認定NPO法人エンパワメントかながわ「デートDV白書
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24 ひとくちメモ 性的同意（sexual consent）　性的行為を行うことについて相手の意思を確認すること。相手の意思が確認できていない性的行為は，性被害
や性暴力につながる。

 ドメスティック・バイオレンス
どんなに親しい間柄であっても暴力は人権侵害であり，行って

はならない。しかし，配偶者や恋人など親密な関係にある（また
はあった）者が暴力を振るうドメスティック・バイオレンス

（DV）は，親しいからこそ生じやすい。 
2001年にはDV防

ぼう
止
し
法
ほう

が施行され，法や支援体制の整備も進
められているが，DVのように家庭内で起こる問題は，当事者以
外からは見えにくく，深刻化しやすい。自分や周囲の人が問題に
巻き込まれたら，すぐに警察などの窓口に相談しよう。
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❶身体的暴力だけでなく，心理的攻撃，経済的暴力，性
的強要，脅迫などの非身体的暴力も含まれる。
❷ドメスティック・バイオレンス（DV：Domestic 
Violence）　配偶者や恋人からの暴力。元配偶者や事実
婚の夫婦間における暴力もDVである。被害者は大半が女
性だが，男性の場合もある。
❸児童虐待（

▲

p.71）や高齢者虐待（

▲

p.90）も同様である。
❹DV防止法　正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律」。配偶者暴力防止法ともい
う。国や地方公共団体が被害者の保護や自立支援を行う
と定められ，緊急時に被害者や子どもの安全を守るため
の仕組みが整備された。

　DVの相談件数は2010年度77,334件，2020年度182,188件と，10年間で約2.4倍に
なった。DV防止法により，被害者を発見した場合，配偶者暴力相談支援センターまたは
警察に通報する努力義務がある。

●  DV相談ナビ　TEL：＃8
は

0
れ

0
れ

8
ば

　（全国共通）  
最寄りの相談窓口に転送され，直接相談することができる。

●  配偶者暴力相談支援センター一覧（内閣府）  
 相談業務のほか，自立やシェルター（被害者の保護施設），保護命令制度等についての
情報提供や援助，カウンセリング，緊急時の一時保護も行う。

●  デートDV110番　TEL：050―3204―0404　（火～木曜19～21時，土曜18～21時）

Web

1   DVの被害者，加害者，目撃者になったら（DV相談窓口）

2   DV被害に遭った経験

調査対象：交際相手がいた（いる）と答えた20歳以上の未婚男女（2,193人）
（注） 「被害経験の有無」は，調査対象者における被害経験ありの割合。「身体的暴行」「心理的

攻撃」「性的強要」は，調査対象が10～20歳代にそうした被害を経験した割合。
（内閣府「男女間における暴力に関する調査」2020年）

調査対象：これまでに結婚したことがあると答えた20歳以上の男女（2,591人）

1. 配偶者から

2. 交際相手から

DV防止法の規制対象は配偶者や事実婚の
夫婦，同棲相手，元配偶者で，交際相手によ
るデートDVは対象外である。しかし，どの
ような形であれ，暴力は相手の心身に大きな
ダメージを与える。決して行ってはならない
し，社会的にも放置されてはならない。

DVの中には，当事者がDVをしている・受
けていると自覚していないことも多い。「何が
DVにあたるか」を説明したうえで中学生・高
校生・大学生にデートDV経験を聞いた調査
では，DV被害経験者は女性44.5％，男性
27.4％，DV加害経験者は女性21.0％，男性
20.5％という高い結果が出ている。
（認定NPO法人エンパワメントかながわ「デートDV白書

VOL.5　全国デートDV実態調査報告書」2017年）
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24 ひとくちメモ 性的同意（sexual consent）　性的行為を行うことについて相手の意思を確認すること。相手の意思が確認できていない性的行為は，性被害
や性暴力につながる。

 ドメスティック・バイオレンス
どんなに親しい間柄であっても暴力は人権侵害であり，行って

はならない。しかし，配偶者や恋人など親密な関係にある（また
はあった）者が暴力を振るうドメスティック・バイオレンス

（DV）は，親しいからこそ生じやすい。 
2001年にはDV防
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法
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が施行され，法や支援体制の整備も進
められているが，DVのように家庭内で起こる問題は，当事者以
外からは見えにくく，深刻化しやすい。自分や周囲の人が問題に
巻き込まれたら，すぐに警察などの窓口に相談しよう。
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❶身体的暴力だけでなく，心理的攻撃，経済的暴力，性
的強要，脅迫などの非身体的暴力も含まれる。
❷ドメスティック・バイオレンス（DV：Domestic 
Violence）　配偶者や恋人からの暴力。元配偶者や事実
婚の夫婦間における暴力もDVである。被害者は大半が女
性だが，男性の場合もある。
❸児童虐待（

▲

p.71）や高齢者虐待（
▲

p.90）も同様である。
❹DV防止法　正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律」。配偶者暴力防止法ともい
う。国や地方公共団体が被害者の保護や自立支援を行う
と定められ，緊急時に被害者や子どもの安全を守るため
の仕組みが整備された。

　DVの相談件数は2010年度77,334件，2020年度182,188件と，10年間で約2.4倍に
なった。DV防止法により，被害者を発見した場合，配偶者暴力相談支援センターまたは
警察に通報する努力義務がある。

●  DV相談ナビ　TEL：＃8
は

0
れ

0
れ

8
ば

　（全国共通）  
最寄りの相談窓口に転送され，直接相談することができる。

●  配偶者暴力相談支援センター一覧（内閣府）  
 相談業務のほか，自立やシェルター（被害者の保護施設），保護命令制度等についての
情報提供や援助，カウンセリング，緊急時の一時保護も行う。

●  デートDV110番　TEL：050―3204―0404　（火～木曜19～21時，土曜18～21時）

Web

1   DVの被害者，加害者，目撃者になったら（DV相談窓口）

2   DV被害に遭った経験

調査対象：交際相手がいた（いる）と答えた20歳以上の未婚男女（2,193人）
（注） 「被害経験の有無」は，調査対象者における被害経験ありの割合。「身体的暴行」「心理的

攻撃」「性的強要」は，調査対象が10～20歳代にそうした被害を経験した割合。
（内閣府「男女間における暴力に関する調査」2020年）

調査対象：これまでに結婚したことがあると答えた20歳以上の男女（2,591人）

1. 配偶者から

2. 交際相手から

DV防止法の規制対象は配偶者や事実婚の
夫婦，同棲相手，元配偶者で，交際相手によ
るデートDVは対象外である。しかし，どの
ような形であれ，暴力は相手の心身に大きな
ダメージを与える。決して行ってはならない
し，社会的にも放置されてはならない。

DVの中には，当事者がDVをしている・受
けていると自覚していないことも多い。「何が
DVにあたるか」を説明したうえで中学生・高
校生・大学生にデートDV経験を聞いた調査
では，DV被害経験者は女性44.5％，男性
27.4％，DV加害経験者は女性21.0％，男性
20.5％という高い結果が出ている。
（認定NPO法人エンパワメントかながわ「デートDV白書

VOL.5　全国デートDV実態調査報告書」2017年）
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25第2章　人生をつくる　　1　人生をつくる

家
族
・
家
庭

農業生産が中心であった時代には，子どもは一家の働き手とし
て，また，大人たちの生活の保障として必要な存在であった。今
日，子どもを育てる意味は大きく変わり，精神的なものがより重
視されるようになっている。
子どもを育み，自立させることは，経済的・身体的・時間的に

多くの負担を伴う大事業であるが，喜びや楽しみもまた大きい。
親としてこの楽しみと苦労を味わうことは，自分自身の成長にも
つながっていく。
子どもの誕生や養子縁組，再婚などによって，親子関係が生ま

れる。親子関係のありようは子どもの発達とともに変化していく
が，どの段階においても，子どもと親が共に触れ合う時間を十分
に確保することが大切である。親子の愛情や信頼関係は，日常的
な触れ合いの中で育まれていくからである。
親子関係は，自分の子どもと自分の関係だけではなく，高齢の

親と自分の関係もある。高齢の親との関係は，居住形態（同居，
近居，遠居）などによって異なり，交流の頻度や支援の内容にも
差が生じてくる。子どもや孫との交流や，公的支援などによって，
高齢者は普通の暮らしをより長く続けていくことができる。将来，
親とどのような関係を築きたいか，その実現に向けてどうすれば
よいか，これからの自分の生き方と関連させて考えていくことが
重要である。

子どもと暮らす・親を支える4

3

4

5 p.78

6

英単語

3   自分の子どもをもつことに対しての考え方 
 （複数回答）

4   「親子の対話と相手への信頼」に対しての 
考え方

6   高齢の親との居住距離別援助内容5   高齢者＊の心の支えになっている人（複数回答）

調査対象：20～49歳の男女（754人）
（注）重要だと思うことを3つまで選択。

（内閣府「少子化社会に関する国際意識調査」2015年）

調査対象：全国の40～64歳の女性（815人）
＊ 生活的援助：食事の準備や後かたづけ，掃除や洗濯など。  
身体的援助：身の回りの世話，病院への付き添い，排

はい

泄
せつ

や入浴の世話など。  
情緒的援助：日常的な話し相手，心配事等の相談相手など。

（第一生命経済研究所Life Design REPORT 
「老親に対する女性の援助内容と継続意向」2005年）

調査対象：全国の15～79歳の男女（2,802人）
（内閣府「平成23（2011）年度国民生活選好度調査」）

＊通常は65歳以上を指すが，ここでは60歳以上の数値を示す。
（内閣府「第7回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」2010年度）

（%）0 20 40 60 80 100

ど
う
思
う
か

自
分
は
満
た
さ
れ
て

い
る
か

じゅうぶん
満たされている

きわめて重要 45.9 かなり重要 41.3

さほど重要ではない 1.5

まったく重要ではない 0.5

10.8

17.9
かなり満たされて
いる 41.9

どちらとも
いえない 31.4

あまり満たされていない 6.8

ほとんど
満たされていない 2.0

どちらともいえない

70

60

50

40

10

20

30

0
配
偶
者
・

パ
ー
ト
ナ
ー

子
ど
も

（
養
子
を
含
む
）

（%）

65.3

57.4

子
の
配
偶
者
・

パ
ー
ト
ナ
ー

9.8

そ
の
他
の

家
族
・
親
族

6.8

親
し
い

友
人
・
知
人

15.5

そ
の
他

0.5
孫

17.9

2.7

誰
も
い
な
い

き
ょ
う
だ
い

13.9

80

70

60

50

40

10

20

30

0

（%）

49.7

62.3

23.2

12.3

51.3

同居（同一敷地内を含む） 30分超3時間以内30分以内 3時間超

生活的援助＊ 身体的援助＊ 情緒的援助＊

47.0

6.8

36.3

5.3

16.1
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順位 ％

1 子どもがいると生活が楽しく豊かになる 63.4

2 子どもをもつことは自然なことである 52.3

3
好きな人の子どもをもちたいから
子どもをもつ

27.7

4 子どもは夫婦関係を安定させる 21.4

5 子どもは将来の社会の担
にな

い手となる 17.8

6 自分の子孫を残すことができる 16.2

調査対象：日本の60歳以上の男女（1,183人）

身体的暴力：physical violence　同居する：live together

5

10

15
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26 ひとくちメモ ジョグジャカルタ原則　国連の「世界人権宣言」では全ての人の自由と平等が保障されており，2007年に承認された「ジョグジャカルタ原則」
では，性的指向や性自認もそこに含まれることが明記された。

私たちは，ライフコースの過程でさまざまなライフイベント
（出来事）を経験する。結婚や仕事を含め，その出来事を経験す
るかしないか，またいつどのように経験するかによるプラス面と
マイナス面を検討したうえで，自らの責任でライフスタイルを選
択していこう。
また，現代のライフスタイルは多様化している。それぞれのラ

イフスタイルを尊重することが大切である。

自分のライフスタイルを選ぶ5

❶

❷
❶ライフスタイル　人の生活の仕方や人生の過ごし方。
❷人生では予期しないことや思いどおりにならないこと
もあるが，その場面ごとに自分らしい選択を積み重ねてい
くことが重要である。
❸子どものいない共働き夫婦をディンクス（DINKS：
Double Income No Kids），子どものいる共働き夫婦
をデュークス（DEWKS：Double Employed With 
Kids）という。
❹配偶者の子で，自分とは血のつながりがない子を継子
という。

　日本のパートナーシップ制度について調べよう。
個人のライフスタイルを認め合う生活について意
見を出し合ってみよう。

TRY

 パートナーシップ 　日本で法律上の夫婦とみなされるには，
役所に婚姻届を提出し受理された法

ほう
律
りつ

婚
こん
が原則だが，さまざ

まな理由により，婚姻届を提出せずに事実上夫婦として共同
生活を営む事

じ
実
じつ

婚
こん
を選択する場合もある。また，日本の法律

婚は男女間に限られており，自治体によっては同性カップル
に，その関係を証明する制度を設けている。
　夫婦間では，特に子どもが低年齢のときには，子育てと仕
事の両立をめぐって困難が生じやすい。
 親子関係 　血縁関係のある子だけでなく養子や継

けい
子
し
，里子

との親子関係もある。近年は親の離婚や再婚によるひとり親
家族やステップファミリーもまれではない。
 暮らし方（誰と，どこで） 　一人暮らしや友達と暮らすこと，
施設などで暮らすこともある。

1

❸

p.39, 40, 67, 243, 264 ❹

2

さまざまなライフスタイルの例（人とのつながりについて）

1   法律婚と事実婚の比較

法律婚 事実婚（異性間）

婚姻の義務＊1 あり あり

戸籍，姓 同一 別

住民票の表記 「妻」「夫」
「妻（未届）」
「夫（未届）」

社会保険 あり 一部あり＊2

配偶者控除
（所得税），
法定相続権

あり なし

パートナー間の
実子の立場

父母の
嫡出子

母の嫡出子
（認知すれば
父の非嫡出子）

子の戸籍，姓 父母と同一 母と同一

子の親権 共同親権 母の単独親権

＊1   貞操，同居・協力・扶助，婚姻費用分担。
＊2   健康保険の扶養家族，公的年金の第3号被保険者，遺族
年金の受給者。

　前の結婚でできた子を連れて再婚すること
によってできる家族。子連れ再婚家族ともい
う。非血縁の親子関係（継親子関係）を含む。

2   ステップファミリー（stepfamily）
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3   自分の子どもをもつことに対しての考え方 
 （複数回答）

4   「親子の対話と相手への信頼」に対しての 
考え方
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Column

事実婚：common-law marriage　里親：foster parent

フランスでは1999年の法成立以来，民事連帯契約
（PACS）を結ぶことで事実婚や同性カップルにも婚姻に準じ
た法的地位が認められている。また2013年には世界で14番
目に同性婚が認められ，婚姻の定義が「異性または同性の両
当事者間で締結される」となった。PACSでは認められてい
なかった同性カップル間の共同養子縁組，子の氏の変更，配
偶者の相続人になることなどが可能となり，同性婚は異性婚
とほぼ同じ法的保護を受けることとなった。
これらの法整備により，制度的な結婚としての婚姻，

PACSを結ぶ事実婚，PACSを結ばない事実婚など，異性・
同性を問わずさまざまな結婚の形が選択できるようになり，
パートナーとの暮らし方が多様化している。

●フランスの結婚いろいろ

●日本での里親の現状
日本では現在，約4万5000人の子ども（18歳未満）が家庭以外の

社会的養護（

▲

p.72）のもとで生活している。社会的養護には家庭養護
（里親や養子縁組制度，ファミリーホーム）と施設養護（児童福祉施設
など）があり，日本では施設養護の割合が高い。
国連子どもの権利委員会は，家庭養護の割合を増やすように日本に

勧告を行っており，これを受けて2016年には児童福祉法（

▲

p.72）が改
正され，家庭養護を原則とすることになったが，里親登録数は圧倒的
に不足している。

LGBTとは，性的に少数の立場にある当事者の総称である。レズビアン
（女性同性愛者），ゲイ（男性同性愛者），バイセクシャル（両性愛者），ト
ランスジェンダー（出生時に法的・社会的に割り当てられた性とは異なる
性を生きる者）の頭文字だが，実際にはこの4つ以外にもさまざまな性的
指向や性自認があり，明確な性自認のないQ（Questioning,�Queer）や
恋愛感情や性的欲求を持たないA（Asexual）を加えたLGBTQ，LGBTA
など，さまざまな呼び方がある。
そこで，個人の性的指向と性自認を総称したSOGI（Sexual�Orientation��

and�Gender�Identity）という呼称も広まっている。多数派と少数派に区
別することなく，全ての人がそれぞれの性的指向と性自認を持つという，社
会的包摂（

▲

p.98）に基づいた考え方である。
性別違和がある場合，性同一性障がいの診断を受け，条件を満たせば戸

籍上の性を変更できる。

●LGBTとSOGI

日本の大学では，専攻ごとに男女の偏りが見られる。例
えば自然科学・数学・統計専攻に占める女性の割合は
OECD平均約50％に対して日本約25％，機械・工学・建築
はOECD平均約24％に対して約13％である。日本では特
定の専攻に対する「男子・女子のもの」という先入観（ジェ
ンダー・バイアス）があり，偏りの一因となっている。大
学や国は，こうした先入観に縛られない進学や就職を支援
する取り組みを行っている。例えば，内閣府「リコチャレ
（理工チャレンジ）」などがある。

●自分らしい進路選択を

〔日本の里親の種類〕

養育里親
要保護状態にある児童を養育する里親。事
前研修を受けて登録する。期間は数週間～
成年までと多様。

専門里親
一定の専門的ケアを必要とする児童を養育
する里親。より専門的な研修を受け，養育に
専念する。

養子縁組里親
養子縁組を前提とした里親。原則として6歳
未満。6か月間同居して，特別養子縁組の可
否を裁判所が審判する。

親族里親
親が養育できない場合に，3親等以内の親族
がなる里親。

千
ち
葉
ば
県千葉市の「パートナーシップ宣誓制度」で証明書を手にし

た事実婚や同性カップル。
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た法的地位が認められている。また2013年には世界で14番
目に同性婚が認められ，婚姻の定義が「異性または同性の両
当事者間で締結される」となった。PACSでは認められてい
なかった同性カップル間の共同養子縁組，子の氏の変更，配
偶者の相続人になることなどが可能となり，同性婚は異性婚
とほぼ同じ法的保護を受けることとなった。
これらの法整備により，制度的な結婚としての婚姻，

PACSを結ぶ事実婚，PACSを結ばない事実婚など，異性・
同性を問わずさまざまな結婚の形が選択できるようになり，
パートナーとの暮らし方が多様化している。

●フランスの結婚いろいろ

●日本での里親の現状
日本では現在，約4万5000人の子ども（18歳未満）が家庭以外の

社会的養護（

▲

p.72）のもとで生活している。社会的養護には家庭養護
（里親や養子縁組制度，ファミリーホーム）と施設養護（児童福祉施設
など）があり，日本では施設養護の割合が高い。
国連子どもの権利委員会は，家庭養護の割合を増やすように日本に

勧告を行っており，これを受けて2016年には児童福祉法（

▲

p.72）が改
正され，家庭養護を原則とすることになったが，里親登録数は圧倒的
に不足している。

LGBTとは，性的に少数の立場にある当事者の総称である。レズビアン
（女性同性愛者），ゲイ（男性同性愛者），バイセクシャル（両性愛者），ト
ランスジェンダー（出生時に法的・社会的に割り当てられた性とは異なる
性を生きる者）の頭文字だが，実際にはこの4つ以外にもさまざまな性的
指向や性自認があり，明確な性自認のないQ（Questioning,�Queer）や
恋愛感情や性的欲求を持たないA（Asexual）を加えたLGBTQ，LGBTA
など，さまざまな呼び方がある。
そこで，個人の性的指向と性自認を総称したSOGI（Sexual�Orientation��

and�Gender�Identity）という呼称も広まっている。多数派と少数派に区
別することなく，全ての人がそれぞれの性的指向と性自認を持つという，社
会的包摂（

▲

p.98）に基づいた考え方である。
性別違和がある場合，性同一性障がいの診断を受け，条件を満たせば戸

籍上の性を変更できる。

●LGBTとSOGI

日本の大学では，専攻ごとに男女の偏りが見られる。例
えば自然科学・数学・統計専攻に占める女性の割合は
OECD平均約50％に対して日本約25％，機械・工学・建築
はOECD平均約24％に対して約13％である。日本では特
定の専攻に対する「男子・女子のもの」という先入観（ジェ
ンダー・バイアス）があり，偏りの一因となっている。大
学や国は，こうした先入観に縛られない進学や就職を支援
する取り組みを行っている。例えば，内閣府「リコチャレ
（理工チャレンジ）」などがある。

●自分らしい進路選択を

〔日本の里親の種類〕

養育里親
要保護状態にある児童を養育する里親。事
前研修を受けて登録する。期間は数週間～
成年までと多様。

専門里親
一定の専門的ケアを必要とする児童を養育
する里親。より専門的な研修を受け，養育に
専念する。

養子縁組里親
養子縁組を前提とした里親。原則として6歳
未満。6か月間同居して，特別養子縁組の可
否を裁判所が審判する。

親族里親
親が養育できない場合に，3親等以内の親族
がなる里親。

千
ち
葉
ば
県千葉市の「パートナーシップ宣誓制度」で証明書を手にし

た事実婚や同性カップル。
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フ ラ ン ス で は1999年 の 法 成 立 以 来， 民 事 連 帯 契 約
（PACS）を結ぶことで事実婚や同性カップルにも婚姻に準じ
た法的地位が認められている。また2013年には世界で14番
目に同性婚が認められ，婚姻の定義が「異性または同性の両
当事者間で締結される」となった。PACSでは認められてい
なかった同性カップル間の共同養子縁組，子の氏の変更，配
偶者の相続人になることなどが可能となり，同性婚は異性婚
とほぼ同じ法的保護を受けることとなった。

これらの法整備により，制度的な結婚としての婚姻，
PACSを結ぶ事実婚，PACSを結ばない事実婚など，異性・
同性を問わずさまざまな結婚の形が選択できるようになり，
パートナーとの暮らし方が多様化している。

●フランスの結婚いろいろ

●日本での里親の現状
日本では現在，約4万2000人の子ども（18歳未満）が家庭以外の

社会的養護（

▲

p.72）のもとで生活している。社会的養護には家庭養護
（里親や養子縁組制度，ファミリーホーム）と施設養護（児童福祉施設
など）があり，日本では施設養護の割合が高い。

国連子どもの権利委員会は，家庭養護の割合を増やすように日本に
勧告を行っており，これを受けて2016年には児童福祉法（

▲

p.72）が改
正され，家庭養護を原則とすることになったが，里親登録数は圧倒的
に不足している。

LGBTとは，性的に少数の立場にある当事者の総称である。レズビアン
（女性同性愛者），ゲイ（男性同性愛者），バイセクシャル（両性愛者），ト
ランスジェンダー（出生時に法的・社会的に割り当てられた性とは異なる
性を生きる者）の頭文字だが，実際にはこの4つ以外にもさまざまな性的
指向や性自認があり，明確な性自認のないQ（Questioning, Queer）や
恋愛感情や性的欲求を持たないA（Asexual）を加えたLGBTQ，LGBTA
など，さまざまな呼び方がある。

そこで，個人の性的指向と性自認を総称したSOGI（Sexual Orientation  
and Gender Identity）という呼称も広まっている。多数派と少数派に区
別することなく，全ての人がそれぞれの性的指向と性自認を持つという，社
会的包摂（

▲

p.98）に基づいた考え方である。
性別違和がある場合，性同一性障がいの診断を受け，条件を満たせば戸

籍上の性を変更できる。

●LGBTとSOGI

日本の大学では，専攻ごとに男女の偏りが見られる。例
えば自然科学・数学・統計専攻に占める女性の割合は
OECD平均約52％に対して日本約27％，工学・製造・建築
はOECD平均約26％に対して約16％である。日本では特
定の専攻に対する「男子・女子のもの」という先入観（ジェ
ンダー・バイアス）があり，偏りの一因となっている。大
学や国は，こうした先入観に縛られない進学や就職を支援
する取り組みを行っている。例えば，内閣府「リコチャレ

（理工チャレンジ）」などがある。

●自分らしい進路選択を

〔日本の里親の種類〕

養育里親
要保護状態にある児童を養育する里親。
事前研修を受けて登録する。期間は数
週間～成年までと多様。

専門里親
一定の専門的ケアを必要とする児童を
養育する里親。より専門的な研修を受
け，養育に専念する。

養子縁組里親
（特別養子縁組の場合）

養子縁組を前提とした里親。原則15歳
未満。6か月以上同居して，特別養子縁
組の可否を裁判所が審判する。

親族里親
親が養育できない場合に，3親等以内の
親族がなる里親。

千
ち
葉
ば
県千葉市の「パートナーシップ宣誓制度」で証明書を手にし

た事実婚や同性カップル。
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フ ラ ン ス で は1999年 の 法 成 立 以 来， 民 事 連 帯 契 約
（PACS）を結ぶことで事実婚や同性カップルにも婚姻に準じ
た法的地位が認められている。また2013年には世界で14番
目に同性婚が認められ，婚姻の定義が「異性または同性の両
当事者間で締結される」となった。PACSでは認められてい
なかった同性カップル間の共同養子縁組，子の氏の変更，配
偶者の相続人になることなどが可能となり，同性婚は異性婚
とほぼ同じ法的保護を受けることとなった。

これらの法整備により，制度的な結婚としての婚姻，
PACSを結ぶ事実婚，PACSを結ばない事実婚など，異性・
同性を問わずさまざまな結婚の形が選択できるようになり，
パートナーとの暮らし方が多様化している。

●フランスの結婚いろいろ

●日本での里親の現状
日本では現在，約4万2000人の子ども（18歳未満）が家庭以外の

社会的養護（

▲

p.72）のもとで生活している。社会的養護には家庭養護
（里親や養子縁組制度，ファミリーホーム）と施設養護（児童福祉施設
など）があり，日本では施設養護の割合が高い。

国連子どもの権利委員会は，家庭養護の割合を増やすように日本に
勧告を行っており，これを受けて2016年には児童福祉法（

▲

p.72）が改
正され，家庭養護を原則とすることになったが，里親登録数は圧倒的
に不足している。

LGBTとは，性的に少数の立場にある当事者の総称である。レズビアン
（女性同性愛者），ゲイ（男性同性愛者），バイセクシャル（両性愛者），ト
ランスジェンダー（出生時に法的・社会的に割り当てられた性とは異なる
性を生きる者）の頭文字だが，実際にはこの4つ以外にもさまざまな性的
指向や性自認があり，明確な性自認のないQ（Questioning, Queer）や
恋愛感情や性的欲求を持たないA（Asexual）を加えたLGBTQ，LGBTA
など，さまざまな呼び方がある。

そこで，個人の性的指向と性自認を総称したSOGI（Sexual Orientation  
and Gender Identity）という呼称も広まっている。多数派と少数派に区
別することなく，全ての人がそれぞれの性的指向と性自認を持つという，社
会的包摂（

▲

p.98）に基づいた考え方である。
性別違和がある場合，性同一性障がいの診断を受け，条件を満たせば戸

籍上の性を変更できる。

●LGBTとSOGI

日本の大学では，専攻ごとに男女の偏りが見られる。例
えば自然科学・数学・統計専攻に占める女性の割合は
OECD平均約52％に対して日本約27％，工学・製造・建築
はOECD平均約26％に対して約16％である。日本では特
定の専攻に対する「男子・女子のもの」という先入観（ジェ
ンダー・バイアス）があり，偏りの一因となっている。大
学や国は，こうした先入観に縛られない進学や就職を支援
する取り組みを行っている。例えば，内閣府「リコチャレ

（理工チャレンジ）」などがある。

●自分らしい進路選択を

〔日本の里親の種類〕

養育里親
要保護状態にある児童を養育する里親。
事前研修を受けて登録する。期間は数
週間～成年までと多様。

専門里親
一定の専門的ケアを必要とする児童を
養育する里親。より専門的な研修を受
け，養育に専念する。

養子縁組里親
（特別養子縁組の場合）

養子縁組を前提とした里親。原則15歳
未満。6か月以上同居して，特別養子縁
組の可否を裁判所が審判する。

親族里親
親が養育できない場合に，3親等以内の
親族がなる里親。

千
ち
葉
ば
県千葉市の「パートナーシップ宣誓制度」で証明書を手にし

た事実婚や同性カップル。
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事実婚：common-law marriage　里親：foster parent

フ ラ ン ス で は1999年 の 法 成 立 以 来， 民 事 連 帯 契 約
（PACS）を結ぶことで事実婚や同性カップルにも婚姻に準じ
た法的地位が認められている。また2013年には世界で14番
目に同性婚が認められ，婚姻の定義が「異性または同性の両
当事者間で締結される」となった。PACSでは認められてい
なかった同性カップル間の共同養子縁組，子の氏の変更，配
偶者の相続人になることなどが可能となり，同性婚は異性婚
とほぼ同じ法的保護を受けることとなった。

これらの法整備により，制度的な結婚としての婚姻，
PACSを結ぶ事実婚，PACSを結ばない事実婚など，異性・
同性を問わずさまざまな結婚の形が選択できるようになり，
パートナーとの暮らし方が多様化している。

●フランスの結婚いろいろ

●日本での里親の現状
日本では現在，約4万2000人の子ども（18歳未満）が家庭以外の

社会的養護（

▲

p.72）のもとで生活している。社会的養護には家庭養護
（里親や養子縁組制度，ファミリーホーム）と施設養護（児童福祉施設
など）があり，日本では施設養護の割合が高い。

国連子どもの権利委員会は，家庭養護の割合を増やすように日本に
勧告を行っており，これを受けて2016年には児童福祉法（

▲

p.72）が改
正され，家庭養護を原則とすることになったが，里親登録数は圧倒的
に不足している。

LGBTとは，性的に少数の立場にある当事者の総称である。レズビアン
（女性同性愛者），ゲイ（男性同性愛者），バイセクシャル（両性愛者），ト
ランスジェンダー（出生時に法的・社会的に割り当てられた性とは異なる
性を生きる者）の頭文字だが，実際にはこの4つ以外にもさまざまな性的
指向や性自認があり，明確な性自認のないQ（Questioning, Queer）や
恋愛感情や性的欲求を持たないA（Asexual）を加えたLGBTQ，LGBTA
など，さまざまな呼び方がある。

そこで，個人の性的指向と性自認を総称したSOGI（Sexual Orientation  
and Gender Identity）という呼称も広まっている。多数派と少数派に区
別することなく，全ての人がそれぞれの性的指向と性自認を持つという，社
会的包摂（

▲

p.98）に基づいた考え方である。
性別違和がある場合，性同一性障がいの診断を受け，条件を満たせば戸

籍上の性を変更できる。

●LGBTとSOGI

日本の大学では，専攻ごとに男女の偏りが見られる。例
えば自然科学・数学・統計専攻に占める女性の割合は
OECD平均約52％に対して日本約27％，工学・製造・建築
はOECD平均約26％に対して約16％である。日本では特
定の専攻に対する「男子・女子のもの」という先入観（ジェ
ンダー・バイアス）があり，偏りの一因となっている。大
学や国は，こうした先入観に縛られない進学や就職を支援
する取り組みを行っている。例えば，内閣府「リコチャレ

（理工チャレンジ）」などがある。

●自分らしい進路選択を

〔日本の里親の種類〕

養育里親
要保護状態にある児童を養育する里親。
事前研修を受けて登録する。期間は数
週間～成年までと多様。

専門里親
一定の専門的ケアを必要とする児童を
養育する里親。より専門的な研修を受
け，養育に専念する。

養子縁組里親
（特別養子縁組の場合）

養子縁組を前提とした里親。原則15歳
未満。6か月以上同居して，特別養子縁
組の可否を裁判所が審判する。

親族里親
親が養育できない場合に，3親等以内の
親族がなる里親。

千
ち
葉
ば
県千葉市の「パートナーシップ宣誓制度」で証明書を手にし

た事実婚や同性カップル。
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29第2章　人生をつくる　　2　家族・家庭を見つめる

家
族
・
家
庭

 世帯と家族
家族は，必ずしも範囲が明確ではない。そのため，国や地域に

おける家族の実態や動向を説明するときや住
じゅう
民
みん
基
き
本
ほん
台
だい
帳
ちょう
などには，

世
せ
帯
たい
という単位が用いられる。

世帯とは，「住居と生計を共にしている人々の集まり」，または
「一戸を構えて住んでいる単身者」などをいう。家族が2人以上
の集団を指すのに対して，世帯は1人だけでも1つの世帯（単

たん
独
どく

世
せ
帯
たい
）である。親

しん
族
ぞく
のみの世

せ
帯
たい
は，結婚や血縁などの関係のある

人を中心に構成されている世帯で，核
かく
家
か
族
ぞく
世
せ
帯
たい
や，3世代世帯，

4世代世帯などの拡
かく
大
だい
家
か
族
ぞく
世
せ
帯
たい
を含む。

世帯と家族の範囲は同じ場合もあるし，異なる場合もある。現
代では，1つの家族がいくつもの世帯に分かれて住むこともあり，
世帯と家族は，一致しない場合も多い。父親が単身赴任をする，
未婚の子どもが大学進学のために両親と離れて暮らすなどが，よ
く見られる例である。また，親族でない人が家族と同居したり，
親しい人どうしで暮らしたりして，非

ひ
親
しん
族
ぞく
を含む世

せ
帯
たい
をつくる場

合もある。こうした世帯の実態把握のため，5年に1度，国
こく
勢
せい
調
ちょう

査
さ
が行われている。

❶

1

1

2❷

3

❸

英単語

❶住民基本台帳　氏名，生年月日，性別，住所などが記
載された住民票を編成したもの。住民登録によって作成
される。
❷拡大家族世帯　2つもしくはそれ以上の核家族世帯か
ら構成されるか，核家族世帯にそれ以外の親族が加わっ
て構成される世帯である。日本では，拡大家族世帯の中
では3世代世帯が最も多い。
❸国勢調査　日本に居住している全ての人および世帯を
対象として，国が5年ごとに実施する最も重要かつ基本的
な統計調査。国内の人口，世帯，産業構造等について調
査が行われる。第1回国勢調査は1920（大正9）年に実
施された。

家族：family　家庭：home　世帯：household

1   世帯の分類と世帯構成

（注） ①2005年調査までは，「親族のみの世帯」は「親族世帯」，「非親族
を含む世帯」は「非親族世帯」と分類されていた。  
②日本全体で約5,345万世帯，約1億2,709万人のうち，約12万世
帯，約280万人が施設等で暮らしている（2015年現在）。

［一般世帯］ ［施設等の世帯］
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5. 夫婦と両親
6. 夫婦とひとり親
7. 夫婦と子どもと両親
8.  夫婦と子どもとひとり親
9. その他
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を
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寮
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舎
の
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生
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社
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友達と同居など

学生寮など

2   核家族世帯の例
（「クレヨンしんちゃん」野

の
原
はら
家）

3   拡大家族世帯の例
（「ちびまる子ちゃん」さくら家）

（総務省「国勢調査」より作成）
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30 ひとくちメモ 在宅死　1950年代には約9割の人が住み慣れた家で最
さい
期
ご
を迎え，家庭科でも看

み
取
と
りの方法を学習していたが，現在では約7割の人が病院で亡

くなっている。しかし近年，最期まで自分の生活を大事にしたい，家族に見守られたいなど，在宅死を願う人が増えている。

 世帯構成と規模の変化
親族世帯，非親族世帯，および単独世帯の構成割合の変化を見

てみよう。近年の傾向として，夫婦のみの世帯と単独世帯の増加
が認められ，特に単独世帯の増加が著しい。離婚の増加を反映し
て，ひとり親と子どもの世帯もやや増加している。一方，夫婦と
子どもの世帯は，産業構造が大きく変化した高度経済成長期には
増加したが，近年は減少している。また，3世代世帯を含むその
他の親族世帯も減少している。
世帯の規模は，1960年代の高度経済成長期以降，急速に小さ

くなってきている。平
へい
均
きん
世
せ
帯
たい
人
じん
員
いん
は，1920年の最初の国勢調査

から1955年までは約5人であったが，その後減少を続け，2015
年には2.33人になっている。平均世帯人員が少なくなってきた
背景には，拡大家族世帯が減少していること，核家族世帯の中で
も夫婦のみの世帯やひとり親と子どもの世帯など，少人数の世帯
の割合が増加していること，若者や高齢者の単独世帯が増加して
いること，多産多死の時代から少産少死の時代に入り，子ども数
が減少したことなどがある。

社会の中の家族・家庭2

1

2

1   一般世帯における家族構成の割合の推移

（注）就業者総数に対する産業別就業者数の比率。
（総務省「国勢調査」）

（注） 2010年調査から「親族世帯」は「親族のみの世帯」，「非
親族世帯」は「非親族を含む世帯」に区分変更された。

（総務省「国勢調査」）

3   産業構造の変化
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（注） 1920～’55と’65は普通世帯による。普通世帯とは一般世帯から間借り・下宿などの単身 
者および会社などの独身寮の単身者を除いたもの。

（総務省「国勢調査」）

2   一般世帯数および平均世帯人員数の推移
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　産業構造の変化と平均世帯人員の減少には，
どのような関連があるか，考えよう。
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29第2章　人生をつくる　　2　家族・家庭を見つめる

家
族
・
家
庭

 世帯と家族
家族は，必ずしも範囲が明確ではない。そのため，国や地域に

おける家族の実態や動向を説明するときや住
じゅう
民
みん
基
き
本
ほん
台
だい
帳
ちょう
などには，

世
せ
帯
たい
という単位が用いられる。

世帯とは，「住居と生計を共にしている人々の集まり」，または
「一戸を構えて住んでいる単身者」などをいう。家族が2人以上
の集団を指すのに対して，世帯は1人だけでも1つの世帯（単

たん
独
どく

世
せ
帯
たい
）である。親

しん
族
ぞく
のみの世

せ
帯
たい
は，結婚や血縁などの関係のある

人を中心に構成されている世帯で，核
かく
家
か
族
ぞく
世
せ
帯
たい
や，3世代世帯，

4世代世帯などの拡
かく
大
だい
家
か
族
ぞく
世
せ
帯
たい
を含む。

世帯と家族の範囲は同じ場合もあるし，異なる場合もある。現
代では，1つの家族がいくつもの世帯に分かれて住むこともあり，
世帯と家族は，一致しない場合も多い。父親が単身赴任をする，
未婚の子どもが大学進学のために両親と離れて暮らすなどが，よ
く見られる例である。また，親族でない人が家族と同居したり，
親しい人どうしで暮らしたりして，非

ひ
親
しん
族
ぞく
を含む世

せ
帯
たい
をつくる場

合もある。こうした世帯の実態把握のため，5年に1度，国
こく
勢
せい
調
ちょう

査
さ
が行われている。

❶

1

1

2❷

3

❸

英単語

❶住民基本台帳　氏名，生年月日，性別，住所などが記
載された住民票を編成したもの。住民登録によって作成
される。
❷拡大家族世帯　2つもしくはそれ以上の核家族世帯か
ら構成されるか，核家族世帯にそれ以外の親族が加わっ
て構成される世帯である。日本では，拡大家族世帯の中
では3世代世帯が最も多い。
❸国勢調査　日本に居住している全ての人および世帯を
対象として，国が5年ごとに実施する最も重要かつ基本的
な統計調査。国内の人口，世帯，産業構造等について調
査が行われる。第1回国勢調査は1920（大正9）年に実
施された。

家族：family　家庭：home　世帯：household

1   世帯の分類と世帯構成

（注） ①2005年調査までは，「親族のみの世帯」は「親族世帯」，「非親族
を含む世帯」は「非親族世帯」と分類されていた。  
②日本全体で約5,583万世帯，約1億2,615万人のうち，約13万世
帯，約298万人が施設等で暮らしている（2020年現在）。

［一般世帯］ ［施設等の世帯］
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大
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族
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5. 夫婦と両親
6. 夫婦とひとり親
7. 夫婦と子どもと両親
8.  夫婦と子どもとひとり親
9. その他

非
親
族
を
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む
世
帯

単
独
世
帯

寮
・
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宿
舎
の
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生
・
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徒

社
会
施
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の
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友達と同居など

学生寮など

2   核家族世帯の例
（「クレヨンしんちゃん」野

の
原
はら
家）

3   拡大家族世帯の例
（「ちびまる子ちゃん」さくら家）

（総務省「国勢調査」より作成）
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30 ひとくちメモ 在宅死　1950年代には約9割の人が住み慣れた家で最
さい
期
ご
を迎え，家庭科でも看

み
取
と
りの方法を学習していたが，現在では約7割の人が病院で亡

くなっている。しかし近年，最期まで自分の生活を大事にしたい，家族に見守られたいなど，在宅死を願う人が増えている。

 世帯構成と規模の変化
親族世帯，非親族世帯，および単独世帯の構成割合の変化を見

てみよう。近年の傾向として，夫婦のみの世帯と単独世帯の増加
が認められ，特に単独世帯の増加が著しい。離婚の増加を反映し
て，ひとり親と子どもの世帯もやや増加している。一方，夫婦と
子どもの世帯は，産業構造が大きく変化した高度経済成長期には
増加したが，近年は減少している。また，3世代世帯を含むその
他の親族世帯も減少している。
世帯の規模は，1960年代の高度経済成長期以降，急速に小さ

くなってきている。平
へい
均
きん
世
せ
帯
たい
人
じん
員
いん
は，1920年の最初の国勢調査

から1955年までは約5人であったが，その後減少を続け，2020
年には2.21人になっている。平均世帯人員が少なくなってきた
背景には，拡大家族世帯が減少していること，核家族世帯の中で
も夫婦のみの世帯やひとり親と子どもの世帯など，少人数の世帯
の割合が増加していること，若者や高齢者の単独世帯が増加して
いること，多産多死の時代から少産少死の時代に入り，子ども数
が減少したことなどがある。

社会の中の家族・家庭2

1

2

1   一般世帯における家族構成の割合の推移

（注）就業者総数に対する産業別就業者数の比率。
（総務省「国勢調査」）

（注） 2005年調査までは，「親族のみの世帯」は「親族世帯」，
「非親族を含む世帯」は「非親族世帯」と分類されていた。

（総務省「国勢調査」）

3   産業構造の変化
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（注） 1920～’55と’65は普通世帯による。普通世帯とは一般世帯から間借り・下宿などの単身 
者および会社などの独身寮の単身者を除いたもの。

（総務省「国勢調査」）

2   一般世帯数および平均世帯人員数の推移
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　産業構造の変化と平均世帯人員の減少には，
どのような関連があるか，考えよう。
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30 ひとくちメモ 在宅死　1950年代には約9割の人が住み慣れた家で最
さい
期
ご
を迎え，家庭科でも看

み
取
と
りの方法を学習していたが，現在では約7割の人が病院で亡

くなっている。しかし近年，最期まで自分の生活を大事にしたい，家族に見守られたいなど，在宅死を願う人が増えている。

 世帯構成と規模の変化
親族世帯，非親族世帯，および単独世帯の構成割合の変化を見

てみよう。近年の傾向として，夫婦のみの世帯と単独世帯の増加
が認められ，特に単独世帯の増加が著しい。離婚の増加を反映し
て，ひとり親と子どもの世帯もやや増加している。一方，夫婦と
子どもの世帯は，産業構造が大きく変化した高度経済成長期には
増加したが，近年は減少している。また，3世代世帯を含むその
他の親族世帯も減少している。
世帯の規模は，1960年代の高度経済成長期以降，急速に小さ

くなってきている。平
へい
均
きん
世
せ
帯
たい
人
じん
員
いん
は，1920年の最初の国勢調査

から1955年までは約5人であったが，その後減少を続け，2015
年には2.33人になっている。平均世帯人員が少なくなってきた
背景には，拡大家族世帯が減少していること，核家族世帯の中で
も夫婦のみの世帯やひとり親と子どもの世帯など，少人数の世帯
の割合が増加していること，若者や高齢者の単独世帯が増加して
いること，多産多死の時代から少産少死の時代に入り，子ども数
が減少したことなどがある。

社会の中の家族・家庭2

1

2

1   一般世帯における家族構成の割合の推移

（注）就業者総数に対する産業別就業者数の比率。
（総務省「国勢調査」）

（注） 2010年調査から「親族世帯」は「親族のみの世帯」，「非
親族世帯」は「非親族を含む世帯」に区分変更された。

（総務省「国勢調査」）

3   産業構造の変化
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（注） 1920～’55と’65は普通世帯による。普通世帯とは一般世帯から間借り・下宿などの単身 
者および会社などの独身寮の単身者を除いたもの。

（総務省「国勢調査」）

2   一般世帯数および平均世帯人員数の推移
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　産業構造の変化と平均世帯人員の減少には，
どのような関連があるか，考えよう。
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30 ひとくちメモ 在宅死　1950年代には約9割の人が住み慣れた家で最
さい
期
ご
を迎え，家庭科でも看

み
取
と
りの方法を学習していたが，現在では約7割の人が病院で亡

くなっている。しかし近年，最期まで自分の生活を大事にしたい，家族に見守られたいなど，在宅死を願う人が増えている。

 世帯構成と規模の変化
親族世帯，非親族世帯，および単独世帯の構成割合の変化を見

てみよう。近年の傾向として，夫婦のみの世帯と単独世帯の増加
が認められ，特に単独世帯の増加が著しい。離婚の増加を反映し
て，ひとり親と子どもの世帯もやや増加している。一方，夫婦と
子どもの世帯は，産業構造が大きく変化した高度経済成長期には
増加したが，近年は減少している。また，3世代世帯を含むその
他の親族世帯も減少している。
世帯の規模は，1960年代の高度経済成長期以降，急速に小さ
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から1955年までは約5人であったが，その後減少を続け，2015
年には2.33人になっている。平均世帯人員が少なくなってきた
背景には，拡大家族世帯が減少していること，核家族世帯の中で
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の割合が増加していること，若者や高齢者の単独世帯が増加して
いること，多産多死の時代から少産少死の時代に入り，子ども数
が減少したことなどがある。
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さい
期
ご
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と
りの方法を学習していたが，現在では約7割の人が病院で亡

くなっている。しかし近年，最期まで自分の生活を大事にしたい，家族に見守られたいなど，在宅死を願う人が増えている。

 世帯構成と規模の変化
親族世帯，非親族世帯，および単独世帯の構成割合の変化を見

てみよう。近年の傾向として，夫婦のみの世帯と単独世帯の増加
が認められ，特に単独世帯の増加が著しい。離婚の増加を反映し
て，ひとり親と子どもの世帯もやや増加している。一方，夫婦と
子どもの世帯は，産業構造が大きく変化した高度経済成長期には
増加したが，近年は減少している。また，3世代世帯を含むその
他の親族世帯も減少している。
世帯の規模は，1960年代の高度経済成長期以降，急速に小さ
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員
いん
は，1920年の最初の国勢調査

から1955年までは約5人であったが，その後減少を続け，2015
年には2.33人になっている。平均世帯人員が少なくなってきた
背景には，拡大家族世帯が減少していること，核家族世帯の中で
も夫婦のみの世帯やひとり親と子どもの世帯など，少人数の世帯
の割合が増加していること，若者や高齢者の単独世帯が増加して
いること，多産多死の時代から少産少死の時代に入り，子ども数
が減少したことなどがある。
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（注）就業者総数に対する産業別就業者数の比率。
（総務省「国勢調査」）

（注） 2010年調査から「親族世帯」は「親族のみの世帯」，「非
親族世帯」は「非親族を含む世帯」に区分変更された。

（総務省「国勢調査」）

3   産業構造の変化

13.7

15.5

17.3 34.2

37.2 6.8 17.2 23.1

40.0 6.3 19.0 20.8
0.2

0.2

0.5

0.6

2005

2000

1995

1990

1985
（年）

100（%）0 20 40 60 80

夫婦のみ

夫婦と子ども

ひとり親
と子ども その他の

親族世帯

非親族世帯

単独世帯

核家族世帯
親族世帯

19.8 27.9 8.7 10.3 32.4
0.9

2010

2015

0.7

7.0 15.4 25.6

18.9 31.9 7.6 13.5 27.6

19.6 29.8 8.3 12.1 29.5

20.1 26.9 8.9 8.6 34.6
0.9

48.5 21.8 29.6

32.7 29.1 38.2

19.3 34.0 46.6

10.9 33.6 55.4

7.1 33.3 59.0

5.0
29.5 64.3

1950

1960

1970

1980

1990

2000

5.84.0
23.7 66.52010

2015

0 20 40 60 80 100（%）

第2次産業 第3次産業第1次産業 分類不能

1.2

（年）

5.43.8
23.6 67.2

0.6

0.1

0.1

0.0

0.1

（注） 1920～’55と’65は普通世帯による。普通世帯とは一般世帯から間借り・下宿などの単身 
者および会社などの独身寮の単身者を除いたもの。

（総務省「国勢調査」）

2   一般世帯数および平均世帯人員数の推移

6

7

5

4

3

2

0 0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

4.89

1,112

一般世帯の世帯数（左目盛り）

平均世帯人員数（右目盛り）

（年）

（万世帯） （人）

5,333

2.33

1920 ’30 ’40 ’50 ’55 ’60 ’65 ’70 ’75 ’80 ’85 ’90 ’95 2000 ’05 ’15’10

　産業構造の変化と平均世帯人員の減少には，
どのような関連があるか，考えよう。

TRY

5

10

15

30 ひとくちメモ 在宅死　1950年代には約9割の人が住み慣れた家で最
さい
期
ご
を迎え，家庭科でも看

み
取
と
りの方法を学習していたが，現在では約7割の人が病院で亡

くなっている。しかし近年，最期まで自分の生活を大事にしたい，家族に見守られたいなど，在宅死を願う人が増えている。

 世帯構成と規模の変化
親族世帯，非親族世帯，および単独世帯の構成割合の変化を見

てみよう。近年の傾向として，夫婦のみの世帯と単独世帯の増加
が認められ，特に単独世帯の増加が著しい。離婚の増加を反映し
て，ひとり親と子どもの世帯もやや増加している。一方，夫婦と
子どもの世帯は，産業構造が大きく変化した高度経済成長期には
増加したが，近年は減少している。また，3世代世帯を含むその
他の親族世帯も減少している。
世帯の規模は，1960年代の高度経済成長期以降，急速に小さ

くなってきている。平
へい
均
きん
世
せ
帯
たい
人
じん
員
いん
は，1920年の最初の国勢調査

から1955年までは約5人であったが，その後減少を続け，2020
年には2.21人になっている。平均世帯人員が少なくなってきた
背景には，拡大家族世帯が減少していること，核家族世帯の中で
も夫婦のみの世帯やひとり親と子どもの世帯など，少人数の世帯
の割合が増加していること，若者や高齢者の単独世帯が増加して
いること，多産多死の時代から少産少死の時代に入り，子ども数
が減少したことなどがある。

社会の中の家族・家庭2

1

2

1   一般世帯における家族構成の割合の推移

（注）就業者総数に対する産業別就業者数の比率。
（総務省「国勢調査」）

（注） 2005年調査までは，「親族のみの世帯」は「親族世帯」，
「非親族を含む世帯」は「非親族世帯」と分類されていた。

（総務省「国勢調査」）

3   産業構造の変化

13.7

15.5

17.3 34.2

37.2 6.8 17.2 23.1

40.0 6.3 19.0 20.8

0.2

0.5

0.6
2005

2000

1995

1990

1985
（年）

100（%）0 20 40 60 80

夫婦のみ

夫婦と子ども

ひとり親
と子ども その他の

親族世帯

非親族を
含む世帯

単独世帯

核家族世帯
親族のみの世帯

19.8 27.9 8.7 10.3 32.42010

2015

2020

0.9

0.7

7.0 15.4 25.6

18.9 31.9 7.6 13.5 27.6

19.6 29.8 8.3 12.1 29.5

20.1 26.9 8.9 8.6 34.6

20.1 25.1 9.0 6.8 38.1

0.2

0.9

0.9

48.5 21.8 29.6

32.7 29.1 38.2

19.3 34.0 46.6

10.9 33.6 55.4

7.1 33.3 59.0

5.0
29.5 64.3

1950

1960

1970

1980

1990

2000

5.84.0
23.7 66.52010

2020

0 20 40 60 80 100（%）

第2次産業 第3次産業第1次産業 分類不能

1.2

（年）

3.03.4
23.0 70.6

0.6

0.1

0.1

0.0

0.1

（注） 1920～’55と’65は普通世帯による。普通世帯とは一般世帯から間借り・下宿などの単身 
者および会社などの独身寮の単身者を除いたもの。

（総務省「国勢調査」）

2   一般世帯数および平均世帯人員数の推移

6

7

5

4

3

2

0 0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

4.89

1,112

一般世帯の世帯数（左目盛り）

平均世帯人員数（右目盛り）

（年）

（万世帯） （人）

5,570

2.21

1920 ’30 ’40 ’50 ’55 ’60 ’65 ’70 ’75 ’80 ’85 ’90 ’95 2000’05 ’20’15’10

　産業構造の変化と平均世帯人員の減少には，
どのような関連があるか，考えよう。

TRY

5

10

15

30 3



10

訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

32 ひとくちメモ 「入籍する」は古い言い方？　「婚姻届を出す」と同じ意味で使われることが多いが，未婚の男女が婚姻届を出して結婚する際は基本的に新しい戸
籍が作成され，片方の戸籍に加わるわけではない。この言い方は，婚姻が「妻が夫の家の戸籍に入ること」だった時代の名残だといわれる。

 家から個人へ
家族に関する法は，民

みん
法
ぽう
，戸

こ
籍
せき
法
ほう
，各種の社会保障法等から

成っているが，なかでも民法には，家族や家庭生活についての決
まりが多く定められている。その基礎には日本国憲法がある。�
戦前までの旧

きゅう
民
みん
法
ぽう
（明治民法）には「家

いえ
」制度があり，結婚は

夫の家の存続のためのものであった。「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家
ニ入ル」と定められ，夫婦の権利と義務は平等ではなかった。戦
後改正された現行民法では，「家」制度は廃止され，結婚時の姓

せい

（氏
うじ
）の決め方や，親権，扶養，相続などの全てが，男女の本質

的平等に基づいて定められている。

 結婚と夫婦の法律
日
に
本
ほん
国
こく
憲
けん
法
ぽう
第
だい
24条

じょう
は，「婚

こん
姻
いん
は，両性の合意のみに基いて成

立し，…」と特に定めて，結婚が男女の自由な意思に基づくもの
であることを明確にしている。
結婚とは個人的な，パートナー間の愛と意思の問題である。同

時に，社会の基礎単位となる家族をつくるという意味で，社会的
な側面も持っている。結婚式は共同生活を始める意思を社会的に
披露する意味があり，婚姻届を出すことで，初めて夫婦の権利と
義務が法律上生じる。それはまた，子どもの養育者としての義務
と責任を明確にするものである。
憲法では，結婚が夫婦の協力によって維持されなければならな

いことを述べており，民法でも「夫婦は同居し，互いに協力し扶
助しなければならない」と定めている。婚

こん
姻
いん
開
かい
始
し
年
ねん
齢
れい
は男女とも

18歳であるが，男女が結婚して共同生活を営むうえでは，経済
的にも精神的にも十分に自立していることが重要である。

家族と法律3

1

❶

p.34

2

❷

婚姻届から考えよう
　婚姻届は結婚相手と新たに戸籍を作る書類である。婚姻届
を記入してみよう。また，次の点を考えよう。
1. �あなた自身は，婚姻時に相手の姓に改姓したいだろうか。
理由を含めて考えよう。なお，現在は夫の姓を名乗る夫婦
が約96％である（厚生労働省「人口動態統計」2019年）。

2. �なぜ証人が必要なのか，理由を考えよう。証人は，誰に頼
みたいだろうか。

❶家　世代を超えて続く家族集団の連鎖。家産をもとに
家業を経営し，祖先をまつり，家督を主に長男が単独相続
することで維持してきた。旧民法で制度として確立され，
現行民法では廃止された。
❷婚姻開始年齢　民法で定められた，婚姻可能となる年
齢。2018年の民法改正までは，男性18歳，女性16歳
であった。

1   旧民法と現行民法との比較（例外規定もある）

旧民法 
〔1898年制定〕

現行民法
〔1947年改正〕

家
族

●   「家」制度による直系
家族。

●   家父長（戸主）に大き
な権限がある。

●   夫婦の協力により維持
される。

●   夫婦の権利，義務は同
等。

婚
姻

●   結婚するには戸主の
同意を必要とする。

●   妻は夫の家に入る。

●   成人は両性の合意のみ
で結婚できる。

●   夫，妻どちらの姓を称
してもよい。

夫
婦

●   夫は妻の財産を管理
する。

●   婚姻により生じるいっ
さいの費用は夫が負
担する。

●   夫婦別産制。
●   婚姻により生じる費用
は夫婦が分担する。

子

●   子は父の親権に服す
る。

●   父が親権を行えない
場合は母が行う。

●   子は父母の親権に服す
る。

相
続

●   家督（戸主の身分や家
産）は長男単独相続。

●   遺産は配偶者が2分の
1，子が2分の1を等分
に相続する（分割相続）。

ライフプラン（

▲

p.18）TRY

　旧民法の「家」制度と現行民法を比較しよう。
今の私たちの生活や価値観に影響していることは
あるだろうか。
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1   旧民法と現行民法との比較（例外規定もある）

旧民法 
〔1898年制定〕

現行民法
〔1947年改正〕

家
族

●   「家」制度による直系
家族。

●   家父長（戸主）に大き
な権限がある。

●   夫婦の協力により維持
される。

●   夫婦の権利，義務は同
等。

婚
姻

●   結婚するには戸主の
同意を必要とする。

●   妻は夫の家に入る。

●   両性の合意のみで結婚
できる。

●   夫，妻どちらの姓を称
してもよい。

夫
婦

●   夫は妻の財産を管理
する。

●   婚姻により生じるいっ
さいの費用は夫が負
担する。

●   夫婦別産制。
●   婚姻により生じる費用
は夫婦が分担する。

子

●   子は父の親権に服す
る。

●   父が親権を行えない
場合は母が行う。

●   子は父母の親権に服す
る。

相
続

●   家督（戸主の身分や家
産）は長男単独相続。

●   遺産は配偶者が2分の
1，子が2分の1を等分
に相続する（分割相続）。

ライフプラン（
▲

p.18）TRY

　旧民法の「家」制度と現行民法を比較しよう。
今の私たちの生活や価値観に影響していることは
あるだろうか。
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34 ひとくちメモ 本籍地は自分で選べる　戸籍の管理は本籍地のある市区町村が行う。婚姻届を出す際，本籍地は国内の住所なら自由に設定でき，現住所や婚姻
前の本籍地と同じでなくても，行ったことのない場所でもよい。ただし戸籍謄本などは，本籍地の市区町村しか交付できないので要注意。

 離婚と法律
夫婦は，協議して離

り
婚
こん
届を出すことによって，婚姻関係を解消

することができる。日本では離婚の約9割は，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
を介さ

ない協議離婚である。夫婦で合意できない場合には，家庭裁判所
に調停の申し立てをして，子の親権者や財産分与などの調整をす
る。調停でも合意ができない場合には，家庭裁判所に申し立て，
裁判で決着をつけることになっている。
離婚は結婚後5年未満の夫婦が最も多いが，2000年以降は，

特に20年以上たった夫婦の離婚が増加しており，子がある離婚
のほうが多い。離婚は，子どもの精神面や生活面などに大きな影
響を与える。離婚により夫婦は別れても親子関係は失われない。
親権者でない親も，子どもが成年になるまで，その資金力や生活
水準等に応じて養育費を分担するなどの養育の義務がある。
協議離婚の際には，面会交流や養育費の分担などについて取り

決めをするよう民法で定められている。しかし，実際には十分な
取り決めが行われない，取り決めが守られず養育費が支払われな
い，親一人で子育てしながらの安定した就労が困難など，離婚後
のひとり親世帯が経済的に困窮するケースが多く発生している。

❶

1

3

Column

❷

❶離婚の種類には，協議離婚，調停離婚，審判離婚，裁
判離婚（和解離婚，認諾離婚，判決離婚）がある。
❷面会交流とは，親権者にならなかった親が子どもと
会ったり，電話や手紙などの方法で接触したりすること。

2   離婚に関する法律（民法）

第763条	 夫婦は，その協議で，離婚をすることができる。
第767条	 ①�婚姻によって氏を改めた夫又は妻は，協議上の離婚によって婚姻前の氏

に復する。
� ②�…離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ること

によって，離婚の際に称していた氏を称することができる。
第768条　	協議上の離婚をした者の一方は，相手方に対して財産の分与を請求するこ

とができる。
第770条	 ①�夫婦の一方は，次に掲げる場合に限り，離婚の訴えを提起することができる。
� 一　�配偶者に不貞な行為があったとき。
� 二　�配偶者から悪意で遺棄されたとき。
� 三　�配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
� 四　��配偶者が強度の精神病にかかり，回復の見込みがないとき。
� 五　��その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

（注）総数には「不詳」を含むが，割合には含まない。
（厚生労働省「人口動態統計」）

日本では，離婚時に一方の親にのみ親権が与えられる（単独親権）。
離婚の約9割で，母親が親権者となっている。親権は子どもの福祉
（

▲

p.72）を第一に考えられ，親権の義務が果たされない場合には，子の
親族の申し立てにより親権者の変更が可能である。海外では裁判離婚し
か認められない国や，離婚後も父母が共同で親権を持つ（共同親権）国
が多く，離婚後の親権行使についても取り決めが行われる。

●離婚と親権

Column

3   子の数別離婚の割合（%）

（厚生労働省「人口動態統計」2019年）

子どもなし
43.1

子ども
あり
56.9

1人
26.5

3人以上
9.0

2人
21.4

1   離婚件数の推移と同居期間別割合

20年以上
15～20年未満
10～15年未満
5～10年未満
5年未満

20.8

11.7

14.0

20.6

32.9

（年）

（万組）

264,246

141,689

95,937

69,410

6.1
5.3

5.5

4.4

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

51.8

24.4

12.4

37.3

27.7

17.3

10.0

38.1

21.2

14.1

12.7

13.9

208,496

7.7

14.0
22.1

54.0
%

16.9

35.0

22.6

14.7

10.8

16.5

9.6

13.0

23.0

37.9

226,238

18.1

11.3

14.6

22.2

33.8

251,379

157,608
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34 ひとくちメモ 本籍地は自分で選べる　戸籍の管理は本籍地のある市区町村が行う。婚姻届を出す際，本籍地は国内の住所なら自由に設定でき，現住所や婚姻
前の本籍地と同じでなくても，行ったことのない場所でもよい。ただし戸籍謄本などは，本籍地の市区町村しか交付できないので要注意。

 離婚と法律
夫婦は，協議して離

り
婚
こん
届を出すことによって，婚姻関係を解消

することができる。日本では離婚の約9割は，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
を介さ

ない協議離婚である。夫婦で合意できない場合には，家庭裁判所
に調停の申し立てをして，子の親権者や財産分与などの調整をす
る。調停でも合意ができない場合には，家庭裁判所に申し立て，
裁判で決着をつけることになっている。
離婚は結婚後5年未満の夫婦が最も多いが，2000年以降は，

特に20年以上たった夫婦の離婚が増加しており，子がある離婚
のほうが多い。離婚は，子どもの精神面や生活面などに大きな影
響を与える。離婚により夫婦は別れても親子関係は失われない。
親権者でない親も，子どもが成年になるまで，その資金力や生活
水準等に応じて養育費を分担するなどの養育の義務がある。
協議離婚の際には，面会交流や養育費の分担などについて取り

決めをするよう民法で定められている。しかし，実際には十分な
取り決めが行われない，取り決めが守られず養育費が支払われな
い，親一人で子育てしながらの安定した就労が困難など，離婚後
のひとり親世帯が経済的に困窮するケースが多く発生している。

❶

1

3

Column

❷

❶離婚の種類には，協議離婚，調停離婚，審判離婚，裁
判離婚（和解離婚，認諾離婚，判決離婚）がある。
❷面会交流とは，親権者にならなかった親が子どもと
会ったり，電話や手紙などの方法で接触したりすること。

2   離婚に関する法律（民法）

第763条	 夫婦は，その協議で，離婚をすることができる。
第767条	 ①�婚姻によって氏を改めた夫又は妻は，協議上の離婚によって婚姻前の氏

に復する。
� ②�…離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ること

によって，離婚の際に称していた氏を称することができる。
第768条　	協議上の離婚をした者の一方は，相手方に対して財産の分与を請求するこ

とができる。
第770条	 ①�夫婦の一方は，次に掲げる場合に限り，離婚の訴えを提起することができる。
� 一　�配偶者に不貞な行為があったとき。
� 二　�配偶者から悪意で遺棄されたとき。
� 三　�配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
� 四　��配偶者が強度の精神病にかかり，回復の見込みがないとき。
� 五　��その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

（注）総数には「不詳」を含むが，割合には含まない。
（厚生労働省「人口動態統計」）

日本では，離婚時に一方の親にのみ親権が与えられる（単独親権）。
離婚の約9割で，母親が親権者となっている。親権は子どもの福祉
（

▲

p.72）を第一に考えられ，親権の義務が果たされない場合には，子の
親族の申し立てにより親権者の変更が可能である。海外では裁判離婚し
か認められない国や，離婚後も父母が共同で親権を持つ（共同親権）国
が多く，離婚後の親権行使についても取り決めが行われる。

●離婚と親権

Column

3   子の数別離婚の割合（%）

（厚生労働省「人口動態統計」2019年）

子どもなし
43.1

子ども
あり
56.9

1人
26.5

3人以上
9.0

2人
21.4

1   離婚件数の推移と同居期間別割合

20年以上
15～20年未満
10～15年未満
5～10年未満
5年未満

20.8

11.7

14.0

20.6

32.9

（年）

（万組）

264,246

141,689

95,937

69,410

6.1
5.3

5.5

4.4

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

51.8

24.4

12.4

37.3

27.7

17.3

10.0

38.1

21.2

14.1

12.7

13.9

208,496

7.7

14.0
22.1

54.0
%

16.9

35.0

22.6

14.7

10.8

16.5

9.6

13.0

23.0

37.9

226,238

18.1

11.3

14.6

22.2

33.8

251,379

157,608
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34 ひとくちメモ 本籍地は自分で選べる　戸籍の管理は本籍地のある市区町村が行う。婚姻届を出す際，本籍地は国内の住所なら自由に設定でき，現住所や婚姻
前の本籍地と同じでなくても，行ったことのない場所でもよい。ただし戸籍謄本などは，本籍地の市区町村しか交付できないので要注意。

 離婚と法律
夫婦は，協議して離

り
婚
こん
届を出すことによって，婚姻関係を解消

することができる。日本では離婚の約9割は，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
を介さ

ない協議離婚である。夫婦で合意できない場合には，家庭裁判所
に調停の申し立てをして，子の親権者や財産分与などの調整をす
る。調停でも合意ができない場合には，家庭裁判所に申し立て，
裁判で決着をつけることになっている。
離婚は結婚後5年未満の夫婦が最も多いが，2000年以降は，

特に20年以上たった夫婦の離婚が増加しており，子がある離婚
のほうが多い。離婚は，子どもの精神面や生活面などに大きな影
響を与える。離婚により夫婦は別れても親子関係は失われない。
親権者でない親も，子どもが成年になるまで，その資金力や生活
水準等に応じて養育費を分担するなどの養育の義務がある。
協議離婚の際には，面会交流や養育費の分担などについて取り

決めをするよう民法で定められている。しかし，実際には十分な
取り決めが行われない，取り決めが守られず養育費が支払われな
い，親一人で子育てしながらの安定した就労が困難など，離婚後
のひとり親世帯が経済的に困窮するケースが多く発生している。

❶

1

3

Column

❷

❶離婚の種類には，協議離婚，調停離婚，審判離婚，裁
判離婚（和解離婚，認諾離婚，判決離婚）がある。
❷面会交流とは，親権者にならなかった親が子どもと
会ったり，電話や手紙などの方法で接触したりすること。

2   離婚に関する法律（民法）

第763条	 夫婦は，その協議で，離婚をすることができる。
第767条	 ①�婚姻によって氏を改めた夫又は妻は，協議上の離婚によって婚姻前の氏

に復する。
� ②�…離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ること

によって，離婚の際に称していた氏を称することができる。
第768条　	協議上の離婚をした者の一方は，相手方に対して財産の分与を請求するこ

とができる。
第770条	 ①�夫婦の一方は，次に掲げる場合に限り，離婚の訴えを提起することができる。
� 一　�配偶者に不貞な行為があったとき。
� 二　�配偶者から悪意で遺棄されたとき。
� 三　�配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
� 四　��配偶者が強度の精神病にかかり，回復の見込みがないとき。
� 五　��その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

（注）総数には「不詳」を含むが，割合には含まない。
（厚生労働省「人口動態統計」）

日本では，離婚時に一方の親にのみ親権が与えられる（単独親権）。
離婚の約9割で，母親が親権者となっている。親権は子どもの福祉
（

▲

p.72）を第一に考えられ，親権の義務が果たされない場合には，子の
親族の申し立てにより親権者の変更が可能である。海外では裁判離婚し
か認められない国や，離婚後も父母が共同で親権を持つ（共同親権）国
が多く，離婚後の親権行使についても取り決めが行われる。

●離婚と親権

Column

3   子の数別離婚の割合（%）

（厚生労働省「人口動態統計」2020年）

子どもなし
42.4

子ども
あり
57.6

1人
26.6

3人以上
9.3

2人
21.7

1   離婚件数の推移と同居期間別割合

20年以上
15～20年未満
10～15年未満
5～10年未満
5年未満
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32.5

（年）

（万組）
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6.1
5.3

5.5

4.4

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

51.8

24.4

12.4

37.3

27.7

17.3

10.0

38.1

21.2

14.1

12.7

13.9

193,253

7.7

14.0
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34 ひとくちメモ 本籍地は自分で選べる　戸籍の管理は本籍地のある市区町村が行う。婚姻届を出す際，本籍地は国内の住所なら自由に設定でき，現住所や婚姻
前の本籍地と同じでなくても，行ったことのない場所でもよい。ただし戸籍謄本などは，本籍地の市区町村しか交付できないので要注意。

 離婚と法律
夫婦は，協議して離

り
婚
こん
届を出すことによって，婚姻関係を解消

することができる。日本では離婚の約9割は，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
を介さ

ない協議離婚である。夫婦で合意できない場合には，家庭裁判所
に調停の申し立てをして，子の親権者や財産分与などの調整をす
る。調停でも合意ができない場合には，家庭裁判所に申し立て，
裁判で決着をつけることになっている。
離婚は結婚後5年未満の夫婦が最も多いが，2000年以降は，

特に20年以上たった夫婦の離婚が増加しており，子がある離婚
のほうが多い。離婚は，子どもの精神面や生活面などに大きな影
響を与える。離婚により夫婦は別れても親子関係は失われない。
親権者でない親も，子どもが成年になるまで，その資金力や生活
水準等に応じて養育費を分担するなどの養育の義務がある。
協議離婚の際には，面会交流や養育費の分担などについて取り

決めをするよう民法で定められている。しかし，実際には十分な
取り決めが行われない，取り決めが守られず養育費が支払われな
い，親一人で子育てしながらの安定した就労が困難など，離婚後
のひとり親世帯が経済的に困窮するケースが多く発生している。

❶

1

3

Column

❷

❶離婚の種類には，協議離婚，調停離婚，審判離婚，裁
判離婚（和解離婚，認諾離婚，判決離婚）がある。
❷面会交流とは，親権者にならなかった親が子どもと
会ったり，電話や手紙などの方法で接触したりすること。

2   離婚に関する法律（民法）

第763条	 夫婦は，その協議で，離婚をすることができる。
第767条	 ①�婚姻によって氏を改めた夫又は妻は，協議上の離婚によって婚姻前の氏

に復する。
� ②�…離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ること

によって，離婚の際に称していた氏を称することができる。
第768条　	協議上の離婚をした者の一方は，相手方に対して財産の分与を請求するこ

とができる。
第770条	 ①�夫婦の一方は，次に掲げる場合に限り，離婚の訴えを提起することができる。
� 一　�配偶者に不貞な行為があったとき。
� 二　�配偶者から悪意で遺棄されたとき。
� 三　�配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
� 四　��配偶者が強度の精神病にかかり，回復の見込みがないとき。
� 五　��その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

（注）総数には「不詳」を含むが，割合には含まない。
（厚生労働省「人口動態統計」）

日本では，離婚時に一方の親にのみ親権が与えられる（単独親権）。
離婚の約9割で，母親が親権者となっている。親権は子どもの福祉
（

▲

p.72）を第一に考えられ，親権の義務が果たされない場合には，子の
親族の申し立てにより親権者の変更が可能である。海外では裁判離婚し
か認められない国や，離婚後も父母が共同で親権を持つ（共同親権）国
が多く，離婚後の親権行使についても取り決めが行われる。

●離婚と親権

Column

3   子の数別離婚の割合（%）

（厚生労働省「人口動態統計」2020年）

子どもなし
42.4

子ども
あり
57.6

1人
26.6

3人以上
9.3

2人
21.7

1   離婚件数の推移と同居期間別割合

20年以上
15～20年未満
10～15年未満
5～10年未満
5年未満

21.6

11.6

14.1

20.2

32.5

（年）

（万組）

264,246

141,689

95,937

69,410

6.1
5.3

5.5

4.4

28

26

24

22

20
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8

6

4

2

0

51.8

24.4

12.4

37.3

27.7

17.3

10.0

38.1

21.2

14.1

12.7

13.9

193,253

7.7

14.0
22.1

54.0
%

16.9

35.0

22.6

14.7

10.8

16.5

9.6

13.0

23.0

37.9

226,238

18.1

11.3

14.6

22.2

33.8

251,379

157,608
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35第2章　人生をつくる　　2　家族・家庭を見つめる

家
族
・
家
庭

 相続の法律
相
そう
続
ぞく
とは，死亡した人の財産を，その人と一定の親族関係にあ

る者が受け継ぐことである。遺
ゆい
言
ごん
がある場合は，その内容が優先

されるが，遺言でも自由にできない遺
い
留
りゅう
分
ぶん
が認められている。

法定相続分は，誰が相続人であるかによって異なる。配偶者と
子どもが相続人であるときは，それぞれが2分の1ずつ相続する。
子どもが複数人いるときは，2分の1を均分に相続する。

 法改正の動き
社会の変化に伴い，結婚観や家族に対する考え方は，大きく変

化した。現行民法は，個人の尊厳と両性の平等という面から見て，
不十分な部分があるため，1996年に，法制審議会において民法
の改正が検討された。このうち非

ひ
嫡
ちゃく
出
しゅつ
子
し
の法定相続分は2013年

改正で嫡
ちゃく
出
しゅつ
子
し
と同等に，女

じょ
性
せい
の再

さい
婚
こん
禁
きん
止
し
期
き
間
かん
は2016年改正で6

か月から100日に短縮された。さらに2018年改正では最低婚姻
年齢が男性18歳，女性16歳から男女とも18歳となった。しかし，
選
せん
択
たく
的
てき
夫
ふう
婦
ふ
別
べっ
姓
せい
など，まだ国会での審議に至っていない検討課題

もある。

❶

4

❷

❸ ❹

❺

5  6

英単語

❶遺言　「いごん」ともいう。
❷非嫡出子　嫡出でない子。
❸嫡出子　法律上婚姻関係にある男女から生まれた子。
❹2013年改正までは，非嫡出子の法定相続分は嫡出子
の2分の1とされていた。
❺2016年改正では，女性が前婚の解消・取消時に妊娠
していないか，解消・取消後に出産した場合，100日以
内でも再婚できることになった。

5   夫婦別姓に対する世論の推移

（内閣府「家族の法制に関する世論調査」）

（%）0 20

1996

2001

2006

2012

2017

40 60 80 100

4.1

5.0

（年）

35.0

36.4 35.5 24.0

36.6 25.1

29.9 42.1 23.0

39.8 32.5 22.5 5.2

3.3

分からない結婚前の姓を通称
として使うための
法改正はかまわない

別姓のために
法改正をしても
かまわない

夫婦は同じ姓を
名乗るべきで
法改正の必要はない

3.829.3 42.5 24.4

4   法定相続の例
1. 配偶者と子 2. 配偶者と親

3. 配偶者と兄弟姉妹

離婚：divorce　姓：surname, family name, last name　相続：inheritance

　選択的夫婦別姓制度が実現した場合，あなた
はどのような選択をするだろうか。その理由や，子
どもの姓はどうするかも含めて考えよう。
●法務省法制審議会答申（1996年）の改正案

現行 改正案

夫婦は同姓 ●同姓または別姓を選択できる。
●子どもの姓は婚姻時に決める。

TRY

　国連女子差別撤廃委員会は，夫婦別姓を認めない日本
の民法が差別的であるとして，数度にわたり改善勧告を出
している。戸籍の有無や婚姻制度は国により異なるが，法
律で夫婦同姓を義務付けている国は，日本以外には見当
たらない。近年は運転免許証や住民票，マイナンバー
カードなどへの旧姓併記が可能になったが，日常生活での
旧姓使用は職場や場面によっては必ずしも認められず，あ
えて事実婚を選択する人もいる。一方，夫婦同姓を支持
する側からは，夫婦や家族の一体感，家族よりも個人が優
先されることへの危惧などが挙がっている。

6   夫婦別姓をめぐる動きと判例
原告 男女5名 被告 国

主
張

夫婦別姓を認めない民法第750条は違憲である。
①改姓の強制は個人の「人格権」（憲法第13条）に反する。
②ほぼ女性だけが改姓を迫られるのは「法の下の平等」（憲法第14条）に反する。
③改姓が婚姻の要件なのは「婚姻の自由」（憲法第24条）に反する。

判
決

棄却（合憲）
①社会の構成要素である家族の呼称を統一することには合理性がある。
②憲法上は男女どちらが改姓してもよい。
③改姓は婚姻の効力の1つであり，婚姻についての直接の制約ではない。
ただし改姓によるアイデンティティの喪失感や，改姓前の社会的な地位や業績との連続性
が失われるなどの不利益，社会慣習上ほぼ女性が不利益を被っていることは認める。

●2015年12月16日　最高裁判所判決
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37第2章　人生をつくる　　3　これからの家庭生活と社会

家
族
・
家
庭

 生活時間を考える
暮らしていくうえで必要な物やお金などの資源は，個人や家族

によって所有する量がさまざまであるが，時間は，1日24時間
全ての人に平等に与えられている資源であり，自分がどう使うか
によって，有効なものにも，無駄なものにもなる。

1日の生活時間は，睡眠，食事など生命を維持するために必要
な生

せい
理
り
的
てき
生
せい
活
かつ
時
じ
間
かん
と，職業，学業，家事などの社会生活を営むう

えで必要な社
しゃ
会
かい
的
てき
生
せい
活
かつ
時
じ
間
かん
，および遊びや趣味，学習など自由に

使える自
じ
由
ゆう
時
じ
間
かん
から成り立っている。

時間をどのように配分するかによって，生活は大きく変わって
くる。生活時間の配分が職業労働時間に集中すると，ほかのこと
に配分できる時間が少なくなり，家族と過ごす時間や家事労働・
余暇活動などの時間，睡眠時間などが削られる。
また，生活行動には，毎日することが必要な行動と，休日にま

とめて行うことができる行動がある。仕事や家事と自由時間のバ
ランスがとれた時間配分を確保するには，短期的，長期的な視点
をもち，自分はどのように時間を配分して生活するのか，計画を
しっかりと立てることが重要である。同時に，バランスのとれた
日常生活を送ることができるよう，長時間労働を規制し，毎日の
生活のゆとりが確保される社会政策を実現することも必要である。

2

3

英単語

TRY

日本人の生活時間の特徴を考えよう
　仕事と家事に費やす時間を比べてみよう。男女や国による違いには，どのよ
うな背景があるだろうか。

生活時間の国際比較（末子が6歳以下の夫妻）

＊1   日本とアメリカは末子が5歳以下。
＊2   個人的ケアは，睡眠，身の回りの用事と食事，仕事は仕事中の移動を含む。

（総務省「社会生活基本調査  生活時間に関する結果  
生活時間の各国比較」2011年より作成）

04812162024 0 4 8 12 16 20 24

4.53 9.57

（時間．分） （時間．分）
個人的ケア＊2家事と家族のケア自由時間 仕事

日本＊1

（2011年）
アメリカ＊1

（2011年）
スウェーデン
（2000～2001年）

ドイツ
（2001～2002年）
イギリス

（2000～2001年）

［妻］［夫］

10.427.57
1.162.36

10.095.204.44 3.16

4.09 3.21

4.39 4.32 10.183.00

5.33 10.00
2.46

3.58

11.08
1.49
7.02

2.40
10.34

2.58
5.37 4.17

10.30
2.17
5.29 3.59

10.51
1.12

2.00

6.11 4.18

10.20 6.09 3.44

家事労働：household work　職業労働：occupational work

　あなたは毎日の時間をどのように費やしている
か。普段の生活時間を記入してみよう。
1. �平日と休日を比較しよう。特に休日の時間を
有効に使えているだろうか。

2. �自分の生活時間を生理的生活時間，社会的生
活時間，自由時間に分類しよう。今後改善し
たいことは何だろうか。

TRY

（注）平均時間であり，合計は24時間にならない。
（NHK放送文化研究所「NHK国民生活時間調査」2020年）

2   高校生の主な生活行動の平均時間（平日）

分類 生活行動
生活時間
（時間：分）

生理的
生活時間

睡眠 6：58
食事 1：13
身の回りの用事，療養・静養 1：18

社会的
生活時間

仕事関連（仕事，仕事の付き合い） 0：08
学業 9：33
　授業・学内の活動 7：24
　学校外での学習 2：09
家事（炊事・掃除・洗濯，買い物，子
どもの世話，家庭雑事）

0：07

通勤，通学 1：18

自由時間

会話・交際 0：14
レジャー活動（動画含む） 2：25
　スポーツ，行楽・散策，趣味・娯
 　楽・教養（インターネット以外）

0：31

　趣味・娯楽・教養のインターネッ
　ト（動画除く）

1：08

マスメディア接触 1：26
　テレビ，録画番組・DVD 0：51
　新聞，雑誌・漫画・本 0：04
　音楽 0：33
休息 0：13

その他・不明 0：32

3   就業時間が週60時間以上の男性雇用者の割合

（内閣府「少子化社会対策白書」2020年）
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38 ひとくちメモ セクハラ・マタハラ・パタハラ・パワハラ　事業主の対策義務があるセクシュアルハラスメントやマタニティハラスメントのほか，育児に参画し
ようとする男性に対するパタニティハラスメントや職権を利用したパワーハラスメントも，近年問題となっている。

 見直される性別役割分業意識
日本では，高度経済成長を背景に，1960年代以降「男は仕事，

女は家事・育児」という性
せい
別
べつ
役
やく
割
わり
分
ぶん
業
ぎょう
意
い
識
しき
が一般化し強まって

いった。1975年の国際婦人年から始まった「国連婦人の10年」
における性別役割分業見直しの取り組みの中で，1980年代頃か
ら，男女が共に職業と家庭の分野で責任を担

にな
うことが重要とされ

るようになった。また，生物学的な性別に対して，社会的・文化
的に形成される性別をジェンダーという見方が広まった。
1985年に日本が批准した国連の女

じょ
子
し
差
さ
別
べつ
撤
てっ
廃
ぱい
条
じょう
約
やく
では，「すべ

ての人間の奪い得ない権利としての労働の権利」の確保や，雇用
の場において，婚姻または母性を理由とする女子に対する差別を
なくすことなどが定められている。この条約を受けて日本では男

だん

女
じょ
雇
こ
用
よう
機
き
会
かい
均
きん
等
とう
法
ほう
が1986年から施行された。1997年の改正で差

別禁止の範囲が拡大し，同時に女性の保護規定は廃止された。さ
らに2006年の改正では男性に対する差別禁止も追加された。

2❶

❷

❸

❹

❶女子差別撤廃条約　正式名称は「女子に対するあらゆ
る形態の差別の撤廃に関する条約」。1979年に第34回
国連総会で採択された。1980年，「国連婦人の10年中
間年世界会議」で日本を含む57か国が署名，1981年9
月に発効した。女性の全面的社会参加の確保，性別役割
分業の見直しなどが盛り込まれている。
❷男女雇用機会均等法　正式名称は「雇用の分野におけ
る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。教
育訓練や定年・退職・解雇などの差別的取り扱いの禁止，
募集・採用・配置・解雇の機会均等，事業主のセクシュア
ルハラスメント（本人の意に反する性的な内容の言動，性
的嫌がらせ）やマタニティハラスメント（妊娠・出産・育
児休業等を理由とする不利益な取り扱い）の防止義務，
均等法違反に対する勧告と企業名の公表などを規定して
いる。
❸1997年の改正では，女性の時間外・休日・深夜労働
の規制・禁止規定が廃止された。
❹2006年の改正までは，女性に対する差別禁止のみ
だった。また，この改正で性別による降格や職種変更な
どの禁止が追加され，差別禁止の範囲も更に拡大した。
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4   女性の労働力率の国際比較3   性・年齢別労働力率

（総務省「労働力調査」） （総務省「世界の統計」2021年）＊アメリカは16～19歳

1   男女共同参画社会への動き

1948年 国連「世界人権宣言」

1967年 国連「女性に対する差別撤廃宣言」

1975年 国際婦人年／第1回世界女性会議

1979年 女子差別撤廃条約が国連で採択

1980年 第2回世界女性会議,女子差別撤廃条約署名

1984年 国籍法改正，父系から父母両系主義に

1985年
男女雇用機会均等法成立，女子差別撤廃条約
を日本が批准

1994年 高等学校で家庭科の男女共修開始

1999年 男女共同参画社会基本法制定

2015年 女性活躍推進法制定

　日本の女性の労働力率＊が「M字型曲線」となっている背景を考えよう。労
働力率の低い年代に必要なこと（社会の制度や周囲の環境整備）は何か，話
し合ってみよう。
＊ 労働力率　15歳以上人口に占める労働力人口（休業者を含む就業者と求職活動を行っ
ている失業者）の割合。 （

▲
p.243）
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2   ジェンダー・バイアス

結婚しても
働きたい？
仕事は男が
するものだ

男のくせに泣くなんて
みっともない

男の子は青，女の子は
ピンクね。逆なんて変よ
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35第2章　人生をつくる　　2　家族・家庭を見つめる

家
族
・
家
庭

 相続の法律
相
そう
続
ぞく
とは，死亡した人の財産を，その人と一定の親族関係にあ

る者が受け継ぐことである。遺
ゆい
言
ごん
がある場合は，その内容が優先

されるが，遺言でも自由にできない遺
い
留
りゅう
分
ぶん
が認められている。

法定相続分は，誰が相続人であるかによって異なる。配偶者と
子どもが相続人であるときは，それぞれが2分の1ずつ相続する。
子どもが複数人いるときは，2分の1を均分に相続する。

 法改正の動き
社会の変化に伴い，結婚観や家族に対する考え方は，大きく変

化した。現行民法は，個人の尊厳と両性の平等という面から見て，
不十分な部分があるため，1996年に，法制審議会において民法
の改正が検討された。このうち非

ひ
嫡
ちゃく
出
しゅつ
子
し
の法定相続分は2013年

改正で嫡
ちゃく
出
しゅつ
子
し
と同等に，女

じょ
性
せい
の再

さい
婚
こん
禁
きん
止
し
期
き
間
かん
は2016年改正で6

か月から100日に短縮された。さらに2018年改正では婚姻開始
年齢が男性18歳，女性16歳から男女とも18歳となった。しかし，
選
せん
択
たく
的
てき
夫
ふう
婦
ふ
別
べっ
姓
せい
など，まだ国会での審議に至っていない検討課題

もある。

❶

4

❷

❸ ❹

❺

5  6

英単語

❶遺言　「いごん」ともいう。
❷非嫡出子　嫡出でない子。
❸嫡出子　法律上婚姻関係にある男女から生まれた子。
❹2013年改正までは，非嫡出子の法定相続分は嫡出子
の2分の1とされていた。
❺2016年改正では，女性が前婚の解消・取消時に妊娠
していないか，解消・取消後に出産した場合，100日以
内でも再婚できることになった。

5   夫婦別姓に対する世論の推移

（内閣府「家族の法制に関する世論調査」）

4   法定相続の例
1. 配偶者と子 2. 配偶者と親

3. 配偶者と兄弟姉妹

離婚：divorce　姓：surname, family name, last name　相続：inheritance

　選択的夫婦別姓制度が実現した場合，あなた
はどのような選択をするだろうか。その理由や，子
どもの姓はどうするかも含めて考えよう。
●法務省法制審議会答申（1996年）の改正案

現行 改正案

夫婦は同姓 ●同姓または別姓を選択できる。
●子どもの姓は婚姻時に決める。

TRY

　国連女子差別撤廃委員会は，夫婦別姓を認めない日本
の民法が差別的であるとして，数度にわたり改善勧告を出
している。戸籍の有無や婚姻制度は国により異なるが，法
律で夫婦同姓を義務付けている国は，日本以外には見当
たらない。近年は運転免許証や住民票，マイナンバー
カードなどへの旧姓併記が可能になったが，日常生活での
旧姓使用は職場や場面によっては必ずしも認められず，あ
えて事実婚を選択する人もいる。一方，夫婦同姓を支持
する側からは，夫婦や家族の一体感，家族よりも個人が優
先されることへの危惧などが挙がっている。

6   夫婦別姓をめぐる動きと判例
原告 男女5名 被告 国

主
張

夫婦別姓を認めない民法第750条は違憲である。
①改姓の強制は個人の「人格権」（憲法第13条）に反する。
②ほぼ女性だけが改姓を迫られるのは「法の下の平等」（憲法第14条）に反する。
③改姓が婚姻の要件なのは「婚姻の自由」（憲法第24条）に反する。

判
決

棄却（合憲）
①社会の構成要素である家族の呼称を統一することには合理性がある。
②憲法上は男女どちらが改姓してもよい。
③改姓は婚姻の効力の1つであり，婚姻についての直接の制約ではない。
ただし改姓によるアイデンティティの喪失感や，改姓前の社会的な地位や業績との連続性
が失われるなどの不利益，社会慣習上ほぼ女性が不利益を被っていることは認める。

●2015年12月16日　最高裁判所判決

被
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続
人

配
偶
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者

（½）
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偶
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子
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人

被
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父 母

（%）0 20
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4.1

5.0

（年）

35.0

36.4 35.5 24.0

36.6 25.1

29.9 42.1 23.0

39.8 32.5 22.5 5.2

3.3

分からない結婚前の姓を通称
として使うための
法改正はかまわない

別姓のために
法改正をしても
かまわない

夫婦は同じ姓を
名乗るべきで
法改正の必要はない

3.829.3 42.5 24.4
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家
族
・
家
庭

 生活時間を考える
暮らしていくうえで必要な物やお金などの資源は，個人や家族

によって所有する量がさまざまであるが，時間は，1日24時間
全ての人に平等に与えられている資源であり，自分がどう使うか
によって，有効なものにも，無駄なものにもなる。

1日の生活時間は，睡眠，食事など生命を維持するために必要
な生

せい
理
り
的
てき
生
せい
活
かつ
時
じ
間
かん
と，職業，学業，家事などの社会生活を営むう

えで必要な社
しゃ
会
かい
的
てき
生
せい
活
かつ
時
じ
間
かん
，および遊びや趣味，学習など自由に

使える自
じ
由
ゆう
時
じ
間
かん
から成り立っている。

時間をどのように配分するかによって，生活は大きく変わって
くる。生活時間の配分が職業労働時間に集中すると，ほかのこと
に配分できる時間が少なくなり，家族と過ごす時間や家事労働・
余暇活動などの時間，睡眠時間などが削られる。
また，生活行動には，毎日することが必要な行動と，休日にま

とめて行うことができる行動がある。仕事や家事と自由時間のバ
ランスがとれた時間配分を確保するには，短期的，長期的な視点
をもち，自分はどのように時間を配分して生活するのか，計画を
しっかりと立てることが重要である。同時に，バランスのとれた
日常生活を送ることができるよう，長時間労働を規制し，毎日の
生活のゆとりが確保される社会政策を実現することも必要である。

2

3

英単語

TRY

日本人の生活時間の特徴を考えよう
　仕事と家事に費やす時間を比べてみよう。男女や国による違いには，どのよ
うな背景があるだろうか。

生活時間の国際比較（末子が6歳以下の夫妻）

＊1   日本とアメリカは末子が5歳以下。
＊2   個人的ケアは，睡眠，身の回りの用事と食事，仕事は仕事中の移動を含む。

（総務省「社会生活基本調査  生活時間に関する結果  
生活時間の各国比較」2011年より作成）

04812162024 0 4 8 12 16 20 24

4.53 9.57

（時間．分） （時間．分）
個人的ケア＊2家事と家族のケア自由時間 仕事

日本＊1

（2011年）
アメリカ＊1

（2011年）
スウェーデン
（2000～2001年）

ドイツ
（2001～2002年）
イギリス

（2000～2001年）

［妻］［夫］

10.427.57
1.162.36

10.095.204.44 3.16

4.09 3.21

4.39 4.32 10.183.00

5.33 10.00
2.46

3.58

11.08
1.49
7.02

2.40
10.34

2.58
5.37 4.17

10.30
2.17
5.29 3.59

10.51
1.12

2.00

6.11 4.18

10.20 6.09 3.44

家事労働：household work　職業労働：occupational work

　あなたは毎日の時間をどのように費やしている
か。普段の生活時間を記入してみよう。
1. �平日と休日を比較しよう。特に休日の時間を
有効に使えているだろうか。

2. �自分の生活時間を生理的生活時間，社会的生
活時間，自由時間に分類しよう。今後改善し
たいことは何だろうか。

TRY

（注）平均時間であり，合計は24時間にならない。
（NHK放送文化研究所「NHK国民生活時間調査」2020年）

2   高校生の主な生活行動の平均時間（平日）

分類 生活行動
生活時間
（時間：分）

生理的
生活時間

睡眠 6：58
食事 1：13
身の回りの用事，療養・静養 1：18

社会的
生活時間

仕事関連（仕事，仕事の付き合い） 0：08
学業 9：33
　授業・学内の活動 7：24
　学校外での学習 2：09
家事（炊事・掃除・洗濯，買い物，子
どもの世話，家庭雑事）

0：07

通勤，通学 1：18

自由時間

会話・交際 0：14
レジャー活動（動画含む） 2：25
　スポーツ，行楽・散策，趣味・娯
 　楽・教養（インターネット以外）

0：31

　趣味・娯楽・教養のインターネッ
　ト（動画除く）

1：08

マスメディア接触 1：26
　テレビ，録画番組・DVD 0：51
　新聞，雑誌・漫画・本 0：04
　音楽 0：33
休息 0：13

その他・不明 0：32

3   就業時間が週60時間以上の男性雇用者の割合

（内閣府「少子化社会対策白書」2021年）
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38 ひとくちメモ セクハラ・マタハラ・パタハラ・パワハラ　事業主の対策義務があるセクシュアルハラスメントやマタニティハラスメントのほか，育児に参画し
ようとする男性に対するパタニティハラスメントや職権を利用したパワーハラスメントも，近年問題となっている。

 見直される性別役割分業意識
日本では，高度経済成長を背景に，1960年代以降「男は仕事，

女は家事・育児」という性
せい
別
べつ
役
やく
割
わり
分
ぶん
業
ぎょう
意
い
識
しき
が一般化し強まって

いった。1975年の国際婦人年から始まった「国連婦人の10年」
における性別役割分業見直しの取り組みの中で，1980年代頃か
ら，男女が共に職業と家庭の分野で責任を担

にな
うことが重要とされ

るようになった。また，生物学的な性別に対して，社会的・文化
的に形成される性別をジェンダーという見方が広まった。
1985年に日本が批准した国連の女

じょ
子
し
差
さ
別
べつ
撤
てっ
廃
ぱい
条
じょう
約
やく
では，「すべ

ての人間の奪い得ない権利としての労働の権利」の確保や，雇用
の場において，婚姻または母性を理由とする女子に対する差別を
なくすことなどが定められている。この条約を受けて日本では男

だん

女
じょ
雇
こ
用
よう
機
き
会
かい
均
きん
等
とう
法
ほう
が1986年から施行された。1997年の改正で差

別禁止の範囲が拡大し，同時に女性の保護規定は廃止された。さ
らに2006年の改正では男性に対する差別禁止も追加された。

2❶

❷

❸

❹

❶女子差別撤廃条約　正式名称は「女子に対するあらゆ
る形態の差別の撤廃に関する条約」。1979年に第34回
国連総会で採択された。1980年，「国連婦人の10年中
間年世界会議」で日本を含む57か国が署名，1981年9
月に発効した。女性の全面的社会参加の確保，性別役割
分業の見直しなどが盛り込まれている。
❷男女雇用機会均等法　正式名称は「雇用の分野におけ
る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。教
育訓練や定年・退職・解雇などの差別的取り扱いの禁止，
募集・採用・配置・解雇の機会均等，事業主のセクシュア
ルハラスメント（本人の意に反する性的な内容の言動，性
的嫌がらせ）やマタニティハラスメント（妊娠・出産・育
児休業等を理由とする不利益な取り扱い）の防止義務，
均等法違反に対する勧告と企業名の公表などを規定して
いる。
❸1997年の改正では，女性の時間外・休日・深夜労働
の規制・禁止規定が廃止された。
❹2006年の改正までは，女性に対する差別禁止のみ
だった。また，この改正で性別による降格や職種変更な
どの禁止が追加され，差別禁止の範囲も更に拡大した。
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4   女性の労働力率の国際比較3   性・年齢別労働力率

（総務省「労働力調査」） （総務省「世界の統計」2022年）＊アメリカは16～19歳

1   男女共同参画社会への動き

1948年 国連「世界人権宣言」

1967年 国連「女性に対する差別撤廃宣言」

1975年 国際婦人年／第1回世界女性会議

1979年 女子差別撤廃条約が国連で採択

1980年 第2回世界女性会議,女子差別撤廃条約署名

1984年 国籍法改正，父系から父母両系主義に

1985年
男女雇用機会均等法成立，女子差別撤廃条約
を日本が批准

1994年 高等学校で家庭科の男女共修開始

1999年 男女共同参画社会基本法制定

2015年 女性活躍推進法制定

　日本の女性の労働力率＊が「M字型曲線」となっている背景を考えよう。労
働力率の低い年代に必要なこと（社会の制度や周囲の環境整備）は何か，話
し合ってみよう。
＊ 労働力率　15歳以上人口に占める労働力人口（休業者を含む就業者と求職活動を行っ
ている失業者）の割合。 （

▲

p.243）

TRY

0

20

40

60

80

100

15
〜
19

20
〜
24

25
〜
29

30
〜
34

35
〜
39

40
〜
44

45
〜
49

50
〜
54

55
〜
59

60
〜
64

65
〜
（歳）

女（2021年）

男
（2021年）

（男）

（男）17.8

74.4

94.8 95.5 96.2 96.1 95.7 94.9 93.6

85.7

34.9

86.9
79.4 80.1 81.2 80.0

74.7

62.2

15.2

（%）

77.7

女（1986年）
18.4

38.6

49.9

61.7
68.168.8

61.050.0
54.5

73.8
（　女）

76.0
（　女）

20.1
（　女）
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2   ジェンダー・バイアス

結婚しても
働きたい？
仕事は男が
するものだ

男のくせに泣くなんて
みっともない
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38 ひとくちメモ セクハラ・マタハラ・パタハラ・パワハラ　事業主の対策義務があるセクシュアルハラスメントやマタニティハラスメントのほか，育児に参画し
ようとする男性に対するパタニティハラスメントや職権を利用したパワーハラスメントも，近年問題となっている。

 見直される性別役割分業意識
日本では，高度経済成長を背景に，1960年代以降「男は仕事，

女は家事・育児」という性
せい
別
べつ
役
やく
割
わり
分
ぶん
業
ぎょう
意
い
識
しき
が一般化し強まって

いった。1975年の国際婦人年から始まった「国連婦人の10年」
における性別役割分業見直しの取り組みの中で，1980年代頃か
ら，男女が共に職業と家庭の分野で責任を担

にな
うことが重要とされ

るようになった。また，生物学的な性別に対して，社会的・文化
的に形成される性別をジェンダーという見方が広まった。
1985年に日本が批准した国連の女

じょ
子
し
差
さ
別
べつ
撤
てっ
廃
ぱい
条
じょう
約
やく
では，「すべ

ての人間の奪い得ない権利としての労働の権利」の確保や，雇用
の場において，婚姻または母性を理由とする女子に対する差別を
なくすことなどが定められている。この条約を受けて日本では男

だん

女
じょ
雇
こ
用
よう
機
き
会
かい
均
きん
等
とう
法
ほう
が1986年から施行された。1997年の改正で差

別禁止の範囲が拡大し，同時に女性の保護規定は廃止された。さ
らに2006年の改正では男性に対する差別禁止も追加された。

2❶

❷

❸

❹

❶女子差別撤廃条約　正式名称は「女子に対するあらゆ
る形態の差別の撤廃に関する条約」。1979年に第34回
国連総会で採択された。1980年，「国連婦人の10年中
間年世界会議」で日本を含む57か国が署名，1981年9
月に発効した。女性の全面的社会参加の確保，性別役割
分業の見直しなどが盛り込まれている。
❷男女雇用機会均等法　正式名称は「雇用の分野におけ
る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。教
育訓練や定年・退職・解雇などの差別的取り扱いの禁止，
募集・採用・配置・解雇の機会均等，事業主のセクシュア
ルハラスメント（本人の意に反する性的な内容の言動，性
的嫌がらせ）やマタニティハラスメント（妊娠・出産・育
児休業等を理由とする不利益な取り扱い）の防止義務，
均等法違反に対する勧告と企業名の公表などを規定して
いる。
❸1997年の改正では，女性の時間外・休日・深夜労働
の規制・禁止規定が廃止された。
❹2006年の改正までは，女性に対する差別禁止のみ
だった。また，この改正で性別による降格や職種変更な
どの禁止が追加され，差別禁止の範囲も更に拡大した。
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4   女性の労働力率の国際比較3   性・年齢別労働力率

（総務省「労働力調査」） （総務省「世界の統計」2021年）＊アメリカは16～19歳

1   男女共同参画社会への動き

1948年 国連「世界人権宣言」

1967年 国連「女性に対する差別撤廃宣言」

1975年 国際婦人年／第1回世界女性会議

1979年 女子差別撤廃条約が国連で採択

1980年 第2回世界女性会議,女子差別撤廃条約署名

1984年 国籍法改正，父系から父母両系主義に

1985年
男女雇用機会均等法成立，女子差別撤廃条約
を日本が批准

1994年 高等学校で家庭科の男女共修開始

1999年 男女共同参画社会基本法制定

2015年 女性活躍推進法制定

　日本の女性の労働力率＊が「M字型曲線」となっている背景を考えよう。労
働力率の低い年代に必要なこと（社会の制度や周囲の環境整備）は何か，話
し合ってみよう。
＊ 労働力率　15歳以上人口に占める労働力人口（休業者を含む就業者と求職活動を行っ
ている失業者）の割合。 （

▲

p.243）
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2   ジェンダー・バイアス
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 男女共同参画社会の実現
男
だん
女
じょ
共
きょう
同
どう
参
さん
画
かく
社
しゃ
会
かい
基
き
本
ほん
法
ほう
は，社会のあらゆる分野の活動に男女

が対等に参画することを目指して，1999年に制定された。基本法
では，基本理念として，男女共同参画社会を実現するための5つ
の柱が立てられ，その1つに，家庭生活における活動とほかの活
動の両立が挙げられている。男女が対等な立場で協働し，家族と
しての役割を果たしながら仕事や学習，地域活動等を行うことが
できるようになるためには，家事・育児・介護などの家庭的責任
を男女が共に自らのこととして捉

とら
え，分担することが必要である。

男女が共に家庭生活を担う，という仕組みを確立するためには，
労働時間の短縮，育児休業制度や介護休業制度，有給休暇などを
取得しやすくするなど，職場の改善が求められている。父親が働
き，母親は専業主婦という性別役割分業に基づく暮らし方は，多
数派ではなくなり，今は共働き世帯のほうが多い。にもかかわら
ず，職場においては女性の管理職への登用が諸外国に比べて進ん
でいないなど，男女共同参画が実現されていない側面もある。

❶

5

6

8❷

p.243 3  4  7

英単語

❶男女共同参画社会基本法　第6条で「男女共同参画社
会の形成は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会
の支援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活
における活動について家族の一員としての役割を円滑に
果たし，かつ，当該活動以外の活動を行うことができるよ
うにすることを旨として，行われなければならない」と定
めている。
❷女性活躍推進法により，101人以上の事業主は職場にお
ける女性の活躍推進に向けて，数値目標を含めた行動計画
の策定・公表が義務付けられている。

（World Economic Forum「Global Gender Gap Report 2021」）

総合

経済的平等

日本 世界平均 アイスランド

健康と生存 教育機会

政治参加
0.2

0

0.4

0.6

0.8

1.0

　男女格差指数は，経済的平等，政治参
加，健康と生存，教育機会の4分野14項目
の指標から，男女間の格差の度合いを指
数にしたものである。数字が1に近いほど
格差が小さいことを表す。
　日本は健康と生存（男女の出生比率，健
康寿命），教育機会（識字率，初等～高等教
育就学率）では比較的高い水準だが，経済
的平等（労働力率，賃金の平等性，勤労所
得，幹部や管理職への登用，専門職・技術
職）や政治参加（国会議員や大臣への登用，
女性国家元首の在位年数）の水準が低いこ
とから，教育を受けた女性を人材として活
用するにあたって，制度面や社会面で問題
があるといえる。

7   男女格差指数（ジェンダー・ギャップ指数）の国際比較
1. 国際順位

2.  日本とアイスランドの 
分野別比較

順位 国名
男女
格差指数

第1位 アイスランド 0.892

第2位 フィンランド 0.861

第3位 ノルウェー 0.849

第4位 ニュージーランド 0.840

第5位 スウェーデン 0.823

第6位 ナミビア 0.809

順位 国名
男女
格差指数

第7位 ルワンダ 0.805

第8位 リトアニア 0.804

第9位 アイルランド 0.800

第10位 スイス 0.798

　 … 　

第120位 日本 0.656（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」）

＊1   夫が非農林業雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口および完全失
業者（2018年以降は失業者））の世帯。

＊2   夫婦共に非農林業雇用者の世帯。
（内閣府「男女共同参画白書」2020年）

6   性別役割分業意識の推移

8   共働き世帯数の推移

「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきである」という考え方について
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雇用者の共働き世帯＊2

男性雇用者と無業の
妻からなる世帯＊1

5   育児休業制度と介護休業制度

育児休業
制度

（

▲

p.67）

育児・介護休業法に基づき，仕事と家庭生活
を両立させながら，男女が協力して，子どもを
育てるための制度。育児休業制度がある事業
所（5人以上）は79.1％（2019年度），取得率は
女性81.6％，男性12.65％（2020年度）である。

介護休業
制度

（

▲

p.87）

育児・介護休業法に基づき，要介護状態にあ
る家族の介護のために合計93日を上限として
休業できる制度。雇用保険法により介護休業
給付が受けられる。このほか介護のための短
期休暇制度（介護休暇）もある。

ジェンダー：gender　性別役割分業：gender division of labor
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 地域の生活をつくる
私たちは地域の中で生活している。地域には，図書館や学校な

どの公共施設や，さまざまな福祉施設がある。盆踊りや祭り，運
動会などの行事があり，行事を開催するために力を尽くす多くの
ボランティアの人たちがいる。近隣の人々，同学年や異学年の友
人がいる。その人たちとは，挨

あい
拶
さつ
を交わしたり，お互いの家を訪

問したり，困ったときには助け合ったりする中でつながりが生ま
れる。血縁や家族を超えた地域におけるつながりは，心にゆとり
をもたらすとともに，危機や問題が発生した場合には，援助のた
めの資源にもなる。少子高齢化，世帯規模の縮小が進む中で，持
続可能な生活の仕組み作りに向けて，地域に暮らす一員として何
ができるか考えてみよう。

 家庭生活と福祉
子どもを育てながら働き続けようと思ったとき，近くに利用可

能な保育所があることが非常に重要である。親の介護をしながら
働き続けようと思ったとき，デイサービスやホームヘルプサービ
スなど，介護を支える基盤が整備されていなければ，それは困難
になる。ひとり親家庭に対するさまざまな支援は，その生活の営
みを保障することに役立っている。障がいがある子どもの成長・
発達を支援する人や施設が地域に存在するかどうかは，子どもお
よびその家庭生活に大きな影響を与える。�
家庭生活と福祉は密接に関連しており，個々人がよりよい家庭

生活を送るうえで福祉の充実は不可欠である。

 共に関わり合う家庭と社会 
高齢化の急激な進行，雇用の不安定化，働く既婚女性の増加な

どの社会や経済の変化は，家族・家庭生活にも大きな影響を与え
ている。増加する要介護高齢者を誰がどのように介護するのか，
失業や不安定な雇用をどうするのか，働く親の子どもの育ちをど
う保障していくのかという問題は，今日，多くの人々が直面して
おり，社会的な仕組みの中で解決していくことが必要である。こ
の社会福祉の考え方は，地域における住民どうしの支え合いとと
もに，今後ますます重要になっていくであろう。

家庭生活と地域・福祉2

Column p.98

 p.68

❶

p.85, 87, 90

英単語

有給休暇や生理休暇などの法律で定められ
た休暇に加えて，事業者が独自の休暇を設け
ていることも多い。山

やま

形
がた

県村
むら

山
やま

市の企業の
「祭りだ！わっしょい休暇」は，地域への参画
を促す目的で設けられ，地域の祭りを理由に
休む場合に使える。普段から自由に有給休暇
が取得しやすい雰囲気も大事にされているが，
学校行事など有給休暇を使うことの多い子育
て中でも祭りに行きやすくなった。
ほかの企業でも町内会やスポーツの世話役，

ボランティア活動などに使える「コミュニ
ティ休暇」が設けられるなど，働きながら地
域に参画できる仕組みが広まりつつある。

●祭りだ！わっしょい休暇

Column

❶家族の介護や看護のために離職した者は約10万200
人で，そのうち女性が79.6％である（2019年）。

ワーク・ライフ・バランス：work-life balance

　あなたの住む地域が発行する広報紙などの地
域情報を持ち寄って調べよう。どのような情報や
イベントがあり，子どもや高齢者に役立つ情報は
あるだろうか。

TRY

　地域のために，これからどのような活動ができ
るか，考えよう。すでに行っている場合は，今後
更に何が必要とされるのかを考えて，改善点を挙
げよう。

例  通学路の防犯パトロール
　大

おおさか
阪府高

たかいし
石市の高校では，部活動のジョギングをしな

がら地域の子どもを見守りパトロールする「ジョグパト
隊」を継続して行っている。高校生が「パトロール中」
のたすきをかけて近隣の通学路を走り，積極的に通行人
に挨拶をすることで被害を未然に防ぐねらいで，地域の
警察からも感謝状を贈られている。

TRY

5

10

15

20

25

30

38 ひとくちメモ セクハラ・マタハラ・パタハラ・パワハラ　事業主の対策義務があるセクシュアルハラスメントやマタニティハラスメントのほか，育児に参画し
ようとする男性に対するパタニティハラスメントや職権を利用したパワーハラスメントも，近年問題となっている。

 見直される性別役割分業意識
日本では，高度経済成長を背景に，1960年代以降「男は仕事，

女は家事・育児」という性
せい
別
べつ
役
やく
割
わり
分
ぶん
業
ぎょう
意
い
識
しき
が一般化し強まって

いった。1975年の国際婦人年から始まった「国連婦人の10年」
における性別役割分業見直しの取り組みの中で，1980年代頃か
ら，男女が共に職業と家庭の分野で責任を担

にな
うことが重要とされ

るようになった。また，生物学的な性別に対して，社会的・文化
的に形成される性別をジェンダーという見方が広まった。
1985年に日本が批准した国連の女

じょ
子
し
差
さ
別
べつ
撤
てっ
廃
ぱい
条
じょう
約
やく
では，「すべ

ての人間の奪い得ない権利としての労働の権利」の確保や，雇用
の場において，婚姻または母性を理由とする女子に対する差別を
なくすことなどが定められている。この条約を受けて日本では男

だん

女
じょ
雇
こ
用
よう
機
き
会
かい
均
きん
等
とう
法
ほう
が1986年から施行された。1997年の改正で差

別禁止の範囲が拡大し，同時に女性の保護規定は廃止された。さ
らに2006年の改正では男性に対する差別禁止も追加された。

2❶

❷

❸

❹

❶女子差別撤廃条約　正式名称は「女子に対するあらゆ
る形態の差別の撤廃に関する条約」。1979年に第34回
国連総会で採択された。1980年，「国連婦人の10年中
間年世界会議」で日本を含む57か国が署名，1981年9
月に発効した。女性の全面的社会参加の確保，性別役割
分業の見直しなどが盛り込まれている。
❷男女雇用機会均等法　正式名称は「雇用の分野におけ
る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。教
育訓練や定年・退職・解雇などの差別的取り扱いの禁止，
募集・採用・配置・解雇の機会均等，事業主のセクシュア
ルハラスメント（本人の意に反する性的な内容の言動，性
的嫌がらせ）やマタニティハラスメント（妊娠・出産・育
児休業等を理由とする不利益な取り扱い）の防止義務，
均等法違反に対する勧告と企業名の公表などを規定して
いる。
❸1997年の改正では，女性の時間外・休日・深夜労働
の規制・禁止規定が廃止された。
❹2006年の改正までは，女性に対する差別禁止のみ
だった。また，この改正で性別による降格や職種変更な
どの禁止が追加され，差別禁止の範囲も更に拡大した。
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1   男女共同参画社会への動き
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1975年 国際婦人年／第1回世界女性会議
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1984年 国籍法改正，父系から父母両系主義に

1985年
男女雇用機会均等法成立，女子差別撤廃条約
を日本が批准

1994年 高等学校で家庭科の男女共修開始

1999年 男女共同参画社会基本法制定

2015年 女性活躍推進法制定

　日本の女性の労働力率＊が「M字型曲線」となっている背景を考えよう。労
働力率の低い年代に必要なこと（社会の制度や周囲の環境整備）は何か，話
し合ってみよう。
＊ 労働力率　15歳以上人口に占める労働力人口（休業者を含む就業者と求職活動を行っ
ている失業者）の割合。 （

▲

p.243）

TRY

0

20

40

60

80

100

15
〜
19

20
〜
24

25
〜
29

30
〜
34

35
〜
39

40
〜
44

45
〜
49

50
〜
54

55
〜
59

60
〜
64

65
〜
（歳）

女（2021年）

男
（2021年）

（男）

（男）17.8

74.4

94.8 95.5 96.2 96.1 95.7 94.9 93.6

85.7

34.9

86.9
79.4 80.1 81.2 80.0

74.7

62.2

15.2

（%）

77.7

女（1986年）
18.4

38.6

49.9

61.7
68.168.8

61.050.0
54.5

73.8
（　女）

76.0
（　女）

20.1
（　女）

17.2（　女）

2   ジェンダー・バイアス

結婚しても
働きたい？
仕事は男が
するものだ

男のくせに泣くなんて
みっともない

男の子は青，女の子は
ピンクね。逆なんて変よ
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 男女共同参画社会の実現
男
だん
女
じょ
共
きょう
同
どう
参
さん
画
かく
社
しゃ
会
かい
基
き
本
ほん
法
ほう
は，社会のあらゆる分野の活動に男女

が対等に参画することを目指して，1999年に制定された。基本法
では，基本理念として，男女共同参画社会を実現するための5つ
の柱が立てられ，その1つに，家庭生活における活動とほかの活
動の両立が挙げられている。男女が対等な立場で協働し，家族と
しての役割を果たしながら仕事や学習，地域活動等を行うことが
できるようになるためには，家事・育児・介護などの家庭的責任
を男女が共に自らのこととして捉

とら
え，分担することが必要である。

男女が共に家庭生活を担う，という仕組みを確立するためには，
労働時間の短縮，育児休業制度や介護休業制度，有給休暇などを
取得しやすくするなど，職場の改善が求められている。父親が働
き，母親は専業主婦という性別役割分業に基づく暮らし方は，多
数派ではなくなり，今は共働き世帯のほうが多い。にもかかわら
ず，職場においては女性の管理職への登用が諸外国に比べて進ん
でいないなど，男女共同参画が実現されていない側面もある。

❶

5

6

8❷

p.243 3  4  7

英単語

❶男女共同参画社会基本法　第6条で「男女共同参画社
会の形成は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会
の支援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活
における活動について家族の一員としての役割を円滑に
果たし，かつ，当該活動以外の活動を行うことができるよ
うにすることを旨として，行われなければならない」と定
めている。
❷女性活躍推進法により，101人以上の事業主は職場にお
ける女性の活躍推進に向けて，数値目標を含めた行動計画
の策定・公表が義務付けられている。

（World Economic Forum「Global Gender Gap Report 2021」）

総合

経済的平等

日本 世界平均 アイスランド

健康と生存 教育機会

政治参加
0.2

0

0.4

0.6

0.8

1.0

　男女格差指数は，経済的平等，政治参
加，健康と生存，教育機会の4分野14項目
の指標から，男女間の格差の度合いを指
数にしたものである。数字が1に近いほど
格差が小さいことを表す。
　日本は健康と生存（男女の出生比率，健
康寿命），教育機会（識字率，初等～高等教
育就学率）では比較的高い水準だが，経済
的平等（労働力率，賃金の平等性，勤労所
得，幹部や管理職への登用，専門職・技術
職）や政治参加（国会議員や大臣への登用，
女性国家元首の在位年数）の水準が低いこ
とから，教育を受けた女性を人材として活
用するにあたって，制度面や社会面で問題
があるといえる。

7   男女格差指数（ジェンダー・ギャップ指数）の国際比較
1. 国際順位

2.  日本とアイスランドの 
分野別比較

順位 国名
男女
格差指数

第1位 アイスランド 0.892

第2位 フィンランド 0.861

第3位 ノルウェー 0.849

第4位 ニュージーランド 0.840

第5位 スウェーデン 0.823

第6位 ナミビア 0.809

順位 国名
男女
格差指数

第7位 ルワンダ 0.805

第8位 リトアニア 0.804

第9位 アイルランド 0.800

第10位 スイス 0.798

　 … 　

第120位 日本 0.656（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」）

＊1   夫が非農林業雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口および完全失
業者（2018年以降は失業者））の世帯。

＊2   夫婦共に非農林業雇用者の世帯。
（内閣府「男女共同参画白書」2021年）

6   性別役割分業意識の推移

8   共働き世帯数の推移

「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきである」という考え方について

（%）0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2019

賛成
どちらかと
いえば賛成

どちらかと
いえば反対反対分からない

1997

1979

2019女性

2019男性

（年）

23.236.65.227.57.5

24.938.55.524.66.5

21.234.45.030.88.6
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700
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1,000

1,100

1,300

1,200

（万世帯）

1980’82 ’84 ’86 ’88 ’90 ’92 ’94 ’96 ’982000’02’04 ’06 ’08 ’10 ’12 ’14 ’20’18’16 （年）

1,114

787
720

664

571

606

614

1,054
1,077

1,219
1,240

1,129

雇用者の共働き世帯＊2

男性雇用者と無業の
妻からなる世帯＊1

5   育児休業制度と介護休業制度

育児休業
制度

（

▲

p.67）

育児・介護休業法に基づき，仕事と家庭生活
を両立させながら，男女が協力して，子どもを
育てるための制度。育児休業制度がある事業
所（5人以上）は79.1％（2019年度），取得率は
女性81.6％，男性12.65％（2020年度）である。

介護休業
制度

（

▲

p.87）

育児・介護休業法に基づき，要介護状態にあ
る家族の介護のために合計93日を上限として
休業できる制度。雇用保険法により介護休業
給付が受けられる。このほか介護のための短
期休暇制度（介護休暇）もある。

ジェンダー：gender　性別役割分業：gender division of labor
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 地域の生活をつくる
私たちは地域の中で生活している。地域には，図書館や学校な

どの公共施設や，さまざまな福祉施設がある。盆踊りや祭り，運
動会などの行事があり，行事を開催するために力を尽くす多くの
ボランティアの人たちがいる。近隣の人々，同学年や異学年の友
人がいる。その人たちとは，挨

あい
拶
さつ

を交わしたり，お互いの家を訪
問したり，困ったときには助け合ったりする中でつながりが生ま
れる。血縁や家族を超えた地域におけるつながりは，心にゆとり
をもたらすとともに，危機や問題が発生した場合には，援助のた
めの資源にもなる。少子高齢化，世帯規模の縮小が進む中で，持
続可能な生活の仕組み作りに向けて，地域に暮らす一員として何
ができるか考えてみよう。

 家庭生活と福祉
子どもを育てながら働き続けようと思ったとき，近くに利用可

能な保育所があることが非常に重要である。親の介護をしながら
働き続けようと思ったとき，デイサービスやホームヘルプサービ
スなど，介護を支える基盤が整備されていなければ，それは困難
になる。ひとり親家庭に対するさまざまな支援は，その生活の営
みを保障することに役立っている。障がいがある子どもの成長・
発達を支援する人や施設が地域に存在するかどうかは，子どもお
よびその家庭生活に大きな影響を与える。 

家庭生活と福祉は密接に関連しており，個々人がよりよい家庭
生活を送るうえで福祉の充実は不可欠である。

 共に関わり合う家庭と社会 
高齢化の急激な進行，雇用の不安定化，働く既婚女性の増加な

どの社会や経済の変化は，家族・家庭生活にも大きな影響を与え
ている。増加する要介護高齢者を誰がどのように介護するのか，
失業や不安定な雇用をどうするのか，働く親の子どもの育ちをど
う保障していくのかという問題は，今日，多くの人々が直面して
おり，社会的な仕組みの中で解決していくことが必要である。こ
の社会福祉の考え方は，地域における住民どうしの支え合いとと
もに，今後ますます重要になっていくであろう。

家庭生活と地域・福祉2

Column p.98

 p.68

❶

p.85, 87, 90

英単語

有給休暇や生理休暇などの法律で定められ
た休暇に加えて，事業者が独自の休暇を設け
ていることも多い。山

やま

形
がた

県村
むら

山
やま

市の企業の
「祭りだ！わっしょい休暇」は，地域への参画
を促す目的で設けられ，地域の祭りを理由に
休む場合に使える。普段から自由に有給休暇
が取得しやすい雰囲気も大事にされているが，
学校行事など有給休暇を使うことの多い子育
て中でも祭りに行きやすくなった。

ほかの企業でも町内会やスポーツの世話役，
ボランティア活動などに使える「コミュニ
ティ休暇」が設けられるなど，働きながら地
域に参画できる仕組みが広まりつつある。

●祭りだ！わっしょい休暇

Column

❶家族の介護や看護のために離職した者は約7万500人
で，そのうち女性が74.8％である（2020年）。

ワーク・ライフ・バランス：work-life balance

　あなたの住む地域が発行する広報紙などの地
域情報を持ち寄って調べよう。どのような情報や
イベントがあり，子どもや高齢者に役立つ情報は
あるだろうか。

TRY

　地域のために，これからどのような活動ができ
るか，考えよう。すでに行っている場合は，今後
更に何が必要とされるのかを考えて，改善点を挙
げよう。

例  通学路の防犯パトロール
　大

おおさか
阪府高

たかいし
石市の高校では，部活動のジョギングをしな

がら地域の子どもを見守りパトロールする「ジョグパト
隊」を継続して行っている。高校生が「パトロール中」
のたすきをかけて近隣の通学路を走り，積極的に通行人
に挨拶をすることで被害を未然に防ぐねらいで，地域の
警察からも感謝状を贈られている。

TRY
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ひとくちメモ 母子免疫　新生児の免疫機能は未熟だが，母親の免疫抗体が胎盤を通して赤ちゃんに移行し，感染症から守ってくれている。ただし生後3～6か
月頃にはなくなってしまい，乳児は風

か
邪
ぜ
や感染症にかかりながら自分の免疫を発達させていく。なお，母乳にも多くの免疫物質が含まれる。

青年期には，心身共に大人へと変わり，性的な成熟により子ど
もをつくる能力が備わる。性交すれば妊娠の可能性があることか
ら，性に関する正しい知識を持ち，互いの心や身体を尊重し，望
まない妊娠をしない・させないように努めなければならない。妊
娠や出産は女性だけの問題ではない。全てのカップルと個人は対
等な関係にあり，性と生殖について自分で決める権利（リプロダ
クティブ・ライツ）がある。
10代では妊娠したときに人

じん
工
こう
妊
にん
娠
しん
中
ちゅう
絶
ぜつ
をする割合が高く，安

易な性行動は，HIVなど性
せい
感
かん
染
せん
症
しょう
（STI）の危険性も高める。ま

た，飲酒や喫煙，薬物は健康被害や青年期の発達を阻害するだけ
でなく，依存性が強く止めることが難しいため，その後の人生に
与える影響も大きい。青年期の行動が将来にわたって自分や周囲
に重大な影響を及ぼす可能性を十分に自覚し，安易に周囲に流さ
れずに責任ある行動をとらなくてはならない。
妊娠した場合，胎児の発育は母親が妊娠を自覚する前から始ま

る。脳や脊髄，心臓などの重要な器官が妊娠初期に形成されるた
め，日頃からの健康管理が重要となる。近年若い女性の低体重
（やせ）の割合が増加しているが，過度なダイエットや栄養の偏
りは，妊娠中や分

ぶん
娩
べん
時の異常，生まれてくる子どもの発達への影

響につながる。また，妊娠中の飲酒や喫煙，過労は，早
そう
産
ざん
や低

てい
出
しゅっ

生
しょう
体
たい
重
じゅう
児
じ
となるリスクを高める。周囲の喫煙による受

じゅ
動
どう
喫
きつ
煙
えん
も有

害である。

青年期の責任2

Column ❶

1❷ ❸

4

p.108 p.107

2

❹

❺

p.60

＊年齢不詳を除く出生率に対する百分率である。総数には年齢不詳者を含む。
（厚生労働省「令和元（2019）年人口動態統計」，「令和元（2019）年度衛生行政報告例」）

1   年齢別人工妊娠中絶数と出生数の比率

❶人工妊娠中絶　母体保護法では身体的・経済的理由な
どにより母体の健康を害する場合には，22週未満の人工
妊娠中絶を認めている。
❷HIV（Human Immunodeficiency Virus）　ヒト
免
めん

疫
えき

不全ウイルス。HIVに感染して免疫力が低下するこ
とに起因する疾病をエイズ（AIDS，後天性免疫不全症候
群）という。
❸性感染症（STI：Sexually Transmitted Infection）　
性的接触によって感染する病気で，性行為感染症，STD
ともいう。クラミジア，トリコモナス，梅毒などがあり，不
妊の原因になることもある。性感染症の患者は，エイズに
かかる割合が2～5倍になるといわれる。
❹早産　妊娠22週以後37週未満の期間で起きた出産。
妊娠21週以前の場合は流産となる。
❺低出生体重児　出生体重2,500g未満の新生児。母子
保健法では，低体重児として届け出ることになっている。

1994年の国際人口開発会議において，性と
生殖に関する健康の確立を目指すこと，全ての
カップルと個人が，妊娠や出産について決定で
きる権利などが提唱された。これを「リプロダ
クティブ・ヘルス／ライツ（SRHR：Sexual�
and�Reproductive�Health�and�Rights，性と
生殖に関する健康と権利）」という。
＊1  リプロダクティブ・ヘルス　人々が性と生殖につい
て身体的，精神的，社会的に完全に良好な状態であ
ること。

＊2  リプロダクティブ・ライツ　全てのカップルと個人
が，子どもを産むかどうか，人数，出産間隔や時期
などについて責任を持って自由に決定でき，そのた
めの情報と手段を得ることができる権利。望まない
妊娠や性感染症についても含まれる。

●リプロダクティブ・ヘルス＊1／ライツ＊2
Column

（歳）

（%）0 20 40 60 80 100

156,430人

186人

12,492人

39,805人

31,392人

29,402人

28,131人

13,589人

1,399人

11人

人工妊娠
中絶数

　～14
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50～　

総数

人工妊娠中絶割合 出生割合

（厚生労働省「妊産婦のための食生活指針」2006年）

2   妊婦の喫煙の影響
　たばこに含まれるニコチンや一酸化炭素は，胎児や子宮・胎
盤への酸素運搬を妨げる。そのため，妊婦の喫煙により，低出
生体重児の発生頻度は約2倍，自然流産の発生率は約2倍，早
産率は約1.5倍，周産期死亡率は約1.4倍高まるといわれている。

相
対
危
険
度

周産期死亡 胎盤早期剝離 前置胎盤

1日1箱未満 1日1箱以上非喫煙

0.0

1.0

2.0

3.0
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ひとくちメモ 母子免疫　新生児の免疫機能は未熟だが，母親の免疫抗体が胎盤を通して赤ちゃんに移行し，感染症から守ってくれている。ただし生後3～6か
月頃にはなくなってしまい，乳児は風

か
邪
ぜ
や感染症にかかりながら自分の免疫を発達させていく。なお，母乳にも多くの免疫物質が含まれる。

青年期には，心身共に大人へと変わり，性的な成熟により子ど
もをつくる能力が備わる。性交すれば妊娠の可能性があることか
ら，性に関する正しい知識を持ち，互いの心や身体を尊重し，望
まない妊娠をしない・させないように努めなければならない。妊
娠や出産は女性だけの問題ではない。全てのカップルと個人は対
等な関係にあり，性と生殖について自分で決める権利（リプロダ
クティブ・ライツ）がある。

10代では妊娠したときに人
じん
工
こう
妊
にん
娠
しん
中
ちゅう
絶
ぜつ

をする割合が高く，安
易な性行動は，HIVなど性

せい
感
かん
染
せん
症
しょう

（STI）の危険性も高める。ま
た，飲酒や喫煙，薬物は健康被害や青年期の発達を阻害するだけ
でなく，依存性が強く止めることが難しいため，その後の人生に
与える影響も大きい。青年期の行動が将来にわたって自分や周囲
に重大な影響を及ぼす可能性を十分に自覚し，安易に周囲に流さ
れずに責任ある行動をとらなくてはならない。

妊娠した場合，胎児の発育は母親が妊娠を自覚する前から始ま
る。脳や脊髄，心臓などの重要な器官が妊娠初期に形成されるた
め，日頃からの健康管理が重要となる。近年若い女性の低体重

（やせ）の割合が増加しているが，過度なダイエットや栄養の偏
りは，妊娠中や分

ぶん
娩
べん

時の異常，生まれてくる子どもの発達への影
響につながる。また，妊娠中の飲酒や喫煙，過労は，早

そう
産
ざん

や低
てい
出
しゅっ

生
しょう
体
たい
重
じゅう
児
じ

となるリスクを高める。周囲の喫煙による受
じゅ
動
どう
喫
きつ
煙
えん

も有
害である。

青年期の責任2

Column ❶

1❷ ❸

4

p.108 p.107

2

❹

❺

p.60

＊年齢不詳を除く出生率に対する百分率である。総数には年齢不詳者を含む。
（厚生労働省「令和2（2020）年人口動態統計」，「令和2（2020）年度衛生行政報告例」）

1   年齢別人工妊娠中絶数と出生数の比率

❶人工妊娠中絶　母体保護法では身体的・経済的理由な
どにより母体の健康を害する場合には，22週未満の人工
妊娠中絶を認めている。
❷HIV（Human Immunodeficiency Virus）　ヒト
免
めん

疫
えき

不全ウイルス。HIVに感染して免疫力が低下するこ
とに起因する疾病をエイズ（AIDS，後天性免疫不全症候
群）という。
❸性感染症（STI：Sexually Transmitted Infection）　
性的接触によって感染する病気で，性行為感染症，STD
ともいう。クラミジア，トリコモナス，梅毒などがあり，不
妊の原因になることもある。性感染症の患者は，エイズに
かかる割合が2～5倍になるといわれる。
❹早産　妊娠22週以後37週未満の期間で起きた出産。
妊娠21週以前の場合は流産となる。
❺低出生体重児　出生体重2,500g未満の新生児。母子
保健法では，低体重児として届け出ることになっている。

1994年の国際人口開発会議において，性と
生殖に関する健康の確立を目指すこと，全ての
カップルと個人が，妊娠や出産について決定で
きる権利などが提唱された。これを「リプロダ
クティブ・ヘルス／ライツ（SRHR：Sexual 
and Reproductive Health and Rights，性と
生殖に関する健康と権利）」という。
＊1  リプロダクティブ・ヘルス　人々が性と生殖につい
て身体的，精神的，社会的に完全に良好な状態であ
ること。

＊2  リプロダクティブ・ライツ　全てのカップルと個人
が，子どもを産むかどうか，人数，出産間隔や時期
などについて責任を持って自由に決定でき，そのた
めの情報と手段を得ることができる権利。望まない
妊娠や性感染症についても含まれる。

●リプロダクティブ・ヘルス＊1／ライツ＊2
Column

（歳）

（%）0 20 40 60 80 100

141,433人

127人

10,182人

35,434人

28,622人

26,555人

25,993人

13,187人

1,319人

10人

人工妊娠
中絶数

　～14

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～　

総数

人工妊娠中絶割合 出生割合

（厚生労働省「妊産婦のための食生活指針」2006年）

2   妊婦の喫煙の影響
　たばこに含まれるニコチンや一酸化炭素は，胎児や子宮・胎
盤への酸素運搬を妨げる。そのため，妊婦の喫煙により，低出
生体重児の発生頻度は約2倍，自然流産の発生率は約2倍，早
産率は約1.5倍，周産期死亡率は約1.4倍高まるといわれている。

相
対
危
険
度

周産期死亡 胎盤早期剝離 前置胎盤

1日1箱未満 1日1箱以上非喫煙

0.0

1.0

2.0

3.0

46

5

10

15

20

46 1
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ひとくちメモ 子どもとインターネット　9歳以下のインターネット利用率は64.0%で，内容は90.6％が動画視聴，61.8％がゲームである。利用時間は平均
102.9分だが，39.1％が2時間以上利用している（内閣府「令和2（2020）年度青少年のインターネット利用環境実態調査」）。

 遊びの意義
子どもの生活の中心は遊びである。遊びはほかの活動と異なり，

楽しさや面白さを感じながら遊ぶことそのものが目的となる。
また，子どもにとって，遊びは「学習」でもある。遊ぶことで

子どもは自分や他人の活動，周囲の物に対する興味・関心を持ち，
「やってみたい」「できるようになりたい」という思いや願いを抱
き，試行錯誤を重ねながら自ら積極的に関わろうとするようにな
る。このような自発的な態度や意欲が，その後の人生で多くのこ
とを学び，吸収する土台となる。子どもは遊びを通して，さまざ
まな心身の能力を獲得していく。
しかし近年は，子どもの遊

あそ
びの3つの間

ま
（空間・仲間・時間）

が乏しくなり，運動能力の低下や感情表現の減少，友達といっ
しょに遊ぶのが苦手など，子どもの発達に影響を与えている。

子どもと遊び5

1  3

4   遊びの内容

2   おもちゃのマーク（日本玩
がん
具
ぐ
協会認定証）

●STマーク

［共遊玩具のマーク］

安全基準を満たすと認
定されたおもちゃに付
けられているマーク。

●盲導犬マーク

視覚に障がい
のある子も遊
べる玩具。

●うさぎマーク

聴覚に障がい
のある子も遊
べる玩具。

（

▲

p.98, 100, 239）

遊びの
種類

感覚遊び 運動遊び 受容遊び 模倣遊び（想像遊び） 構成遊び
ルール遊び
（規則遊び）

年齢 0歳～ 0歳～ 1歳頃～
1歳半頃～

（見立て・つもり遊び）
3歳頃～

（ごっこ遊び）
2歳頃～ 4歳頃～

内容
諸感覚で感じるこ
とを楽しむ。

身体の動きを楽しむ。 見る，聞くなどを
楽しむ。

見立てや「～のつもり」「～ごっこ」を楽し
む。（集団でイメージを共有するごっこ遊
びは，模倣遊びの中でもより高度である。）

素材を使って作る，
描
か
く，組み立てるな
どを楽しむ。

スポーツやゲーム
など，仲間とルール
の中で楽しむ。

例

でんでん太鼓，ガ
ラガラ，ラッパなど

手足を動かす，遊具（ブ
ランコやすべり台）など

絵本，テレビ，動
画，音楽など

ぬいぐるみの擬人化，ままごと，ヒーロー
ごっこなど

積み木，ブロック，
砂，粘土，折り紙など

鬼ごっこ

1   子どもの遊ぶ場所（年齢別）

（注）保育所や幼稚園以外で2つ回答。
（ベネッセ教育総合研究所

「第5回　幼児の生活アンケート」2015年）

（ベネッセ教育総合研究所「第5回　幼児の生活アンケート」2015年）

3   幼児の遊ぶ相手の推移（平日，幼稚園・保育所以外，複数回答）

0

20

40

60

80

100

祖母
父親

きょうだい
母親

1995 2000 ’05 ’10 ’15

友達

86.0

27.3

16.8
17.8

49.3

友達の家

近所の
空き地や公園

学校，幼稚園，
保育園の運動場

自宅

0歳
2歳
4歳

85.4

87.9

95.6

40.9

19.4

2.9

36.5

48.9

12.1

5.4

2.9

11.3

0 20 40 60 80 （%）100

52

5

10

52 脚注
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ひとくちメモ 子どもとインターネット　9歳以下のインターネット利用率は74.3%で，内容は94.0％が動画視聴，59.0％がゲームである。利用時間は平均
110.2分だが，43.7％が2時間以上利用している（内閣府「令和3（2021）年度青少年のインターネット利用環境実態調査」）。

 遊びの意義
子どもの生活の中心は遊びである。遊びはほかの活動と異なり，

楽しさや面白さを感じながら遊ぶことそのものが目的となる。
また，子どもにとって，遊びは「学習」でもある。遊ぶことで

子どもは自分や他人の活動，周囲の物に対する興味・関心を持ち，
「やってみたい」「できるようになりたい」という思いや願いを抱
き，試行錯誤を重ねながら自ら積極的に関わろうとするようにな
る。このような自発的な態度や意欲が，その後の人生で多くのこ
とを学び，吸収する土台となる。子どもは遊びを通して，さまざ
まな心身の能力を獲得していく。
しかし近年は，子どもの遊

あそ
びの3つの間

ま
（空間・仲間・時間）

が乏しくなり，運動能力の低下や感情表現の減少，友達といっ
しょに遊ぶのが苦手など，子どもの発達に影響を与えている。

子どもと遊び5

1  3

4   遊びの内容

2   おもちゃのマーク（日本玩
がん
具
ぐ
協会認定証）

●STマーク

［共遊玩具のマーク］

安全基準を満たすと認
定されたおもちゃに付
けられているマーク。

●盲導犬マーク

視覚に障がい
のある子も遊
べる玩具。

●うさぎマーク

聴覚に障がい
のある子も遊
べる玩具。

（

▲

p.98, 100, 239）

遊びの
種類

感覚遊び 運動遊び 受容遊び 模倣遊び（想像遊び） 構成遊び
ルール遊び
（規則遊び）

年齢 0歳～ 0歳～ 1歳頃～
1歳半頃～

（見立て・つもり遊び）
3歳頃～

（ごっこ遊び）
2歳頃～ 4歳頃～

内容
諸感覚で感じるこ
とを楽しむ。

身体の動きを楽しむ。 見る，聞くなどを
楽しむ。

見立てや「～のつもり」「～ごっこ」を楽し
む。（集団でイメージを共有するごっこ遊
びは，模倣遊びの中でもより高度である。）

素材を使って作る，
描
か
く，組み立てるな
どを楽しむ。

スポーツやゲーム
など，仲間とルール
の中で楽しむ。

例

でんでん太鼓，ガ
ラガラ，ラッパなど

手足を動かす，遊具（ブ
ランコやすべり台）など

絵本，テレビ，動
画，音楽など

ぬいぐるみの擬人化，ままごと，ヒーロー
ごっこなど

積み木，ブロック，
砂，粘土，折り紙など

鬼ごっこ

1   子どもの遊ぶ場所（年齢別）

（注）保育所や幼稚園以外で2つ回答。
（ベネッセ教育総合研究所

「第5回　幼児の生活アンケート」2015年）

（ベネッセ教育総合研究所「第5回　幼児の生活アンケート」2015年）

3   幼児の遊ぶ相手の推移（平日，幼稚園・保育所以外，複数回答）
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2.9

11.3

0 20 40 60 80 （%）100

52

5

10



17

訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 遊びの発達と人との関わり
まだ自分では移動できない乳児でも，知覚能力や身体を使って

ひとり遊
あそ
びをする。やがて「いない・いない・ばあ」やおもちゃ

の受け渡しなど，大人とのやりとりを楽しむようになる。2歳頃
の幼児は，ほかの子どもに関心はあるが，まだいっしょに遊ぶこ
とは難しく，ほかの子どもの遊びをそばで見る傍

ぼう
観
かん
遊
あそ
びや，隣ど

うしで同じ遊びを別々にする平
へい
行
こう
遊
あそ
びをする。3，4歳頃になる

と，友達と活発に遊ぶようになり，ときにはおもちゃの取り合い
などのけんかを経験することで，友達との遊び方を身につけてい
く。5，6歳頃には集

しゅう
団
だん
遊
あそ
びへと発展し，役割分担やイメージを

共有するために話し合うなど，友達と楽しく遊ぶための工夫をす
るようになる。

 児童文化財
おもちゃや遊具，絵本や紙芝居，歌や童話などは児

じ
童
どう
文
ぶん
化
か
財
ざい
と

よばれ，子どもの遊びを誘い出し，より豊かにし，創造力や情操
を育てるものである。また，昔から受け継がれる伝

でん
承
しょう
遊
あそ
びは，遊

びの中で人との関係を深め，楽しみながら心身の発達を促す工夫
がされている。�

5

p.63

6

英単語

TRY

平行遊び：parallel play　ごっこ遊び：make believe（pretend play）

6   伝承遊びとは
　伝承遊びは，自然発生的に生まれ，年長児から年少児へ，
大人から子どもへと受け継がれてきた遊びである。毎日遊
びながら遊びの技術やコツ，身のこなし方や力の入れ具合
を工夫しながら習得していく。その多くは，既製の遊具を
必要としない素朴な遊びであり，人間的な触れ合いがあり，
集団で楽しむ遊びである。遊び方や素材は，地方によって
特色があることも多い。

（文部科学省「体力・運動能力調査」）7歳の体力テスト結果の推移（平均値）

［50m走］ 1983年
男子　10.25秒
女子　10.59秒

2019年
男子　10.59秒
女子　10.93秒

子どもの遊び環境について考えよう
1. �近年，遊び環境の変化に伴い，子どもの運動能力は低下しているといわれ
ている。どのような遊びが子どもの運動能力を高めるか，考えよう。

2. �「遊びの3つの間」が乏しくなっている社会的な要因を考えよう。
3. �あなたの地域は適切な遊び環境が整っているか，調べよう。また，子ども
の遊ぶ場所や機会を充実させるため，どのような取り組みが行われている
か，調べよう。

［ソフトボール投げ］

（m）
05101520

男子　1983年　2019年
　　　15.58m　11.52m

女子　1983年　2019年
　　　9.00m　 7.38m

　心身の発達とともに仲間との関わりが増えるが，集団遊
びの最中にひとり遊びをするなど，さまざまな遊び方が継
続して行われる。

5   仲間との遊び方

ひとり遊び
ほかの子どもがいても無関係にひとり
で遊んでいる状態。

傍観遊び
ほかの子の遊びに関心を持って見てい
る状態。一見遊びに参加していないよ
うに見えるが，1つの関わり方である。

平行（並行）遊び
近くで同じ遊びをしているが，お互い
に関係しない状態。相手を認識し，関
心は持っている。

集団遊び
おもちゃのやりとりや会話などから，
ルールのある遊びやゲームなど，お互
いに関係している状態。

ひとり遊び

傍観遊び

0歳 1 2 3 654

平行（並行）遊び

集団遊び

1だるま落とし　2水鉄砲　3けん玉　4お手玉
5こま　6おはじき　7ビー玉　8竹とんぼ　9折り紙

1

2

4

5

6 7
9

3

［伝承遊びの例］

［伝承遊びのおもちゃの例］

　にらめっこ，童歌，かくれんぼ，ままごと，指影絵，絵
描き歌など。

8

53第3章　子どもと共に育つ　　2　子どもの育つ力を知る

保
育

5

10

15

ひとくちメモ データ分析で子どもの事故予防   アメリカでは，子どもの死亡登録・検証制度“Child Death Review”で広く収集した情報を分析し，事故予防に
活用している。実際に取り組みを行ったペンシルベニア州では，子どもの睡眠中の死亡者数が年間109（1999年）から48（2013年）に減少した。

 子どもの健康 
乳幼児は病気や環境の変化に対する抵抗力が弱いので，健康状

態には特別な配慮が必要である。食事や睡眠を十分に取らせ，薄
着に慣れさせ，外

がい
気
き
浴
よく
や戸外での遊びなどによって，丈夫な体を

つくるように心がける。また，受動喫煙など，周囲の環境が子ど
もの健康に悪影響を与える可能性にも留意しなければならない。�
子どもは自分の要求や具合の悪いところを正確に伝えることが

できないので，病気や異常を早く発見するには，顔色，食欲，体
温，便の様子など，日頃の健康状態を知っておくことが必要であ
る。病気になると子どもは不安が強くなりやすいので，親や周り
の人は落ち着いた態度で，子どもに温かく接するようにする。�
心と体は密接に関係しているため，子どもの心のトラブルが，

身体症状となって表出することもある。子どもの身体や行動に表
れるサインを見逃さず，適切に対応することが必要である。�
市区町村の保健センター，保健所や医療施設では，定期的な健

康診断や育児相談，予
よ
防
ぼう
接
せっ
種
しゅ
などを行っている。特に，1歳6か

月児や3歳児健康診査では心身両面の発達を見るので，病気や異
常の発見にも役立ち，その後の治療や保育について，助言や指
導を受けることができる。

❶

1  p.46

2❷

p.56

❶外気浴の際は，直射日光を避けるために帽子を着用し，
熱中症や交通事故に注意する。
❷受診歴は母子健康手帳で確認できる（

▲

p.67）。

　特に次のような点で変化があった場合は，小児科医の診察を受ける。

食欲 食欲がない，乳汁を飲まない

便通 尿が出ない，下
げ
痢
り
・便秘，便の色や形が違う

顔 ぼんやりしている，目が潤む，顔色が赤い・青白い

睡眠 寝つきが悪い，よく眠れない

機嫌 ぐずる，泣き止まない，泣き声が違う，元気がない

体温 熱っぽい，冷たい

呼吸 息が荒い，息苦しそうにしている

3   子どもの病気発見　ポイントは「ふだんと違う」

1   受動喫煙の健康への影響 
（乳幼児，児童の場合）

●  乳幼児突然死症候群（SIDS）＊

●  肺の発達の遅れ
●  呼吸器症状（せき，たんなど）
●  急性呼吸器感染症
●  耳疾患（中耳炎など）
●  より頻回で重症度の高い喘

ぜん

息
そく

発作
＊ 乳幼児突然死症候群（SIDS：Sudden Infant Death  

Syndrome）それまで元気に見えた乳幼児が睡眠中などに
突然死する症候群。0歳児の死因では第4位（厚生労働省
「令和元（2019）年人口動態統計」）。原因は不明だが，両
親の喫煙，うつぶせ寝，人工栄養等が発生の因子とされて
いる。

　予防接種は伝染病の発生と蔓
まん

延
えん

の予防のため，予防接種
法に基づき行われる。保護者には，対象者に定期接種を受
けさせる努力義務がある。

定期接種
（接種が決めら
れているもの）

4種混合（百日ぜき，ジフテリア，破傷風，
ポリオ），麻

ま
疹
しん
（はしか）・風

ふう
疹
しん
混合（MR），

BCG，日本脳炎，肺炎球菌，Hib（イン
フルエンザ菌b型），水

すい
痘
とう
（水ぼうそう），

B型肝炎，ロタウイルスなど

任意接種
（任意のもの）

インフルエンザ，流行性耳
じ
下
か
腺
せん
炎
えん
（おた

ふくかぜ），A型肝炎など

2   予防接種の種類

身体のサイン
腹痛，吐き気，下痢，
食欲不振，めまい，頭痛，
発熱　など

行動のサイン
過食，爪

つめ
かみ，指しゃぶり，

不眠 など

5   心理的な問題による身体や行動のサインの例

　玩具安全マーク（

▲

p.52）の付いたおもちゃを調
べて，安全面で工夫されている点を見つけよう。

TRY

●子ども医療電話相談（厚生労働省）
TEL：＃8000（全国共通）
夜間や休日に診療を受けるか迷った際，都道府県の
相談窓口に自動転送され，医師や看護師に相談する
ことができる。

●中毒110番（日本中毒情報センター）
TEL： 072―727―2499（大阪，24時間）  

029―852―9999（つくば，9～21時）
化学物質や動植物の毒による急性中毒について情
報提供を受けることができる。

4   子どもの病気，けが，事故の相談窓口
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 子どもの安全 
乳児の事故で多いのは誤飲や窒息である。はいはいやひとり歩

きができるようになった子どもは行動範囲が広がり，手に触れる
ものは何でも口に入れようとするので，手の届く範囲に物を置か
ないなど，注意が必要である。
幼児の死因の中でも不慮の事故は多い。幼児は予期せぬ行動を

とることが多く，道路に急に飛び出して交通事故に遭ったり，水
の入った浴槽で溺

おぼ
れたりと，親や周りの人がちょっと目を離した

すきに事故が起きることが多い。子どもの安全を考えた生活環境
に留意し，子どもの目線で安全を確認するなどして，事故防止を
怠らないようにする。�
交通事故の被害を減らすために，乗用車には子ども用シートを

後部座席にしっかり固定し，子どもを座らせることが義務付けら
れている。また，誤って自分の子どもをひいたりしないよう，車
庫からの出し入れは子どもを車に乗せたまま行うようにする。

TRY

　周囲の大人が子どもの行動や生活環境に対してあらかじめ注意を
払うことで，防げる事故がある。子どもの特性を理解し，年齢や場
所ごとに注意する点を考えよう。

発達の目安

誤飲や窒息

やけど

溺水

転落

打撲や切り傷

その他

　枕・やわらかい布
ふ
団
とん

ポリ袋
　たばこ・薬・コイン・ボタン・電池など 洗剤・化粧品等を開けて飲む

　ひも・よだれかけ

　風
ふ
呂
ろ
・シャワー 　ストーブ・アイロンに触る

　ポット・炊飯器の蒸気に触れる

ナッツ類

　ベッド・ソファーから落ちる 自転車・階段から落ちる
　親がうっかり落とす 　ベビーカー・椅子から落ちる 　ブランコや滑り台から落ちる

窓やベランダから落ちる

　交通事故

　浴槽・洗濯機へ転落して溺れる
　海や川やプール等で溺れる

　扇風機の羽根に触る 　ドアに挟まる
　転んでテーブルの角等にぶつかる

　自動車内放置による熱中症
　ベビーカー・自転車に乗せたまま離れる

乳幼児の発達と起こりやすい事故

（東京都「乳幼児の事故防止教育ハンドブック」，消費者庁「子どもを事故から守る!!事故防止ハンドブック」より作成）

3歳2歳1歳 6か月新生児

　湯たんぽ 食事中に湯飲み等を倒す ライター 　花火

子どもの事故を予防しよう （

▲

p.211） 子どもの特性 （
▲

p.49）
●  大人と比べて体が小さい。
●  身体機能・運動能力が未熟。
●  頭の比率が大きく，転落しやすい。

●  理解力や判断力が未熟。
●  視界が狭く，目線も低い。
●  好奇心が強い。

高いところへ上る

階段を上り下りする走る・上る

ひとりで歩く

つかまり立ちをする
物をつかむ

はいはいをする
お座りをする

寝返りをする

口の中に物を入れる首がすわる
足を
ばたばた
させる

見たものに手を出す スイッチ等をいじる

英単語 予防接種：vaccination

（厚生労働省「令和元（2019）年人口動態統計」）

6   乳幼児の死亡事故の原因

子どもの誤飲では，たばこによる
ものが最も多く，薬が続く。たばこ
1本を食べると，子どもの命が危険とされる。
飲料の空き缶を灰皿代わりにしていると，
ジュースなどと間違えて誤飲することもある。

●たばこの誤飲

Column

0 20 40 60 80 100

0
（歳）

（%）

1～4

その他

4.2

窒息 交通事故

転倒・転落・墜落 1.3
3.8

6.4

10.378.2

7.019.437.531.9

でき し

溺死・溺水

61第3章　子どもと共に育つ　　3　子どもと関わる

保
育

5

10

15

 遊びの発達と人との関わり
まだ自分では移動できない乳児でも，知覚能力や身体を使って
ひとり遊

あそ
びをする。やがて「いない・いない・ばあ」やおもちゃ

の受け渡しなど，大人とのやりとりを楽しむようになる。 2 歳頃
の幼児は，ほかの子どもに関心はあるが，まだいっしょに遊ぶこ
とは難しく，ほかの子どもの遊びをそばで見る傍

ぼう
観
かん
遊
あそ
びや，隣ど

うしで同じ遊びを別々にする平
へい
行
こう
遊
あそ
びをする。 3 ， 4 歳頃になる

と，友達と活発に遊ぶようになり，ときにはおもちゃの取り合い
などのけんかを経験することで，友達との遊び方を身につけてい
く。 5 ， 6 歳頃には集

しゅう
団
だん
遊
あそ
びへと発展し，役割分担やイメージを

共有するために話し合うなど，友達と楽しく遊ぶための工夫をす
るようになる。

 児童文化財
おもちゃや遊具，絵本や紙芝居，歌や童話などは児

じ
童
どう
文
ぶん
化
か
財
ざい

と
よばれ，子どもの遊びを誘い出し，より豊かにし，創造力や情操
を育てるものである。また，昔から受け継がれる伝

でん
承
しょう
遊
あそ
びは，遊

びの中で人との関係を深め，楽しみながら心身の発達を促す工夫
がされている。 

5

p.63

6

英単語

TRY

平行遊び：parallel play　ごっこ遊び：make believe（pretend play）

6   伝承遊びとは
　伝承遊びは，自然発生的に生まれ，年長児から年少児へ，
大人から子どもへと受け継がれてきた遊びである。毎日遊
びながら遊びの技術やコツ，身のこなし方や力の入れ具合
を工夫しながら習得していく。その多くは，既製の遊具を
必要としない素朴な遊びであり，人間的な触れ合いがあり，
集団で楽しむ遊びである。遊び方や素材は，地方によって
特色があることも多い。

（文部科学省「体力・運動能力調査」）7歳の体力テスト結果の推移（平均値）

［50m走］ 1983年
男子　10.25秒
女子　10.59秒

2020年
男子　10.65秒
女子　11.06秒

子どもの遊び環境について考えよう
1. �近年，遊び環境の変化に伴い，子どもの運動能力は低下しているといわれ
ている。どのような遊びが子どもの運動能力を高めるか，考えよう。

2. �「遊びの3つの間」が乏しくなっている社会的な要因を考えよう。
3. �あなたの地域は適切な遊び環境が整っているか，調べよう。また，子ども
の遊ぶ場所や機会を充実させるため，どのような取り組みが行われている
か，調べよう。

［ソフトボール投げ］

（m）
05101520

男子　1983年　2020年
　　　15.58m　11.79m

女子　1983年　2020年
　　　9.00m　 7.67m

　心身の発達とともに仲間との関わりが増えるが，集団遊
びの最中にひとり遊びをするなど，さまざまな遊び方が継
続して行われる。

5   仲間との遊び方

ひとり遊び
ほかの子どもがいても無関係にひとり
で遊んでいる状態。

傍観遊び
ほかの子の遊びに関心を持って見てい
る状態。一見遊びに参加していないよ
うに見えるが，1つの関わり方である。

平行（並行）遊び
近くで同じ遊びをしているが，お互い
に関係しない状態。相手を認識し，関
心は持っている。

集団遊び
おもちゃのやりとりや会話などから，
ルールのある遊びやゲームなど，お互
いに関係している状態。

ひとり遊び

傍観遊び

0歳 1 2 3 654

平行（並行）遊び

集団遊び

1だるま落とし　2水鉄砲　3けん玉　4お手玉
5こま　6おはじき　7ビー玉　8竹とんぼ　9折り紙

1

2

4

5

6 7
9

3

［伝承遊びの例］

［伝承遊びのおもちゃの例］

　にらめっこ，童歌，かくれんぼ，ままごと，指影絵，絵
描き歌など。

8
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ひとくちメモ データ分析で子どもの事故予防   アメリカでは，子どもの死亡登録・検証制度“Child Death Review”で広く収集した情報を分析し，事故予防に
活用している。実際に取り組みを行ったペンシルベニア州では，子どもの睡眠中の死亡者数が年間109（1999年）から48（2013年）に減少した。

 子どもの健康 
乳幼児は病気や環境の変化に対する抵抗力が弱いので，健康状

態には特別な配慮が必要である。食事や睡眠を十分に取らせ，薄
着に慣れさせ，外

がい
気
き
浴
よく

や戸外での遊びなどによって，丈夫な体を
つくるように心がける。また，受動喫煙など，周囲の環境が子ど
もの健康に悪影響を与える可能性にも留意しなければならない。 

子どもは自分の要求や具合の悪いところを正確に伝えることが
できないので，病気や異常を早く発見するには，顔色，食欲，体
温，便の様子など，日頃の健康状態を知っておくことが必要であ
る。病気になると子どもは不安が強くなりやすいので，親や周り
の人は落ち着いた態度で，子どもに温かく接するようにする。 

心と体は密接に関係しているため，子どもの心のトラブルが，
身体症状となって表出することもある。子どもの身体や行動に表
れるサインを見逃さず，適切に対応することが必要である。 

市区町村の保健センター，保健所や医療施設では，定期的な健
康診断や育児相談，予

よ
防
ぼう
接
せっ
種
しゅ

などを行っている。特に， 1 歳 6 か
月児や 3 歳児健康診査では心身両面の発達を見るので，病気や異
常の発見にも役立ち，その後の治療や保育について，助言や指
導を受けることができる。

❶

1  p.46

2❷

p.56

❶外気浴の際は，直射日光を避けるために帽子を着用し，
熱中症や交通事故に注意する。
❷受診歴は母子健康手帳で確認できる（

▲

p.67）。

　特に次のような点で変化があった場合は，小児科医の診察を受ける。

食欲 食欲がない，乳汁を飲まない

便通 尿が出ない，下
げ
痢
り
・便秘，便の色や形が違う

顔 ぼんやりしている，目が潤む，顔色が赤い・青白い

睡眠 寝つきが悪い，よく眠れない

機嫌 ぐずる，泣き止まない，泣き声が違う，元気がない

体温 熱っぽい，冷たい

呼吸 息が荒い，息苦しそうにしている

3   子どもの病気発見　ポイントは「ふだんと違う」

1   受動喫煙の健康への影響 
（乳幼児，児童の場合）

●  乳幼児突然死症候群（SIDS）＊

●  肺の発達の遅れ
●  呼吸器症状（せき，たんなど）
●  急性呼吸器感染症
●  耳疾患（中耳炎など）
●  より頻回で重症度の高い喘

ぜん

息
そく

発作
＊ 乳幼児突然死症候群（SIDS：Sudden Infant Death  

Syndrome）それまで元気に見えた乳幼児が睡眠中などに
突然死する症候群。0歳児の死因では第3位（厚生労働省
「令和2（2020）年人口動態統計」）。原因は不明だが，両親
の喫煙，うつぶせ寝，人工栄養等が発生の因子とされてい
る。

　予防接種は伝染病の発生と蔓
まん

延
えん

の予防のため，予防接種
法に基づき行われる。保護者には，対象者に定期接種を受
けさせる努力義務がある。

定期接種
（接種が決めら
れているもの）

4種混合（百日ぜき，ジフテリア，破傷風，
ポリオ），麻

ま
疹
しん
（はしか）・風

ふう
疹
しん
混合（MR），

BCG，日本脳炎，肺炎球菌，Hib（イン
フルエンザ菌b型），水

すい
痘
とう
（水ぼうそう），

B型肝炎，ロタウイルスなど

任意接種
（任意のもの）

インフルエンザ，流行性耳
じ
下
か
腺
せん
炎
えん
（おた

ふくかぜ），A型肝炎など

2   予防接種の種類

身体のサイン
腹痛，吐き気，下痢，
食欲不振，めまい，頭痛，
発熱　など

行動のサイン
過食，爪

つめ
かみ，指しゃぶり，

不眠 など

5   心理的な問題による身体や行動のサインの例

　玩具安全マーク（

▲

p.52）の付いたおもちゃを調
べて，安全面で工夫されている点を見つけよう。

TRY

●子ども医療電話相談（厚生労働省）
TEL：＃8000（全国共通）
夜間や休日に診療を受けるか迷った際，都道府県の
相談窓口に自動転送され，医師や看護師に相談する
ことができる。

●中毒110番（日本中毒情報センター）
TEL： 072―727―2499（大阪，24時間）  

029―852―9999（つくば，9～21時）
化学物質や動植物の毒による急性中毒について情
報提供を受けることができる。

4   子どもの病気，けが，事故の相談窓口
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 子どもの安全 
乳児の事故で多いのは誤飲や窒息である。はいはいやひとり歩

きができるようになった子どもは行動範囲が広がり，手に触れる
ものは何でも口に入れようとするので，手の届く範囲に物を置か
ないなど，注意が必要である。

幼児の死因の中でも不慮の事故は多い。幼児は予期せぬ行動を
とることが多く，道路に急に飛び出して交通事故に遭ったり，水
の入った浴槽で溺

おぼ
れたりと，親や周りの人がちょっと目を離した

すきに事故が起きることが多い。子どもの安全を考えた生活環境
に留意し，子どもの目線で安全を確認するなどして，事故防止を
怠らないようにする。 

交通事故の被害を減らすために，乗用車には子ども用シートを
後部座席にしっかり固定し，子どもを座らせることが義務付けら
れている。また，誤って自分の子どもをひいたりしないよう，車
庫からの出し入れは子どもを車に乗せたまま行うようにする。

TRY

　周囲の大人が子どもの行動や生活環境に対してあらかじめ注意を
払うことで，防げる事故がある。子どもの特性を理解し，年齢や場
所ごとに注意する点を考えよう。

発達の目安

誤飲や窒息

やけど

溺水

転落

打撲や切り傷

その他

　枕・やわらかい布
ふ
団
とん

ポリ袋
　たばこ・薬・コイン・ボタン・電池など 洗剤・化粧品等を開けて飲む

　ひも・よだれかけ

　風
ふ
呂
ろ
・シャワー 　ストーブ・アイロンに触る

　ポット・炊飯器の蒸気に触れる

ナッツ類

　ベッド・ソファーから落ちる 自転車・階段から落ちる
　親がうっかり落とす 　ベビーカー・椅子から落ちる 　ブランコや滑り台から落ちる

窓やベランダから落ちる

　交通事故

　浴槽・洗濯機へ転落して溺れる
　海や川やプール等で溺れる

　扇風機の羽根に触る 　ドアに挟まる
　転んでテーブルの角等にぶつかる

　自動車内放置による熱中症
　ベビーカー・自転車に乗せたまま離れる

乳幼児の発達と起こりやすい事故

（東京都「乳幼児の事故防止教育ハンドブック」，消費者庁「子どもを事故から守る!!事故防止ハンドブック」より作成）

3歳2歳1歳 6か月新生児

　湯たんぽ 食事中に湯飲み等を倒す ライター 　花火

子どもの事故を予防しよう （

▲

p.211） 子どもの特性 （

▲

p.49）
●  大人と比べて体が小さい。
●  身体機能・運動能力が未熟。
●  頭の比率が大きく，転落しやすい。

●  理解力や判断力が未熟。
●  視界が狭く，目線も低い。
●  好奇心が強い。

高いところへ上る

階段を上り下りする走る・上る

ひとりで歩く

つかまり立ちをする
物をつかむ

はいはいをする
お座りをする

寝返りをする

口の中に物を入れる首がすわる
足を
ばたばた
させる

見たものに手を出す スイッチ等をいじる
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ひとくちメモ 非正規雇用も育児休業はある　パートや派遣社員などの非正規雇用も，子が1歳6か月になるまでの契約満了が明らかでなければ原則として取得で
きる。また法定の制度なので，職場に制度がなくても取得できる。取得を断られるなど，困ったら労働局に相談しよう。

 現代の子育て環境
子育てでは，満足感や自信を得られる一方で，つらいことや我

慢しなければならないことも多い。そのため，子どもと関わる中
で，育てる側の視野の広さや考え方の柔軟性，相手を受容する態
度なども育まれ，人間として成長するきっかけの1つとなる。
本来家族だけでなく社会が子どもの成長を見守り，支えていく

必要があるが，現代の日本では，少子化や核家族化，地域のつな
がりの希薄化に加えて，科学的根拠のない母
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わ
といった社会通念が根強く残り，子育ての役割を親，特に母親

だけが担
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そのような環境では，子育てをつらく感じていらいらするなど
の育
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や，子育ての悩みを誰にも相談できずに孤立するなど

の問題が，当然生じる。育児不安などの問題は，一部の特殊な親
だけに起こる個人的なものではなく，現代の子育て環境が引き起
こす社会問題である。よりよい子育て環境を整え，誰もが生きや
すくすることに，社会全体が取り組んでいかなければならない。
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社会全体で子育てを支援していくために，現代の子育て環境の変化や課題について理解しよう。また，子どもが健やかに育
つ社会をどのように実現すればよいか，考えて行動しよう。

●学習のポイント

これからの保育環境5
❶母性神話　女性は母性愛を本能として持っており（母
性本能），母親が育児をすることが子どもにとって善・絶
対であるという考え方。
❷3歳児神話　3歳までは母親の手で育てないと，後々取
り返しのつかないダメージを子どもに与えるという考え方。
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夫ですよ，と思っているけど伝えられない」と感じた人たちが，その思
いを可視化するために立ち
上がった「WEラブ赤ちゃ
んプロジェクト」。「泣いて
もいいよ！」ステッカーを
目立つ場所に貼り，その気
持ちを伝えることができる。
賛同した県ごとにご当地方
言版のステッカーも作られ，
広がりを見せている。

●「泣いてもいいよ！」ステッカーで子育てを応援
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で，育てる側の視野の広さや考え方の柔軟性，相手を受容する態
度なども育まれ，人間として成長するきっかけの1つとなる。
本来家族だけでなく社会が子どもの成長を見守り，支えていく
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❷3歳児神話　3歳までは母親の手で育てないと，後々取
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夫ですよ，と思っているけど伝えられない」と感じた人たちが，その思
いを可視化するために立ち
上がった「WEラブ赤ちゃ
んプロジェクト」。「泣いて
もいいよ！」ステッカーを
目立つ場所に貼り，その気
持ちを伝えることができる。
賛同した県ごとにご当地方
言版のステッカーも作られ，
広がりを見せている。

●「泣いてもいいよ！」ステッカーで子育てを応援
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 子育てと仕事
父母や家族を始めとして，さまざまな人が協力して子育てに臨

むことは，子どもの発達によい影響を与える。親子関係だけでな
く，夫婦関係や祖父母と親の関係など，家族相互の関係がつくり
だす環境も大切である。しかし，日本では，諸外国に比べて父親
が子育てに関わる時間が短く，その内容も乏しい。その背景には，
長時間労働など，子育てと仕事を両立しにくい労働環境や，根強
い性別役割分業意識などがある。しかし，親密な父子関係を形成
するには，父親が意識的に子どもと関わりを持つことが重要であ
る。父親と子どもの交流は，子どものより豊かな発達にも，父親
自身の成長にもつながる。
子育てと仕事を両立させるための制度として，母体の健康に関
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きゅう
業
ぎょう
法
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，保育に

関しては児
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どう
福
ふく
祉
し
法
ほう
で定められている。しかし，現状では母親が

子育てのために一時退職せざるを得ないことも多く，仕事と育児
の両立が難しい社会環境が，少子化の一因にもなっている。�

（
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p.39, 40, 243）

3

 p.38

❶

❷ ❸

5  p.39, 87

❹

4  p.243

英単語 母性神話：the myth of motherhood

（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）

（内閣府「男女共同参画白書」2020年）

3   6歳未満児のいる夫の家事・育児時間の 
 国際比較（1日あたり）

5   育児休業取得者の割合

❶母子保健法　市区町村へ妊娠の届出を行った者に母子
健康手帳を交付することが定められている。母子健康手
帳は，妊娠から出産，および育児に関する健康記録である。
❷労働基準法
　●妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限
　●妊産婦等の危険有害業務の就業制限
　●産前・産後休業（産前6週・産後8週）
　●育児時間（1日：30分を計2回）取得可能　など
❸育児休業中は，雇用保険で給与の50％（休業開始から
180日目までは67%）が保障される。
❹育児・介護休業法（

▲

p.39）
　● 出生時育児休業（男性版産休）＊：生後８週まで4週間，
２回まで分割可能

　● 育児休業：子が１歳（父母共に取得する場合は1歳２
か月）まで１年間（保育所に入れないなど一定の場合
には最長２歳まで延長可能），２回まで分割＊可能

　● 事業主による休業を取得しやすい環境整備と，対象者
への個別制度周知・休業取得意向確認の義務

　● 学齢前の子をもつ親の時間外労働・深夜業の制限
　● 子の看護休暇年5日（子が２人以上の場合は年10日）
＊2021年6月9日から1年半以内に施行予定

4   夫の休日の家事・育児時間と第2子以降の出生状況
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　生後4か月の子どもをもつ夫婦がいる。妻は育児休業中で，初めての育児に
とまどい，孤立感と不安を抱いている。家事も担い，まとまった睡眠がとれず，
疲れている。一方，夫は夜遅くまで残業する日が続き，家事や育児をする時間
がとれずに悩んでいる。夫婦の課題を解決するために，夫婦はどのような工夫
ができるか，考えよう。また，社会全体で子育てを支える視点から，企業や地
域，社会の果たす役割について，考えよう。
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67第3章　子どもと共に育つ　　5　これからの保育環境
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く，夫婦関係や祖父母と親の関係など，家族相互の関係がつくり
だす環境も大切である。しかし，日本では，諸外国に比べて父親
が子育てに関わる時間が短く，その内容も乏しい。その背景には，
長時間労働など，子育てと仕事を両立しにくい労働環境や，根強
い性別役割分業意識などがある。しかし，親密な父子関係を形成
するには，父親が意識的に子どもと関わりを持つことが重要であ
る。父親と子どもの交流は，子どものより豊かな発達にも，父親
自身の成長にもつながる。
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5   育児休業取得者の割合

❶母子保健法　市区町村へ妊娠の届出を行った者に母子
健康手帳を交付することが定められている。母子健康手
帳は，妊娠から出産，および育児に関する健康記録である。
❷労働基準法
　●妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限
　●妊産婦等の危険有害業務の就業制限
　●産前・産後休業（産前6週・産後8週）
　●育児時間（1日：30分を計2回）取得可能　など
❸育児休業中は，雇用保険で給与の50％（休業開始から
180日目までは67%）が保障される。
❹育児・介護休業法（

▲

p.39）
　● 出生時育児休業（男性版産休）＊：生後８週まで4週間，
２回まで分割可能

　● 育児休業：子が１歳（父母共に取得する場合は1歳２
か月）まで１年間（保育所に入れないなど一定の場合
には最長２歳まで延長可能），２回まで分割＊可能

　● 事業主による休業を取得しやすい環境整備と，対象者
への個別制度周知・休業取得意向確認の義務

　● 学齢前の子をもつ親の時間外労働・深夜業の制限
　● 子の看護休暇年5日（子が２人以上の場合は年10日）
＊2021年6月9日から1年半以内に施行予定

4   夫の休日の家事・育児時間と第2子以降の出生状況
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　生後4か月の子どもをもつ夫婦がいる。妻は育児休業中で，初めての育児に
とまどい，孤立感と不安を抱いている。家事も担い，まとまった睡眠がとれず，
疲れている。一方，夫は夜遅くまで残業する日が続き，家事や育児をする時間
がとれずに悩んでいる。夫婦の課題を解決するために，夫婦はどのような工夫
ができるか，考えよう。また，社会全体で子育てを支える視点から，企業や地
域，社会の果たす役割について，考えよう。
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むことは，子どもの発達によい影響を与える。親子関係だけでな
く，夫婦関係や祖父母と親の関係など，家族相互の関係がつくり
だす環境も大切である。しかし，日本では，諸外国に比べて父親
が子育てに関わる時間が短く，その内容も乏しい。その背景には，
長時間労働など，子育てと仕事を両立しにくい労働環境や，根強
い性別役割分業意識などがある。しかし，親密な父子関係を形成
するには，父親が意識的に子どもと関わりを持つことが重要であ
る。父親と子どもの交流は，子どものより豊かな発達にも，父親
自身の成長にもつながる。
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で定められている。しかし，現状では母親が
子育てのために一時退職せざるを得ないことも多く，仕事と育児
の両立が難しい社会環境が，少子化の一因にもなっている。 
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英単語 母性神話：the myth of motherhood

（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）

（内閣府「男女共同参画白書」2020年）

3   6歳未満児のいる夫の家事・育児時間の 
 国際比較（1日あたり）

5   育児休業取得者の割合

❶母子保健法　市区町村へ妊娠の届出を行った者に母子
健康手帳を交付することが定められている。母子健康手
帳は，妊娠から出産，および育児に関する健康記録である。
❷労働基準法
　●妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限
　●妊産婦等の危険有害業務の就業制限
　●産前・産後休業（産前6週・産後8週）
　●育児時間（1日：30分を計2回）取得可能　など
❸育児休業中は，雇用保険で給与の50％（休業開始から
180日目までは67%）が保障される。
❹育児・介護休業法（
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p.39）
　● 出生時育児休業（産後パパ育休）：生後８週まで4週
間，２回まで分割可能

　● 育児休業：子が１歳（父母共に取得する場合は1歳２
か月）まで１年間（保育所に入れないなど一定の場合
には最長２歳まで延長可能），２回まで分割可能

　● 事業主による休業を取得しやすい環境整備と，対象者
への個別制度周知・休業取得意向確認の義務

　● 学齢前の子をもつ親の時間外労働・深夜業の制限
　● 子の看護休暇年5日（子が２人以上の場合は年10日）

4   夫の休日の家事・育児時間と第2子以降の出生状況
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疲れている。一方，夫は夜遅くまで残業する日が続き，家事や育児をする時間
がとれずに悩んでいる。夫婦の課題を解決するために，夫婦はどのような工夫
ができるか，考えよう。また，社会全体で子育てを支える視点から，企業や地
域，社会の果たす役割について，考えよう。
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長時間労働など，子育てと仕事を両立しにくい労働環境や，根強
い性別役割分業意識などがある。しかし，親密な父子関係を形成
するには，父親が意識的に子どもと関わりを持つことが重要であ
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❶母子保健法　市区町村へ妊娠の届出を行った者に母子
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❷労働基準法
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　●産前・産後休業（産前6週・産後8週）
　●育児時間（1日：30分を計2回）取得可能　など
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　● 出生時育児休業（産後パパ育休）：生後８週まで4週
間，２回まで分割可能

　● 育児休業：子が１歳（父母共に取得する場合は1歳２
か月）まで１年間（保育所に入れないなど一定の場合
には最長２歳まで延長可能），２回まで分割＊可能

　● 事業主による休業を取得しやすい環境整備と，対象者
への個別制度周知・休業取得意向確認の義務

　● 学齢前の子をもつ親の時間外労働・深夜業の制限
　● 子の看護休暇年5日（子が２人以上の場合は年10日）

4   夫の休日の家事・育児時間と第2子以降の出生状況
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（%）
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64.0

1.38

83.7

2.65

81.5

0.42

56.4

0.50

81.6

’05 ’10 ’15 ’201999 2002 （年度）

（厚生労働省「第9回21世紀成年者縦断調査（平成24年成年者）」2020年）
0 20 40 60 80 100

6時間以上

4時間以上6時間未満

2時間以上4時間未満

2時間未満

家事・育児時間なし

総数

　生後4か月の子どもをもつ夫婦がいる。妻は育児休業中で，初めての育児に
とまどい，孤立感と不安を抱いている。家事も担い，まとまった睡眠がとれず，
疲れている。一方，夫は夜遅くまで残業する日が続き，家事や育児をする時間
がとれずに悩んでいる。夫婦の課題を解決するために，夫婦はどのような工夫
ができるか，考えよう。また，社会全体で子育てを支える視点から，企業や地
域，社会の果たす役割について，考えよう。

ライフプラン（

▲

p.18）TRY
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ひとくちメモ 認可保育所と認可外保育所　認可保育所は国や地方公共団体の設置基準を満たして認可を受けた保育所，認可外保育所はそれ以外である。認可外
保育所は駅前のビルに入居したり夜間保育に対応したりと，ニーズに特化しやすい一方で，保育の環境や質にばらつきがあることも多い。

 家庭保育と集団保育
家庭で行う個別の家

か
庭
てい
保
ほ
育
いく
に対して，大勢の子どもを対象にす

る保育を集
しゅう
団
だん
保
ほ
育
いく
という。集団保育では，保育者やほかの大勢の

子どもとの交流を通して，家庭では体験できない活動や人間関係，
社会的生活習慣などを子どもが学ぶ貴重な場となっている。
集団保育の代表的なものとして，保

ほ
育
いく
所
しょ
，認

にん
定
てい
こども園

えん
，幼

よう
稚
ち

園
えん
がある。それぞれの施設には制度上の違いはあるが，共働き世

帯の増加や子育て支援政策の実施に伴い，幼稚園による保育時間
の延長や低年齢児の受け入れ，地域の子育て支援拠点としての役
割など，その性格は次第に近づきつつある。また，保育所に入所
したくても入所できない待

たい
機
き
児
じ
童
どう
に対応するなどのため，地域の

状況に合わせた地
ち
域
いき
型
がた
保
ほ
育
いく
も始まっている。�

地域や社会の関わり2

❶

2

1

3

❶認定こども園　就学前の子どもに幼児教育と保育の両
方を提供し，地域における子育て支援事業を行う施設。
認定こども園には，地域の実情や保護者のニーズに応じ
て選択が可能となるよう，幼保連携型，幼稚園型，保育所
型，地方裁量型がある。

家庭的保育 定員5人以下。

小規模保育 定員6～19人。

事業所内保育
事業所の保育施設などで，従業員の子
どもと地域の子どもを一緒に保育する。

居宅訪問型保育
障がい・疾患などで個別のケアが必要
な場合や，施設がない地域で，利用者
の自宅で1対1で保育を行う。

3   地域型保育
　 保育所＊1 認定こども園 幼稚園

対象
保育を必要とす
る乳幼児

保育を必要とする乳幼児，保護者
の希望による

保護者の希望による

年齢 0歳～就学前 0歳～就学前 満3歳～就学前

保育者 保育士
保育教諭＊2，保育士＊3，
幼稚園教諭＊3 幼稚園教諭

教育および
保育時間

原則8時間
（＋延長保育＊4）

4時間・8時間
（＋延長保育など＊4）

標準4時間
（＋預かり保育＊4）

保育料 3～5歳児と住民税非課税世帯の0～2歳児は無償（一部上限あり）

性格 児童福祉施設 児童福祉施設・学校教育機関 学校教育機関

管轄 厚生労働省 内閣府・厚生労働省・文部科学省 文部科学省

法律 児童福祉法 認定こども園法（略称） 学校教育法

2   保育所，認定こども園，幼稚園の比較

　保育所より少人数の単位で，0～2歳児を保育する事業。
次の4つがある。

＊1 認可保育所の場合。
＊2  幼保連携型の職員で，保育士と幼稚園教諭の免許を併有（2024年度末までは片方の免許で
も可）。

＊3  幼保連携型以外の満３歳以上は保育士と幼稚園教諭の免許を併有が望ましく，満３歳未満
は保育士。

＊4 園によって異なる。

1. �自分の住む地域における待機児童の現状を，
調べよう。

2. �待機児童がなぜ解消されないのか，考えよう。

TRY

1   保育所などの待機児童数と保育所等利用率
の推移

（厚生労働省資料）

　保育所などへの入所を待っている待機児童は東
とう

京
きょう
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縄
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庫
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待機児童数（左軸）

利用率（全体）
1,2歳児）利用率（

（年）
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 少子化と子育て支援 
次世代を担

にな
う子どもの育ちを支えることは，社会全体に課され

た役割である。国は，少子化が進んだ1995年からさまざまな子
育てに関する施策を行っている。2010年の子ども・子育てビ
ジョンより，社会全体で子育てを支えることを目指すことが打ち
出され，2015年からは子

こ
ども・子

こ
育
そだ
て支

し
援
えん
新
しん
制
せい
度
ど
が始まった。

これにより，市区町村が地域の実情を踏まえた事業計画をつくり，
全ての子育て家庭を対象にした，地域のニーズに応じた子育て支
援の充実を目指している。
また，子育ての経済的負担が少子化の一因であるとして，

2014年からは高等学校授業料支援金の給付が，さらに2019年か
らは幼児教育・保育の原則無償化が開始された。
親世代が子育てと仕事を両立できるようにするには，企業の取

り組みも重要である。次
じ
世
せ
代
だい
育
いく
成
せい
支
し
援
えん
対
たい
策
さく
推
すい
進
しん
法
ほう
に基づき，子育

てサポートの基準を満たした企業は，認定を受けることができる。
❶

　ニーズに合った子育て支援制度が利用できるよう，各市
区町村では利用者支援専門員を配置して，情報提供や紹介
などの利用支援，関係機関との地域連携などを行っている。

4   さまざまな子育て支援制度と利用者支援 
専門員

（内閣府「子ども・子育て支援新制度　なるほどBOOK」
2016年より作成）

●ハローワーク

●  保健センター 
（保健師）

●   障害児相談 
支援事業所

●  児童相談所
●  家庭児童相談室 ●  児童館

●  放課後  
児童クラブ

●  地域子育て支援拠点
●  ファミリー・ 
サポート・センター

●  利用者支援専門員

●  幼稚園
●  小学校

●  認定こども園

●  一時預かり
●  病児保育

●  保育所
●  地域型保育●  子育て  

サークル
●  民生委員・ 
児童委員

●  公園遊びなどの
グループ

●  地域住民

英単語 保育所：nursery, day care　幼稚園：kindergarten, preschool

❶くるみんマークは，子育てサポート企業として厚生労
働大臣の認定を受けた証である。また，プラチナくるみん
マークは，くるみん認定企業のうち，さらに高い水準で両
立支援の取り組みを行っていると認定を受けた証である。
認定企業は，厚生労働省のウェブサイトで確認できる。

6   合計特殊出生率の推移と子育てに関する施策

（厚生労働省「人口動態統計」）

（国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査
（結婚と出産に関する全国調査）」2015年）

第1位 子育てや教育にお金がかかりすぎるから 56.3

第2位 高年齢で産むのはいやだから 39.8

第3位 ほしいけれどもできないから 23.5

第4位 これ以上，育児の心理的・肉体的負担に耐えられないから 17.6

第5位 健康上の理由から 16.4

第6位 自分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから 15.2

5   理想の子ども数を持たない理由（複数回答，上位6項目）（％）
調査対象：予定
子ども数が理
想の子ども数を
下回る初婚の
夫婦1,253組

1989
0

1.3

1.4

1.5

1.6

（年）
’ 25

1.42
1.29

1.26

1.39
1.45

1.36

少子化対策の起点
合計特殊出生率

1.57

1.34

●仕事と家庭の両立支援と
働き方の見直し

●子育ての支え合い・連帯
●生命の大切さ，家庭の役
割等についての理解

●若者の自立と健全育成

子ども・子育て応援プラン
（2005～2009年度）

●仕事と生活の調和
●妊娠・出産・子育ての希望
の実現

●子育て力のある地域社会
●子どもの育ちと若者の成
長への支援

子ども・子育てビジョン
（2010～2014年度）

●個々人が結婚や子どもについての希
望を実現できる社会

●「結婚，妊娠・出産，子育ての各段階
に応じた切れ目のない取り組み」と
「地域・企業など社会全体の取り組み」
●子どもへの資源配分を拡充

少子化社会対策大綱
（第3次：2015～2019年度）

●「希望出生率1.8」の実現に
向けた総合的な少子化対
策

●更に強力に少子化対策を
推し進めるために必要な
安定財源の確保

少子化社会対策大綱
（第4次：2020～ 2024年度）

●仕事と家庭の両立支援のため
の雇用環境の整備

●多様な保育サービスの拡充
●地域の子育て支援の推進

など

エンゼルプラン・新エンゼルプラン
（1995～2004年度）

’ 99 ’ 05’ 03’ 95 2000 ’10 ’ 15 ’ 19 ’ 20

1.36

次世代育成支援対策推進法（2003年～）

●子育て中の労働者が仕事と家庭を両立するための雇用環境の整備
●多様な労働条件の整備による働き方の見直し
●次世代育成支援対策
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ひとくちメモ 認可保育所と認可外保育所　認可保育所は国や地方公共団体の設置基準を満たして認可を受けた保育所，認可外保育所はそれ以外である。認可外
保育所は駅前のビルに入居したり夜間保育に対応したりと，ニーズに特化しやすい一方で，保育の環境や質にばらつきがあることも多い。

 家庭保育と集団保育
家庭で行う個別の家
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に対して，大勢の子どもを対象にす
る保育を集

しゅう
団
だん
保
ほ
育
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という。集団保育では，保育者やほかの大勢の
子どもとの交流を通して，家庭では体験できない活動や人間関係，
社会的生活習慣などを子どもが学ぶ貴重な場となっている。

集団保育の代表的なものとして，保
ほ
育
いく
所
しょ

，認
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定
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こども園

えん
，幼

よう
稚
ち
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がある。それぞれの施設には制度上の違いはあるが，共働き世
帯の増加や子育て支援政策の実施に伴い，幼稚園による保育時間
の延長や低年齢児の受け入れ，地域の子育て支援拠点としての役
割など，その性格は次第に近づきつつある。また，保育所に入所
したくても入所できない待

たい
機
き
児
じ
童
どう

に対応するなどのため，地域の
状況に合わせた地

ち
域
いき
型
がた
保
ほ
育
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も始まっている。 

地域や社会の関わり2

❶

2

1

3

❶認定こども園　就学前の子どもに幼児教育と保育の両
方を提供し，地域における子育て支援事業を行う施設。
認定こども園には，地域の実情や保護者のニーズに応じ
て選択が可能となるよう，幼保連携型，幼稚園型，保育所
型，地方裁量型がある。

家庭的保育 定員5人以下。

小規模保育 定員6～19人。

事業所内保育
事業所の保育施設などで，従業員の子
どもと地域の子どもを一緒に保育する。

居宅訪問型保育
障がい・疾患などで個別のケアが必要
な場合や，施設がない地域で，利用者
の自宅で1対1で保育を行う。

3   地域型保育
　 保育所＊1 認定こども園 幼稚園

対象
保育を必要とす
る乳幼児

保育を必要とする乳幼児，保護者
の希望による

保護者の希望による

年齢 0歳～就学前 0歳～就学前 満3歳～就学前

保育者 保育士
保育教諭＊2，保育士＊3，
幼稚園教諭＊3 幼稚園教諭

教育および
保育時間

原則8時間
（＋延長保育＊4）

4時間・8時間
（＋延長保育など＊4）

標準4時間
（＋預かり保育＊4）

保育料 3～5歳児と住民税非課税世帯の0～2歳児は無償（一部上限あり）

性格 児童福祉施設 児童福祉施設・学校教育機関 学校教育機関

管轄 厚生労働省 内閣府・厚生労働省・文部科学省 文部科学省

法律 児童福祉法 認定こども園法（略称） 学校教育法

2   保育所，認定こども園，幼稚園の比較

　保育所より少人数の単位で，0～2歳児を保育する事業。
次の4つがある。

＊1 認可保育所の場合。
＊2  幼保連携型の職員で，保育士と幼稚園教諭の免許を併有（2024年度末までは片方の免許で
も可）。

＊3  幼保連携型以外の満３歳以上は保育士と幼稚園教諭の免許を併有が望ましく，満３歳未満
は保育士。

＊4 園によって異なる。

1. �自分の住む地域における待機児童の現状を，
調べよう。

2. �待機児童がなぜ解消されないのか，考えよう。

TRY

1   保育所などの待機児童数と保育所等利用率
の推移

（厚生労働省資料）

　保育所などへの入所を待っている待機児童は東
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待機児童数（左軸）
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（年）
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 少子化と子育て支援 
次世代を担

にな
う子どもの育ちを支えることは，社会全体に課され

た役割である。国は，少子化が進んだ1995年からさまざまな子
育てに関する施策を行っている。2010年の子ども・子育てビ
ジョンより，社会全体で子育てを支えることを目指すことが打ち
出され，2015年からは子

こ
ども・子

こ
育
そだ
て支

し
援
えん
新
しん
制
せい
度
ど
が始まった。

これにより，市区町村が地域の実情を踏まえた事業計画をつくり，
全ての子育て家庭を対象にした，地域のニーズに応じた子育て支
援の充実を目指している。
また，子育ての経済的負担が少子化の一因であるとして，

2014年からは高等学校授業料支援金の給付が，さらに2019年か
らは幼児教育・保育の原則無償化が開始された。
親世代が子育てと仕事を両立できるようにするには，企業の取

り組みも重要である。次
じ
世
せ
代
だい
育
いく
成
せい
支
し
援
えん
対
たい
策
さく
推
すい
進
しん
法
ほう
に基づき，子育

てサポートの基準を満たした企業は，認定を受けることができる。
❶

　ニーズに合った子育て支援制度が利用できるよう，各市
区町村では利用者支援専門員を配置して，情報提供や紹介
などの利用支援，関係機関との地域連携などを行っている。

4   さまざまな子育て支援制度と利用者支援 
専門員

（内閣府「子ども・子育て支援新制度　なるほどBOOK」
2016年より作成）

●ハローワーク

●  保健センター 
（保健師）

●   障害児相談 
支援事業所

●  児童相談所
●  家庭児童相談室 ●  児童館

●  放課後  
児童クラブ

●  地域子育て支援拠点
●  ファミリー・ 
サポート・センター

●  利用者支援専門員

●  幼稚園
●  小学校

●  認定こども園

●  一時預かり
●  病児保育

●  保育所
●  地域型保育●  子育て  

サークル
●  民生委員・ 
児童委員

●  公園遊びなどの
グループ

●  地域住民

英単語 保育所：nursery, day care　幼稚園：kindergarten, preschool

❶「プラチナくるみん」「くるみん」「トライくるみん」マー
クは，いずれも子育てサポート企業として厚生労働省の認
定を受けた証である。３種類の認定基準があり，「プラチ
ナくるみん」が最も高い基準を満たしている。また不妊治
療との両立についての「プラス認定」もある。認定企業は，
厚生労働省のウェブサイトで確認できる。

6   合計特殊出生率の推移と子育てに関する施策

（厚生労働省「人口動態統計」）

（国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査
（結婚と出産に関する全国調査）」2015年）

第1位 子育てや教育にお金がかかりすぎるから 56.3

第2位 高年齢で産むのはいやだから 39.8

第3位 ほしいけれどもできないから 23.5

第4位 これ以上，育児の心理的・肉体的負担に耐えられないから 17.6

第5位 健康上の理由から 16.4

第6位 自分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから 15.2

5   理想の子ども数を持たない理由（複数回答，上位6項目）（％）
調査対象：予定
子ども数が理
想の子ども数を
下回る初婚の
夫婦1,253組

1989
0

1.3

1.4

1.5

1.6

（年）
’ 25

1.42
1.29

1.26

1.39
1.45

1.33

少子化対策の起点
合計特殊出生率

1.57

1.34

●仕事と家庭の両立支援と
働き方の見直し

●子育ての支え合い・連帯
●生命の大切さ，家庭の役
割等についての理解

●若者の自立と健全育成

子ども・子育て応援プラン
（2005～2009年度）

●仕事と生活の調和
●妊娠・出産・子育ての希望
の実現

●子育て力のある地域社会
●子どもの育ちと若者の成
長への支援

子ども・子育てビジョン
（2010～2014年度）

●個々人が結婚や子どもについての希
望を実現できる社会

●「結婚，妊娠・出産，子育ての各段階
に応じた切れ目のない取り組み」と
「地域・企業など社会全体の取り組み」
●子どもへの資源配分を拡充

少子化社会対策大綱
（第3次：2015～2019年度）

●「希望出生率1.8」の実現に
向けた総合的な少子化対
策

●更に強力に少子化対策を
推し進めるために必要な
安定財源の確保

少子化社会対策大綱
（第4次：2020～ 2024年度）

●仕事と家庭の両立支援のため
の雇用環境の整備

●多様な保育サービスの拡充
●地域の子育て支援の推進

など

エンゼルプラン・新エンゼルプラン
（1995～2004年度）

’ 99 ’ 05’ 03’ 95 2000 ’10 ’ 15 ’ 19 ’ 20

1.36

次世代育成支援対策推進法（2003年～）

●子育て中の労働者が仕事と家庭を両立するための雇用環境の整備
●多様な労働条件の整備による働き方の見直し
●次世代育成支援対策
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 少子化と子育て支援 
次世代を担

にな
う子どもの育ちを支えることは，社会全体に課され

た役割である。国は，少子化が進んだ1995年からさまざまな子
育てに関する施策を行っている。2010年の子ども・子育てビ
ジョンより，社会全体で子育てを支えることを目指すことが打ち
出され，2015年からは子

こ
ども・子

こ
育
そだ
て支

し
援
えん
新
しん
制
せい
度
ど
が始まった。

これにより，市区町村が地域の実情を踏まえた事業計画をつくり，
全ての子育て家庭を対象にした，地域のニーズに応じた子育て支
援の充実を目指している。
また，子育ての経済的負担が少子化の一因であるとして，

2014年からは高等学校授業料支援金の給付が，さらに2019年か
らは幼児教育・保育の原則無償化が開始された。
親世代が子育てと仕事を両立できるようにするには，企業の取

り組みも重要である。次
じ
世
せ
代
だい
育
いく
成
せい
支
し
援
えん
対
たい
策
さく
推
すい
進
しん
法
ほう
に基づき，子育

てサポートの基準を満たした企業は，認定を受けることができる。
❶

　ニーズに合った子育て支援制度が利用できるよう，各市
区町村では利用者支援専門員を配置して，情報提供や紹介
などの利用支援，関係機関との地域連携などを行っている。

4   さまざまな子育て支援制度と利用者支援 
専門員

（内閣府「子ども・子育て支援新制度　なるほどBOOK」
2016年より作成）

●ハローワーク

●  保健センター 
（保健師）

●   障害児相談 
支援事業所

●  児童相談所
●  家庭児童相談室 ●  児童館

●  放課後  
児童クラブ

●  地域子育て支援拠点
●  ファミリー・ 
サポート・センター

●  利用者支援専門員

●  幼稚園
●  小学校

●  認定こども園

●  一時預かり
●  病児保育

●  保育所
●  地域型保育●  子育て  

サークル
●  民生委員・ 
児童委員

●  公園遊びなどの
グループ

●  地域住民

英単語 保育所：nursery, day care　幼稚園：kindergarten, preschool

❶くるみんマークは，子育てサポート企業として厚生労
働大臣の認定を受けた証である。また，プラチナくるみん
マークは，くるみん認定企業のうち，さらに高い水準で両
立支援の取り組みを行っていると認定を受けた証である。
認定企業は，厚生労働省のウェブサイトで確認できる。

6   合計特殊出生率の推移と子育てに関する施策

（厚生労働省「人口動態統計」）

（国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査
（結婚と出産に関する全国調査）」2015年）

第1位 子育てや教育にお金がかかりすぎるから 56.3

第2位 高年齢で産むのはいやだから 39.8

第3位 ほしいけれどもできないから 23.5

第4位 これ以上，育児の心理的・肉体的負担に耐えられないから 17.6

第5位 健康上の理由から 16.4

第6位 自分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから 15.2

5   理想の子ども数を持たない理由（複数回答，上位6項目）（％）
調査対象：予定
子ども数が理
想の子ども数を
下回る初婚の
夫婦1,253組
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少子化対策の起点
合計特殊出生率

1.57

1.34

●仕事と家庭の両立支援と
働き方の見直し

●子育ての支え合い・連帯
●生命の大切さ，家庭の役
割等についての理解

●若者の自立と健全育成

子ども・子育て応援プラン
（2005～2009年度）

●仕事と生活の調和
●妊娠・出産・子育ての希望
の実現

●子育て力のある地域社会
●子どもの育ちと若者の成
長への支援

子ども・子育てビジョン
（2010～2014年度）

●個々人が結婚や子どもについての希
望を実現できる社会

●「結婚，妊娠・出産，子育ての各段階
に応じた切れ目のない取り組み」と
「地域・企業など社会全体の取り組み」
●子どもへの資源配分を拡充

少子化社会対策大綱
（第3次：2015～2019年度）

●「希望出生率1.8」の実現に
向けた総合的な少子化対
策

●更に強力に少子化対策を
推し進めるために必要な
安定財源の確保

少子化社会対策大綱
（第4次：2020～ 2024年度）

●仕事と家庭の両立支援のため
の雇用環境の整備

●多様な保育サービスの拡充
●地域の子育て支援の推進

など

エンゼルプラン・新エンゼルプラン
（1995～2004年度）
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次世代育成支援対策推進法（2003年～）

●子育て中の労働者が仕事と家庭を両立するための雇用環境の整備
●多様な労働条件の整備による働き方の見直し
●次世代育成支援対策

69第3章　子どもと共に育つ　　5　これからの保育環境

保
育

5

10

15

ひとくちメモ 児童虐待は地域の目で　児童相談所に寄せられた児童虐待の相談は，警察からに次いで近隣・知人からが多い。また被虐待児は虫歯の罹患率が
高いことから，日本小児歯科学会は「子ども虐待防止対応ガイドライン」を定め，いち早く児童虐待の兆候を見つけようと努めている。

 子どもの権利
子どもは，生まれ育った環境に左右されることなく，適切な養

育を受け，発達が保障される権利を持っており，その自立が保障
されるべき存在である。子どもが生存と発達を保障され，不当な
取り扱いから保護され，自分らしく生きる基本的人権を実現する
ために，1989年の国連総会において，「児

じ
童
どう
の権

けん
利
り
に関

かん
する条

じょう
約
やく

（子どもの権利条約）」が採択された。これは，子ども自身の最善
の利益を考慮して，親や社会が果たすべき義務を国際的に約束し
た画期的な内容の取り決めであり，日本は1994年にこの条約を
批准している。
しかし今もなお，世界中で紛争や貧困，児

じ
童
どう
労
ろう
働
どう
，性的虐待，

搾
さく
取
しゅ
など，さまざまな困難な状況下で，子どもの生存や発達の権

利が奪われている。日本においても子
こ
どもの貧

ひん
困
こん
や児

じ
童
どう
虐
ぎゃく
待
たい
など，

子どもに対する重大な権利の侵害が社会問題となっている。

子どもの権利と福祉3

5

6

2 4

3  p.253 1

❶

　マララ・ユスフザイは全ての子どもが教育を受ける権利を訴
えて活動を続け，2012年に反対するタリバン勢力に銃撃された。
2014年，17歳（史上最年少）でインドの活動家カイラシュ・サ
ティヤルティと共にノーベル平和賞を受賞。

5   教育を受ける権利を訴えるマララ・ユスフザイ（パキスタン）

3   国別5歳未満児死亡率（出生1,000人あたりの死亡数）

2   難民キャンプで遊ぶ子ども（イラク）

（注） 四捨五入なしの数値で分類。
（ユニセフ“Levels and Trends in Child Mortality 2020”

（日本語訳：（公財）日本ユニセフ協会））

❶子どもの貧困　子ども（18歳未満）が，その国の貧困
線未満で暮らす「相対的貧困」状態にあること。貧困線は
「等価可処分所得の中央値の半分」（国民を所得の多い順
に並べた真ん中の人の半分）である。

（注）2016年の値（日本は2018年，中国は2011年）
（OECD“Family Database”，厚生労働省 
「令和元（2019）年国民生活基礎調査」）

1   子どもの貧困率の国際比較

0 20 40

中国

スペイン

アメリカ

33.1

22.0

20.9

日本 14.0

スウェーデン 8.9

韓国 15.2

デンマーク 3.7

フィンランド 3.3

101人以上

76人から100人

51人から75人

26人から50人

11人から25人

10人以下

データなし

101人以上

76人から100人

51人から75人

26人から50人

11人から25人

10人以下

データなし

　バングラデシュでは14歳未満の労働は違法だが，町工場
や家庭内，路上など，実態の把握しにくい場で多くの子ど
もが働く。子どもは貧困家庭の重要な稼ぎ手であり，経営
者も安価な労働力として雇う。しかし劣悪な環境で長時間
働く子どもたちは学校に通えず，心身を病むこともある。

4   リサイクル工場で働く6歳の男児 
（バングラデシュ）
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う子どもの育ちを支えることは，社会全体に課され

た役割である。国は，少子化が進んだ1995年からさまざまな子
育てに関する施策を行っている。2010年の子ども・子育てビ
ジョンより，社会全体で子育てを支えることを目指すことが打ち
出され，2015年からは子

こ
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これにより，市区町村が地域の実情を踏まえた事業計画をつくり，
全ての子育て家庭を対象にした，地域のニーズに応じた子育て支
援の充実を目指している。
また，子育ての経済的負担が少子化の一因であるとして，

2014年からは高等学校授業料支援金の給付が，さらに2019年か
らは幼児教育・保育の原則無償化が開始された。
親世代が子育てと仕事を両立できるようにするには，企業の取

り組みも重要である。次
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せ
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だい
育
いく
成
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に基づき，子育

てサポートの基準を満たした企業は，認定を受けることができる。
❶

　ニーズに合った子育て支援制度が利用できるよう，各市
区町村では利用者支援専門員を配置して，情報提供や紹介
などの利用支援，関係機関との地域連携などを行っている。

4   さまざまな子育て支援制度と利用者支援 
専門員

（内閣府「子ども・子育て支援新制度　なるほどBOOK」
2016年より作成）

●ハローワーク

●  保健センター 
（保健師）

●   障害児相談 
支援事業所

●  児童相談所
●  家庭児童相談室 ●  児童館

●  放課後  
児童クラブ

●  地域子育て支援拠点
●  ファミリー・ 
サポート・センター

●  利用者支援専門員

●  幼稚園
●  小学校

●  認定こども園

●  一時預かり
●  病児保育

●  保育所
●  地域型保育●  子育て  

サークル
●  民生委員・ 
児童委員

●  公園遊びなどの
グループ

●  地域住民

英単語 保育所：nursery, day care　幼稚園：kindergarten, preschool

❶「プラチナくるみん」「くるみん」「トライくるみん」マー
クは，いずれも子育てサポート企業として厚生労働省の認
定を受けた証である。３種類の認定基準があり，「プラチ
ナくるみん」が最も高い基準を満たしている。また不妊治
療との両立についての「プラス認定」もある。認定企業は，
厚生労働省のウェブサイトで確認できる。

6   合計特殊出生率の推移と子育てに関する施策

（厚生労働省「人口動態統計」）

（国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査
（結婚と出産に関する全国調査）」2015年）

第1位 子育てや教育にお金がかかりすぎるから 56.3

第2位 高年齢で産むのはいやだから 39.8

第3位 ほしいけれどもできないから 23.5

第4位 これ以上，育児の心理的・肉体的負担に耐えられないから 17.6

第5位 健康上の理由から 16.4

第6位 自分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから 15.2

5   理想の子ども数を持たない理由（複数回答，上位6項目）（％）
調査対象：予定
子ども数が理
想の子ども数を
下回る初婚の
夫婦1,253組
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合計特殊出生率

1.57

1.34

●仕事と家庭の両立支援と
働き方の見直し

●子育ての支え合い・連帯
●生命の大切さ，家庭の役
割等についての理解

●若者の自立と健全育成

子ども・子育て応援プラン
（2005～2009年度）

●仕事と生活の調和
●妊娠・出産・子育ての希望
の実現

●子育て力のある地域社会
●子どもの育ちと若者の成
長への支援

子ども・子育てビジョン
（2010～2014年度）

●個々人が結婚や子どもについての希
望を実現できる社会

●「結婚，妊娠・出産，子育ての各段階
に応じた切れ目のない取り組み」と
「地域・企業など社会全体の取り組み」
●子どもへの資源配分を拡充

少子化社会対策大綱
（第3次：2015～2019年度）

●「希望出生率1.8」の実現に
向けた総合的な少子化対
策

●更に強力に少子化対策を
推し進めるために必要な
安定財源の確保

少子化社会対策大綱
（第4次：2020～ 2024年度）

●仕事と家庭の両立支援のため
の雇用環境の整備

●多様な保育サービスの拡充
●地域の子育て支援の推進

など

エンゼルプラン・新エンゼルプラン
（1995～2004年度）
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1.36

次世代育成支援対策推進法（2003年～）

●子育て中の労働者が仕事と家庭を両立するための雇用環境の整備
●多様な労働条件の整備による働き方の見直し
●次世代育成支援対策
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ひとくちメモ 児童虐待は地域の目で　児童相談所に寄せられた児童虐待の相談は，警察からに次いで近隣・知人からが多い。また被虐待児は虫歯の罹患率が
高いことから，日本小児歯科学会は「子ども虐待防止対応ガイドライン」を定め，いち早く児童虐待の兆候を見つけようと努めている。

 子どもの権利
子どもは，生まれ育った環境に左右されることなく，適切な養

育を受け，発達が保障される権利を持っており，その自立が保障
されるべき存在である。子どもが生存と発達を保障され，不当な
取り扱いから保護され，自分らしく生きる基本的人権を実現する
ために，1989年の国連総会において，「児

じ
童
どう
の権

けん
利
り
に関

かん
する条

じょう
約
やく

（子どもの権利条約）」が採択された。これは，子ども自身の最善
の利益を考慮して，親や社会が果たすべき義務を国際的に約束し
た画期的な内容の取り決めであり，日本は1994年にこの条約を
批准している。
しかし今もなお，世界中で紛争や貧困，児

じ
童
どう
労
ろう
働
どう
，性的虐待，

搾
さく
取
しゅ
など，さまざまな困難な状況下で，子どもの生存や発達の権

利が奪われている。日本においても子
こ
どもの貧

ひん
困
こん
や児

じ
童
どう
虐
ぎゃく
待
たい
など，

子どもに対する重大な権利の侵害が社会問題となっている。

子どもの権利と福祉3

5

6

2 4

3  p.253 1

❶

　マララ・ユスフザイは全ての子どもが教育を受ける権利を訴
えて活動を続け，2012年に反対するタリバン勢力に銃撃された。
2014年，17歳（史上最年少）でインドの活動家カイラシュ・サ
ティヤルティと共にノーベル平和賞を受賞。

5   教育を受ける権利を訴えるマララ・ユスフザイ（パキスタン）

3   国別5歳未満児死亡率（出生1,000人あたりの死亡数）

2   難民キャンプで遊ぶ子ども（イラク）

（注） 四捨五入なしの数値で分類。
（ユニセフ“Levels and Trends in Child Mortality 2021”

（日本語訳：（公財）日本ユニセフ協会））

❶子どもの貧困　子ども（18歳未満）が，その国の貧困
線未満で暮らす「相対的貧困」状態にあること。貧困線は
「等価可処分所得の中央値の半分」（国民を所得の多い順
に並べた真ん中の人の半分）である。

（注） 2018年の値（スウェーデンは2019年，デンマークとアメ
リカは2017年，中国は2011年）

（OECD“Family Database”）

1   子どもの貧困率の国際比較

0 20 40

中国

スペイン

アメリカ

33.1

21.2

19.3

日本

12.3

スウェーデン 9.4

韓国
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デンマーク 4.7
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101人以上
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51人から75人

26人から50人

11人から25人

10人以下

データなし

　バングラデシュでは14歳未満の労働は違法だが，町工場
や家庭内，路上など，実態の把握しにくい場で多くの子ど
もが働く。子どもは貧困家庭の重要な稼ぎ手であり，経営
者も安価な労働力として雇う。しかし劣悪な環境で長時間
働く子どもたちは学校に通えず，心身を病むこともある。

4   リサイクル工場で働く6歳の男児 
（バングラデシュ）
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 児童虐待と社会的孤立
子どもの権利を侵害するあらゆる不適切な養育は児童虐待にあ

たり，決して行ってはならない。これまで，「しつけ」と称した
体
たい
罰
ばつ
が後を絶たなかったが，2019年の児

じ
童
どう
虐
ぎゃく
待
たい
防
ぼう
止
し
法
ほう
改正で，

体罰の禁止が明文化された。また，児童虐待を発見した者には，
児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
などへ通告する努力義務がある。

一方で，児童虐待は，地域や社会から孤立した家庭や経済的に
困窮した家庭で起こりやすく，誰にでも起こり得る社会全体の問
題でもある。児童虐待を防ぐには，こうした児童虐待の起こりや
すい要因を抱えた親に対して，地域や社会が十分な支援を行い，
子どもと子育て家庭を支えていくことが不可欠である。
子育て家庭の孤立を防ぐために，市区町村は乳児のいる家庭を

全戸訪問し，必要な支援につなげる取り組みをしている。また，
支援を行う児童相談所が，相談や通告に対して速やかに対処でき
るような体制の整備も求められている。
子どもの権利を守るには，私たち一人一人が地域の子育て家庭

に関心を持ち，子どもの権利についての認識を高めるとともに，
子育て家庭への適切な支援について考えることが求められる。

10

7

7  9

8

英単語 児童虐待：child abuse, maltreatment

　子どもの権利条約は，子どもに関わる全ての活動に
おいて，子どもの最善の利益を第一に考慮し，生存，
発達，保護，参加という包括的権利を子どもに保障し，
親には養育に対する第一次的責任を，国には保護者へ
の援助と福祉施設・サービスの提供を義務付けている。
①生存権（生きる権利）
　�健康に生きるために，食料，医療，社会保障などを
受ける権利。
②発達権（育つ権利）
　教育権，休養・遊ぶ権利，自分らしく育つ権利。
③虐待・放任・搾取からの保護（保護される権利）
　�身体的，精神的な暴力，侵害または放任，性的虐待
を含む不当な取り扱い，搾取などから保護される権
利。家庭環境を奪われた子が，国によって特別な保
護および援助を受ける権利。
④意見表明権・参加権
　�その年齢および成熟に従い，自由な意見表明をする
権利。情報の自由，思想・良心・宗教の自由，集会
の自由への権利。

6   子どもの権利条約の内容

第3条　児童に対する虐待の禁止
何人も，児童に対し，虐待をしてはならない。
第6条　児童虐待に係る通告
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は，速や
かに，これを市町村，都道府県の設置する福祉事務所若
しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村，都道府
県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しな
ければならない。

7   児童虐待防止法（2000年制定）

●  児童相談所全国共通ダイヤル　TEL：1
いち

8
はや

9
く

●  日本子どもの虐待防止民間ネットワーク＊など
＊メール相談

9   児童虐待の相談窓口

（厚生労働省資料）

1996 ’98 2000 ’02 ’04 ’06 ’08 ’12 ’16 ’19’18’14
（年度）

（件）

0
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50,000

’10＊
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23,738
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159,838
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33,408

88,931
66,701

6,932 42,664
37,323 56,384

1.  児童虐待の種類と 
割合（%）

2.  虐待者の続柄（%） 3.  子どもの年齢（%）

＊福
ふく

島
しま

県を除く。

●育児の孤立化
●育児への負担感
●経済的な困窮
●  子ども時代に虐待を受けた経験

●  夫婦の結び付きとしての精神的安定
の欠如（離婚，死別，未婚，非婚など）

●  精神的・身体的な疾患や障がい
●   夫婦間の暴力など

8   虐待をする親が抱えている問題の例

1.「しつけ」と児童虐待の境界線について，考えよう。
2. 児童虐待が起きにくい社会にするにはどうすればよいか，考えよう。

TRY

4. 児童虐待相談対応件数の推移（児童相談所における件数）
10  児童虐待の現状（2019年度）
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 児童虐待と社会的孤立
子どもの権利を侵害するあらゆる不適切な養育は児童虐待にあ

たり，決して行ってはならない。これまで，「しつけ」と称した
体
たい
罰
ばつ
が後を絶たなかったが，2019年の児

じ
童
どう
虐
ぎゃく
待
たい
防
ぼう
止
し
法
ほう
改正で，

体罰の禁止が明文化された。また，児童虐待を発見した者には，
児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
などへ通告する努力義務がある。

一方で，児童虐待は，地域や社会から孤立した家庭や経済的に
困窮した家庭で起こりやすく，誰にでも起こり得る社会全体の問
題でもある。児童虐待を防ぐには，こうした児童虐待の起こりや
すい要因を抱えた親に対して，地域や社会が十分な支援を行い，
子どもと子育て家庭を支えていくことが不可欠である。
子育て家庭の孤立を防ぐために，市区町村は乳児のいる家庭を

全戸訪問し，必要な支援につなげる取り組みをしている。また，
支援を行う児童相談所が，相談や通告に対して速やかに対処でき
るような体制の整備も求められている。
子どもの権利を守るには，私たち一人一人が地域の子育て家庭

に関心を持ち，子どもの権利についての認識を高めるとともに，
子育て家庭への適切な支援について考えることが求められる。

10

7

7  9

8

英単語 児童虐待：child abuse, maltreatment

　子どもの権利条約は，子どもに関わる全ての活動に
おいて，子どもの最善の利益を第一に考慮し，生存，
発達，保護，参加という包括的権利を子どもに保障し，
親には養育に対する第一義的責任を，国には保護者へ
の援助と福祉施設・サービスの提供を義務付けている。
①生存権（生きる権利）
　�健康に生きるために，食料，医療，社会保障などを
受ける権利。
②発達権（育つ権利）
　教育権，休養・遊ぶ権利，自分らしく育つ権利。
③虐待・放任・搾取からの保護（保護される権利）
　�身体的，精神的な暴力，傷害または放任，性的虐待
を含む不当な取り扱い，搾取などから保護される権
利。家庭環境を奪われた子が，国によって特別な保
護および援助を受ける権利。
④意見表明権・参加権
　�その年齢および成熟に従い，自由な意見表明をする
権利。情報の自由，思想・良心・宗教の自由，集会
の自由への権利。

6   子どもの権利条約の内容

第3条　児童に対する虐待の禁止
何人も，児童に対し，虐待をしてはならない。
第6条　児童虐待に係る通告
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は，速や
かに，これを市町村，都道府県の設置する福祉事務所若
しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村，都道府
県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しな
ければならない。

7   児童虐待防止法（2000年制定）

●  児童相談所全国共通ダイヤル　TEL：1
いち

8
はや

9
く

●  日本子どもの虐待防止民間ネットワーク＊など
＊メール相談

9   児童虐待の相談窓口

（厚生労働省資料）

1996 ’98 2000 ’02 ’04 ’06 ’08 ’12 ’16 ’20’18’14
（年度）
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6,932 42,664
37,323 56,384

1.  児童虐待の種類と 
割合（%）

2.  虐待者の続柄（%） 3.  子どもの年齢（%）

＊福
ふく

島
しま

県を除く。

●育児の孤立化
●育児への負担感
●経済的な困窮
●  子ども時代に虐待を受けた経験

●  夫婦の結び付きとしての精神的安定
の欠如（離婚，死別，未婚，非婚など）

●  精神的・身体的な疾患や障がい
●   夫婦間の暴力など

8   虐待をする親が抱えている問題の例

1.「しつけ」と児童虐待の境界線について，考えよう。
2. 児童虐待が起きにくい社会にするにはどうすればよいか，考えよう。

TRY

4. 児童虐待相談対応件数の推移（児童相談所における件数）
10  児童虐待の現状（2020年度）
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 児童虐待と社会的孤立
子どもの権利を侵害するあらゆる不適切な養育は児童虐待にあ

たり，決して行ってはならない。これまで，「しつけ」と称した
体
たい
罰
ばつ
が後を絶たなかったが，2019年の児

じ
童
どう
虐
ぎゃく
待
たい
防
ぼう
止
し
法
ほう
改正で，

体罰の禁止が明文化された。また，児童虐待を発見した者には，
児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
などへ通告する努力義務がある。

一方で，児童虐待は，地域や社会から孤立した家庭や経済的に
困窮した家庭で起こりやすく，誰にでも起こり得る社会全体の問
題でもある。児童虐待を防ぐには，こうした児童虐待の起こりや
すい要因を抱えた親に対して，地域や社会が十分な支援を行い，
子どもと子育て家庭を支えていくことが不可欠である。
子育て家庭の孤立を防ぐために，市区町村は乳児のいる家庭を

全戸訪問し，必要な支援につなげる取り組みをしている。また，
支援を行う児童相談所が，相談や通告に対して速やかに対処でき
るような体制の整備も求められている。
子どもの権利を守るには，私たち一人一人が地域の子育て家庭

に関心を持ち，子どもの権利についての認識を高めるとともに，
子育て家庭への適切な支援について考えることが求められる。

10

7

7  9

8

英単語 児童虐待：child abuse, maltreatment

　子どもの権利条約は，子どもに関わる全ての活動に
おいて，子どもの最善の利益を第一に考慮し，生存，
発達，保護，参加という包括的権利を子どもに保障し，
親には養育に対する第一次的責任を，国には保護者へ
の援助と福祉施設・サービスの提供を義務付けている。
①生存権（生きる権利）
　�健康に生きるために，食料，医療，社会保障などを
受ける権利。
②発達権（育つ権利）
　教育権，休養・遊ぶ権利，自分らしく育つ権利。
③虐待・放任・搾取からの保護（保護される権利）
　�身体的，精神的な暴力，侵害または放任，性的虐待
を含む不当な取り扱い，搾取などから保護される権
利。家庭環境を奪われた子が，国によって特別な保
護および援助を受ける権利。
④意見表明権・参加権
　�その年齢および成熟に従い，自由な意見表明をする
権利。情報の自由，思想・良心・宗教の自由，集会
の自由への権利。

6   子どもの権利条約の内容

第3条　児童に対する虐待の禁止
何人も，児童に対し，虐待をしてはならない。
第6条　児童虐待に係る通告
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は，速や
かに，これを市町村，都道府県の設置する福祉事務所若
しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村，都道府
県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しな
ければならない。

7   児童虐待防止法（2000年制定）

●  児童相談所全国共通ダイヤル　TEL：1
いち

8
はや

9
く

●  日本子どもの虐待防止民間ネットワーク＊など
＊メール相談

9   児童虐待の相談窓口

（厚生労働省資料）

1996 ’98 2000 ’02 ’04 ’06 ’08 ’12 ’16 ’19’18’14
（年度）

（件）

0

150,000

200,000

100,000

50,000

’10＊
4,102

17,725

23,738

122,575

159,838

193,780

33,408

88,931
66,701

6,932 42,664
37,323 56,384

1.  児童虐待の種類と 
割合（%）

2.  虐待者の続柄（%） 3.  子どもの年齢（%）

＊福
ふく

島
しま

県を除く。

●育児の孤立化
●育児への負担感
●経済的な困窮
●  子ども時代に虐待を受けた経験

●  夫婦の結び付きとしての精神的安定
の欠如（離婚，死別，未婚，非婚など）

●  精神的・身体的な疾患や障がい
●   夫婦間の暴力など

8   虐待をする親が抱えている問題の例

1.「しつけ」と児童虐待の境界線について，考えよう。
2. 児童虐待が起きにくい社会にするにはどうすればよいか，考えよう。

TRY

4. 児童虐待相談対応件数の推移（児童相談所における件数）
10  児童虐待の現状（2019年度）
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訂正箇所 原　　　文ページ 行

 児童虐待と社会的孤立
子どもの権利を侵害するあらゆる不適切な養育は児童虐待にあ

たり，決して行ってはならない。これまで，「しつけ」と称した
体
たい
罰
ばつ
が後を絶たなかったが，2019年の児

じ
童
どう
虐
ぎゃく
待
たい
防
ぼう
止
し
法
ほう
改正で，

体罰の禁止が明文化された。また，児童虐待を発見した者には，
児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
などへ通告する努力義務がある。

一方で，児童虐待は，地域や社会から孤立した家庭や経済的に
困窮した家庭で起こりやすく，誰にでも起こり得る社会全体の問
題でもある。児童虐待を防ぐには，こうした児童虐待の起こりや
すい要因を抱えた親に対して，地域や社会が十分な支援を行い，
子どもと子育て家庭を支えていくことが不可欠である。
子育て家庭の孤立を防ぐために，市区町村は乳児のいる家庭を

全戸訪問し，必要な支援につなげる取り組みをしている。また，
支援を行う児童相談所が，相談や通告に対して速やかに対処でき
るような体制の整備も求められている。
子どもの権利を守るには，私たち一人一人が地域の子育て家庭

に関心を持ち，子どもの権利についての認識を高めるとともに，
子育て家庭への適切な支援について考えることが求められる。

10

7

7  9

8

英単語 児童虐待：child abuse, maltreatment

　子どもの権利条約は，子どもに関わる全ての活動に
おいて，子どもの最善の利益を第一に考慮し，生存，
発達，保護，参加という包括的権利を子どもに保障し，
親には養育に対する第一義的責任を，国には保護者へ
の援助と福祉施設・サービスの提供を義務付けている。
①生存権（生きる権利）
　�健康に生きるために，食料，医療，社会保障などを
受ける権利。
②発達権（育つ権利）
　教育権，休養・遊ぶ権利，自分らしく育つ権利。
③虐待・放任・搾取からの保護（保護される権利）
　�身体的，精神的な暴力，傷害または放任，性的虐待
を含む不当な取り扱い，搾取などから保護される権
利。家庭環境を奪われた子が，国によって特別な保
護および援助を受ける権利。
④意見表明権・参加権
　�その年齢および成熟に従い，自由な意見表明をする
権利。情報の自由，思想・良心・宗教の自由，集会
の自由への権利。

6   子どもの権利条約の内容

第3条　児童に対する虐待の禁止
何人も，児童に対し，虐待をしてはならない。
第6条　児童虐待に係る通告
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は，速や
かに，これを市町村，都道府県の設置する福祉事務所若
しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村，都道府
県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しな
ければならない。

7   児童虐待防止法（2000年制定）

●  児童相談所全国共通ダイヤル　TEL：1
いち

8
はや

9
く

●  日本子どもの虐待防止民間ネットワーク＊など
＊メール相談

9   児童虐待の相談窓口

（厚生労働省資料）
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1.  児童虐待の種類と 
割合（%）

2.  虐待者の続柄（%） 3.  子どもの年齢（%）

＊福
ふく

島
しま

県を除く。

●育児の孤立化
●育児への負担感
●経済的な困窮
●  子ども時代に虐待を受けた経験

●  夫婦の結び付きとしての精神的安定
の欠如（離婚，死別，未婚，非婚など）

●  精神的・身体的な疾患や障がい
●   夫婦間の暴力など

8   虐待をする親が抱えている問題の例

1.「しつけ」と児童虐待の境界線について，考えよう。
2. 児童虐待が起きにくい社会にするにはどうすればよいか，考えよう。

TRY

4. 児童虐待相談対応件数の推移（児童相談所における件数）
10  児童虐待の現状（2020年度）
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

ひとくちメモ 女性の2人に1人，男性の4人に1人が90歳まで生きる　日本の65歳まで生存する者の割合は男性89.7％，女性94.6％，90歳までの割合
は男性28.4％，女性52.5％である（厚生労働省「令和2（2020）年簡易生命表」）。

 人口構造の変化
社会の人口構造は，出

しゅっ
生
しょう
率
りつ
と死

し
亡
ぼう
率
りつ
のバランスによって変化す

る。日本の場合，1940年代までは1組の夫婦が平均5人の子ど
もを生んでいたが，公衆衛生や栄養の水準が低く乳幼児死亡率が
高いため，高出生率・高死亡率の多産多死社会であった。その後，
医学の進歩や公衆衛生の向上により平均寿命が延び，死亡率が低
下して多産少死社会に移行した。さらに出産・育児意識の変化な
どにより出生率が低下し，現在は1組の夫婦が平均2人以下の子
どもを生む低出生率・低死亡率の少

しょう
産
さん
少
しょう
死
し
社会になっている。

日本では,このように出生率と死亡率が低下したことで社会の
中で高

こう
齢
れい
者
しゃ
の割合が高まり，人口の高齢化が急速に進行している。

超高齢社会の現状1
❶ ❷

p.30

3  p.20

1

❸

2

❶出生率　人口1,000人あたりの出生数。
❷死亡率　人口1,000人あたりの死亡数。
❸高齢者　一般には65歳以上の者。

私たちが生きる現代日本は，多くの人が長生きする超高齢社会である。本章で
は，「人生100年」時代を見通して，高齢期の特徴や高齢者の自立と支援，超高齢
社会の現状と課題について学び，どのような高齢期を迎えたいか，考えよう。そし
て，誰もが「人生100年」時代を豊かに生きられる社会を実現できるよう，協力・
協働の視点で取り組んでいこう。 

超高齢社会の背景を理解するとともに，高齢者が生きがいを持って生活するためには，家族や地域によるどのような支援が
必要か，考えよう。

●学習のポイント

超高齢・大衆長寿社会の到来1

生まれるのは 2,371人
亡くなるのは 3,784人

人口は1日あたり
1,413人減少

1   日本で1日に起こる出来事の数

（1  2：厚生労働省「厚生労働白書」2020年）

2   日本を100人の国にたとえると

超高齢社会を共に生きる

15歳未満

 2.5人

 12.1人

65歳以上

高校生

 28.4人

4第 章

保健：現代社会と健康，生涯を通じる健康，
健康を支える環境づくり

生活check

  日本の現在の高
齢者人口割合を
知っている。

  車椅子の操作や
移動の介助がで
きる。

  高齢者を取り巻
く社会の課題を
挙げられる。

  高齢者の自立生
活を見守り，支
えようと思う。
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 少子化・高齢化の進行
総人口に占める65歳以上の割合を，高

こう
齢
れい
者
しゃ
人
じん
口
こう
割
わり
合
あい
という。

日本は1970年には高齢者人口割合が7％を超え，高
こう
齢
れい
化
か
社
しゃ
会
かい
と

なった。その後1970年代半ばから晩婚化等で出生率がいっそう
低下し，1994年には高齢者人口割合が14％を超えて高

こう
齢
れい
社
しゃ
会
かい
に，

2007年には21％を超えて，世界でも類を見ない超
ちょう
高
こう
齢
れい
社
しゃ
会
かい
と

なった。さらに少子化の著しい進行によって，2008年より人口
減少社会に突入している。2060年には総人口が約9,284万人に
減少し，高齢者の人口が15歳未満の約4倍となる見込みである。
65〜74歳の高齢者を前

ぜん
期
き
高
こう
齢
れい
者
しゃ
，75歳以上の高齢者を後

こう
期
き
高
こう

齢
れい
者
しゃ
という。今後，平均寿命が延びて後期高齢者が増加し，虚弱

や認知症などで要介護となる高齢者も増加していくと予測される。

 高齢期の長期化
人が生まれてから死ぬまでにたどるライフコースは，社会の変

化とともに大きく変わってきた。「人生50年」といわれた時代に
は，高齢期は社会人としての仕事を成し遂げた後の「余生」と位
置付けられたが，これからは「人生100年」時代となり，高齢期
が30年以上にわたり，人生の3分の1を占めるようになる。
諸外国と比較しても日本の高齢期は際立って長く，多くの人に

とって長生きするのが当たり前である大
たい
衆
しゅう
長
ちょう
寿
じゅ
社
しゃ
会
かい
である。長い

高齢期を充実して過ごすためには，高齢期の心身の特徴や生活課
題，社会の特徴などをよく理解して高齢期に備えていくとともに，
誰もが安心して高齢期を送れる社会にしていく必要がある。

❶

❷

4

5

❸

ライフステージとしての高齢期2

p.20, 79

p.21

英単語 高齢社会：aged society　超高齢社会：super-aged society

❶高齢者人口割合　高齢化率，老年人口割合ともいう。
❷高齢化社会（aging society）　一般に，高齢者人口
割合が7％を超えると高齢化社会，14％を超えると高齢
社会という。また，21％を超えると超高齢社会というこ
ともある。
❸後期高齢者は日常生活の障がい率がやや高まってくる
年齢層である。

6   人口ピラミッドの推移

（厚生労働省「簡易生命表」「完全生命表」）

3   平均寿命の推移
年次 男 女
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ひとくちメモ 女性の2人に1人，男性の4人に1人が90歳まで生きる　日本の65歳まで生存する者の割合は男性89.7％，女性94.6％，90歳までの割合
は男性28.4％，女性52.5％である（厚生労働省「令和2（2020）年簡易生命表」）。

 人口構造の変化
社会の人口構造は，出

しゅっ
生
しょう
率
りつ
と死

し
亡
ぼう
率
りつ
のバランスによって変化す

る。日本の場合，1940年代までは1組の夫婦が平均5人の子ど
もを生んでいたが，公衆衛生や栄養の水準が低く乳幼児死亡率が
高いため，高出生率・高死亡率の多産多死社会であった。その後，
医学の進歩や公衆衛生の向上により平均寿命が延び，死亡率が低
下して多産少死社会に移行した。さらに出産・育児意識の変化な
どにより出生率が低下し，現在は1組の夫婦が平均2人以下の子
どもを生む低出生率・低死亡率の少

しょう
産
さん
少
しょう
死
し
社会になっている。

日本では,このように出生率と死亡率が低下したことで社会の
中で高

こう
齢
れい
者
しゃ
の割合が高まり，人口の高齢化が急速に進行している。

超高齢社会の現状1
❶ ❷

p.30

3  p.20

1

❸

2

❶出生率　人口1,000人あたりの出生数。
❷死亡率　人口1,000人あたりの死亡数。
❸高齢者　一般には65歳以上の者。

私たちが生きる現代日本は，多くの人が長生きする超高齢社会である。本章で
は，「人生100年」時代を見通して，高齢期の特徴や高齢者の自立と支援，超高齢
社会の現状と課題について学び，どのような高齢期を迎えたいか，考えよう。そし
て，誰もが「人生100年」時代を豊かに生きられる社会を実現できるよう，協力・
協働の視点で取り組んでいこう。 

超高齢社会の背景を理解するとともに，高齢者が生きがいを持って生活するためには，家族や地域によるどのような支援が
必要か，考えよう。

●学習のポイント

超高齢・大衆長寿社会の到来1

生まれるのは 2,297人
亡くなるのは 3,750人

人口は1日あたり
1,453人減少

1   日本で1日に起こる出来事の数

（1  2：厚生労働省「厚生労働白書」2021年）

2   日本を100人の国にたとえると

超高齢社会を共に生きる

15歳未満

 2.5人

 12.0人

65歳以上

高校生

 28.8人

4第 章

保健：現代社会と健康，生涯を通じる健康，
健康を支える環境づくり

生活check

  日本の現在の高
齢者人口割合を
知っている。

  車椅子の操作や
移動の介助がで
きる。

  高齢者を取り巻
く社会の課題を
挙げられる。

  高齢者の自立生
活を見守り，支
えようと思う。
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 少子化・高齢化の進行
総人口に占める65歳以上の割合を，高

こう
齢
れい
者
しゃ
人
じん
口
こう
割
わり
合
あい
という。

日本は1970年には高齢者人口割合が7％を超え，高
こう
齢
れい
化
か
社
しゃ
会
かい
と

なった。その後1970年代半ばから晩婚化等で出生率がいっそう
低下し，1994年には高齢者人口割合が14％を超えて高

こう
齢
れい
社
しゃ
会
かい
に，

2007年には21％を超えて，世界でも類を見ない超
ちょう
高
こう
齢
れい
社
しゃ
会
かい
と

なった。さらに少子化の著しい進行によって，2008年より人口
減少社会に突入している。2060年には総人口が約9,284万人に
減少し，高齢者の人口が15歳未満の約4倍となる見込みである。
65〜74歳の高齢者を前

ぜん
期
き
高
こう
齢
れい
者
しゃ
，75歳以上の高齢者を後

こう
期
き
高
こう

齢
れい
者
しゃ
という。今後，平均寿命が延びて後期高齢者が増加し，虚弱

や認知症などで要介護となる高齢者も増加していくと予測される。

 高齢期の長期化
人が生まれてから死ぬまでにたどるライフコースは，社会の変

化とともに大きく変わってきた。「人生50年」といわれた時代に
は，高齢期は社会人としての仕事を成し遂げた後の「余生」と位
置付けられたが，これからは「人生100年」時代となり，高齢期
が30年以上にわたり，人生の3分の1を占めるようになる。
諸外国と比較しても日本の高齢期は際立って長く，多くの人に

とって長生きするのが当たり前である大
たい
衆
しゅう
長
ちょう
寿
じゅ
社
しゃ
会
かい
である。長い

高齢期を充実して過ごすためには，高齢期の心身の特徴や生活課
題，社会の特徴などをよく理解して高齢期に備えていくとともに，
誰もが安心して高齢期を送れる社会にしていく必要がある。

❶

❷

4

5

❸

ライフステージとしての高齢期2

p.20, 79

p.21

英単語 高齢社会：aged society　超高齢社会：super-aged society

❶高齢者人口割合　高齢化率，老年人口割合ともいう。
❷高齢化社会（aging society）　一般に，高齢者人口
割合が7％を超えると高齢化社会，14％を超えると高齢
社会という。また，21％を超えると超高齢社会というこ
ともある。
❸後期高齢者は日常生活の障がい率がやや高まってくる
年齢層である。

6   人口ピラミッドの推移

（厚生労働省「簡易生命表」「完全生命表」）

3   平均寿命の推移
年次 男 女

1935～1936 46.9年 49.6年

1947 50.1 54.0

1960 65.3 70.2

1970 69.3 74.7

1980 73.4 78.8

1990 75.9 81.9

2000 77.7 84.6

2010 79.6 86.3

2020 81.6 87.7

5   人口構造の推移と見通し（%）

（総務省「国勢調査」「人口推計」，国立社会保障・
人口問題研究所「日本の将来推計人口」より作成）
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ひとくちメモ 敬老の日は兵
ひょう

庫
ご

県発祥　敬老の日は9月第3月曜だが，2003年まで9月15日だった。1947年の同日，現在の兵庫県多
た
可
か
町で敬老精神を高め

る行事が開催され，1950年に兵庫県で「としよりの日」が制定されたのが由来。1953年に老人福祉法で記念日に，1966年に祝日になった。

 高齢期の生活と家族
戦前の日本では，「家」制度のもとで，長男が結婚後も親と同

居し，経済的に養い，家事を手伝い，必要なら介護をする長男同
居扶養が当然の義務とされてきた。しかし，戦後，民法上で
「家」制度は廃止され，また，高度経済成長とともに地方の若者
が雇用者となって都市に流入し，親世代と子ども世代の同居率が
低下してきた。それに代わって，高齢者の単独世帯や夫婦のみの
世帯が増加している。
高齢者世代も，できる限り子どもに頼らず，健康で自立した生

活を維持し，生きがいを持って生活したいという気持ちが強く
なってきている。しかし，病気や加齢によって日常生活が自立で
きなくなった場合には何らかの支援が必要となる。
このような状況の中，日常生活の自立が困難になった高齢者を

家族だけで全面的に介護することには限界があり，さまざまな社
会的支援が必要となっている。高齢者も，自分の介護が必要に
なった場合には，「家族に依存せずに生活ができるような介護
サービスがあれば，自宅で介護を受けたい」と考える人が多く，
今後は介護サービスの利用がいっそう増えると考えられる。
それでも家族は高齢者の精神的な支えとなることができるし，

福祉サービスの利用について高齢者と共に考え，地域社会への窓
口となるなど，これからも大きな役割を担

にな
う存在である。

また，現在の後期高齢者は，第二次世界大戦や高度経済成長期
を経て，技術の著しい発展や価値観の変化を体験してきた「時代
の語り部」でもある。私たちは，社会の一員として，異なる時代
を生きてきた高齢者のライフコースを理解し，尊重することが重
要である。

p.32

p.30

1  2

3

p.20

3   どこでどのような介護を受けたいか

1   高齢者の世帯構成割合＊の推移

＊ 65歳以上の高齢者のいる世帯数に占める割合。
（厚生労働省「国民生活基礎調査」）
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（内閣府「第8回高齢者の生活と意識に関する
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（厚生労働省「高齢社会に関する意識調査」2016年）

　親と離れて遠方に暮らしているAさんが，親に
介護が必要になったとき，どのような支援の方法
があるか，考えよう。
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 少子化・高齢化の進行
総人口に占める65歳以上の割合を，高

こう
齢
れい
者
しゃ
人
じん
口
こう
割
わり
合
あい
という。

日本は1970年には高齢者人口割合が7％を超え，高
こう
齢
れい
化
か
社
しゃ
会
かい
と

なった。その後1970年代半ばから晩婚化等で出生率がいっそう
低下し，1994年には高齢者人口割合が14％を超えて高

こう
齢
れい
社
しゃ
会
かい
に，

2007年には21％を超えて，世界でも類を見ない超
ちょう
高
こう
齢
れい
社
しゃ
会
かい
と

なった。さらに少子化の著しい進行によって，2008年より人口
減少社会に突入している。2060年には総人口が約9,284万人に
減少し，高齢者の人口が15歳未満の約4倍となる見込みである。
65〜74歳の高齢者を前

ぜん
期
き
高
こう
齢
れい
者
しゃ
，75歳以上の高齢者を後

こう
期
き
高
こう

齢
れい
者
しゃ
という。今後，平均寿命が延びて後期高齢者が増加し，虚弱

や認知症などで要介護となる高齢者も増加していくと予測される。

 高齢期の長期化
人が生まれてから死ぬまでにたどるライフコースは，社会の変

化とともに大きく変わってきた。「人生50年」といわれた時代に
は，高齢期は社会人としての仕事を成し遂げた後の「余生」と位
置付けられたが，これからは「人生100年」時代となり，高齢期
が30年以上にわたり，人生の3分の1を占めるようになる。
諸外国と比較しても日本の高齢期は際立って長く，多くの人に

とって長生きするのが当たり前である大
たい
衆
しゅう
長
ちょう
寿
じゅ
社
しゃ
会
かい
である。長い

高齢期を充実して過ごすためには，高齢期の心身の特徴や生活課
題，社会の特徴などをよく理解して高齢期に備えていくとともに，
誰もが安心して高齢期を送れる社会にしていく必要がある。

❶

❷

4

5

❸

ライフステージとしての高齢期2

p.20, 79

p.21

英単語 高齢社会：aged society　超高齢社会：super-aged society

❶高齢者人口割合　高齢化率，老年人口割合ともいう。
❷高齢化社会（aging society）　一般に，高齢者人口
割合が7％を超えると高齢化社会，14％を超えると高齢
社会という。また，21％を超えると超高齢社会というこ
ともある。
❸後期高齢者は日常生活の障がい率がやや高まってくる
年齢層である。

6   人口ピラミッドの推移

（厚生労働省「簡易生命表」「完全生命表」）

3   平均寿命の推移
年次 男 女

1935～1936 46.9年 49.6年

1947 50.1 54.0

1960 65.3 70.2

1970 69.3 74.7

1980 73.4 78.8

1990 75.9 81.9

2000 77.7 84.6

2010 79.6 86.3

2020 81.6 87.7

5   人口構造の推移と見通し（%）

（総務省「国勢調査」「人口推計」，国立社会保障・
人口問題研究所「日本の将来推計人口」より作成）
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（内閣府「高齢社会白書」2021年）

4   主要国の65歳以上人口割合の推移
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（総務省「国勢調査」，国立社会保障・人口問題研究所 

「日本の将来推計人口（平成29（2017）年推計）」）
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ひとくちメモ 敬老の日は兵
ひょう

庫
ご

県発祥　敬老の日は9月第3月曜だが，2002年まで9月15日だった。1947年の同日，現在の兵庫県多
た
可
か
町で敬老精神を高め

る行事が開催され，1950年に兵庫県で「としよりの日」が制定されたのが由来。1963年に老人福祉法で記念日に，1966年に祝日になった。

 高齢期の生活と家族
戦前の日本では，「家」制度のもとで，長男が結婚後も親と同

居し，経済的に養い，家事を手伝い，必要なら介護をする長男同
居扶養が当然の義務とされてきた。しかし，戦後，民法上で
「家」制度は廃止され，また，高度経済成長とともに地方の若者
が雇用者となって都市に流入し，親世代と子ども世代の同居率が
低下してきた。それに代わって，高齢者の単独世帯や夫婦のみの
世帯が増加している。
高齢者世代も，できる限り子どもに頼らず，健康で自立した生

活を維持し，生きがいを持って生活したいという気持ちが強く
なってきている。しかし，病気や加齢によって日常生活が自立で
きなくなった場合には何らかの支援が必要となる。
このような状況の中，日常生活の自立が困難になった高齢者を

家族だけで全面的に介護することには限界があり，さまざまな社
会的支援が必要となっている。高齢者も，自分の介護が必要に
なった場合には，「家族に依存せずに生活ができるような介護
サービスがあれば，自宅で介護を受けたい」と考える人が多く，
今後は介護サービスの利用がいっそう増えると考えられる。
それでも家族は高齢者の精神的な支えとなることができるし，

福祉サービスの利用について高齢者と共に考え，地域社会への窓
口となるなど，これからも大きな役割を担

にな
う存在である。

また，現在の後期高齢者は，第二次世界大戦や高度経済成長期
を経て，技術の著しい発展や価値観の変化を体験してきた「時代
の語り部」でもある。私たちは，社会の一員として，異なる時代
を生きてきた高齢者のライフコースを理解し，尊重することが重
要である。

p.32

p.30

1  2

3

p.20

3   どこでどのような介護を受けたいか

1   高齢者の世帯構成割合＊の推移

＊ 65歳以上の高齢者のいる世帯数に占める割合。
（厚生労働省「国民生活基礎調査」）
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9.59.420.032.328.8

2   別居している子どもとの接触頻度

（内閣府「第9回高齢者の生活と意識に関する
国際比較調査」2020年度）
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1.7
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（厚生労働省「高齢社会に関する意識調査」2016年）

　親と離れて遠方に暮らしているAさんが，親に
介護が必要になったとき，どのような支援の方法
があるか，考えよう。
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訂正箇所 原　　　文ページ 行

ひとくちメモ 敬老の日は兵
ひょう

庫
ご

県発祥　敬老の日は9月第3月曜だが，2003年まで9月15日だった。1947年の同日，現在の兵庫県多
た
可
か
町で敬老精神を高め

る行事が開催され，1950年に兵庫県で「としよりの日」が制定されたのが由来。1953年に老人福祉法で記念日に，1966年に祝日になった。

 高齢期の生活と家族
戦前の日本では，「家」制度のもとで，長男が結婚後も親と同

居し，経済的に養い，家事を手伝い，必要なら介護をする長男同
居扶養が当然の義務とされてきた。しかし，戦後，民法上で
「家」制度は廃止され，また，高度経済成長とともに地方の若者
が雇用者となって都市に流入し，親世代と子ども世代の同居率が
低下してきた。それに代わって，高齢者の単独世帯や夫婦のみの
世帯が増加している。
高齢者世代も，できる限り子どもに頼らず，健康で自立した生

活を維持し，生きがいを持って生活したいという気持ちが強く
なってきている。しかし，病気や加齢によって日常生活が自立で
きなくなった場合には何らかの支援が必要となる。
このような状況の中，日常生活の自立が困難になった高齢者を

家族だけで全面的に介護することには限界があり，さまざまな社
会的支援が必要となっている。高齢者も，自分の介護が必要に
なった場合には，「家族に依存せずに生活ができるような介護
サービスがあれば，自宅で介護を受けたい」と考える人が多く，
今後は介護サービスの利用がいっそう増えると考えられる。
それでも家族は高齢者の精神的な支えとなることができるし，

福祉サービスの利用について高齢者と共に考え，地域社会への窓
口となるなど，これからも大きな役割を担

にな
う存在である。

また，現在の後期高齢者は，第二次世界大戦や高度経済成長期
を経て，技術の著しい発展や価値観の変化を体験してきた「時代
の語り部」でもある。私たちは，社会の一員として，異なる時代
を生きてきた高齢者のライフコースを理解し，尊重することが重
要である。

p.32
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p.20

3   どこでどのような介護を受けたいか

1   高齢者の世帯構成割合＊の推移

＊ 65歳以上の高齢者のいる世帯数に占める割合。
（厚生労働省「国民生活基礎調査」）
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（内閣府「第8回高齢者の生活と意識に関する
国際比較調査」2015年度）
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（厚生労働省「高齢社会に関する意識調査」2016年）

　親と離れて遠方に暮らしているAさんが，親に
介護が必要になったとき，どのような支援の方法
があるか，考えよう。
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訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

ひとくちメモ 敬老の日は兵
ひょう

庫
ご

県発祥　敬老の日は9月第3月曜だが，2002年まで9月15日だった。1947年の同日，現在の兵庫県多
た
可
か
町で敬老精神を高め

る行事が開催され，1950年に兵庫県で「としよりの日」が制定されたのが由来。1963年に老人福祉法で記念日に，1966年に祝日になった。

 高齢期の生活と家族
戦前の日本では，「家」制度のもとで，長男が結婚後も親と同

居し，経済的に養い，家事を手伝い，必要なら介護をする長男同
居扶養が当然の義務とされてきた。しかし，戦後，民法上で
「家」制度は廃止され，また，高度経済成長とともに地方の若者
が雇用者となって都市に流入し，親世代と子ども世代の同居率が
低下してきた。それに代わって，高齢者の単独世帯や夫婦のみの
世帯が増加している。
高齢者世代も，できる限り子どもに頼らず，健康で自立した生

活を維持し，生きがいを持って生活したいという気持ちが強く
なってきている。しかし，病気や加齢によって日常生活が自立で
きなくなった場合には何らかの支援が必要となる。
このような状況の中，日常生活の自立が困難になった高齢者を

家族だけで全面的に介護することには限界があり，さまざまな社
会的支援が必要となっている。高齢者も，自分の介護が必要に
なった場合には，「家族に依存せずに生活ができるような介護
サービスがあれば，自宅で介護を受けたい」と考える人が多く，
今後は介護サービスの利用がいっそう増えると考えられる。
それでも家族は高齢者の精神的な支えとなることができるし，

福祉サービスの利用について高齢者と共に考え，地域社会への窓
口となるなど，これからも大きな役割を担

にな
う存在である。

また，現在の後期高齢者は，第二次世界大戦や高度経済成長期
を経て，技術の著しい発展や価値観の変化を体験してきた「時代
の語り部」でもある。私たちは，社会の一員として，異なる時代
を生きてきた高齢者のライフコースを理解し，尊重することが重
要である。

p.32

p.30

1  2

3

p.20

3   どこでどのような介護を受けたいか

1   高齢者の世帯構成割合＊の推移

＊ 65歳以上の高齢者のいる世帯数に占める割合。
（厚生労働省「国民生活基礎調査」）
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2   別居している子どもとの接触頻度

（内閣府「第9回高齢者の生活と意識に関する
国際比較調査」2020年度）
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5.56.713.543.016.213.9

100

1.7

1.3

（厚生労働省「高齢社会に関する意識調査」2016年）

　親と離れて遠方に暮らしているAさんが，親に
介護が必要になったとき，どのような支援の方法
があるか，考えよう。
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 大きな個人差とエイジズム
人は生まれながらにさまざまな違いがある。その上に長い人生

での異なった経験を積み重ねることが，高齢期の豊かな個性につ
ながっている。健康状態や心身機能にも大きな個人差があり，例
えば高校生の多くは，高齢者の日本記録にかなわない。職人芸と
いわれるような積み重ねた力を発揮する人もいる。個人差を無視
して，高齢者は一様に機能が低下した存在であると固定的に捉
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低下したり，通院したりする人は増えるが，日常生活に影響があ
る者は高齢者全体の4分の1ほどであり，高齢者の多くは元気で
健康である。また，健康管理に留意することで，日常の生活動作
に大きな困難を感じずに暮らし続けることができる。病気の早期
発見，早期治療に努めるとともに，普段から適度な運動，休養，
適切な食事などの健康的な生活習慣を確立していくとよい。

 健康寿命
健康上の問題で日常生活に制限のない期間を健
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みょう
という。

健康寿命を延ばすには，若い頃から毎日の食事や運動，学習など
の生活習慣に気をつけることが大切である。一方で，健康寿命と
平均寿命には差があり，多くの場合，老化による困難さと向き合
いながら生活することになる。介
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防
ぼう
やリハビリテーションな

どで困難さを軽減するとともに，住環境や設備などを工夫するこ
とで，長い高齢期をなるべく自立した状態で送れるようにしよう。
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味や学習，孫や友人との交遊に生きがいや楽しみを見いだす人も
多い。また，地域の文化や自らの生活体験，知恵を次世代に継承
するシニアボランティアや高
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よう
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側として活躍し，充実感を得る高齢者も増えている。
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とは，社会のさらなる発展につながる。また，外出や人との交流
は，健康維持や社会の変化を感じる機会として高齢者にとっても
大きな意味があり，人生の満足感，健康，幸福感などに影響を及
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して，高齢者は一様に機能が低下した存在であると固定的に捉
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発見，早期治療に努めるとともに，普段から適度な運動，休養，
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高齢期の健康と自立2

2

3  4

5  p.104, 130

p.84, 85

p.206-209

0

10

20

30

50

40

0

10

20

30

50

40

65
〜
69

70
〜
74

75
〜
79

80
〜
84

85
〜

65
〜

日
常
生
活

動
作

外
出

仕
事・家
事・

学
業

そ
の
他

運
動

14.8

45.2

23.8

10.9 10.6 8.5
3.2

（%） （%）

8.0

23.5

32.8

17.3

（
全
体
）

0

10

20

30

50

40

0

10

20

30

50

40

65
〜
69

70
〜
74

75
〜
79

80
〜
84

85
〜

65
〜

日
常
生
活

動
作

外
出

仕
事・家
事・

学
業

そ
の
他

運
動

14.8

45.2

23.8

10.9 10.6 8.5
3.2

（%） （%）

8.0

23.5

32.8

17.3

（
全
体
）

英単語 健康寿命：healthy life expectancy　認知症：dementia

（厚生労働省「令和元（2019）年国民生活基礎調査」）

（日本陸上競技連盟，日本マスターズ陸上競技連合資料）

2   年齢層別100m走の日本記録（2022年）

60歳代

70歳代

80歳代

高校生

（年齢）

0 5 10 15 2020 051015

男 女

（秒） （秒）

10.0

12.1

13.3

14.4

11.4

14.4

15.7

17.7
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4   日常生活に影響のある高齢者の割合
1. 年齢別 2. 影響のある動作（65歳以上・複数回答）
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（注） Schaie（1980）をもとに作成。25歳時の能力を100とし
た場合，推定される加齢変化を表している。

（岩波書店「科学」Vol.80）

（内閣府「高齢社会白書」2021年）
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ひとくちメモ iDeCo（イデコ）　個人型確定拠出年金。自助努力で老後に備えるため，専用の金融商品で毎月一定金額の掛金を運用して，運用益と元金を60歳
以降に年金か一時金で受け取る仕組み。税制優遇があるが，死亡などの場合を除き60歳まで引き出せず，運用方法によっては元本割れがある。

 アンチエイジングからアクティブエイジングへ
長い高齢期を豊かに生きるためには，年を重ねることを否定的

に捉える（アンチエイジング）のではなく，よりよく年を重ねよ
うとする意識を持つこと（アクティブエイジング）が大切である。
高齢期には，職業生活からの引退，子どもの自立や結婚，身近

な人との死別など，生活の変化によって，生
い
きがいを失ったり孤

独感を感じたりする人も出てくる。一方，自分の時間ができ，趣
味や学習，孫や友人との交遊に生きがいや楽しみを見いだす人も
多い。また，地域の文化や自らの生活体験，知恵を次世代に継承
するシニアボランティアや高

こう
齢
れい
者
しゃ
雇
こ
用
よう
など，サービスを提供する

側として活躍し，充実感を得る高齢者も増えている。
高齢者の培

つちか
ってきたキャリアやスキルが次世代に継承されるこ

とは，社会のさらなる発展につながる。また，外出や人との交流
は，健康維持や社会の変化を感じる機会として高齢者にとっても
大きな意味があり，人生の満足感，健康，幸福感などに影響を及
ぼす。さらに，高齢者どうしが助け合ったり，自分たちや社会の
問題を解決したりしていく手がかりにもなる。趣味や生涯学習を
支援するものとして，高齢者大学などの教室や講座が，地方公共
団体や民間企業，ボランティアなどの主催で行われている。
ただし，健康を維持しても，若いうちから家事や身の回りのこ

とをする習慣が身についていなければ，日常生活の自立は難しい。
自分で家事や身の回りのことができ，経済的にも自立できるよう
にしておきたい。

高齢期の生きがいと生活課題3

1

2

p.265 p.242

3   高齢者世帯と全世帯の所得分布

（厚生労働省「令和元（2019）年国民生活基礎調査」）
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調査対象：全国60歳以上の男女で現在仕事をしている者
（内閣府「高齢社会白書」2021年）

2   収入を伴う仕事を何歳くらいまでしたいか
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1   老人福祉法（1963年制定）

第1条
この法律は，老人の福祉に関する原理を明らかにする
とともに，老人に対し，その心身の健康の保持及び生
活の安定のために必要な措置を講じ，もつて老人の福
祉を図ることを目的とする。
第2条
老人は，多年にわたり社会の進展に寄与してきた者と
して，かつ，豊富な知識と経験を有する者として敬愛
されるとともに，生きがいを持てる健全で安らかな生
活を保障されるものとする。
第3条
①�老人は，老齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して，
常に心身の健康を保持し，又は，その知識と経験を
活用して，社会的活動に参加するように努めるもの
とする。
②�老人は，その希望と能力とに応じ，適当な仕事に従
事する機会その他社会的活動に参加する機会を与
えられるものとする。

TRY

　地域の高齢者のボランティア活動について調
べよう。
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 経済的な課題と年金制度
自分らしい自由な高齢期を過ごすためには，人生の最後まで安

定して生活費が得られることが必要である。就業が困難になるな
どしても継続的に収入が得られるように，各種の年金制度がある。
公
こう
的
てき
年
ねん
金
きん
制
せい
度
ど
には，日本に住所を持つ20歳以上60歳未満の者が

全員加入する国
こく
民
みん
年
ねん
金
きん
と，一定の条件を満たすサラリーマンなど

が加入する厚
こう
生
せい
年
ねん
金
きん
がある。国民年金は20歳から保険料を支払

い，加入期間が10年以上になると原則65歳から死ぬまで老
ろう
齢
れい
年
ねん

金
きん
を受け取れる。また65歳未満でも一定の条件下で障

しょう
害
がい
年
ねん
金
きん
や

遺
い
族
ぞく
年
ねん
金
きん
が受給できる。このほか，民間の運営する個

こ
人
じん
年
ねん
金
きん
や企

き

業
ぎょう
年
ねん
金
きん
もある。各自が高齢期に備えて貯蓄や資産運用をしたり，

就業により収入を得たりすることも大切である。
厚生年金加入者は保険料が給与から控

こう
除
じょ
されるが，学生や自営

業者，アルバイトなどの国民年金加入者は自分で納付する必要が
ある。未納期間があったり，加入期間が不足したりして支給要件
を満たさないと年金は受給できない。老後は遠いと安易に考えず，
若いうちから仕組みを学び，保険料を納付して備える必要がある。

3  4  5

p.96 ❶

❷

❸

p.96

❹

❺

p.247

p.245

英単語 生きがい：ikigai（a reason for being）

4   高齢者世帯の所得の種類別割合

（厚生労働省「国民生活基礎調査」）
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（年）

（%）
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財産所得
公的年金・
恩給

それ以外
の所得

63.66.523.0

❶国民年金は年額780,900円である（2021年度，老
齢基礎年金満額の場合）。我が国は「国民皆年金」であり，
強制加入や世代間扶養の仕組みが特徴である。基礎年金
の国庫負担割合は1/2である。
❷厚生年金に加入するのは正社員だけでなく，正社員の
労働時間・労働日数の約3/4以上働いていれば，非正社
員も加入することになっている（臨時や季節的業務は除
く）。加入手続きは事業所が行う。
❸2017年に25年から10年へと短縮された。
❹個人年金　生命保険会社などの商品である年金。
❺企業年金　企業が従業員の老後生活を保障するために
運営する制度。企業ごとに異なり，制度のない企業も多い。

　若年夫婦と高齢夫婦の家計を比較し，家計に
おいて高齢期に向けて考えなければならないこと
は何か，話し合おう。（

▲

p.246）

ライフプラン（

▲

p.18）TRY

5   若年夫婦と高齢夫婦（無職世帯）の家計支出

非消費支出
81,259円

非消費支出
30,982円

食料
23.1

食料
27.7

住居
12.2

住居
5.7

家具・家事用品 被服費
保健医療

交通・通信
18.2

教養娯楽 

教育 3.3

交際費 

その他
10.7

その他
12.1

交際費
10.710.311.8

実収入 520,649円

実収入 237,659円

社会保障給付 216,910円 その他
20,749円

消費支出 259,211円

消費支出 239,947円

光熱・水道 

教育 0.0

不足分
33,269円

4.49.26.8 4.43.9 3.8

6.68.3 4.2

保健医療
交通・通信光熱・水道 

家具・家事用品
被服費 2.5

180,179円

教養娯楽

（注） 消費支出内の数字は消費支出に占める割合（%）。若年夫婦は，世帯主が34歳以下の2人以上の世帯のうち労働者世帯。  
高齢夫婦は，夫65歳以上，妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯。

（生命保険文化センター「君とみらいとライフプラン」）

［高齢夫婦］

［若年夫婦］
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ひとくちメモ 介護する側をケアする　介護や世話が長期化し，仕事を辞める，自由な時間がなくなる，社会との関
かか
わりがなくなるなど，介護をする側も心理

的・社会的に孤立し，困難を抱えやすい。イギリスでは，介護する側をケアする「ケアラーズセンター」が各地に設置されている。

 できることは自分で
青年期までは，自立することが大きな課題であるが，高齢期に

は，老化や病気によって，生活の中でできなくなることが増えて
いく。それでも，健康で自立し，心身ともに安定した生活を少し
でも長く営むには，日常生活の活動を努めて行い，地域や社会に
参画するなどして，要介護状態となることを予防することが重要
である。　
また，周囲の支援が必要になっても，残存能力を維持・活用し，

回復への意欲を刺激するために，できることは時間がかかっても
自分でするよう心がけよう。ユニバーサルデザインの製品や補助
具のほか，障がいがあっても使いやすい食器などさまざまな自助
具，福祉用具を活用するとよい。日常生活の困難に応じて，生活
上の配慮や工夫ができるよう，情報を収集し，積極的に利用して
いこう。

 支援する場合の心構え
支援が必要になった高齢者の周囲の者にとって，大切な心構え

がある。第一に，高齢者の個別性と自尊心を大切にすることであ
る。現在は支援が必要な状態であっても，一人一人のこれまでの
人生や暮らし方があることを思い，本人の意思を尊重しよう。
第二に，ゆったりした動作でも高齢者本人が行うことを見守る

ことである。周囲の者は，危険を回避しながら，高齢者本人のテ
ンポを支えよう。
第三に，お互いに信頼し，適切なコミュニケーションを取れる

関係を保つことである。高齢者は，日常の生活行動が自分ででき
なくなっていることを歯がゆく不安に思っていることも多いので，
負い目を感じさせないような心配りをしよう。また，症状を自ら
訴えないことも多いので，心身の状態（顔色，表情，食欲，皮膚
など）をよく観察し，変化や不調を早く見つけるようにしたい。

p.12

p.98, 100

1  3

p.199, 209

高齢者の自立を支えるために私たちには何ができるだろうか。適切な支援の方法や関わり方を考えよう。●学習のポイント

高齢者の自立を支える3
●  すくいやすい 
食器

縁が垂直に立ち
上がっているた
め，食べ物がす
くいやすい。

●  回転盤付き 
バスボード

座ったままで身
体を回し，浴槽
に入ることがで
きる。

1   自助具の例

実はボク，認知症なんだって。そう言える
社会であることが大事。だって，認知症とい
うのは暮らしの障害。暮らしというのは，周
囲の人との関わりによってすごく変わってく
るものだからです。
認知症の本質は何かと言うと，「今までの

暮らしができなくなること」なんですよ。朝
起きて，顔を洗って，ご飯を食べて，出掛け
る準備をして，後片づけや洗濯をして……。
こういう，それまで当たり前にできていたこ
とがうまくいかなくなる。
ただし，そばにいる人が障害を抱えた人と

接する方法や，生活を共にする時の技術や知
識を学んでおいてくれたら，随分違う。不安
やストレスが減るし，すごい障害だと思って
いたことが，案外そうでもなくなることが十
分あり得ます。「大丈夫ですよ」「私たちがお
手伝いするから，安心していなさいよ」。そん
なメッセージを周りがきちんと発することが，
とても大切な気がするんだな。

●ボク，認知症 
（認知症専門医　長谷川和夫さん）

Column

（読売新聞2018年8月14日朝刊より抜粋）
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 介助・介護する人への支援
介助・介護は終わりが見えない営みであることから，介助・介

護する人に負担やストレスが重なり，介
かい
護
ご
疲
づか
れからうつ状態に

なったり，仕事を続けられず介
かい
護
ご
離
り
職
しょく
せざるを得なくなったりす

ることもある。日々安定した支援を続けるためには，心身ともに
ゆとりが必要であり，介助・介護する人自身の生活リズムを保て
るようにすることが重要である。介護休業制度や外部サービスを
積極的に活用するなど，負担を軽減することを意識しよう。
また，周囲の者は，高齢者と介助・介護する人双方の立場を理

解して支えていこう。その際，高齢者の心身の特徴や病気への理
解のなさが不用意な態度を生むことが多いため，正しい知識を持
ち，高齢者やその家族を見守り，支援していこう。

4  p.39

5

英単語 自助具：self help device

5   がんばらない介護生活“5原則”

1. 一人で介護を背負い込まない

2. 積極的にサービスを利用する

3. 現状を認識し，受容する

●  家族皆で介護を分担する。
●  「家族の会」などで，ほかの介護者・被介護者たちと悩みを話し合う。

●   事態が深刻になりすぎないうちに，  
公共のサービスを利用する。 
「早めにプロに相談を。」
●  介護者は自分の時間をつくる。  
「根

こん

を詰めすぎず，ストレスを防ぐ。」
●  サービスは自分に合ったものを選ぶ。

●   被介護者は障がいと共に生きていくという現実を受け入れる。
●   介護者は介護をしなくてはいけないという現実を受け入れる。
●   元に戻そうとするのではなく，障がいと共に，本人が生活しやすい方
法を見つける。

4. 介護される側の気持ちを理解し，尊重する

5. できるだけ楽な介護のやり方を考える

●   被介護者に介護者のやり方を一方的に押し付け
ない。

●   被介護者の何かをしようとする気持ち（自立）を
大切にする。

●   被介護者本人が幸せなようにもっていくと，介
護者の負担が減る。

●  被介護者にもできることは自分でしてもらう。 
（それが，被介護者の自立にもつながる。）
●   同じことをするのでも介護者の体への負担の少
ない方法を考える。

●   介護用品や福祉用具を上手に使いこなせば，負
担はぐっと軽くできる。

（がんばらない介護生活を考える会）

4   介護休業制度（育児・介護休業法）
●  要介護状態にある対象家族を介護するための休業。
●  対象家族1人につき通算93日まで，3回まで分割取得
可能。

●  対象家族の範囲は，本人の父母，祖父母，兄弟姉妹，子
（養子を含む），孫，配偶者（事実婚を含む）とその父母。
●  休業中は雇用保険から賃金の67％が給付される。
●  時間単位での介護休暇（年間5日まで），残業や深夜労
働の免除，時短勤務，転勤への配慮なども利用可能。

3   ユニバーサルデザインフード

容易にかめる 歯ぐきでつぶせる 舌でつぶせる かまなくてよい

例

ご飯～軟飯，焼き
魚，厚焼き卵

軟飯～全がゆ，煮
魚，だし巻き卵

全がゆ，魚のほぐし
煮，スクランブル
エッグ

ペーストがゆ，白身
魚の裏ごし，やわら
かい茶碗蒸し（具な
し）

　かむ力や飲み込む力が低下してきた高齢者の食事に対応した加工食品に
付けられている。かたさや粘度によって4つに区分される。

TRY

　認知症（

▲

p.80）の方や，共に生活している方に
話を聞こう。当事者の気持ちを考え，どのように
接することがよいのか，話し合おう。

2   認知症サポーター
　認知症への正しい知識と理解を持ち，地域で認知症の人
やその家族に対してできる範囲で手助けできる「認知症サ
ポーター」の養成講座が，全国で開催されている。認知症
サポーターは，全国で約1,295万人（2021年）で，10代は
そのうち約26％を占める。

千
ち

葉
ば

県柏
かしわ

市の高校での
講座風景。受講者には
認知症サポーターの証
である「オレンジリン
グ」が配布される。

87第4章　超高齢社会を共に生きる　　3　高齢者の自立を支える

高
齢
期

5

10

ひとくちメモ 老後の３Ｋ　高齢者が不安を抱きやすい，健康，お金，孤独のこと。高齢者をねらった悪質商法や詐欺は，これらに関連したものが多い。また，
効果が科学的に立証されていないのに，効果がありそうな印象を与えるよう巧みに作られた健康食品の広告などもあり，注意が必要である。

高齢化の進行に伴い，今後はさらに認知症患者や要介護高齢者
が増加し，介護の期間も長期化していくと見込まれる。
一方，高齢者を支える家族の状況も変化している。かつては配

偶者や同居の子ども夫妻が中心となって高齢者の見守りや介護を
してきたが，介護する家族も高齢となり，老

ろう
老
ろう
介
かい
護
ご
や認

にん
認
にん
介
かい
護
ご
が

増えている。介護の長期化や技術不足，外部サービスの活用が十
分でないことなどが要因となり，介護疲れや高

こう
齢
れい
者
しゃ
虐
ぎゃく
待
たい
などが問

題化している。また，18歳未満で家族の介護や世話などを担
にな
う

若者（ヤングケアラー）が，進学や就職の機会を逃し，自身の生
活基盤を確立できないことも問題になっている。
1991年に国連で採択された高

こう
齢
れい
者
しゃ
のための国

こく
連
れん
原
げん
則
そく
では，自

立・参加・ケア・自己実現・尊厳の5つの観点から，高齢者の人
権擁護が取り上げられた。それを受けて，日本では，2006年に
高
こう
齢
れい
者
しゃ
虐
ぎゃく
待
たい
防
ぼう
止
し
法
ほう
が施行され，高齢者本人だけでなく介助・介護

を担う者の状況を理解し，支援することも重視されている。

介護をめぐる問題1

1

3  4

❶ ❷

2  p.24

❸

❹

これからの超高齢社会の課題を理解し，自分自身の高齢期をよりよく生きられるようにするとともに，地域社会の一員とし
て高齢者との関わり方を考え，行動しよう。

●学習のポイント

これからの超高齢社会4
❶老老介護　家族の中で高齢者が高齢者を介護すること。
高齢者夫婦の間や，高齢に達した子が更に高齢の親を介
護する場合などがある。
❷認認介護　認知症患者どうしが介護をすること。
❸高齢者のための国連原則（United Nations Principles 
for Older Persons）　自立（independence），参加
（participation），ケア（care），自己実現（self-fulfilment），
尊厳（dignity）の5つがある。
❹高齢者虐待防止法　正式名称は「高齢者虐待の防止，
高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」。

1   要介護度別認定者数の推移

1995年，国民一人一人が生涯にわたって
安心して生きがいを持って過ごすことができ
る社会を目指して，高齢社会対策基本法が制
定された。それに基づき2018年に策定され
た高齢社会対策大綱では，①年齢による画一
化を見直し，全ての年代の人々が希望に応じ
て意欲・能力を生かして活躍できるエイジレ
ス社会を目指すこと，②地域における生活基
盤を整備し，人生のどの段階でも高齢期の暮
らしを具体的に描ける地域コミュニティを作
ること，③技術革新の成果が可能にする新し
い高齢社会対策を志向することが示された。

●超高齢社会に対する国の取り組み

Column 2   虐待を受けている高齢者の状況（養護者による虐待）

（厚生労働省「令和元（2019）年度『高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に 
関する法律』に基づく対応状況等に関する調査」）

＊2005年までは「要支援」の値。
（厚生労働省「介護保険事業状況報告」）

　2000～2020年の20年間で要介護・要支援認定者数は約
3.07倍となり，とくに要支援～要介護1が増加している。

1. 虐待を受けている高齢者の性別 2. 虐待者との同居・別居

3. 虐待者の続柄 4. 虐待の種類（複数回答）

0 20 40 60 80 100（%）

100（%）

0 20 40 60 80 100（%）

（%）

0 20 40 60 80

0 20 403010 50 60 70

身体的虐待
心理的虐待
介護等放棄
経済的虐待
性的虐待

男性 別居 12.6
その他・不明 1.0

女性 75.2 同居 86.4

妻 6.5 娘 17.8

兄弟姉妹 2.1

息子の配偶者 3.2

孫 3.5

その他
3.9

不明
0.1

娘の配偶者 1.4

息子 40.221.3

夫

24.8

67.1
39.4

19.6
17.2
0.3

0 20 40 60 80 100（%）

100（%）

0 20 40 60 80 100（%）

（%）

0 20 40 60 80

0 20 403010 50 60 70

身体的虐待
心理的虐待
介護等放棄
経済的虐待
性的虐待

男性 別居 12.6
その他・不明 1.0

女性 75.2 同居 86.4

妻 6.5 娘 17.8

兄弟姉妹 2.1

息子の配偶者 3.2

孫 3.5

その他
3.9

不明
0.1

娘の配偶者 1.4

息子 40.221.3

夫

24.8

67.1
39.4

19.6
17.2
0.3

0 20 40 60 80 100（%）

100（%）

0 20 40 60 80 100（%）

（%）

0 20 40 60 80

0 20 403010 50 60 70

身体的虐待
心理的虐待
介護等放棄
経済的虐待
性的虐待

男性 別居 12.6
その他・不明 1.0

女性 75.2 同居 86.4

妻 6.5 娘 17.8

兄弟姉妹 2.1

息子の配偶者 3.2

孫 3.5

その他
3.9

不明
0.1

娘の配偶者 1.4

息子 40.221.3

夫

24.8

67.1
39.4

19.6
17.2
0.3

0 20 40 60 80 100（%）

100（%）

0 20 40 60 80 100（%）

（%）

0 20 40 60 80

0 20 403010 50 60 70

身体的虐待
心理的虐待
介護等放棄
経済的虐待
性的虐待

男性 別居 12.6
その他・不明 1.0

女性 75.2 同居 86.4

妻 6.5 娘 17.8

兄弟姉妹 2.1

息子の配偶者 3.2

孫 3.5

その他
3.9

不明
0.1

娘の配偶者 1.4

息子 40.221.3

夫

24.8

67.1
39.4

19.6
17.2
0.3

（万人）

0

100

200

300

400

500

600

700

’20’15’10’052000

要介護5
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1
要支援2
要支援1＊

669
608

487
411

218

（注） 総件数17,427件に対する割合
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 経済的な課題と年金制度
自分らしい自由な高齢期を過ごすためには，人生の最後まで安

定して生活費が得られることが必要である。就業が困難になるな
どしても継続的に収入が得られるように，各種の年金制度がある。
公
こう
的
てき
年
ねん
金
きん
制
せい
度
ど
には，日本に住所を持つ20歳以上60歳未満の者が

全員加入する国
こく
民
みん
年
ねん
金
きん
と，一定の条件を満たすサラリーマンなど

が加入する厚
こう
生
せい
年
ねん
金
きん
がある。国民年金は20歳から保険料を支払

い，加入期間が10年以上になると原則65歳から死ぬまで老
ろう
齢
れい
年
ねん

金
きん
を受け取れる。また65歳未満でも一定の条件下で障

しょう
害
がい
年
ねん
金
きん
や

遺
い
族
ぞく
年
ねん
金
きん
が受給できる。このほか，民間の運営する個

こ
人
じん
年
ねん
金
きん
や企

き

業
ぎょう
年
ねん
金
きん
もある。各自が高齢期に備えて貯蓄や資産運用をしたり，

就業により収入を得たりすることも大切である。
厚生年金加入者は保険料が給与から控

こう
除
じょ
されるが，学生や自営

業者，アルバイトなどの国民年金加入者は自分で納付する必要が
ある。未納期間があったり，加入期間が不足したりして支給要件
を満たさないと年金は受給できない。老後は遠いと安易に考えず，
若いうちから仕組みを学び，保険料を納付して備える必要がある。

3  4  5

p.96 ❶

❷

❸

p.96

❹

❺

p.247

p.245

英単語 生きがい：ikigai（a reason for being）

4   高齢者世帯の所得の種類別割合

（厚生労働省「国民生活基礎調査」）

0 20 40 60 80 100

（年）

（%）

稼働所得
か どう

財産所得
公的年金・
恩給

それ以外
の所得

63.66.523.0

❶国民年金は年額777,792円である（2022年度，老
齢基礎年金満額の場合）。我が国は「国民皆年金」であり，
強制加入や世代間扶養の仕組みが特徴である。基礎年金
の国庫負担割合は1/2である。
❷厚生年金に加入するのは正社員だけでなく，正社員の
労働時間・労働日数の3/4以上働いていれば，非正社員
も加入することになっている（臨時や季節的業務は除く）。
加入手続きは事業所が行う。
❸2017年に25年から10年へと短縮された。
❹個人年金　生命保険会社などの商品である年金。
❺企業年金　企業が従業員の老後生活を保障するために
運営する制度。企業ごとに異なり，制度のない企業も多い。

　若年夫婦と高齢夫婦の家計を比較し，家計に
おいて高齢期に向けて考えなければならないこと
は何か，話し合おう。（

▲

p.246）

ライフプラン（

▲

p.18）TRY

5   若年夫婦と高齢夫婦（無職世帯）の家計支出

非消費支出
81,259円

非消費支出
30,982円

食料
23.1

食料
27.7

住居
12.2

住居
5.7

家具・家事用品 被服費
保健医療

交通・通信
18.2

教養娯楽 

教育 3.3

交際費 

その他
10.7

その他
12.1

交際費
10.710.311.8

実収入 520,649円

実収入 237,659円

社会保障給付 216,910円 その他
20,749円

消費支出 259,211円

消費支出 239,947円

光熱・水道 

教育 0.0

不足分
33,269円

4.49.26.8 4.43.9 3.8

6.68.3 4.2

保健医療
交通・通信光熱・水道 

家具・家事用品
被服費 2.5

180,179円

教養娯楽

（注） 消費支出内の数字は消費支出に占める割合（%）。若年夫婦は，世帯主が34歳以下の2人以上の世帯のうち労働者世帯。  
高齢夫婦は，夫65歳以上，妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯。

（生命保険文化センター「君とみらいとライフプラン」）

［高齢夫婦］

［若年夫婦］
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高
齢
期

5

10

15

 経済的な課題と年金制度
自分らしい自由な高齢期を過ごすためには，人生の最後まで安

定して生活費が得られることが必要である。就業が困難になるな
どしても継続的に収入が得られるように，各種の年金制度がある。
公
こう
的
てき
年
ねん
金
きん
制
せい
度
ど
には，日本に住所を持つ20歳以上60歳未満の者が

全員加入する国
こく
民
みん
年
ねん
金
きん
と，一定の条件を満たすサラリーマンなど

が加入する厚
こう
生
せい
年
ねん
金
きん
がある。国民年金は20歳から保険料を支払

い，加入期間が10年以上になると原則65歳から死ぬまで老
ろう
齢
れい
年
ねん

金
きん
を受け取れる。また65歳未満でも一定の条件下で障

しょう
害
がい
年
ねん
金
きん
や

遺
い
族
ぞく
年
ねん
金
きん
が受給できる。このほか，民間の運営する個

こ
人
じん
年
ねん
金
きん
や企

き

業
ぎょう
年
ねん
金
きん
もある。各自が高齢期に備えて貯蓄や資産運用をしたり，

就業により収入を得たりすることも大切である。
厚生年金加入者は保険料が給与から控

こう
除
じょ
されるが，学生や自営

業者，アルバイトなどの国民年金加入者は自分で納付する必要が
ある。未納期間があったり，加入期間が不足したりして支給要件
を満たさないと年金は受給できない。老後は遠いと安易に考えず，
若いうちから仕組みを学び，保険料を納付して備える必要がある。

3  4  5

p.96 ❶

❷

❸

p.96

❹

❺

p.247

p.245

英単語 生きがい：ikigai（a reason for being）

4   高齢者世帯の所得の種類別割合

（厚生労働省「国民生活基礎調査」）

0 20 40 60 80 100

（年）

（%）

稼働所得
か どう

財産所得
公的年金・
恩給

それ以外
の所得

63.66.523.0

❶国民年金は年額777,792円である（2022年度，老
齢基礎年金満額の場合）。我が国は「国民皆年金」であり，
強制加入や世代間扶養の仕組みが特徴である。基礎年金
の国庫負担割合は1/2である。
❷厚生年金に加入するのは正社員だけでなく，正社員の
労働時間・労働日数の3/4以上働いていれば，非正社員
も加入することになっている（臨時や季節的業務は除く）。
加入手続きは事業所が行う。
❸2017年に25年から10年へと短縮された。
❹個人年金　生命保険会社などの商品である年金。
❺企業年金　企業が従業員の老後生活を保障するために
運営する制度。企業ごとに異なり，制度のない企業も多い。

　若年夫婦と高齢夫婦の家計を比較し，家計に
おいて高齢期に向けて考えなければならないこと
は何か，話し合おう。（

▲

p.246）

ライフプラン（

▲

p.18）TRY

5   若年夫婦と高齢夫婦（無職世帯）の家計支出

非消費支出
81,259円

非消費支出
30,982円

食料
23.1

食料
27.7

住居
12.2

住居
5.7

家具・家事用品 被服費
保健医療

交通・通信
18.2

教養娯楽 

教育 3.3

交際費 

その他
10.7

その他
12.1

交際費
10.710.311.8

実収入 520,649円

実収入 237,659円

社会保障給付 216,910円 その他
20,749円

消費支出 259,211円

消費支出 239,947円

光熱・水道 

教育 0.0

不足分
33,269円

4.49.26.8 4.43.9 3.8

6.68.3 4.2

保健医療
交通・通信光熱・水道 

家具・家事用品
被服費 2.5

180,179円

教養娯楽

（注） 消費支出内の数字は消費支出に占める割合（%）。若年夫婦は，世帯主が34歳以下の2人以上の世帯のうち労働者世帯。  
高齢夫婦は，夫65歳以上，妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯。

（生命保険文化センター「君とみらいとライフプラン」）

［高齢夫婦］

［若年夫婦］
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高
齢
期
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10

15

ひとくちメモ 介護する側をケアする　介護や世話が長期化し，仕事を辞める，自由な時間がなくなる，社会との関
かか
わりがなくなるなど，介護をする側も心理

的・社会的に孤立し，困難を抱えやすい。イギリスでは，介護する側をケアする「ケアラーズセンター」が各地に設置されている。

 できることは自分で
青年期までは，自立することが大きな課題であるが，高齢期に

は，老化や病気によって，生活の中でできなくなることが増えて
いく。それでも，健康で自立し，心身ともに安定した生活を少し
でも長く営むには，日常生活の活動を努めて行い，地域や社会に
参画するなどして，要介護状態となることを予防することが重要
である。　
また，周囲の支援が必要になっても，残存能力を維持・活用し，

回復への意欲を刺激するために，できることは時間がかかっても
自分でするよう心がけよう。ユニバーサルデザインの製品や補助
具のほか，障がいがあっても使いやすい食器などさまざまな自助
具，福祉用具を活用するとよい。日常生活の困難に応じて，生活
上の配慮や工夫ができるよう，情報を収集し，積極的に利用して
いこう。

 支援する場合の心構え
支援が必要になった高齢者の周囲の者にとって，大切な心構え

がある。第一に，高齢者の個別性と自尊心を大切にすることであ
る。現在は支援が必要な状態であっても，一人一人のこれまでの
人生や暮らし方があることを思い，本人の意思を尊重しよう。
第二に，ゆったりした動作でも高齢者本人が行うことを見守る

ことである。周囲の者は，危険を回避しながら，高齢者本人のテ
ンポを支えよう。
第三に，お互いに信頼し，適切なコミュニケーションを取れる

関係を保つことである。高齢者は，日常の生活行動が自分ででき
なくなっていることを歯がゆく不安に思っていることも多いので，
負い目を感じさせないような心配りをしよう。また，症状を自ら
訴えないことも多いので，心身の状態（顔色，表情，食欲，皮膚
など）をよく観察し，変化や不調を早く見つけるようにしたい。

p.12

p.98, 100

1  3

p.199, 209

高齢者の自立を支えるために私たちには何ができるだろうか。適切な支援の方法や関わり方を考えよう。●学習のポイント

高齢者の自立を支える3
●  すくいやすい 
食器

縁が垂直に立ち
上がっているた
め，食べ物がす
くいやすい。

●  回転盤付き 
バスボード

座ったままで身
体を回し，浴槽
に入ることがで
きる。

1   自助具の例

実はボク，認知症なんだって。そう言える
社会であることが大事。だって，認知症とい
うのは暮らしの障害。暮らしというのは，周
囲の人との関わりによってすごく変わってく
るものだからです。
認知症の本質は何かと言うと，「今までの

暮らしができなくなること」なんですよ。朝
起きて，顔を洗って，ご飯を食べて，出掛け
る準備をして，後片づけや洗濯をして……。
こういう，それまで当たり前にできていたこ
とがうまくいかなくなる。
ただし，そばにいる人が障害を抱えた人と

接する方法や，生活を共にする時の技術や知
識を学んでおいてくれたら，随分違う。不安
やストレスが減るし，すごい障害だと思って
いたことが，案外そうでもなくなることが十
分あり得ます。「大丈夫ですよ」「私たちがお
手伝いするから，安心していなさいよ」。そん
なメッセージを周りがきちんと発することが，
とても大切な気がするんだな。

●ボク，認知症 
（認知症専門医　長谷川和夫さん）

Column

（文章：読売新聞2018年8月14日朝刊より抜粋）

86

5

10

15

20

25

30

 介助・介護する人への支援
介助・介護は終わりが見えない営みであることから，介助・介

護する人に負担やストレスが重なり，介
かい
護
ご
疲
づか
れからうつ状態に

なったり，仕事を続けられず介
かい
護
ご
離
り
職
しょく
せざるを得なくなったりす

ることもある。日々安定した支援を続けるためには，心身ともに
ゆとりが必要であり，介助・介護する人自身の生活リズムを保て
るようにすることが重要である。介護休業制度や外部サービスを
積極的に活用するなど，負担を軽減することを意識しよう。
また，周囲の者は，高齢者と介助・介護する人双方の立場を理

解して支えていこう。その際，高齢者の心身の特徴や病気への理
解のなさが不用意な態度を生むことが多いため，正しい知識を持
ち，高齢者やその家族を見守り，支援していこう。

4  p.39

5

英単語 自助具：self help device

5   がんばらない介護生活“5原則”

1. 一人で介護を背負い込まない

2. 積極的にサービスを利用する

3. 現状を認識し，受容する

●  家族皆で介護を分担する。
●  「家族の会」などで，ほかの介護者・被介護者たちと悩みを話し合う。

●   事態が深刻になりすぎないうちに，  
公共のサービスを利用する。 
「早めにプロに相談を。」
●  介護者は自分の時間をつくる。  
「根

こん

を詰めすぎず，ストレスを防ぐ。」
●  サービスは自分に合ったものを選ぶ。

●   被介護者は障がいと共に生きていくという現実を受け入れる。
●   介護者は介護をしなくてはいけないという現実を受け入れる。
●   元に戻そうとするのではなく，障がいと共に，本人が生活しやすい方
法を見つける。

4. 介護される側の気持ちを理解し，尊重する

5. できるだけ楽な介護のやり方を考える

●   被介護者に介護者のやり方を一方的に押し付け
ない。

●   被介護者の何かをしようとする気持ち（自立）を
大切にする。

●   被介護者本人が幸せなようにもっていくと，介
護者の負担が減る。

●  被介護者にもできることは自分でしてもらう。 
（それが，被介護者の自立にもつながる。）
●   同じことをするのでも介護者の体への負担の少
ない方法を考える。

●   介護用品や福祉用具を上手に使いこなせば，負
担はぐっと軽くできる。

（がんばらない介護生活を考える会）

4   介護休業制度（育児・介護休業法）
●  要介護状態にある対象家族を介護するための休業。
●  対象家族1人につき通算93日まで，3回まで分割取得
可能。

●  対象家族の範囲は，本人の父母，祖父母，兄弟姉妹，子
（養子を含む），孫，配偶者（事実婚を含む）とその父母。
●  休業中は雇用保険から賃金の67％が給付される。
●  時間単位での介護休暇（年間5日まで），残業や深夜労
働の免除，時短勤務，転勤への配慮なども利用可能。

3   ユニバーサルデザインフード

容易にかめる 歯ぐきでつぶせる 舌でつぶせる かまなくてよい

例

ご飯～軟飯，焼き
魚，厚焼き卵

軟飯～全がゆ，煮
魚，だし巻き卵

全がゆ，魚のほぐし
煮，スクランブル
エッグ

ペーストがゆ，白身
魚の裏ごし，やわら
かい茶碗蒸し（具な
し）

　かむ力や飲み込む力が低下してきた高齢者の食事に対応した加工食品に
付けられている。かたさや粘度によって4つに区分される。

TRY

　認知症（

▲

p.80）の方や，共に生活している方に
話を聞こう。当事者の気持ちを考え，どのように
接することがよいのか，話し合おう。

2   認知症サポーター
　認知症への正しい知識と理解を持ち，地域で認知症の人
やその家族に対してできる範囲で手助けできる「認知症サ
ポーター」の養成講座が，全国で開催されている。認知症
サポーターは，全国で約1,359万人（2022年）で，10代は
そのうち約27％を占める。

千
ち

葉
ば

県柏
かしわ

市の高校での
講座風景。受講者には
認知症サポーターの証
である「オレンジリン
グ」が配布される。
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高
齢
期

5

10

ひとくちメモ 老後の３Ｋ　高齢者が不安を抱きやすい，健康，お金，孤独のこと。高齢者をねらった悪質商法や詐欺は，これらに関連したものが多い。また，
効果が科学的に立証されていないのに，効果がありそうな印象を与えるよう巧みに作られた健康食品の広告などもあり，注意が必要である。

高齢化の進行に伴い，今後はさらに認知症患者や要介護高齢者
が増加し，介護の期間も長期化していくと見込まれる。
一方，高齢者を支える家族の状況も変化している。かつては配

偶者や同居の子ども夫妻が中心となって高齢者の見守りや介護を
してきたが，介護する家族も高齢となり，老

ろう
老
ろう
介
かい
護
ご
や認

にん
認
にん
介
かい
護
ご
が

増えている。介護の長期化や技術不足，外部サービスの活用が十
分でないことなどが要因となり，介護疲れや高

こう
齢
れい
者
しゃ
虐
ぎゃく
待
たい
などが問

題化している。また，18歳未満で家族の介護や世話などを担
にな
う

若者（ヤングケアラー）が，進学や就職の機会を逃し，自身の生
活基盤を確立できないことも問題になっている。
1991年に国連で採択された高

こう
齢
れい
者
しゃ
のための国

こく
連
れん
原
げん
則
そく
では，自

立・参加・ケア・自己実現・尊厳の5つの観点から，高齢者の人
権擁護が取り上げられた。それを受けて，日本では，2006年に
高
こう
齢
れい
者
しゃ
虐
ぎゃく
待
たい
防
ぼう
止
し
法
ほう
が施行され，高齢者本人だけでなく介助・介護

を担う者の状況を理解し，支援することも重視されている。

介護をめぐる問題1

1

3  4

❶ ❷

2  p.24

❸

❹

これからの超高齢社会の課題を理解し，自分自身の高齢期をよりよく生きられるようにするとともに，地域社会の一員とし
て高齢者との関わり方を考え，行動しよう。

●学習のポイント

これからの超高齢社会4
❶老老介護　家族の中で高齢者が高齢者を介護すること。
高齢者夫婦の間や，高齢に達した子が更に高齢の親を介
護する場合などがある。
❷認認介護　認知症患者どうしが介護をすること。
❸高齢者のための国連原則（United Nations Principles 
for Older Persons）　自立（independence），参加
（participation），ケア（care），自己実現（self-fulfilment），
尊厳（dignity）の5つがある。
❹高齢者虐待防止法　正式名称は「高齢者虐待の防止，
高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」。

1   要介護度別認定者数の推移

1995年，国民一人一人が生涯にわたって
安心して生きがいを持って過ごすことができ
る社会を目指して，高齢社会対策基本法が制
定された。それに基づき2018年に策定され
た高齢社会対策大綱では，①年齢による画一
化を見直し，全ての年代の人々が希望に応じ
て意欲・能力を生かして活躍できるエイジレ
ス社会を目指すこと，②地域における生活基
盤を整備し，人生のどの段階でも高齢期の暮
らしを具体的に描ける地域コミュニティを作
ること，③技術革新の成果が可能にする新し
い高齢社会対策を志向することが示された。

●超高齢社会に対する国の取り組み

Column 2   虐待を受けている高齢者の状況（養護者による虐待）

（厚生労働省「令和2（2020）年度『高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に 
関する法律』に基づく対応状況等に関する調査」）

＊2005年までは「要支援」の値。
（厚生労働省「介護保険事業状況報告」）

　2000～2021年で要介護・要支援認定者数は約3.14倍とな
り，とくに要支援～要介護1が増加している。

1. 虐待を受けている高齢者の性別 2. 虐待者との同居・別居

3. 虐待者の続柄 4. 虐待の種類（複数回答）
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兄弟姉妹 2.1

息子の配偶者 2.8
孫 3.0

その他
3.9
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夫
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18.7
14.6
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ひとくちメモ 老後の３Ｋ　高齢者が不安を抱きやすい，健康，お金，孤独のこと。高齢者をねらった悪質商法や詐欺は，これらに関連したものが多い。また，
効果が科学的に立証されていないのに，効果がありそうな印象を与えるよう巧みに作られた健康食品の広告などもあり，注意が必要である。

高齢化の進行に伴い，今後はさらに認知症患者や要介護高齢者
が増加し，介護の期間も長期化していくと見込まれる。
一方，高齢者を支える家族の状況も変化している。かつては配

偶者や同居の子ども夫妻が中心となって高齢者の見守りや介護を
してきたが，介護する家族も高齢となり，老

ろう
老
ろう
介
かい
護
ご
や認

にん
認
にん
介
かい
護
ご
が

増えている。介護の長期化や技術不足，外部サービスの活用が十
分でないことなどが要因となり，介護疲れや高

こう
齢
れい
者
しゃ
虐
ぎゃく
待
たい
などが問

題化している。また，18歳未満で家族の介護や世話などを担
にな
う

若者（ヤングケアラー）が，進学や就職の機会を逃し，自身の生
活基盤を確立できないことも問題になっている。
1991年に国連で採択された高

こう
齢
れい
者
しゃ
のための国

こく
連
れん
原
げん
則
そく
では，自

立・参加・ケア・自己実現・尊厳の5つの観点から，高齢者の人
権擁護が取り上げられた。それを受けて，日本では，2006年に
高
こう
齢
れい
者
しゃ
虐
ぎゃく
待
たい
防
ぼう
止
し
法
ほう
が施行され，高齢者本人だけでなく介助・介護

を担う者の状況を理解し，支援することも重視されている。

介護をめぐる問題1

1

3  4

❶ ❷

2  p.24

❸

❹

これからの超高齢社会の課題を理解し，自分自身の高齢期をよりよく生きられるようにするとともに，地域社会の一員とし
て高齢者との関わり方を考え，行動しよう。

●学習のポイント

これからの超高齢社会4
❶老老介護　家族の中で高齢者が高齢者を介護すること。
高齢者夫婦の間や，高齢に達した子が更に高齢の親を介
護する場合などがある。
❷認認介護　認知症患者どうしが介護をすること。
❸高齢者のための国連原則（United Nations Principles 
for Older Persons）　自立（independence），参加
（participation），ケア（care），自己実現（self-fulfilment），
尊厳（dignity）の5つがある。
❹高齢者虐待防止法　正式名称は「高齢者虐待の防止，
高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」。

1   要介護度別認定者数の推移

1995年，国民一人一人が生涯にわたって
安心して生きがいを持って過ごすことができ
る社会を目指して，高齢社会対策基本法が制
定された。それに基づき2018年に策定され
た高齢社会対策大綱では，①年齢による画一
化を見直し，全ての年代の人々が希望に応じ
て意欲・能力を生かして活躍できるエイジレ
ス社会を目指すこと，②地域における生活基
盤を整備し，人生のどの段階でも高齢期の暮
らしを具体的に描ける地域コミュニティを作
ること，③技術革新の成果が可能にする新し
い高齢社会対策を志向することが示された。

●超高齢社会に対する国の取り組み

Column 2   虐待を受けている高齢者の状況（養護者による虐待）

（厚生労働省「令和元（2019）年度『高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に 
関する法律』に基づく対応状況等に関する調査」）

＊2005年までは「要支援」の値。
（厚生労働省「介護保険事業状況報告」）

　2000～2020年の20年間で要介護・要支援認定者数は約
3.07倍となり，とくに要支援～要介護1が増加している。

1. 虐待を受けている高齢者の性別 2. 虐待者との同居・別居

3. 虐待者の続柄 4. 虐待の種類（複数回答）
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 高齢者の社会的孤立
高齢者の一人暮らしが増える中で，親

しん
戚
せき

や隣近所との付き合い
が減り社

しゃ
会
かい
的
てき
孤
こ
立
りつ

状態にある高齢者が目立つようになった。孤立
状態に陥ると，災害や犯罪，消費者問題などの被害に遭いやすい。
生活が困難になっても必要な支援が得られず，孤

こ
立
りつ
死
し

に至る場合
もある。生きがいや尊厳の面でも深刻な影響があることから，孤
立を防ぐため，ふだんから周囲の人々や地域で見守り，支える必
要がある。また，自立した生活が困難になった際にどこに支援を
求めればよいか，高齢者自身が把握しておくことも重要である。

 地域の役割
高齢者が直面する生活上の問題は，地域の高齢者人口割合や家

族の状況，都市化の度合いや気候などにより異なることから，日
常生活の場である地域が主体となり，実情に合わせて制度を整え
ていくことが重要である。また，高齢者が住みやすい社会基盤も
重要である。バリアフリー新

しん
法
ぽう

により，不特定多数の集まる建築
物や公共交通機関はもとより，その間の経路も含めた多面的なバ
リアフリー化が進められている。 

人生100年時代においては，どの世代の人々も安心して暮らせ
る地域社会になることが必要である。お互いに積極的に知恵や労
力を出し合い，工夫し，支え合い，誰もが望む場所で，人とつな
がりながら，自立して安心して住み続けられる地域社会をつくっ
ていけるようにしよう。

高齢者と共に地域をつくる2

p.78

p.28, 71

p.231 ❶

❷

p.209

❸

p.98, 100

英単語 社会的孤立：social isolation

（注）不詳を除く。
（3  4：厚生労働省「令和元（2019）年国民生活基礎調査」）

4   同居の主な介護者の年齢別内訳
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女
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3   要介護者などから見た主な介護者の続柄（％）

その他 0.3

母 0.6

不詳
19.6

配偶者
23.8

子の配偶者
7.5

同居の
親族
54.4

事業者
12.1

別居の
家族等
13.6

子
20.8

夫
8.5

息子
9.7

妻
15.3

娘
11.1息子の

配偶者
7.2

その他の親族 1.7

男性 0.6

女性 1.1

父母 0.6 娘の配偶者 0.3

❶孤立死　孤独死ともいう。
❷高齢者人口割合が最も高いのは群

ぐん

馬
ま

県南
なん

牧
もく

村（60.5%， 
総人口1,979人），最も低いのは東

とう

京
きょう

都小
お

笠
がさ

原
わら

村（12.7%， 
総人口3,022人）である（総務省「平成27（2015）年
国勢調査」）。
❸2006年施行。バリアフリーについては建築物を対象
としたハートビル法と，公共交通機関を対象とした交通
バリアフリー法があったが，より包括的にバリアフリー化
を進めるため，両方を統合して成立した。

高齢者と共に地域社会をつくろう
　あなたの住むまちの高齢者に教え
てもらいたいことや，高齢者の助けに
なれることにはどのようなことがある
だろうか。
　地域の高齢者から知恵を授けても
らいながら，地域の一員として高校生
の自分たちができることをやってみよう。

TRY

例1   地域の高齢者に感謝
　岡

おか

山
やま

県津
つ

山
やま

市の高校では，学校家庭クラブ
活動の一環で，地域の高齢者宅を訪問して，
日頃お世話になっている感謝を伝える活動を
続けている。また，その際に食物調理科の生
徒が作った菓子を
届けたり，地域の警
察署と連携して詐
欺の注意喚起を
行ったりもしている。

例2   高齢者サロンの開催
　京

きょう

都
と

府の高校では，高校生が地域の公益財
団法人と協働で，定期的に高齢者サロン「ねん
りんサロン」を開催し，介護予防や交流を行っ
ている。指先や脳の運動をねらって折り紙をし
たときには折り方を
高齢者が教えてくれ
るなど，互いに刺激
を与えながら異世代
の交流を深めている。

91第4章　超高齢社会を共に生きる　　4　これからの超高齢社会
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ひとくちメモ マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）　日本に住民票を有する全ての人が持つ12桁の番号。社会保障，税金，災害対策の3分野で，複数
の機関にある同一人物の情報を統合することができ，行政の効率化，国民の利便性向上，公平・公正な社会の実現を目的としている。

 社会保険と社会福祉
日本では，全ての国民に人間として最低限度の生活が保障され

ている。そのための総合的な制度を社
しゃ
会
かい
保
ほ
障
しょう

という。社会保障は，
個人や家族の生活上のリスクに対し，社会全体で支えようとする
セーフティ・ネット（安全網）である。社会保障には，主に働く
人がお金を出し合って病気や失業に備える社

しゃ
会
かい
保
ほ
険
けん

と，国や自治
体がサービスを提供する社

しゃ
会
かい
福
ふく
祉
し

がある。
社会保険は 5 つの制度から成っている。疾

しっ
病
ぺい

や出産に対して医
療サービスを提供する医

い
療
りょう
保
ほ
険
けん

，40歳以上の国民が保険料を負
担し，介護サービスを提供する介護保険，高齢・障がい・死亡に
際して，本人や遺族に年金給付を行う公的年金制度，主に失業に
際して給付を行う雇

こ
用
よう
保
ほ
険
けん

，業務上の事故における労働災害や通
勤災害を補償する労

ろう
働
どう
者
しゃ
災
さい
害
がい
補
ほ
償
しょう
保
ほ
険
けん

（労災保険）である。 
社会福祉には，対象に応じて，児童手当などの児童福祉，高齢

者福祉，障がい者福祉などがある。各種の制度や資源を活用して
も「健康で文化的な最低限度の生活」が営めない場合には，税金
で保障し，自立に向けて支援する生

せい
活
かつ
保
ほ
護
ご
制
せい
度
ど

もある。

社会保障とは1

❶

p.84

1  Column p.83

❷

　国民年金は，20歳以上60歳未満の全ての者が加入する。保険料は定額，給付は加入期間が
10年以上の人のみで，給付額は加入月数に比例する。収入のない学生でも加入するが，在学
中の保険料納付を猶予する学生納付特例制度がある。

（厚生労働省「厚生労働白書」2018年より作成）

国民年金（基礎年金）
（公務員等）（会社員）（自営業者等）

第2号被保険者等 第3号被保険者第1号被保険者

厚生年金保険

第2号被保険者の
被扶養配偶者

2
階

1
階

3
階

iDeCo

国民年金
基金

退職等
年金給付

確定拠出
年金

（企業型）
厚生年金
基金

確定給付
企業年金

（代行部分）

iDeCo

共に支え合う社会の実現に向けて，国・地方公共団体の制度などの支援体制，支え合いの構造について学ぼう。●学習のポイント

社会保障の考え方2

2   公的年金制度の体系

❶憲法第25条（生存権）「すべて国民は，健康で文化的
な最低限度の生活を営む権利を有する。」
❷公的年金制度の給付には，老齢年金，障害年金，遺族
年金とその他の給付（付加年金，寡

か

婦
ふ

年金，死亡一時金な
ど）がある。

公的年金制度は，主に現役世代が高齢者世
代を支える世代間扶養の仕組みで成り立って
いるが，少子高齢化などで若者の負担が重く
なり，年金未納者が出ている。しかし，年金
未納は老後の自分の保障だけでなく，現在の
リスクに対する障害年金などの保障も失うこ
とになる。社会のルールを決めるのは国民で
ある私たち自身である。若者の立場から社会
に声を上げることで，納得できる制度にして
いくとともに，免除や猶予などの制度も必要
に応じて利用しよう。

●世代間扶養の仕組み

Column

現役
世代

高齢
世代

12.1人

1950年

2.0人

2020年

1.3人

2065年

1人の高齢世代を支える現役世代の比率

（15～64歳）

（内閣府「高齢社会白書」2020年より作成）

1   1世帯あたりの社会保障の給付と負担の現状
（世帯主の年齢別）

（厚生労働省「所得再分配調査」2017年）

厚生年金の保険料
は給与に比例して
定率で，雇用主も
同じ比率の保険料
を支払う。
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ひとくちメモ 老後の３Ｋ　高齢者が不安を抱きやすい，健康，お金，孤独のこと。高齢者をねらった悪質商法や詐欺は，これらに関連したものが多い。また，

効果が科学的に立証されていないのに，効果がありそうな印象を与えるよう巧みに作られた健康食品の広告などもあり，注意が必要である。

高齢化の進行に伴い，今後はさらに認知症患者や要介護高齢者
が増加し，介護の期間も長期化していくと見込まれる。
一方，高齢者を支える家族の状況も変化している。かつては配

偶者や同居の子ども夫妻が中心となって高齢者の見守りや介護を
してきたが，介護する家族も高齢となり，老

ろう
老
ろう
介
かい
護
ご
や認

にん
認
にん
介
かい
護
ご
が

増えている。介護の長期化や技術不足，外部サービスの活用が十
分でないことなどが要因となり，介護疲れや高

こう
齢
れい
者
しゃ
虐
ぎゃく
待
たい
などが問

題化している。また，18歳未満で家族の介護や世話などを担
にな
う

若者（ヤングケアラー）が，進学や就職の機会を逃し，自身の生
活基盤を確立できないことも問題になっている。
1991年に国連で採択された高

こう
齢
れい
者
しゃ
のための国

こく
連
れん
原
げん
則
そく
では，自

立・参加・ケア・自己実現・尊厳の5つの観点から，高齢者の人
権擁護が取り上げられた。それを受けて，日本では，2006年に
高
こう
齢
れい
者
しゃ
虐
ぎゃく
待
たい
防
ぼう
止
し
法
ほう
が施行され，高齢者本人だけでなく介助・介護

を担う者の状況を理解し，支援することも重視されている。

介護をめぐる問題1

1

3  4

❶ ❷

2  p.24

❸

❹

これからの超高齢社会の課題を理解し，自分自身の高齢期をよりよく生きられるようにするとともに，地域社会の一員とし
て高齢者との関わり方を考え，行動しよう。

●学習のポイント

これからの超高齢社会4
❶老老介護　家族の中で高齢者が高齢者を介護すること。
高齢者夫婦の間や，高齢に達した子が更に高齢の親を介
護する場合などがある。
❷認認介護　認知症患者どうしが介護をすること。
❸高齢者のための国連原則（United Nations Principles 
for Older Persons）　自立（independence），参加
（participation），ケア（care），自己実現（self-fulfilment），
尊厳（dignity）の5つがある。
❹高齢者虐待防止法　正式名称は「高齢者虐待の防止，
高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」。

1   要介護度別認定者数の推移

1995年，国民一人一人が生涯にわたって
安心して生きがいを持って過ごすことができ
る社会を目指して，高齢社会対策基本法が制
定された。それに基づき2018年に策定され
た高齢社会対策大綱では，①年齢による画一
化を見直し，全ての年代の人々が希望に応じ
て意欲・能力を生かして活躍できるエイジレ
ス社会を目指すこと，②地域における生活基
盤を整備し，人生のどの段階でも高齢期の暮
らしを具体的に描ける地域コミュニティを作
ること，③技術革新の成果が可能にする新し
い高齢社会対策を志向することが示された。

●超高齢社会に対する国の取り組み

Column 2   虐待を受けている高齢者の状況（養護者による虐待）

（厚生労働省「令和2（2020）年度『高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に 
関する法律』に基づく対応状況等に関する調査」）

＊2005年までは「要支援」の値。
（厚生労働省「介護保険事業状況報告」）

　2000～2021年で要介護・要支援認定者数は約3.14倍とな
り，とくに要支援～要介護1が増加している。

1. 虐待を受けている高齢者の性別 2. 虐待者との同居・別居

3. 虐待者の続柄 4. 虐待の種類（複数回答）
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（注） 総件数17,778件に対する割合
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 高齢者の社会的孤立
高齢者の一人暮らしが増える中で，親

しん
戚
せき

や隣近所との付き合い
が減り社

しゃ
会
かい
的
てき
孤
こ
立
りつ

状態にある高齢者が目立つようになった。孤立
状態に陥ると，災害や犯罪，消費者問題などの被害に遭いやすい。
生活が困難になっても必要な支援が得られず，孤

こ
立
りつ
死
し

に至る場合
もある。生きがいや尊厳の面でも深刻な影響があることから，孤
立を防ぐため，ふだんから周囲の人々や地域で見守り，支える必
要がある。また，自立した生活が困難になった際にどこに支援を
求めればよいか，高齢者自身が把握しておくことも重要である。

 地域の役割
高齢者が直面する生活上の問題は，地域の高齢者人口割合や家

族の状況，都市化の度合いや気候などにより異なることから，日
常生活の場である地域が主体となり，実情に合わせて制度を整え
ていくことが重要である。また，高齢者が住みやすい社会基盤も
重要である。バリアフリー新

しん
法
ぽう

により，不特定多数の集まる建築
物や公共交通機関はもとより，その間の経路も含めた多面的なバ
リアフリー化が進められている。 

人生100年時代においては，どの世代の人々も安心して暮らせ
る地域社会になることが必要である。お互いに積極的に知恵や労
力を出し合い，工夫し，支え合い，誰もが望む場所で，人とつな
がりながら，自立して安心して住み続けられる地域社会をつくっ
ていけるようにしよう。

高齢者と共に地域をつくる2

p.78

p.28, 71

p.231 ❶

❷

p.209

❸

p.98, 100

英単語 社会的孤立：social isolation

（注）不詳を除く。
（3  4：厚生労働省「令和元（2019）年国民生活基礎調査」）

4   同居の主な介護者の年齢別内訳

男

女

0 20

2.5

6.2

12.620.1

18.8 28.6 21.1 22.8

31.7 29.4

40 60 80 100

0.9
5.3

3   要介護者などから見た主な介護者の続柄（％）

その他 0.3

母 0.6

不詳
19.6

配偶者
23.8

子の配偶者
7.5

同居の
親族
54.4

事業者
12.1

別居の
家族等
13.6

子
20.8

夫
8.5

息子
9.7

妻
15.3

娘
11.1息子の

配偶者
7.2

その他の親族 1.7

男性 0.6

女性 1.1

父母 0.6 娘の配偶者 0.3

❶孤立死　孤独死ともいう。
❷高齢者人口割合が最も高いのは群

ぐん

馬
ま

県南
なん

牧
もく

村（65.2%， 
総人口1,611人），最も低いのは福

ふく

島
しま

県大
おお

熊
くま

町（10.3%， 
総人口847人）である（総務省「令和2（2020）年国勢
調査」）。
❸2006年施行。バリアフリーについては建築物を対象
としたハートビル法と，公共交通機関を対象とした交通
バリアフリー法があったが，より包括的にバリアフリー化
を進めるため，両方を統合して成立した。

高齢者と共に地域社会をつくろう
　あなたの住むまちの高齢者に教え
てもらいたいことや，高齢者の助けに
なれることにはどのようなことがある
だろうか。
　地域の高齢者から知恵を授けても
らいながら，地域の一員として高校生
の自分たちができることをやってみよう。

TRY

例1   地域の高齢者に感謝
　岡

おか

山
やま

県津
つ

山
やま

市の高校では，学校家庭クラブ
活動の一環で，地域の高齢者宅を訪問して，
日頃お世話になっている感謝を伝える活動を
続けている。また，その際に食物調理科の生
徒が作った菓子を
届けたり，地域の警
察署と連携して詐
欺の注意喚起を
行ったりもしている。

例2   高齢者サロンの開催
　京

きょう

都
と

府の高校では，高校生が地域の公益財
団法人と協働で，定期的に高齢者サロン「ねん
りんサロン」を開催し，介護予防や交流を行っ
ている。指先や脳の運動をねらって折り紙をし
たときには折り方を
高齢者が教えてくれ
るなど，互いに刺激
を与えながら異世代
の交流を深めている。

91第4章　超高齢社会を共に生きる　　4　これからの超高齢社会
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ひとくちメモ マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）　日本に住民票を有する全ての人が持つ12桁の番号。社会保障，税金，災害対策の3分野で，複数
の機関にある同一人物の情報を統合することができ，行政の効率化，国民の利便性向上，公平・公正な社会の実現を目的としている。

 社会保険と社会福祉
日本では，全ての国民に人間として最低限度の生活が保障され

ている。そのための総合的な制度を社
しゃ
会
かい
保
ほ
障
しょう

という。社会保障は，
個人や家族の生活上のリスクに対し，社会全体で支えようとする
セーフティ・ネット（安全網）である。社会保障には，主に働く
人がお金を出し合って病気や失業に備える社

しゃ
会
かい
保
ほ
険
けん

と，国や自治
体がサービスを提供する社

しゃ
会
かい
福
ふく
祉
し

がある。
社会保険は 5 つの制度から成っている。疾

しっ
病
ぺい

や出産に対して医
療サービスを提供する医

い
療
りょう
保
ほ
険
けん

，40歳以上の国民が保険料を負
担し，介護サービスを提供する介護保険，高齢・障がい・死亡に
際して，本人や遺族に年金給付を行う公的年金制度，主に失業に
際して給付を行う雇

こ
用
よう
保
ほ
険
けん

，業務上の事故における労働災害や通
勤災害を補償する労

ろう
働
どう
者
しゃ
災
さい
害
がい
補
ほ
償
しょう
保
ほ
険
けん

（労災保険）である。 
社会福祉には，対象に応じて，児童手当などの児童福祉，高齢

者福祉，障がい者福祉などがある。各種の制度や資源を活用して
も「健康で文化的な最低限度の生活」が営めない場合には，税金
で保障し，自立に向けて支援する生

せい
活
かつ
保
ほ
護
ご
制
せい
度
ど

もある。

社会保障とは1

❶

p.84

1  Column p.83

❷

　国民年金は，20歳以上60歳未満の全ての者が加入する。保険料は定額，給付は加入期間が
10年以上の人のみで，給付額は加入月数に比例する。収入のない学生でも加入するが，在学
中の保険料納付を猶予する学生納付特例制度がある。

（厚生労働省「厚生労働白書」2021年より作成）

国民年金（基礎年金）
（公務員等）（会社員）（自営業者等）

第2号被保険者等 第3号被保険者第1号被保険者

厚生年金保険

第2号被保険者の
被扶養配偶者

2
階

1
階

3
階

iDeCo

国民年金
基金

退職等
年金給付

確定拠出
年金

（企業型）
厚生年金
基金

確定給付
企業年金

（代行部分）

iDeCo

共に支え合う社会の実現に向けて，国・地方公共団体の制度などの支援体制，支え合いの構造について学ぼう。●学習のポイント

社会保障の考え方2

2   年金制度の体系

❶憲法第25条（生存権）「すべて国民は，健康で文化的
な最低限度の生活を営む権利を有する。」
❷公的年金制度の給付には，老齢年金，障害年金，遺族
年金とその他の給付（付加年金，寡

か

婦
ふ

年金，死亡一時金な
ど）がある。

公的年金制度は，主に現役世代が高齢者世
代を支える世代間扶養の仕組みで成り立って
いるが，少子高齢化などで若者の負担が重く
なり，年金未納者が出ている。しかし，年金
未納は老後の自分の保障だけでなく，現在の
リスクに対する障害年金などの保障も失うこ
とになる。社会のルールを決めるのは国民で
ある私たち自身である。若者の立場から社会
に声を上げることで，納得できる制度にして
いくとともに，免除や猶予などの制度も必要
に応じて利用しよう。

●世代間扶養の仕組み

Column

現役
世代

高齢
世代

12.1人

1950年

2.1人

2020年

1.3人

2065年

1人の高齢世代を支える現役世代の比率

（15～64歳）

（内閣府「高齢社会白書」2021年より作成）

1   1世帯あたりの社会保障の給付と負担の現状
（世帯主の年齢別）

（厚生労働省「所得再分配調査」2017年）

厚生年金の保険料
は給与に比例して
定率で，雇用主も
同じ比率の保険料
を支払う。
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ひとくちメモ マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）　日本に住民票を有する全ての人が持つ12桁の番号。社会保障，税金，災害対策の3分野で，複数
の機関にある同一人物の情報を統合することができ，行政の効率化，国民の利便性向上，公平・公正な社会の実現を目的としている。

 社会保険と社会福祉
日本では，全ての国民に人間として最低限度の生活が保障され

ている。そのための総合的な制度を社
しゃ
会
かい
保
ほ
障
しょう

という。社会保障は，
個人や家族の生活上のリスクに対し，社会全体で支えようとする
セーフティ・ネット（安全網）である。社会保障には，主に働く
人がお金を出し合って病気や失業に備える社

しゃ
会
かい
保
ほ
険
けん

と，国や自治
体がサービスを提供する社

しゃ
会
かい
福
ふく
祉
し

がある。
社会保険は 5 つの制度から成っている。疾

しっ
病
ぺい

や出産に対して医
療サービスを提供する医

い
療
りょう
保
ほ
険
けん

，40歳以上の国民が保険料を負
担し，介護サービスを提供する介護保険，高齢・障がい・死亡に
際して，本人や遺族に年金給付を行う公的年金制度，主に失業に
際して給付を行う雇

こ
用
よう
保
ほ
険
けん

，業務上の事故における労働災害や通
勤災害を補償する労

ろう
働
どう
者
しゃ
災
さい
害
がい
補
ほ
償
しょう
保
ほ
険
けん

（労災保険）である。 
社会福祉には，対象に応じて，児童手当などの児童福祉，高齢

者福祉，障がい者福祉などがある。各種の制度や資源を活用して
も「健康で文化的な最低限度の生活」が営めない場合には，税金
で保障し，自立に向けて支援する生

せい
活
かつ
保
ほ
護
ご
制
せい
度
ど

もある。

社会保障とは1

❶

p.84

1  Column p.83

❷

　国民年金は，20歳以上60歳未満の全ての者が加入する。保険料は定額，給付は加入期間が
10年以上の人のみで，給付額は加入月数に比例する。収入のない学生でも加入するが，在学
中の保険料納付を猶予する学生納付特例制度がある。

（厚生労働省「厚生労働白書」2018年より作成）

国民年金（基礎年金）
（公務員等）（会社員）（自営業者等）

第2号被保険者等 第3号被保険者第1号被保険者

厚生年金保険

第2号被保険者の
被扶養配偶者

2
階

1
階

3
階

iDeCo

国民年金
基金

退職等
年金給付

確定拠出
年金

（企業型）
厚生年金
基金

確定給付
企業年金

（代行部分）

iDeCo

共に支え合う社会の実現に向けて，国・地方公共団体の制度などの支援体制，支え合いの構造について学ぼう。●学習のポイント

社会保障の考え方2

2   公的年金制度の体系

❶憲法第25条（生存権）「すべて国民は，健康で文化的
な最低限度の生活を営む権利を有する。」
❷公的年金制度の給付には，老齢年金，障害年金，遺族
年金とその他の給付（付加年金，寡

か

婦
ふ

年金，死亡一時金な
ど）がある。

公的年金制度は，主に現役世代が高齢者世
代を支える世代間扶養の仕組みで成り立って
いるが，少子高齢化などで若者の負担が重く
なり，年金未納者が出ている。しかし，年金
未納は老後の自分の保障だけでなく，現在の
リスクに対する障害年金などの保障も失うこ
とになる。社会のルールを決めるのは国民で
ある私たち自身である。若者の立場から社会
に声を上げることで，納得できる制度にして
いくとともに，免除や猶予などの制度も必要
に応じて利用しよう。

●世代間扶養の仕組み

Column

現役
世代

高齢
世代

12.1人

1950年

2.0人

2020年

1.3人

2065年

1人の高齢世代を支える現役世代の比率

（15～64歳）

（内閣府「高齢社会白書」2020年より作成）

1   1世帯あたりの社会保障の給付と負担の現状
（世帯主の年齢別）

（厚生労働省「所得再分配調査」2017年）

厚生年金の保険料
は給与に比例して
定率で，雇用主も
同じ比率の保険料
を支払う。
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社会保障は，税金や社会保険料で運営されている。社会保険に
基づく諸制度の給付を受けるには，社会保険料を納めていること
が原則である。社会保険料を納めていない場合は，失業や障がい
などのリスクに見舞われても社会保険の給付を受けることはでき
ない。一方，それ以外の税金に基づく制度は，給付を受ける際に
事前に費用を負担する必要はないが，低所得者層だけが対象で
あったり，給付に制限があったりする場合も少なくない。
日本では，主に社会保険料で運営される社会保険が社会保障の

中心であり，税金による社会福祉が社会保険を補足している。社
会保障を充実させるためには，利用者である国民がより多くの保
険料や税金を負担することが必要になる。

税金や社会保険料を払う意味2
p.245

就学前 就学期 子育て・就労期 引退後

保
健
・
医
療

健康づくり
健康診断
疾病治療
療養

健診，未熟児医療，予防接種等 事業主による健康診断健診，母子
健康手帳等

医療保険（医療費保障）
特定健診，特定保健指導

高齢者医療

職業紹介，職業相談等
雇

　
　
用

労働力需給調整
労災保険
雇用保険
職業能力開発
男女雇用機会均等
労働条件

資産，能力等全てを活用してもなお生活に困窮する者に対し，最低限度の生活を保障

働いて事故にあったとき，失業したとき等

所 

得 

保 

障

遺族年金
障害年金

老齢年金

年金制度

生活保護

（児童福祉）

（障がい
保健福祉）

社 

会 

福 

祉 

等

児童福祉

保護を要する児童への社会的養護等
児童扶養手当

介護保険
（在宅サービス，
施設サービス等）

児童手当

地域の子育て支援
（乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業等）

放課後
児童クラブ保育所

在宅サービス（居宅介護，デイサービス，短期入所，補装具の給付等），施設サービス（障がい者支援施設等），
社会参加促進（スポーツ振興等），手当の支給（特別障害者手当等）　等

障がい（児）者福祉
知的障がい（児）者福祉
精神障がい者福祉等

出生 6歳 10歳12歳 18歳15歳 20歳 60歳50歳40歳 75歳70歳65歳

母子・父子・
寡婦福祉
高齢者福祉

（厚生労働省「厚生労働白書」2018年より作成）

社会保障：social security　国民負担率：national burden rate英単語

4   ライフサイクルから見た社会保障制度

3   国民負担率＊1の国際比較

＊1  国民負担率＝租税負担率＋社会保障負担率
＊2  潜在的な国民負担率＝国民負担率＋財政赤字対国民所得比

（財務省資料）

1. �日本，アメリカ，フランスの社会保障制度と国民負担率（

▲

3）が
どのように関連しているか，考えよう。

2. �「高福祉・高負担」と「低福祉･低負担」のメリット･デメリットを
考えよう。あなたはどちらの社会がよいか，またその理由は何か，
考えよう。
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97第5章　共に生き，共に支える　　2　社会保障の考え方

共
生

5
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ひとくちメモ グラミン銀行　1983年にバングラデシュの経済学者ムハマド・ユヌスが設立したグラミン銀行は，貧困層支援を目的とした低融資銀行で，とく
に農村部の貧しい女性が自立する助けとなった。このように社会や地域の課題を事業として解決しようという活動を，ソーシャルビジネスという。

 多様性の尊重される社会
私たちは，一人一人異なる個性や価値観を持つ存在である。そ

して，その集まりである社会は，性別，人種，国籍，宗教，障が
い，性的指向など，多

た
様
よう
性
せい
（ダイバーシティ）に満ちている。特

にグローバル化や少子高齢化の進展により，生活の中でさまざま
な人と関

かか
わる機会が増えている。社会の発展には，多様性を互い

に尊重して認め合い，コミュニケーションを通して互いの強みを
引き出すことが重要である。
しかし実際には，社会は多数を占める人々にとって有利な状況

になりやすく，数的少数の立場にある人々は，社会の中にあるさ
まざまな障壁（バリア）により，社会参加が妨げられている場合
がある。この障壁をなくす取り組みをバリアフリーという。障壁
には物理面，心理面，制度面，情報面などさまざまなものがある。
また，設計段階から全ての人が使いやすいことを目指すユニバー
サルデザインという考え方もある。こうした取り組みにより，年
齢や障がいなどの特性にかかわらず，誰もが普通（ノーマル）に
暮らせるノーマライゼーションの社会を目指していこう。
貧困や虐待，失業やワーキング・プアといった社会的な排除は，

当事者だけでなく，社会全体の課題でもある。誰もが社会から孤
立せずに，社会の構成員として包み支え合う社

しゃ
会
かい
的
てき
包
ほう
摂
せつ
（ソー

シャル・インクルージョン）を実現することが，共生社会には必
要である。さらに地球環境を持続可能なものにするため，地域の
気候や風土などの自然環境と調和し，健康で快適に生活できるよ
うにする環

かん
境
きょう
共
きょう
生
せい
の意識も高まっている。お互いの人格や人権を

尊重し，あらゆるものと共に生きる社会を実現可能にするために
は，一人一人ができることから始めることが重要である。

共生社会を目指して1

❶

p.100

1  2

❷

p.252

私たちが多様性を発揮して共に豊かに暮らせる社会に向けて，個人や地域はどのような役割を果たし，つながっていけばよ
いか，考えて行動しよう。

●学習のポイント

共に生きる3
❶多様性（ダイバーシティ diversity）性別，人種，国
籍，民族，宗教，障がい，性的指向などにとらわれず，多
様な個性や価値観などを尊重し，認め合うこと。ライフ
スタイルや働き方などの多様性を示すこともある。
❷社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン　social 
inclusion）　全ての人々を孤独や孤立，排除や摩擦から
援護し，健康で文化的な生活の実現につなげるよう，社会
の構成員として包み支え合うこと。

1. �多文化共生や環境共生について，私たちの身
近にある事例を挙げよう。

2. �自然災害が起きると，避難所には国籍や民族
など，さまざまな人が避難する。その際，どの
ようなことが課題となるか，話し合おう。

2   いろいろなマーク

障
害
者
差
別

解
消
法

2013年制定。国や地方公共団体，事業者に対し
て，不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の
提供を定めている。また，国民に対しては，差別
解消を推進する努力義務を定めている。

障
害
者
雇
用
促
進
法

1960年制定。障がい者が一人の労働者としてそ
の能力を発揮できるよう，一定割合（法定雇用率）
以上で障がい者を雇用することを全ての事業者に
義務付け，その雇用促進のための助成や障がい者
のための職業訓練について定めている。2018年
改正では法定雇用率が引き上げられ，精神障がい
者も法定雇用率の対象となった。

1   障がい者の社会的包摂に関連する法律

TRY

●耳マーク
聞こえが不自由なことを知らせるマーク。
周囲が筆談など支援を行えることを示
す際にも使われる。

●ヘルプマーク
外見から分からなくても援助や配慮を
必要としていることを知らせるマーク。
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ひとくちメモ マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）　日本に住民票を有する全ての人が持つ12桁の番号。社会保障，税金，災害対策の3分野で，複数
の機関にある同一人物の情報を統合することができ，行政の効率化，国民の利便性向上，公平・公正な社会の実現を目的としている。

 社会保険と社会福祉
日本では，全ての国民に人間として最低限度の生活が保障され

ている。そのための総合的な制度を社
しゃ
会
かい
保
ほ
障
しょう

という。社会保障は，
個人や家族の生活上のリスクに対し，社会全体で支えようとする
セーフティ・ネット（安全網）である。社会保障には，主に働く
人がお金を出し合って病気や失業に備える社

しゃ
会
かい
保
ほ
険
けん

と，国や自治
体がサービスを提供する社

しゃ
会
かい
福
ふく
祉
し

がある。
社会保険は 5 つの制度から成っている。疾

しっ
病
ぺい

や出産に対して医
療サービスを提供する医

い
療
りょう
保
ほ
険
けん

，40歳以上の国民が保険料を負
担し，介護サービスを提供する介護保険，高齢・障がい・死亡に
際して，本人や遺族に年金給付を行う公的年金制度，主に失業に
際して給付を行う雇

こ
用
よう
保
ほ
険
けん

，業務上の事故における労働災害や通
勤災害を補償する労

ろう
働
どう
者
しゃ
災
さい
害
がい
補
ほ
償
しょう
保
ほ
険
けん

（労災保険）である。 
社会福祉には，対象に応じて，児童手当などの児童福祉，高齢

者福祉，障がい者福祉などがある。各種の制度や資源を活用して
も「健康で文化的な最低限度の生活」が営めない場合には，税金
で保障し，自立に向けて支援する生

せい
活
かつ
保
ほ
護
ご
制
せい
度
ど

もある。

社会保障とは1

❶

p.84

1  Column p.83

❷

　国民年金は，20歳以上60歳未満の全ての者が加入する。保険料は定額，給付は加入期間が
10年以上の人のみで，給付額は加入月数に比例する。収入のない学生でも加入するが，在学
中の保険料納付を猶予する学生納付特例制度がある。

（厚生労働省「厚生労働白書」2021年より作成）

国民年金（基礎年金）
（公務員等）（会社員）（自営業者等）

第2号被保険者等 第3号被保険者第1号被保険者

厚生年金保険

第2号被保険者の
被扶養配偶者

2
階
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階
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iDeCo

国民年金
基金

退職等
年金給付

確定拠出
年金

（企業型）
厚生年金
基金

確定給付
企業年金

（代行部分）

iDeCo

共に支え合う社会の実現に向けて，国・地方公共団体の制度などの支援体制，支え合いの構造について学ぼう。●学習のポイント

社会保障の考え方2

2   年金制度の体系

❶憲法第25条（生存権）「すべて国民は，健康で文化的
な最低限度の生活を営む権利を有する。」
❷公的年金制度の給付には，老齢年金，障害年金，遺族
年金とその他の給付（付加年金，寡

か

婦
ふ

年金，死亡一時金な
ど）がある。

公的年金制度は，主に現役世代が高齢者世
代を支える世代間扶養の仕組みで成り立って
いるが，少子高齢化などで若者の負担が重く
なり，年金未納者が出ている。しかし，年金
未納は老後の自分の保障だけでなく，現在の
リスクに対する障害年金などの保障も失うこ
とになる。社会のルールを決めるのは国民で
ある私たち自身である。若者の立場から社会
に声を上げることで，納得できる制度にして
いくとともに，免除や猶予などの制度も必要
に応じて利用しよう。

●世代間扶養の仕組み
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1人の高齢世代を支える現役世代の比率

（15～64歳）

（内閣府「高齢社会白書」2021年より作成）

1   1世帯あたりの社会保障の給付と負担の現状
（世帯主の年齢別）

（厚生労働省「所得再分配調査」2017年）

厚生年金の保険料
は給与に比例して
定率で，雇用主も
同じ比率の保険料
を支払う。
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社会保障は，税金や社会保険料で運営されている。社会保険に
基づく諸制度の給付を受けるには，社会保険料を納めていること
が原則である。社会保険料を納めていない場合は，失業や障がい
などのリスクに見舞われても社会保険の給付を受けることはでき
ない。一方，それ以外の税金に基づく制度は，給付を受ける際に
事前に費用を負担する必要はないが，低所得者層だけが対象で
あったり，給付に制限があったりする場合も少なくない。
日本では，主に社会保険料で運営される社会保険が社会保障の

中心であり，税金による社会福祉が社会保険を補足している。社
会保障を充実させるためには，利用者である国民がより多くの保
険料や税金を負担することが必要になる。

税金や社会保険料を払う意味2
p.245

就学前 就学期 子育て・就労期 引退後

保
健
・
医
療

健康づくり
健康診断
疾病治療
療養

健診，未熟児医療，予防接種等 事業主による健康診断健診，母子
健康手帳等

医療保険（医療費保障）
特定健診，特定保健指導

高齢者医療

職業紹介，職業相談等
雇

　
　
用

労働力需給調整
労災保険
雇用保険
職業能力開発
男女雇用機会均等
労働条件

資産，能力等全てを活用してもなお生活に困窮する者に対し，最低限度の生活を保障

働いて事故にあったとき，失業したとき等

所 

得 

保 
障

遺族年金
障害年金

老齢年金

年金制度

生活保護

（児童福祉）

（障がい
保健福祉）

社 

会 

福 

祉 

等

児童福祉

保護を要する児童への社会的養護等
児童扶養手当

介護保険
（在宅サービス，
施設サービス等）

児童手当

地域の子育て支援
（乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業等）

放課後
児童クラブ保育所

在宅サービス（居宅介護，デイサービス，短期入所，補装具の給付等），施設サービス（障がい者支援施設等），
社会参加促進（スポーツ振興等），手当の支給（特別障害者手当等）　等

障がい（児）者福祉
知的障がい（児）者福祉
精神障がい者福祉等

出生 6歳 10歳12歳 18歳15歳 20歳 60歳50歳40歳 75歳70歳65歳

母子・父子・
寡婦福祉
高齢者福祉

（厚生労働省「厚生労働白書」2018年より作成）

社会保障：social security　国民負担率：national burden rate英単語

4   ライフサイクルから見た社会保障制度

3   国民負担率＊1の国際比較

＊1  国民負担率＝租税負担率＋社会保障負担率
＊2  潜在的な国民負担率＝国民負担率＋財政赤字対国民所得比

（財務省資料）

1. �日本，アメリカ，フランスの社会保障制度と国民負担率（

▲

3）が
どのように関連しているか，考えよう。

2. �「高福祉・高負担」と「低福祉･低負担」のメリット･デメリットを
考えよう。あなたはどちらの社会がよいか，またその理由は何か，
考えよう。

TRY
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共
生

5

10

ひとくちメモ グラミン銀行　1983年にバングラデシュの経済学者ムハマド・ユヌスが設立したグラミン銀行は，貧困層支援を目的とした低融資銀行で，とく
に農村部の貧しい女性が自立する助けとなった。このように社会や地域の課題を事業として解決しようという活動を，ソーシャルビジネスという。

 多様性の尊重される社会
私たちは，一人一人異なる個性や価値観を持つ存在である。そ

して，その集まりである社会は，性別，人種，国籍，宗教，障が
い，性的指向など，多

た
様
よう
性
せい
（ダイバーシティ）に満ちている。特

にグローバル化や少子高齢化の進展により，生活の中でさまざま
な人と関

かか
わる機会が増えている。社会の発展には，多様性を互い

に尊重して認め合い，コミュニケーションを通して互いの強みを
引き出すことが重要である。
しかし実際には，社会は多数を占める人々にとって有利な状況

になりやすく，数的少数の立場にある人々は，社会の中にあるさ
まざまな障壁（バリア）により，社会参加が妨げられている場合
がある。この障壁をなくす取り組みをバリアフリーという。障壁
には物理面，心理面，制度面，情報面などさまざまなものがある。
また，設計段階から全ての人が使いやすいことを目指すユニバー
サルデザインという考え方もある。こうした取り組みにより，年
齢や障がいなどの特性にかかわらず，誰もが普通（ノーマル）に
暮らせるノーマライゼーションの社会を目指していこう。
貧困や虐待，失業やワーキング・プアといった社会的な排除は，

当事者だけでなく，社会全体の課題でもある。誰もが社会から孤
立せずに，社会の構成員として包み支え合う社

しゃ
会
かい
的
てき
包
ほう
摂
せつ
（ソー

シャル・インクルージョン）を実現することが，共生社会には必
要である。さらに地球環境を持続可能なものにするため，地域の
気候や風土などの自然環境と調和し，健康で快適に生活できるよ
うにする環

かん
境
きょう
共
きょう
生
せい
の意識も高まっている。お互いの人格や人権を

尊重し，あらゆるものと共に生きる社会を実現可能にするために
は，一人一人ができることから始めることが重要である。

共生社会を目指して1

❶

p.100

1  2

❷

p.252

私たちが多様性を発揮して共に豊かに暮らせる社会に向けて，個人や地域はどのような役割を果たし，つながっていけばよ
いか，考えて行動しよう。

●学習のポイント

共に生きる3
❶多様性（ダイバーシティ diversity）性別，人種，国
籍，民族，宗教，障がい，性的指向などにとらわれず，多
様な個性や価値観などを尊重し，認め合うこと。ライフ
スタイルや働き方などの多様性を示すこともある。
❷社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン　social 
inclusion）　全ての人々を孤独や孤立，排除や摩擦から
援護し，健康で文化的な生活の実現につなげるよう，社会
の構成員として包み支え合うこと。

1. �多文化共生や環境共生について，私たちの身
近にある事例を挙げよう。

2. �自然災害が起きると，避難所には国籍や民族
など，さまざまな人が避難する。その際，どの
ようなことが課題となるか，話し合おう。

2   いろいろなマーク

障
害
者
差
別

解
消
法

2013年制定。国や地方公共団体，事業者に対し
て，不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の
提供を定めている。また，国民に対しては，差別
解消を推進する努力義務を定めている。

障
害
者
雇
用
促
進
法

1960年制定。障がい者が一人の労働者として能
力を発揮できるよう，一定割合（法定雇用率）以上
で障がい者（精神障がい者を含む）を雇用すること
を全事業者に義務付け，雇用促進のための助成や
障がい者の職業訓練について定めている。国や地
方公共団体はこの法律に基づき障害者活躍推進
計画を作成し，率先して雇用に努める責務がある。

1   障がい者の社会的包摂に関連する法律

TRY

●耳マーク
聞こえが不自由なことを知らせるマーク。
周囲が筆談など支援を行えることを示
す際にも使われる。

●ヘルプマーク
外見から分からなくても援助や配慮を
必要としていることを知らせるマーク。
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 栄養バランスの偏り
食事の回数や時間が不規則になりがちな高校生は，ハンバー

ガーなどのファストフードやカップ麺
めん
などのインスタント食品を

食べる機会も多くなる。これらの食事内容は，脂質や食塩が多く，
エネルギーが過剰で，ビタミンや無機質が不足しており，栄養バ
ランスが悪く肥満につながりやすい。
日本人の食生活は，経済の発展や国民総所得の増加に伴って，

第二次世界大戦後30年で大きく変化した。食品では，米や野菜
の摂取量が減り，肉を中心とする動物性食品や油脂類の摂取量が
増加した。栄養素では，動物性たんぱく質と脂質，特に動物性脂
質が増加するなど大きな変化が見られる。野菜の摂取量は，
2019年国民健康・栄養調査においても，成人で目標値（1日あた
り350g）に達していない。
エネルギー産

さん
生
せい
栄
えい
養
よう
素
そ
バランス（PFCバランス）は，日本人で

はP（たんぱく質）13〜20％，F（脂質）20〜30％，C（炭水化
物）50〜65％が望ましいとされている。米を主食とし，主菜と
副菜からなる「日本型食生活」は，適正なPFCバランスに近い。
しかし食事は個人の食生活による違いがあり，欧米型の食生活や，
単一のものばかり食べていると，PFCバランスが偏る。近年，日
本では主食である米の摂取量が年々低下している。主食の減少は，
脂質とたんぱく質摂取量の増加につながる。欧米のように脂質の
摂取割合が増えると，エネルギー摂取量も増加し，肥満を伴う生
活習慣病のリスクが高まる。特に，それぞれの症状は軽度であっ
ても，内

ない
臓
ぞう
脂
し
肪
ぼう
型
がた
肥
ひ
満
まん
を伴うと重症化するメタボリックシンド

ロームにならない栄養バランスのよい食生活が重要である。

3

4

p.127

5

❶

英単語 生活習慣病：lifestyle disease　栄養バランス：nutritional balance

エネルギー比率で表している。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

［日本のPFCバランスの推移］
5   PFC供給熱量比率の推移と国際比較（%）

低糖質ダイエット（糖質が極端に少なく，
脂質とたんぱく質が多い食事）は，高度肥満
者が短期間に行うと減量効果が高いが，長期
的にはリバウンドすることが知られている。
成長期の高校生にとっては，バランスのとれ
た食習慣を身につけることのほうが，将来の
肥満や生活習慣病予防に重要である。

●低糖質ダイエット
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［国際比較］

❶内臓脂肪型肥満に加えて，高血糖，高血圧，脂質異常
のうちいずれか2つ以上をあわせもった状態のこと。

　カップ麺の栄養バランスを調べて，食べるとき
の工夫を考えよう。

TRY

3   栄養素等摂取量の平均値の年次推移

（注）動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

動物性たんぱく質

たんぱく質総量

炭水化物

1946 ’55 ’65 ’75 ’85 ’95 2005 （年）’19’15

脂質総量

動物性脂質
（％）

0

100

200

300

400

500

エネルギー

2019 年2015 年2005 年1995 年1985 年1975 年1965 年1955 年1946 年

（注）野菜摂取量は成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2019年）

4  年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）
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 食の外部化・簡便化
近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が

多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
食
しょく
の比率が減り，調理済み食品，持ち帰り弁当

などを家で食べる中
なか
食
しょく
や，飲食店で食べる外

がい
食
しょく
の利用が増加して，

食
しょく
の外

がい
部
ぶ
化
か
・簡便化が進んでいる。

食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤
こ
食
しょく
や家族が異なっ

た物を食べる個
こ
食
しょく
も増えてきた。また，家庭での調理体験が減少

することにより，食品や料理など，食に関する知識や技能が親か
ら子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の食に対す
る意識の低下などが問題となっている。
外部化の背景としては，単身世帯の増加，高齢者世帯の増加，

女性の社会進出，消費者の購買力の増大などが考えられる。また，
外部化によって，さまざまな料理を食べることになり，畜産物や
油脂類の摂取が増え，食の洋風化が進んだ。
食料消費支出に占める外食費の割合は，経済状況に大きく影響

を受け，1991〜93年のいわゆるバブル景気の時期に4割弱とな
り，その後少し減じているが，食費のおよそ1/3を占めている。
近年は，中食費が増加し続け，外食費に中食費を加えた「外部化
率」は，2019年には約43％を占める。
外食や中食は，一般に家庭料理に比べ野菜が少なく，たんぱく

質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，塩分や食品保
存料などの食の衛生・安全にも留意する必要がある。

食生活の変化4

❶

❷ ❸

3  4  TRY

英単語 体脂肪：body fat　中食：HMR（home meal replacement）

　今日の夕飯にハン
バーグを食べるためのA

〜Dの手段について，①
〜⑪のどのメリットが当
てはまるか考えよう。ま
た，ほかのメニューにつ
いても考えよう。

❶内食（うちしょくともいう）　外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，
家庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅
配ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェな
ど）で食べる食事。

手段

A  材料を購入して， 
家庭で作る。

B  冷凍，レトルトなどを 
買ってくる。

C  調理済み（弁当）を 
買ってくる。

D  レストランに出かけ， 
注文する。

メリット

①  家族の好みに合わせ，調理できる。
②  個人の好みに合わせていろいろな
味が選べる。

③  食材の産地や購入した部位が分か
るので安心。

④  1人分あたりの食費は安価である。
⑤  作る手間がかからず，後かたづけ
も楽である。

⑥  家で食事をすると，リラックスし
て食事ができる。

⑦  いつもと違う場所で食事をすると，
気分転換できる。

⑧  自分の好きな時間，場所で食事を
することができる。

⑨  自分で食べたい量だけを作ること
ができる。

⑩  栄養のバランスを考えた副菜を用
意しやすい。

⑪ 自分なりの観点（ ）

3   外食率と食の外部化率の推移

（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合  
食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）

1975 ’85 ’95 2005 ’10 ’19’15 （年）

28.4

20

0

30

40

50
（％）

43.143.2 43.341.6

27.8

37.3
33.7

44.5食の外部化率

食の中食率
外食率

35.4

34.434.833.5 36.3

（農林水産省「食料・農業及び水産業に関する
意識・意向調査」2014年）

4   中食を利用する理由（複数回答）

0 10 20 30 40 50 60（％）

時間がない
普段自分が作れないものが

食べられる
外食するより価格が安い

調理・かたづけが面倒

好きなものを食べられる
自分で食事を作るより

価格が安い
食材が無駄にならない

好きな場所で食べられる

栄養バランスに配慮できる

その他

TRY
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を受け，1991〜93年のいわゆるバブル景気の時期に4割弱とな
り，その後少し減じているが，食費のおよそ1/3を占めている。
近年は，中食費が増加し続け，外食費に中食費を加えた「外部化
率」は，2019年には約43％を占める。
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存料などの食の衛生・安全にも留意する必要がある。

食生活の変化4

❶

❷ ❸

3  4  TRY

英単語 体脂肪：body fat　中食：HMR（home meal replacement）

　今日の夕飯にハン
バーグを食べるためのA

〜Dの手段について，①
〜⑪のどのメリットが当
てはまるか考えよう。ま
た，ほかのメニューにつ
いても考えよう。

❶内食（うちしょくともいう）　外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，
家庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅
配ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェな
ど）で食べる食事。

手段

A  材料を購入して， 
家庭で作る。

B  冷凍，レトルトなどを 
買ってくる。

C  調理済み（弁当）を 
買ってくる。

D  レストランに出かけ， 
注文する。

メリット

①  家族の好みに合わせ，調理できる。
②  個人の好みに合わせていろいろな
味が選べる。

③  食材の産地や購入した部位が分か
るので安心。

④  1人分あたりの食費は安価である。
⑤  作る手間がかからず，後かたづけ
も楽である。

⑥  家で食事をすると，リラックスし
て食事ができる。

⑦  いつもと違う場所で食事をすると，
気分転換できる。

⑧  自分の好きな時間，場所で食事を
することができる。

⑨  自分で食べたい量だけを作ること
ができる。

⑩  栄養のバランスを考えた副菜を用
意しやすい。

⑪ 自分なりの観点（ ）

3   外食率と食の外部化率の推移

（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合  
食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）
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4   中食を利用する理由（複数回答）

0 10 20 30 40 50 60（％）
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普段自分が作れないものが

食べられる
外食するより価格が安い

調理・かたづけが面倒

好きなものを食べられる
自分で食事を作るより

価格が安い
食材が無駄にならない

好きな場所で食べられる

栄養バランスに配慮できる

その他
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 食の外部化・簡便化
近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が

多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
食
しょく
の比率が減り，調理済み食品，持ち帰り弁当

などを家で食べる中
なか
食
しょく
や，飲食店で食べる外

がい
食
しょく
の利用が増加して，

食
しょく
の外

がい
部
ぶ
化
か
・簡便化が進んでいる。

食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤
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食
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や家族が異なっ

た物を食べる個
こ
食
しょく
も増えてきた。また，家庭での調理体験が減少

することにより，食品や料理など，食に関する知識や技能が親か
ら子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の食に対す
る意識の低下などが問題となっている。
外部化の背景としては，単身世帯の増加，高齢者世帯の増加，

女性の社会進出，消費者の購買力の増大などが考えられる。また，
外部化によって，さまざまな料理を食べることになり，畜産物や
油脂類の摂取が増え，食の洋風化が進んだ。
食料消費支出に占める外食費の割合は，経済状況に大きく影響

を受け，1991〜93年のいわゆるバブル景気の時期に4割弱とな
り，その後少し減じているが，食費のおよそ1/3を占めている。
近年は，中食費が増加し続け，外食費に中食費を加えた「外部化
率」は，2019年には約43％を占める。
外食や中食は，一般に家庭料理に比べ野菜が少なく，たんぱく

質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，塩分や食品保
存料などの食の衛生・安全にも留意する必要がある。
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〜Dの手段について，①
〜⑪のどのメリットが当
てはまるか考えよう。ま
た，ほかのメニューにつ
いても考えよう。

❶内食（うちしょくともいう）　外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，
家庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅
配ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェな
ど）で食べる食事。

手段

A  材料を購入して， 
家庭で作る。

B  冷凍，レトルトなどを 
買ってくる。

C  調理済み（弁当）を 
買ってくる。

D  レストランに出かけ， 
注文する。

メリット

①  家族の好みに合わせ，調理できる。
②  個人の好みに合わせていろいろな
味が選べる。

③  食材の産地や購入した部位が分か
るので安心。

④  1人分あたりの食費は安価である。
⑤  作る手間がかからず，後かたづけ
も楽である。

⑥  家で食事をすると，リラックスし
て食事ができる。

⑦  いつもと違う場所で食事をすると，
気分転換できる。

⑧  自分の好きな時間，場所で食事を
することができる。

⑨  自分で食べたい量だけを作ること
ができる。

⑩  栄養のバランスを考えた副菜を用
意しやすい。

⑪ 自分なりの観点（ ）

3   外食率と食の外部化率の推移

（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合  
食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）
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 栄養バランスの偏り
食事の回数や時間が不規則になりがちな高校生は，ハンバー

ガーなどのファストフードやカップ麺
めん
などのインスタント食品を

食べる機会も多くなる。これらの食事内容は，脂質や食塩が多く，
エネルギーが過剰で，ビタミンや無機質が不足しており，栄養バ
ランスが悪く肥満につながりやすい。
日本人の食生活は，経済の発展や国民総所得の増加に伴って，

第二次世界大戦後30年で大きく変化した。食品では，米や野菜
の摂取量が減り，肉を中心とする動物性食品や油脂類の摂取量が
増加した。栄養素では，動物性たんぱく質と脂質，特に動物性脂
質が増加するなど大きな変化が見られる。野菜の摂取量は，
2019年国民健康・栄養調査においても，成人で目標値（1日あた
り350g）に達していない。
エネルギー産

さん
生
せい
栄
えい
養
よう
素
そ
バランス（PFCバランス）は，日本人で

はP（たんぱく質）13〜20％，F（脂質）20〜30％，C（炭水化
物）50〜65％が望ましいとされている。米を主食とし，主菜と
副菜からなる「日本型食生活」は，適正なPFCバランスに近い。
しかし食事は個人の食生活による違いがあり，欧米型の食生活や，
単一のものばかり食べていると，PFCバランスが偏る。近年，日
本では主食である米の摂取量が年々低下している。主食の減少は，
脂質とたんぱく質摂取量の増加につながる。欧米のように脂質の
摂取割合が増えると，エネルギー摂取量も増加し，肥満を伴う生
活習慣病のリスクが高まる。特に，それぞれの症状は軽度であっ
ても，内

ない
臓
ぞう
脂
し
肪
ぼう
型
がた
肥
ひ
満
まん
を伴うと重症化するメタボリックシンド

ロームにならない栄養バランスのよい食生活が重要である。

3

4

p.127

5

❶

英単語 生活習慣病：lifestyle disease　栄養バランス：nutritional balance

エネルギー比率で表している。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」を基に農林水産省で試算）

［日本のPFCバランスの推移］
5   PFC供給熱量比率の推移と国際比較（%）

低糖質ダイエット（糖質が極端に少なく，
脂質とたんぱく質が多い食事）は，高度肥満
者が短期間に行うと減量効果が高いが，長期
的にはリバウンドすることが知られている。
成長期の高校生にとっては，バランスのとれ
た食習慣を身につけることのほうが，将来の
肥満や生活習慣病予防に重要である。

●低糖質ダイエット
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❶内臓脂肪型肥満に加えて，高血糖，高血圧，脂質異常
のうちいずれか2つ以上をあわせもった状態のこと。

　カップ麺の栄養バランスを調べて，食べるとき
の工夫を考えよう。

TRY

3   栄養素等摂取量の平均値の年次推移

（注）動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）
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（注）野菜摂取量は成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2019年）
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 食の外部化・簡便化
近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が

多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
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しょく
の比率が減り，調理済み食品，持ち帰り弁当
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も増えてきた。また，家庭での調理体験が減少

することにより，食品や料理など，食に関する知識や技能が親か
ら子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の食に対す
る意識の低下などが問題となっている。
外部化の背景としては，単身世帯の増加，高齢者世帯の増加，

女性の社会進出，消費者の購買力の増大などが考えられる。また，
外部化によって，さまざまな料理を食べることになり，畜産物や
油脂類の摂取が増え，食の洋風化が進んだ。
食料消費支出に占める外食費の割合は，経済状況に大きく影響

を受け，1991〜93年のいわゆるバブル景気の時期に4割弱とな
り，その後少し減じているが，食費のおよそ1/3を占めている。
近年は，中食費が増加し続け，外食費に中食費を加えた「外部化
率」は，2020年には約36％を占める。
外食や中食は，一般に家庭料理に比べ野菜が少なく，たんぱく

質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，塩分や食品保
存料などの食の衛生・安全にも留意する必要がある。

食生活の変化4

❶

❷ ❸

3  4  TRY

英単語 体脂肪：body fat　中食：HMR（home meal replacement）

　今日の夕飯にハン
バーグを食べるためのA

〜Dの手段について，①
〜⑪のどのメリットが当
てはまるか考えよう。ま
た，ほかのメニューにつ
いても考えよう。

❶内食（うちしょくともいう）　外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，
家庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅
配ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェな
ど）で食べる食事。

手段

A  材料を購入して， 
家庭で作る。

B  冷凍，レトルトなどを 
買ってくる。

C  調理済み（弁当）を 
買ってくる。

D  レストランに出かけ， 
注文する。

メリット

①  家族の好みに合わせ，調理できる。
②  個人の好みに合わせていろいろな
味が選べる。

③  食材の産地や購入した部位が分か
るので安心。

④  1人分あたりの食費は安価である。
⑤  作る手間がかからず，後かたづけ
も楽である。

⑥  家で食事をすると，リラックスし
て食事ができる。

⑦  いつもと違う場所で食事をすると，
気分転換できる。

⑧  自分の好きな時間，場所で食事を
することができる。

⑨  自分で食べたい量だけを作ること
ができる。

⑩  栄養のバランスを考えた副菜を用
意しやすい。

⑪ 自分なりの観点（ ）

3   外食率と食の外部化率の推移

（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合  
食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）
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近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が
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な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
食
しょく
に加え，調理済み食品，持ち帰り弁当などを

家で食べる中
なか
食
しょく
や，飲食店で食べる外

がい
食
しょく
も利用されており，食

しょく
の

外
がい
部
ぶ
化
か
・簡便化が進んでいる。

食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤
こ
食
しょく
や家族が異なっ

た物を食べる個
こ
食
しょく
も増えてきた。また，家庭での調理体験が減少

することにより，食品や料理など，食に関する知識や技能が親か
ら子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の食に対す
る意識の低下などが問題となっている。
外部化の背景としては，単身世帯の増加，高齢者世帯の増加，

女性の社会進出，消費者の購買力の増大などが考えられる。また，
外部化によって，さまざまな料理を食べることになり，畜産物や
油脂類の摂取が増え，食の洋風化が進んだ。
食料消費支出に占める外食費の割合は，経済状況に大きく影響

を受け，1991〜93年のいわゆるバブル景気の時期に4割弱とな
り，その後少し減じているが，食費のおよそ1/3を占めている。
近年は，中食費が増加し続け，外食費に中食費を加えた「外部化
率」は，2020年には約36％を占める。
外食や中食は，一般に家庭料理に比べ野菜が少なく，たんぱく

質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，塩分や食品保
存料などの食の衛生・安全にも留意する必要がある。

食生活の変化4

❶

❷ ❸

3  4  TRY

英単語 体脂肪：body fat　中食：HMR（home meal replacement）

　今日の夕飯にハン
バーグを食べるためのA

〜Dの手段について，①
〜⑪のどのメリットが当
てはまるか考えよう。ま
た，ほかのメニューにつ
いても考えよう。

❶内食（うちしょくともいう）　外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，
家庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅
配ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェな
ど）で食べる食事。

手段

A  材料を購入して， 
家庭で作る。

B  冷凍，レトルトなどを 
買ってくる。

C  調理済み（弁当）を 
買ってくる。

D  レストランに出かけ， 
注文する。

メリット

①  家族の好みに合わせ，調理できる。
②  個人の好みに合わせていろいろな
味が選べる。

③  食材の産地や購入した部位が分か
るので安心。

④  1人分あたりの食費は安価である。
⑤  作る手間がかからず，後かたづけ
も楽である。

⑥  家で食事をすると，リラックスし
て食事ができる。

⑦  いつもと違う場所で食事をすると，
気分転換できる。

⑧  自分の好きな時間，場所で食事を
することができる。

⑨  自分で食べたい量だけを作ること
ができる。

⑩  栄養のバランスを考えた副菜を用
意しやすい。

⑪ 自分なりの観点（ ）

3   外食率と食の外部化率の推移

（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合  
食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）
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4   中食を利用する理由（複数回答）
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時間がない
普段自分が作れないものが

食べられる
外食するより価格が安い

調理・かたづけが面倒

好きなものを食べられる
自分で食事を作るより

価格が安い
食材が無駄にならない

好きな場所で食べられる

栄養バランスに配慮できる

その他

TRY
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行
 食品の保存
生鮮食品の鮮度を保って品質を保持し，変質や腐敗から守るた

めには，微生物の繁殖を防ぐ，紫外線や空気との接触を断つ，食
品中の酵素の作用を抑える，手指からの汚染を防ぐ，台所を清潔
に保つなどの方法がある。家庭での生鮮食品の保存には，冷凍冷
蔵庫を利用するほかに，乾燥や塩漬けなどの方法がある。

 食品加工
私たちは生鮮食品のほかに，人の手が加えられた食品を食べて

おり，この操作や過程を食
しょく
品
ひん
加
か
工
こう
という。食品加工の目的には，

動植物から食べられるところを取り出す可食化，長期間食べ続け
られるようにする保存性の向上，おいしさをさらに高める嗜

し
好
こう
性

の向上，食生活をより便利にする利便性の向上などがある。
食品加工では，種々の目的で食

しょく
品
ひん
添
てん
加
か
物
ぶつ
が使用される。食品添

加物には，厚生労働大臣が安全性と有効性を確認して指定した指
し

定
てい
添
てん
加
か
物
ぶつ
（472品目，天然添加物も含む）のほかに，長年使用さ

れてきた天然添加物の中から品目を定めた既
き
存
そん
添
てん
加
か
物
ぶつ
（357品

目）や，天
てん
然
ねん
香
こう
料
りょう
（約600品目例示），一

いっ
般
ぱん
飲
いん
食
しょく
物
ぶつ
添
てん
加
か
物
ぶつ
（約100

品目例示）がある。食品添加物を使用した場合，キャリーオー
バーなどの一部の場合を除き，全ての表示が義務付けられている。

食品の保存と加工2

p.125 p.152

5  7❶

❷

❸

英単語 食品添加物：food additive　栄養成分表示：nutrition facts

用途名 目的 代表的な成分 使用例

甘味料 食品に甘みを与える。
サッカリン，アスパル
テーム，キシリトール

清涼飲料水，
菓子，漬物

着色料 食品を着色する。
タール系色素，くちな
し色素

菓子，漬物，
魚肉ソーセージ

保存料
かびや微生物の発育を
制御し，食品の保存性
を高める。

ソルビン酸，安息香酸
ナトリウム

しょうゆ，みそ，
バター，ハム

酸化防止剤 油脂の酸化を防ぐ。
L―アスコルビン酸，エ
リソルビン酸

バター，油脂，
魚肉製品

防かび剤
かんきつ類などのかび
を防止する。

イマザリル，ジフェニ
ル，OPP，TBZ

レモン，バナナ，
オレンジ

漂白剤 食品を漂白する。
亜硫酸ナトリウム，次
亜塩素酸ナトリウム

かんぴょう，
こんにゃく

製造用剤
食品の食感や風味を出
す。

ピロリン酸ナトリウム，
ポリリン酸カリウム

かまぼこ，ハム・ソー
セージ，中華麺

7   食品添加物の種類と用途

　動物実験から求められた
無毒性量（動物に毒性の影
響を与えない最大の量）の
1/100を1日あたり摂取許容
量（ADI）とし，リスク管理
のため，更にADIより少ない
量を使用基準としている。

無毒性量
（100）

使用基準
1日あたり摂取許容量（ADI）

5   食品添加物の使用基準

❶急性毒性，慢性毒性，変異原性，発がん性，催
さい

奇
き

形
けい

性
などの試験を実施し，科学的に評価する。許可品目でも，
その後安全性に疑問が生じた場合には取り消される。
❷通常は食品として扱われるが，使い方によっては添加
物扱いされるもの（イカスミによる着色など）。
❸原料に使用された食品添加物が製品に移行するが，製
品ではその効果を示さないもの。

6   消費期限と賞味期限

消費期限　製造後劣化が速
い食品（おおむね5日以内）
に付けられ，年月日で表示。
総菜，弁当など。

賞味期限　比較的日持ちが
長い食品のおいしく食べら
れる期限を示す。3か月ま
では年月日，それ以上は年
月で表示。

日本農林規格（JAS規格）による
検査に合格した食品に付けられ
る。

日本農林規格に基づき，農薬や化
学肥料を使用せずに栽培された
有機農産物や有機農産物加工食
品などに付けられる。

都道府県から地域の特産品に認
証された食品に付けられる。
（例：富

と
山
やま
県の認証マーク）

（公財）日本健康・栄養食品協会の
審査に合格した健康補助食品に
付けられる。

4   食品のマーク

有機JAS
マーク

JAS
マーク

Eマーク

JHFA
マーク

製造日 3か月おおむね5日

消費期限 賞味期限

品質が劣化するまでの食品の
流通および保存の期間

年月日で表示 年月日で表示 年月でも可
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ひとくちメモ ペットボトルの飲み残しに気をつけよう　口をつけたペットボトルはそのままにしておくと容器の中で菌が繁殖してしまう。なるべくコップにつ
いで飲むか，ペットボトルを部屋や車などで常温保管せずにできるだけ早めに飲みきるようにしよう。

 食中毒と寄生虫病
食品は，生産から流通，貯蔵の過程を経て，消費者の口に入る

までの各段階で，衛生と安全が確保されなくてはならない。これ
を食

しょく
品
ひん
衛
えい
生
せい
という。

食べ物や水が媒介となって体内に入った細菌や有害物質などが
引き起こす急性胃腸炎や神経障害などの健康障害を，食

しょく
中
ちゅう
毒
どく
とい

う。かつては細菌による食中毒が多かったが，近年はノロウイル
スなどによるウイルス性食中毒の増加や，O―157（腸管出血性大
腸菌）による食感染症などが起こっている。更に，ヒスタミンな
どによって発症するアレルギー様食中毒や，動植物の毒や化学物
質で起こる食中毒もある。
日本では，梅雨から夏や初秋にかけて高温多湿になるため，細

菌性食中毒が発生しやすく（2020年度：全食中毒発生件数887件
中273件），家庭での発生件数も多い（2020年度：887件中166
件）。食中毒を予防するためには，食品や調理器具の衛生に注意
し，調理したものはできるだけ早く食べきる。また，食中毒を予
防するための衛生管理方式としてHACCPがある。
魚介類や野菜の生食，海外旅行での飲食などが増えたことによ

り，アニサキスや回虫など，さまざまな種類の寄生虫による健康
障害である寄生虫病が発生している。生で食べる野菜はよく洗い，
寄生虫汚染の危険性がある魚介類や食肉は，生食できるものでも，
加熱または冷凍・解凍してから食べるほうが安全である。

食品の衛生と安全3

❶ ❷

2

1

❸

❹

❶ウイルス　ほかの生物の細胞を利用して，自己を複製
させることができる微小な構造体で非生物。
❷O-157　病原性大腸菌の1種で，下

げ

痢
り

，嘔
おう

吐
と

，倦
けん

怠
たい

感
かん

などの症状を起こし，死に至ることもある病原菌。
❸HACCP（ハサップ）　食品の製造工程上で危害を起こ
す要因（Hazard；ハザード）を分析（Analysis）し，最
も効率よく管理できる部分（必須管
理点；Critical Control Point）を
管理し，安全を確保する手法。対象
食品には，牛乳，レトルト食品，清
涼飲料水などがある。
❹アニサキス　魚介類（さば，いか，
さんまなど）に寄生する寄生虫。ア
ニサキスの幼虫が寄生している生鮮
魚介類を食べると，胃や腸の激しい
痛みや嘔吐などが起こる。

種類 原因となるもの　〈　〉内は原因物質，（　）内は主な感染源と原因食品 予防法の要点

細菌性食中毒
感染型

サルモネラ属菌（鶏卵・とり肉）・腸炎ビブリオ（海産魚介類）・病原性大腸菌（飲
料水・食肉・調理済み弁当）・カンピロバクター（食肉・飲料水）・ウェルシュ菌
（カレー・シチュー・麺つゆなど）

●購入後はできるだけ早く冷蔵庫で保管する。
●生食はできるだけ避ける。
●肉汁などによる食品や調理器具の汚染を防ぐ。
●中心まで火が通るように十分加熱する。
●調理後はできるだけ早く食べきる。毒素型

黄色ブドウ球菌（おにぎり・調理済み弁当・魚肉練り製品など）・ボツリヌス菌
（いずし・ハム・ソーセージ・瓶詰など）

ウイルス性食中毒 ノロウイルス（かきなどの二枚貝） 中心まで火が通るように十分加熱する。

自然毒による
食中毒

動物性 ふぐ毒〈テトロドトキシン〉（ふぐ）・貝毒（ほたてがい・むらさきいがい・かき） ●市場に出回っている食品を購入して食べる。
●食用きのこかどうか素

しろ
人
うと
判断しない。

●かびの生えた食品は食べない。
●じゃがいもの芽と緑色に変色した部分は取り除く。

植物性
きのこ毒（べにてんぐだけ・つきよたけ）・かび毒〈アフラトキシンなど〉（穀類・
種実類）・じゃがいもの芽〈ソラニン〉（じゃがいも） 

化学物質による食中毒
農薬（野菜・果実など）・有害重金属〈水銀・カドミウム・有機すず・鉛など〉（魚
介類・食器など）

食品の汚染状況を知る。

アレルギー様食中毒 魚介類〈ヒスタミン〉（さばやいわしなどの赤身魚） 低温保存し，新鮮なうちに食べる。

2   食中毒の種類と予防法の要点

HACCPマーク

　近年ニュースになった食中毒について，原因や
症状を調べよう。

TRY

●  菌を付けない　
→手指や器具などをよく洗浄
する，清潔を保つ。
●  菌を増やさない
→迅速に調理し，調理後は早
く食べる，冷却して保管する。
●  菌をやっつける
→加熱して殺菌する，殺菌剤
などを使用する。

1   食中毒予防の三原則

菌を
付けない

菌を
増やさない

菌を
やっつける
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 食物アレルギー
通常，人は食べ物を摂取しても免疫反応を起こさずに栄養素を

吸収することができる。しかし，免疫反応の調節に問題があった
り，小児のように消化・吸収機能が未熟であったりすると，食

しょく
物
もつ

アレルギー反応が起こることがある。
食物アレルギーを起こしやすい食品は，幼児や児童では卵や牛

乳，成人ではえびやかにが多い。また，まれに呼吸器症状を伴う
アナフィラキシーを引き起こすことがあるため，十分な注意が必
要である。そのため，アレルギーを起こしやすい7品目を原材料
に使用している加工食品には，表示が義務付けられている。

 残留農薬
残留農薬とは，農作物などの栽培や保存時に用いられた農薬が，

農作物などや環境中に残留したものを指す。食品衛生法により，
全ての農薬などについて残留基準（一律基準を含む）を超える農
薬などが残留している食品は，販売などが禁止される（ポジティ
ブリスト制度）。
また，輸入農作物には，収穫後に使用されるポストハーベスト

農薬（殺菌剤や防かび剤）が散布されていることなどから，残留
の危険性も指摘されている。

 遺伝子組み換え食品
遺伝子組み換えとは，食料の増産や病虫害に強い農作物を作る

ことを目的として，例えば種の異なる生物の遺伝子を導入したり
することである。遺伝子組み換えによって生産された農作物を原
料とする加工食品には，表示を義務付けられたものがある。
食品の国際基準を作っているコーデックス委員会は，遺伝子組

み換え植物や遺伝子組み換え微生物などの安全性評価ガイドライ
ンを作成している。日本における遺伝子組み換え食品の安全性評
価基準も，この国際基準に沿ったものとなっている。

4

❶

❷

❸

❹

5

英単語 遺伝子組み換え作物：GMO（Genetically Modified Organism）

　遺伝子組み換え表示の対象となる農産物は，
日本では，じゃがいも，だいず，とうもろこし，
てんさい，綿

めん

実
じつ

，なたねなど。加工食品の場
合，原材料に占める重量の割合が上位3品目
に入っており，かつ5％以上の場合に表示義
務がある。

－25～－18℃
（冷凍）

冷凍室
冷凍食品

食品は凍結し，微生物
の増殖は停止するが，
死滅するわけではない
ので，解凍後はすぐに調
理する。

－3～2℃

パーシャル室
（－3℃付近）や 
チルド室 
（0℃付近）
魚介類・食肉類

食品を凍結寸前の温度
まで冷却したり，食品の
一部だけを凍結させた
りして，保存する。鮮度
の低下が少なく，冷蔵よ
りも長く保存できる。

3～10℃
（冷蔵）

冷蔵室（3～5℃）
牛乳・乳製品・卵・ 
調理済み食品・ 
飲料類

食品は凍結せず，微生
物の増殖を止められな
いので，短期間の保存に
適する。野菜室（5～10℃）

野菜・果実

3   冷凍冷蔵庫による食品保存の目安

5   遺伝子組み換え食品に関する表示

（今
いま

井
い

孝
たか

成
のり

「アレルギー（65）」）

4   食物アレルギーの原因食品の割合（%）

❶原因食品を摂取後，速やかに発症する即時型アレルギー
の中で，最も重症なもの。皮膚症状，消化器症状および呼
吸器症状に引き続き，全身性のショック症状を引き起こす。
これらの症状の進行を一時的に緩和し，ショックを防ぐた
めの補助治療剤として「エピペン®」注射がある。
❷表示が義務である7品目：小麦，そば，卵，乳，らっか
せい（ピーナッツ），えび，かに

表示が推奨される21品目：あわび・いか・いくら・オレ
ンジ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さば・だい
ず・とり肉・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・
ゼラチン・バナナ・ごま・カシューナッツ・アーモンド
❸一律基準　食品衛生法で定める「人の健康を損なうお
それのない量」のことで，0.01ppmと設定されている。
❹ポストハーベスト農薬　収穫後に保存や輸送中のかび
の繁殖などを防止するために使用される農薬のこと。日
本では禁止されている。

アレルギー表示の例

ソバ 2.2
魚類 2.1

鶏卵
39.0

牛乳
21.8

小麦
11.7

ピーナッツ 5.1

果物類 4.0
魚卵 3.7

甲殻類 3.4
ナッツ類 2.3

その他 4.6
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英単語 成分：ingredient　食品群：food group

（注） ①野菜はきのこ，海藻を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。  
② エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準［2020年版］」の参考表・推定エネルギー必要量の約93～97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適宜調節
すること。食品構成は「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」で計算。

4   4つの食品群別摂取量の目安（1人1日あたり，香
か
川
がわ
明
あき
夫
お
監修）

食品群

年齢・性別

第1群 第2群 第3群 第4群
乳･乳製品 卵 魚介・肉 豆･豆製品 野菜 いも 果物 穀類 油脂 砂糖
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

身
体
活
動
レ
ベ
ル
低
い（
Ⅰ
）

12～14歳 380 380 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 360 310 20 20 10 10
15～17 320 320 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 420 300 25 20 10 10
18～29 300 250 55 55 180 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 240 20 15 10 10
30～49 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 250 20 15 10 10
50～64 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 360 230 20 15 10 10
65～74 250 250 55 55 120 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 200 15 10 10 10
75以上 250 200 55 55 120 80 80 80 350 350 100 100 150 150 270 190 15 10 10 5
妊婦初期 ̶ 250 ̶ 55 ̶ 100 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 260 ̶ 15 ̶ 10
　　中期 ̶ 250 ̶ 55 ̶ 120 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 310 ̶ 15 ̶ 10
　　後期 ̶ 250 ̶ 55 ̶ 150 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 360 ̶ 20 ̶ 10
授乳婦 ̶ 250 ̶ 55 ̶ 120 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 330 ̶ 20 ̶ 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル
普
通（
Ⅱ
）

1～2歳 250 250 30 30 50 50 40 40 180 180 50 50 100 100 120 110 5 5 3 3
3～5 250 250 30 30 60 60 60 60 240 240 50 50 120 120 190 170 10 10 5 5
6～7 250 250 55 55 80 80 60 60 270 270 60 60 120 120 230 200 10 10 10 10
8～9 300 300 55 55 120 80 80 80 300 300 60 60 150 150 270 240 15 15 10 10

10～11 320 320 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 350 320 20 20 10 10
12～14 380 380 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 430 390 25 20 10 10
15～17 320 320 55 55 200 120 80 80 350 350 100 100 150 150 480 380 30 20 10 10
18～29 300 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 320 30 15 10 10
30～49 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 450 330 30 15 10 10
50～64 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 300 25 15 10 10
65～74 250 250 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 400 280 20 15 10 10
75以上 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 230 15 15 10 10
妊婦初期 ̶ 250 ̶ 55 ̶ 120 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 340 ̶ 15 ̶ 10
　　中期 ̶ 250 ̶ 55 ̶ 150 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 360 ̶ 20 ̶ 10
　　後期 ̶ 250 ̶ 55 ̶ 180 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 420 ̶ 25 ̶ 10
授乳婦 ̶ 320 ̶ 55 ̶ 180 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 380 ̶ 20 ̶ 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル

高
い（
Ⅲ
）

15～17歳 380 320 55 55 200 170 120 80 350 350 100 100 150 150 550 430 30 20 10 10
18～29 380 300 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
30～49 380 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
50～64 320 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 360 25 20 10 10
65～74 320 250 55 55 200 130 80 80 350 350 100 100 150 150 480 340 25 15 10 10
授乳婦 ̶ 320 ̶ 55 ̶ 170 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 470 ̶ 25 ̶ 10

5   4つの食品群別摂取量の目安による食品構成（15～17歳，1人1日あたり，身体活動レベル普通（Ⅱ）の場合）

（注）菓子・飲料などの嗜好品，種実類は第4群に含まれる。

食
品
群
と

そ
の
摂
取
量
の

目
安

第1群 第2群 第3群 第4群
　　乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 いも 果物 穀類 油脂 砂糖
男 320 55 200 80 350 100 150 480 30 10
女 320 55 120 80 350 100 150 380 20 10

食
品
の
概
量

卵1個
（50～60）

魚1切れ
（70～100）

肉（豚ロース）
1枚（80～100）

豆腐
1/4丁（80）

青菜のおひたし
1皿（80）

野菜いため1皿
（100～150）

いも1皿
（100）

ご飯　茶
ちゃ
碗
わん

4～6杯
（精白米240～360）

食パン1～2枚
（60～120）

砂糖
大さじ1（9）

油大さじ
1.5～2.5
（18～30）

ヨーグルト
1個（100）

プロセスチーズ
1切れ（15）

納豆
1パック（50）

サラダ1皿（100）

果物（200）

（g）

（g）

牛乳カップ
1.2杯（250）
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食
生
活

ひとくちメモ

 食料自給率
日本の食

しょく
料
りょう
自
じ
給
きゅう
率
りつ

は，1965年度の73％から2019年度には
38％まで減少し，先進諸国の中で最も低い。食料自給率低下の
要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間1人
112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.6倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。
また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大などによ

り，国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増
加，アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動
などにより，外国から食料を安定して確保できるかは不透明であ
り，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として

生産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組み
としては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられる。

 フード・マイレージと地産地消
フード・マイレージとは，「食料の輸送距離」の意味で，食料の

生産地から消費地までの距離に着目し，輸送に伴うエネルギーを
できるだけ減らして環境負荷を低減するための指標として用いら
れる。フード・マイレージは，「相手国別の食料輸入量」に「輸送
距離」を乗じた数値（t・km）で表され，日本はアメリカやフラ
ンスなどと比べるとフード・マイレージが高い。
地
ち
産
さん
地
ち
消
しょう
とは，地元で生産された食料を，その地域で消費する

ことをいう。生産地と消費地が近いので，輸送のためのエネル
ギーやコストが削減できることに加えて，地域の農業や水産業が
活性化することや，直売所などで生産者の顔が見える食品を購入
できるなどの利点がある。

食料生産と食料問題1
❶

1

2

3

クッキング自給率（こくさんと学ぶ料理自給率計算ソフト）　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％以下に落ち込んだ。農林水産省のウェ
ブサイトにある「クッキング自給率」のソフトを使って，自分の食事について自給率を算出することができる。

自分や家族の食生活を持続可能にすることができるようになるために，安全・環境・健康など食生活に関わる情報を適切に
判断し，広い視野で食生活について考えていこう。

●学習のポイント

これからの食生活7
❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含ま
れるカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほ
か，重量や生産額を基にした数値で示されることもある。

 持続可能な食生活を目指して

（農林水産省「食料需給表」）

1   日本の食料自給率

生産額ベース

カロリーベース

100

80

60

40

20

0

（%）

（年度）1965 ’75 ’80’70 ’85 ’90 ’95 ’05 ’10 ’19’152000

86

66

38

73

　食料自給率を高めるために，私たちにできるこ
とは何か，話し合おう。

TRY

3   地産地消の野菜の販売

2   輸入食料のフード・マイレージの比較

（中
なか

田
た

哲
てつ

也
や

（農林水産政策研究所）より作成）

　国産のだいずと，アメリカから輸入した1トンのだいずで，
豆腐を5千丁作った場合（だいずの量は1トン）。

豆
腐
工
場

（
埼
玉
県
小
川
町
）

アメリカ産

輸送距離：19,968km
フード・マイレージ：
19,968t･km
CO2排出量：245.9kg

輸送距離：3.4km
フード・マイレージ：
3.4t･km
CO2排出量：0.6kg

国産
輸
入
港（
東
京
港
）

輸
出
港（
ニ
ュ
ー

オ
ー
リ
ン
ズ
港
）

産
地

（
ア
イ
オ
ワ
州
）

産
地

（
埼さ

い
玉た
ま

県
小お

川が
わ

町
）

　地産地消の主な取り組
みとして，直売所や量販店
での地場農産物の販売，学
校給食，観光施設，外食・
中食での地場農産物の利
用などがある。
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ひとくちメモ コレステロール　「コレ」は動物を意味し，動物性のステロール（脂質の一種）という意味である。植物性のステロールはフィト（植物）ステロー
ルといい，コレステロールとは構造が少しだけ異なっており，消化吸収されないだけでなく，一緒にとったコレステロールの吸収を妨げる。

 脂質の種類と働き
脂
し

質
しつ
には，中

ちゅう
性
せい

脂
し

肪
ぼう
，リン脂質，コレステロールなどがあり，

水に溶けない。食品中の脂質の多くは中性脂肪で，消化・吸収さ
れるのに時間がかかるため，炭水化物とは異なり，ゆっくりとエ
ネルギーに利用される。
中性脂肪は3個の脂肪酸がグリセリンに結合したものである。

脂肪酸は，炭素が長く鎖状に結合した構造で，分子内に二重結合
（不飽和結合）がある不

ふ
飽
ほう

和
わ

脂
し

肪
ぼう

酸
さん
と不飽和結合がない飽

ほう
和
わ

脂
し

肪
ぼう

酸
さん
に分けられる。炭素の数，二重結合の数と位置の違いにより，

さまざまな脂肪酸がある。不飽和脂肪酸は不飽和結合が1つの一
価不飽和脂肪酸と2つ以上の多価不飽和脂肪酸に分けられ，その
位置によって，n― 6（ω

オメガ
6）系，n― 3（ω3）系などに分類される。

 飽和脂肪酸と一価不飽和脂肪酸 　エネルギーの摂取量が必要量
を上回ると，主に体に蓄える脂肪として作られる脂肪酸である。
 多価不飽和脂肪酸 　リノール酸やα

アルファ
―リノレン酸などがあり，生

命活動に必要な物質が作られる。しかし，リノール酸とα―リノレ
ン酸は体内で合成できないので，必

ひっ
須
す

脂
し

肪
ぼう

酸
さん
といわれ，食物から

摂取しなくてはならない。n― 6系必須脂肪酸の欠乏症には皮膚障
害や不妊，子どもの成長障害があり，n― 3系の脂肪酸は脳や神経
細胞に必要な脂肪酸である。脂質はカロリーが高いので避けられ
やすいが，私たちが健康に生きていくために必要な栄養素である。
 リン脂質 　細胞膜などを構成する重要な成分である。
 コレステロール 　ホルモン，胆

たん
汁
じゅう
酸
さん
などをつくる原料になるほ

か，細胞膜の成分にもなる。

たんぱく質 1gあたりの発生エネルギー　約4kcal4 たんぱく質 1gあたりの発生エネルギー　約4kcal4 脂質 1gあたりの発生エネルギー：約9kcal3

p.110

1

2

❶

3   脂肪酸の種類
不飽和脂肪酸 

一価不飽和脂肪酸

常温で固体
飽和結合のみ 不飽和結合が1つ

主に脂肪として蓄えられる 生理活性物質となる

多価不飽和脂肪酸

飽和脂肪酸

・パルミチン酸〈16〉，
・ ステアリン酸〈18〉  
（食肉，バター，ラード，ヘット，パーム
油など）

・ オレイン酸（n―9）〈18〉  
（オリーブオイル，なたね油など）

●リノール酸（n―6）系
・ リノール酸〈18〉  
（綿

めん
実
じつ
油
ゆ
，だいず油，グレープ

シード油，米ぬか油など）
・ アラキドン酸〈20〉  
（卵黄，豚肉（肝臓など））

●α―リノレン酸（n―3）系
・ α―リノレン酸〈18〉  
（アマニ油，しそ油，えごま油など）
・エイコサペンタエン酸（EPA）〈20〉
・ ドコサヘキサエン酸（DHA）〈22〉（魚
類など）

❶不飽和脂肪酸は二重結合の位置によって，n―3系（ω
3），n―6系（ω6），n―9系（ω9）などに分けられ，n―
3系とn―6系は体内で合成することができない。n―3系
にはα―リノレン酸，n―6系にはリノール酸やアラキドン
酸がある。

不飽和結合が2つ以上
常温で液体

　肉や魚の部位や種類によって，脂質の量や種
類がどのように違うか比較しよう。

TRY

1   中性脂肪・脂肪酸

　中性脂肪は，グリセリン
に3つの脂肪酸が結合した
構造になっている。脂肪
酸には色々な種類がある。

脂肪酸1

脂肪酸2

脂肪酸3

グ
リ
セ
リ
ン

中性脂肪の構造

脂肪酸の構造

2   脂肪酸の分類

脂肪酸の種類
不飽和結合
（二重結合）

体内での働き

飽和脂肪酸 なし 主に体に蓄えら
れる脂肪になる。

不飽和
脂肪酸

一価不飽和脂肪酸 1つ

多価不飽和脂肪酸 2つ以上
生命活動に必要
な物質になる。

ω3ω6ω9

（注）（　）内は多く含まれる食品，〈　〉内は炭素数

酸化しにくい（加熱調理向き） 酸化しやすい（加熱調理に不向き）
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 食品の保存
生鮮食品の鮮度を保って品質を保持し，変質や腐敗から守るた

めには，微生物の繁殖を防ぐ，紫外線や空気との接触を断つ，食
品中の酵素の作用を抑える，手指からの汚染を防ぐ，台所を清潔
に保つなどの方法がある。家庭での生鮮食品の保存には，冷凍冷
蔵庫を利用するほかに，乾燥や塩漬けなどの方法がある。

 食品加工
私たちは生鮮食品のほかに，人の手が加えられた食品を食べて

おり，この操作や過程を食
しょく
品
ひん
加
か
工
こう
という。食品加工の目的には，

動植物から食べられるところを取り出す可食化，長期間食べ続け
られるようにする保存性の向上，おいしさをさらに高める嗜

し
好
こう
性

の向上，食生活をより便利にする利便性の向上などがある。
食品加工では，種々の目的で食

しょく
品
ひん
添
てん
加
か
物
ぶつ
が使用される。食品添

加物には，厚生労働大臣が安全性と有効性を確認して指定した指
し

定
てい
添
てん
加
か
物
ぶつ
（472品目，天然添加物も含む）のほかに，長年使用さ

れてきた天然添加物の中から品目を定めた既
き
存
そん
添
てん
加
か
物
ぶつ
（357品

目）や，天
てん
然
ねん
香
こう
料
りょう
（約600品目例示），一

いっ
般
ぱん
飲
いん
食
しょく
物
ぶつ
添
てん
加
か
物
ぶつ
（約100

品目例示）がある。食品添加物を使用した場合，キャリーオー
バーなどの一部の場合を除き，全ての表示が義務付けられている。

食品の保存と加工2

p.125 p.152

5  7❶

❷

❸

英単語 食品添加物：food additive　栄養成分表示：nutrition facts

用途名 目的 代表的な成分 使用例

甘味料 食品に甘みを与える。
サッカリン，アスパル
テーム，キシリトール

清涼飲料水，
菓子，漬物

着色料 食品を着色する。
タール系色素，くちな
し色素

菓子，漬物，
魚肉ソーセージ

保存料
かびや微生物の発育を
制御し，食品の保存性
を高める。

ソルビン酸，安息香酸
ナトリウム

しょうゆ，みそ，
バター，ハム

酸化防止剤 油脂の酸化を防ぐ。
L―アスコルビン酸，エ
リソルビン酸

バター，油脂，
魚肉製品

防かび剤
かんきつ類などのかび
を防止する。

イマザリル，ジフェニ
ル，OPP，TBZ

レモン，バナナ，
オレンジ

漂白剤 食品を漂白する。
亜硫酸ナトリウム，次
亜塩素酸ナトリウム

かんぴょう，
こんにゃく

製造用剤
食品の食感や風味を出
す。

ピロリン酸ナトリウム，
ポリリン酸カリウム

かまぼこ，ハム・ソー
セージ，中華麺

7   食品添加物の種類と用途

　動物実験から求められた
無毒性量（動物に毒性の影
響を与えない最大の量）の
1/100を1日あたり摂取許容
量（ADI）とし，リスク管理
のため，更にADIより少ない
量を使用基準としている。

無毒性量
（100）

使用基準
1日あたり摂取許容量（ADI）

5   食品添加物の使用基準

❶急性毒性，慢性毒性，変異原性，発がん性，催
さい

奇
き

形
けい

性
などの試験を実施し，科学的に評価する。許可品目でも，
その後安全性に疑問が生じた場合には取り消される。
❷通常は食品として扱われるが，使い方によっては添加
物扱いされるもの（イカスミによる着色など）。
❸原料に使用された食品添加物が製品に移行するが，製
品ではその効果を示さないもの。

6   消費期限と賞味期限

消費期限　製造後劣化が速
い食品（おおむね5日以内）
に付けられ，年月日で表示。
総菜，弁当など。

賞味期限　比較的日持ちが
長い食品のおいしく食べら
れる期限を示す。3か月ま
では年月日，それ以上は年
月で表示。

日本農林規格（JAS規格）による
検査に合格した食品に付けられ
る。

日本農林規格に基づき，農薬や化
学肥料を使用せずに栽培された
有機農産物や有機農産物加工食
品などに付けられる。

都道府県から地域の特産品に認
証された食品に付けられる。
（例：富

と
山
やま
県の認証マーク）

（公財）日本健康・栄養食品協会の
審査に合格した健康補助食品に
付けられる。

4   食品のマーク

有機JAS
マーク

JAS
マーク

Eマーク

JHFA
マーク

製造日 3か月おおむね5日

消費期限 賞味期限

品質が劣化するまでの食品の
流通および保存の期間

年月日で表示 年月日で表示 年月でも可
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ひとくちメモ ペットボトルの飲み残しに気をつけよう　口をつけたペットボトルはそのままにしておくと容器の中で菌が繁殖してしまう。なるべくコップにつ
いで飲むか，ペットボトルを部屋や車などで常温保管せずにできるだけ早めに飲みきるようにしよう。

 食中毒と寄生虫病
食品は，生産から流通，貯蔵の過程を経て，消費者の口に入る

までの各段階で，衛生と安全が確保されなくてはならない。これ
を食

しょく
品
ひん
衛
えい
生
せい
という。

食べ物や水が媒介となって体内に入った細菌や有害物質などが
引き起こす急性胃腸炎や神経障害などの健康障害を，食

しょく
中
ちゅう
毒
どく
とい

う。かつては細菌による食中毒が多かったが，近年はノロウイル
スなどによるウイルス性食中毒の増加や，O―157（腸管出血性大
腸菌）による食感染症などが起こっている。更に，ヒスタミンな
どによって発症するアレルギー様食中毒や，動植物の毒や化学物
質で起こる食中毒もある。
日本では，梅雨から夏や初秋にかけて高温多湿になるため，細

菌性食中毒が発生しやすく（2021年：全食中毒発生件数717件中
230件），家庭での発生件数も多い（2021年：717件中106件）。
食中毒を予防するためには，食品や調理器具の衛生に注意し，調
理したものはできるだけ早く食べきる。また，食中毒を予防する
ための衛生管理方式としてHACCPがある。
魚介類や野菜の生食，海外旅行での飲食などが増えたことによ

り，アニサキスや回虫など，さまざまな種類の寄生虫による健康
障害である寄生虫病が発生している。生で食べる野菜はよく洗い，
寄生虫汚染の危険性がある魚介類や食肉は，生食できるものでも，
加熱または冷凍・解凍してから食べるほうが安全である。

食品の衛生と安全3

❶ ❷

2

1

❸

❹

❶ウイルス　ほかの生物の細胞を利用して，自己を複製
させることができる微小な構造体で非生物。
❷O-157　病原性大腸菌の1種で，下

げ

痢
り

，嘔
おう

吐
と

，倦
けん

怠
たい

感
かん

などの症状を起こし，死に至ることもある病原菌。
❸HACCP（ハサップ）　食品の製造工程上で危害を起こ
す要因（Hazard；ハザード）を分析（Analysis）し，最
も効率よく管理できる部分（必須管
理点；Critical Control Point）を
管理し，安全を確保する手法。対象
食品には，牛乳，レトルト食品，清
涼飲料水などがある。
❹アニサキス　魚介類（さば，いか，
さんまなど）に寄生する寄生虫。ア
ニサキスの幼虫が寄生している生鮮
魚介類を食べると，胃や腸の激しい
痛みや嘔吐などが起こる。

種類 原因となるもの　〈　〉内は原因物質，（　）内は主な感染源と原因食品 予防法の要点

細菌性食中毒
感染型

サルモネラ属菌（鶏卵・とり肉）・腸炎ビブリオ（海産魚介類）・病原性大腸菌（飲
料水・食肉・調理済み弁当）・カンピロバクター（食肉・飲料水）・ウェルシュ菌
（カレー・シチュー・麺つゆなど）

●購入後はできるだけ早く冷蔵庫で保管する。
●生食はできるだけ避ける。
●肉汁などによる食品や調理器具の汚染を防ぐ。
●中心まで火が通るように十分加熱する。
●調理後はできるだけ早く食べきる。毒素型

黄色ブドウ球菌（おにぎり・調理済み弁当・魚肉練り製品など）・ボツリヌス菌
（いずし・ハム・ソーセージ・瓶詰など）

ウイルス性食中毒 ノロウイルス（かきなどの二枚貝） 中心まで火が通るように十分加熱する。

自然毒による
食中毒

動物性 ふぐ毒〈テトロドトキシン〉（ふぐ）・貝毒（ほたてがい・むらさきいがい・かき） ●市場に出回っている食品を購入して食べる。
●食用きのこかどうか素

しろ
人
うと
判断しない。

●かびの生えた食品は食べない。
●じゃがいもの芽と緑色に変色した部分は取り除く。

植物性
きのこ毒（べにてんぐだけ・つきよたけ）・かび毒〈アフラトキシンなど〉（穀類・
種実類）・じゃがいもの芽〈ソラニン〉（じゃがいも） 

化学物質による食中毒
農薬（野菜・果実など）・有害重金属〈水銀・カドミウム・有機すず・鉛など〉（魚
介類・食器など）

食品の汚染状況を知る。

アレルギー様食中毒 魚介類〈ヒスタミン〉（さばやいわしなどの赤身魚） 低温保存し，新鮮なうちに食べる。

2   食中毒の種類と予防法の要点

HACCPマーク

　近年ニュースになった食中毒について，原因や
症状を調べよう。

TRY

●  菌を付けない　
→手指や器具などをよく洗浄
する，清潔を保つ。
●  菌を増やさない
→迅速に調理し，調理後は早
く食べる，冷却して保管する。
●  菌をやっつける
→加熱して殺菌する，殺菌剤
などを使用する。

1   食中毒予防の三原則

菌を
付けない

菌を
増やさない

菌を
やっつける
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 食物アレルギー
通常，人は食べ物を摂取しても免疫反応を起こさずに栄養素を

吸収することができる。しかし，免疫反応の調節に問題があった
り，小児のように消化・吸収機能が未熟であったりすると，食

しょく
物
もつ

アレルギー反応が起こることがある。
食物アレルギーを起こしやすい食品は，幼児や児童では卵や牛

乳，成人ではえびやかにが多い。また，まれに呼吸器症状を伴う
アナフィラキシーを引き起こすことがあるため，十分な注意が必
要である。そのため，アレルギーを起こしやすい7品目を原材料
に使用している加工食品には，表示が義務付けられている。

 残留農薬
残留農薬とは，農作物などの栽培や保存時に用いられた農薬が，

農作物などや環境中に残留したものを指す。食品衛生法により，
全ての農薬などについて残留基準（一律基準を含む）を超える農
薬などが残留している食品は，販売などが禁止される（ポジティ
ブリスト制度）。
また，輸入農作物には，収穫後に使用されるポストハーベスト

農薬（殺菌剤や防かび剤）が散布されていることなどから，残留
の危険性も指摘されている。

 遺伝子組み換え食品
遺伝子組み換えとは，食料の増産や病虫害に強い農作物を作る

ことを目的として，例えば種の異なる生物の遺伝子を導入したり
することである。遺伝子組み換えによって生産された農作物を原
料とする加工食品には，表示を義務付けられたものがある。
食品の国際基準を作っているコーデックス委員会は，遺伝子組

み換え植物や遺伝子組み換え微生物などの安全性評価ガイドライ
ンを作成している。日本における遺伝子組み換え食品の安全性評
価基準も，この国際基準に沿ったものとなっている。

4

❶

❷

❸

❹

5

英単語 遺伝子組み換え作物：GMO（Genetically Modified Organism）

　遺伝子組み換え表示の対象となる農産物は，日本で
は，じゃがいも，だいず，とうもろこし，てんさい，綿

めん

実
じつ

，なたねなど。加工食品の場合，原材料に占める重
量の割合が上位3品目に入っており，かつ5％以上の
場合に表示義務がある。従来は5％以下の混入なら任
意で「遺伝子組み換えでない」旨を表示することが可
能だったが，食品表示基準改正により2023年4月から
は，混入がない場合にしか表示が認められなくなった。

－25～－18℃
（冷凍）

冷凍室
冷凍食品

食品は凍結し，微生物
の増殖は停止するが，
死滅するわけではない
ので，解凍後はすぐに調
理する。

－3～2℃

パーシャル室
（－3℃付近）や 
チルド室 
（0℃付近）
魚介類・食肉類

食品を凍結寸前の温度
まで冷却したり，食品の
一部だけを凍結させた
りして，保存する。鮮度
の低下が少なく，冷蔵よ
りも長く保存できる。

3～10℃
（冷蔵）

冷蔵室（3～5℃）
牛乳・乳製品・卵・ 
調理済み食品・ 
飲料類

食品は凍結せず，微生
物の増殖を止められな
いので，短期間の保存に
適する。野菜室（5～10℃）

野菜・果実

3   冷凍冷蔵庫による食品保存の目安

5   遺伝子組み換え食品に関する表示

（今
いま

井
い

孝
たか

成
のり

「アレルギー（65）」）

4   食物アレルギーの原因食品の割合（%）

❶原因食品を摂取後，速やかに発症する即時型アレルギー
の中で，最も重症なもの。皮膚症状，消化器症状および呼
吸器症状に引き続き，全身性のショック症状を引き起こす。
これらの症状の進行を一時的に緩和し，ショックを防ぐた
めの補助治療剤として「エピペン®」注射がある。
❷表示が義務である7品目：小麦，そば，卵，乳，らっか
せい（ピーナッツ），えび，かに

表示が推奨される21品目：あわび・いか・いくら・オレ
ンジ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さば・だい
ず・とり肉・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・
ゼラチン・バナナ・ごま・カシューナッツ・アーモンド
❸一律基準　食品衛生法で定める「人の健康を損なうお
それのない量」のことで，0.01ppmと設定されている。
❹ポストハーベスト農薬　収穫後に保存や輸送中のかび
の繁殖などを防止するために使用される農薬のこと。日
本では禁止されている。

アレルギー表示の例

ソバ 2.2
魚類 2.1

鶏卵
39.0

牛乳
21.8

小麦
11.7

ピーナッツ 5.1

果物類 4.0
魚卵 3.7

甲殻類 3.4
ナッツ類 2.3

その他 4.6
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食
生
活
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英単語 成分：ingredient　食品群：food group

（注） ①野菜はきのこ，海藻を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。  
② エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準［2020年版］」の参考表・推定エネルギー必要量の約93～97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適宜調節
すること。食品構成は「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」で計算。

4   4つの食品群別摂取量の目安（1人1日あたり，香
か
川
がわ
明
あき
夫
お
監修）

食品群

年齢・性別

第1群 第2群 第3群 第4群
乳･乳製品 卵 魚介・肉 豆･豆製品 野菜 いも 果物 穀類 油脂 砂糖
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

身
体
活
動
レ
ベ
ル
低
い（
Ⅰ
）

12～14歳 380 380 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 360 310 20 20 10 10
15～17 320 320 55 55 150 120 80 80 350 350 100 100 150 150 420 300 25 20 10 10
18～29 300 250 55 55 180 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 240 20 15 10 10
30～49 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 370 250 20 15 10 10
50～64 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 360 230 20 15 10 10
65～74 250 250 55 55 120 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 200 15 10 10 10
75以上 250 200 55 55 120 80 80 80 350 350 100 100 150 150 270 190 15 10 10 5
妊婦初期 ̶ 250 ̶ 55 ̶ 100 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 260 ̶ 15 ̶ 10
　　中期 ̶ 250 ̶ 55 ̶ 120 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 310 ̶ 15 ̶ 10
　　後期 ̶ 250 ̶ 55 ̶ 150 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 360 ̶ 20 ̶ 10
授乳婦 ̶ 250 ̶ 55 ̶ 120 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 330 ̶ 20 ̶ 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル
普
通（
Ⅱ
）

1～2歳 250 250 30 30 50 50 40 40 180 180 50 50 100 100 120 110 5 5 3 3
3～5 250 250 30 30 60 60 60 60 240 240 50 50 120 120 190 170 10 10 5 5
6～7 250 250 55 55 80 80 60 60 270 270 60 60 120 120 230 200 10 10 10 10
8～9 300 300 55 55 120 80 80 80 300 300 60 60 150 150 270 240 15 15 10 10

10～11 320 320 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 350 320 20 20 10 10
12～14 380 380 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 430 390 25 20 10 10
15～17 320 320 55 55 200 120 80 80 350 350 100 100 150 150 480 380 30 20 10 10
18～29 300 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 320 30 15 10 10
30～49 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 450 330 30 15 10 10
50～64 250 250 55 55 180 120 80 80 350 350 100 100 150 150 440 300 25 15 10 10
65～74 250 250 55 55 170 120 80 80 350 350 100 100 150 150 400 280 20 15 10 10
75以上 250 250 55 55 150 100 80 80 350 350 100 100 150 150 340 230 15 15 10 10
妊婦初期 ̶ 250 ̶ 55 ̶ 120 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 340 ̶ 15 ̶ 10
　　中期 ̶ 250 ̶ 55 ̶ 150 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 360 ̶ 20 ̶ 10
　　後期 ̶ 250 ̶ 55 ̶ 180 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 420 ̶ 25 ̶ 10
授乳婦 ̶ 320 ̶ 55 ̶ 180 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 380 ̶ 20 ̶ 10

身
体
活
動
レ
ベ
ル

高
い（
Ⅲ
）

15～17歳 380 320 55 55 200 170 120 80 350 350 100 100 150 150 550 430 30 20 10 10
18～29 380 300 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
30～49 380 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 390 30 20 10 10
50～64 320 250 55 55 200 150 120 80 350 350 100 100 150 150 530 360 25 20 10 10
65～74 320 250 55 55 200 130 80 80 350 350 100 100 150 150 480 340 25 15 10 10
授乳婦 ̶ 320 ̶ 55 ̶ 170 ̶ 80 ̶ 350 ̶ 100 ̶ 150 ̶ 470 ̶ 25 ̶ 10

5   4つの食品群別摂取量の目安による食品構成（15～17歳，1人1日あたり，身体活動レベル普通（Ⅱ）の場合）

（注）菓子・飲料などの嗜好品，種実類は第4群に含まれる。

食
品
群
と

そ
の
摂
取
量
の

目
安

第1群 第2群 第3群 第4群
　　乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 いも 果物 穀類 油脂 砂糖
男 320 55 200 80 350 100 150 480 30 10
女 320 55 120 80 350 100 150 380 20 10

食
品
の
概
量

卵1個
（50～60）

魚1切れ
（70～100）

肉（豚ロース）
1枚（80～100）

豆腐
1/4丁（80）

青菜のおひたし
1皿（80）

野菜いため1皿
（100～150）

いも1皿
（100）

ご飯　茶
ちゃ
碗
わん

4～6杯
（精白米240～360）

食パン1～2枚
（60～120）

砂糖
大さじ1（9）

油大さじ
1.5～2.5
（18～30）

ヨーグルト
1個（100）

プロセスチーズ
1切れ（15）

納豆
1パック（50）

サラダ1皿（100）

果物（200）

（g）

（g）

牛乳カップ
1.2杯（250）
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食
生
活

ひとくちメモ

 食料自給率
日本の食

しょく
料
りょう
自
じ
給
きゅう
率
りつ

は，1965年度の73％から2020年度には
37％まで減少している。食料自給率低下の要因は，経済成長に
伴って自給可能な米の消費量が年間1人112kgから約1/2に減少
する一方で，肉類が9.2kgから約3.6倍，油脂類が6.3kgから約
2.3倍と増加したことなどが挙げられる。
また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大などによ

り，国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増
加，アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動
などにより，外国から食料を安定して確保できるかは不透明であ
り，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として

生産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組み
としては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられる。

 フード・マイレージと地産地消
フード・マイレージとは，「食料の輸送距離」の意味で，食料の

生産地から消費地までの距離に着目し，輸送に伴うエネルギーを
できるだけ減らして環境負荷を低減するための指標として用いら
れる。フード・マイレージは，「相手国別の食料輸入量」に「輸送
距離」を乗じた数値（t・km）で表され，日本はアメリカやフラ
ンスなどと比べるとフード・マイレージが高い。
地
ち
産
さん
地
ち
消
しょう
とは，地元で生産された食料を，その地域で消費する

ことをいう。生産地と消費地が近いので，輸送のためのエネル
ギーやコストが削減できることに加えて，地域の農業や水産業が
活性化することや，直売所などで生産者の顔が見える食品を購入
できるなどの利点がある。

食料生産と食料問題1
❶

1

2

3

クッキング自給率（こくさんと学ぶ料理自給率計算ソフト）　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％以下に落ち込んだ。農林水産省のウェ
ブサイトにある「クッキング自給率」のソフトを使って，自分の食事について自給率を算出することができる。

自分や家族の食生活を持続可能にすることができるようになるために，安全・環境・健康など食生活に関わる情報を適切に
判断し，広い視野で食生活について考えていこう。

●学習のポイント

これからの食生活7
❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含ま
れるカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほ
か，重量や生産額を基にした数値で示されることもある。

 持続可能な食生活を目指して

（農林水産省「食料需給表」）

1   日本の食料自給率

生産額ベース

カロリーベース
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　食料自給率を高めるために，私たちにできるこ
とは何か，話し合おう。

TRY

3   地産地消の野菜の販売

2   輸入食料のフード・マイレージの比較

（中
なか

田
た

哲
てつ

也
や

（農林水産政策研究所）より作成）

　国産のだいずと，アメリカから輸入した1トンのだいずで，
豆腐を5千丁作った場合（だいずの量は1トン）。

豆
腐
工
場

（
埼
玉
県
小
川
町
）

アメリカ産

輸送距離：19,968km
フード・マイレージ：
19,968t･km
CO2排出量：245.9kg

輸送距離：3.4km
フード・マイレージ：
3.4t･km
CO2排出量：0.6kg

国産
輸
入
港（
東
京
港
）

輸
出
港（
ニ
ュ
ー

オ
ー
リ
ン
ズ
港
）

産
地

（
ア
イ
オ
ワ
州
）

産
地

（
埼さ

い
玉た
ま

県
小お

川が
わ

町
）

　地産地消の主な取り組
みとして，直売所や量販店
での地場農産物の販売，学
校給食，観光施設，外食・
中食での地場農産物の利
用などがある。
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ひとくちメモ コレステロール　「コレ」は動物を意味し，動物性のステロール（脂質の一種）という意味である。植物性のステロールはフィト（植物）ステロー
ルといい，コレステロールとは構造が少しだけ異なっており，消化吸収されないだけでなく，一緒にとったコレステロールの吸収を妨げる。

 脂質の種類と働き
脂
し

質
しつ
には，中

ちゅう
性
せい

脂
し

肪
ぼう
，リン脂質，コレステロールなどがあり，

水に溶けない。食品中の脂質の多くは中性脂肪で，消化・吸収さ
れるのに時間がかかるため，炭水化物とは異なり，ゆっくりとエ
ネルギーに利用される。
中性脂肪は3個の脂肪酸がグリセリンに結合したものである。

脂肪酸は，炭素が長く鎖状に結合した構造で，分子内に二重結合
（不飽和結合）がある不

ふ
飽
ほう

和
わ

脂
し

肪
ぼう

酸
さん
と不飽和結合がない飽

ほう
和
わ

脂
し

肪
ぼう

酸
さん
に分けられる。炭素の数，二重結合の数と位置の違いにより，

さまざまな脂肪酸がある。不飽和脂肪酸は不飽和結合が1つの一
価不飽和脂肪酸と2つ以上の多価不飽和脂肪酸に分けられ，その
位置によって，n― 6（ω

オメガ
6）系，n― 3（ω3）系などに分類される。

 飽和脂肪酸と一価不飽和脂肪酸 　エネルギーの摂取量が必要量
を上回ると，主に体に蓄える脂肪として作られる脂肪酸である。
 多価不飽和脂肪酸 　リノール酸やα

アルファ
―リノレン酸などがあり，生

命活動に必要な物質が作られる。しかし，リノール酸とα―リノレ
ン酸は体内で合成できないので，必

ひっ
須
す

脂
し

肪
ぼう

酸
さん
といわれ，食物から

摂取しなくてはならない。n― 6系必須脂肪酸の欠乏症には皮膚障
害や不妊，子どもの成長障害があり，n― 3系の脂肪酸は脳や神経
細胞に必要な脂肪酸である。脂質はカロリーが高いので避けられ
やすいが，私たちが健康に生きていくために必要な栄養素である。
 リン脂質 　細胞膜などを構成する重要な成分である。
 コレステロール 　ホルモン，胆

たん
汁
じゅう
酸
さん
などをつくる原料になるほ

か，細胞膜の成分にもなる。

たんぱく質 1gあたりの発生エネルギー　約4kcal4 たんぱく質 1gあたりの発生エネルギー　約4kcal4 脂質 1gあたりの発生エネルギー：約9kcal3

p.110

1

2

❶

3   脂肪酸の種類
不飽和脂肪酸 

一価不飽和脂肪酸

常温で固体
飽和結合のみ 不飽和結合が1つ

主に脂肪として蓄えられる 生理活性物質となる

多価不飽和脂肪酸

飽和脂肪酸

・パルミチン酸〈16〉，
・ ステアリン酸〈18〉  
（食肉，バター，ラード，ヘット，パーム
油など）

・ オレイン酸（n―9）〈18〉  
（オリーブオイル，なたね油など）

●リノール酸（n―6）系
・ リノール酸〈18〉  
（綿

めん
実
じつ
油
ゆ
，だいず油，グレープ

シード油，とうもろこし油など）
・ アラキドン酸〈20〉  
（卵黄，豚肉（肝臓など））

●α―リノレン酸（n―3）系
・ α―リノレン酸〈18〉  
（アマニ油，しそ油，えごま油など）
・エイコサペンタエン酸（EPA）〈20〉
・ ドコサヘキサエン酸（DHA）〈22〉（魚
類など）

❶不飽和脂肪酸は二重結合の位置によって，n―3系（ω
3），n―6系（ω6），n―9系（ω9）などに分けられ，n―
3系とn―6系は体内で合成することができない。n―3系
にはα―リノレン酸，n―6系にはリノール酸やアラキドン
酸がある。

不飽和結合が2つ以上
常温で液体

　肉や魚の部位や種類によって，脂質の量や種
類がどのように違うか比較しよう。

TRY

1   中性脂肪・脂肪酸

　中性脂肪は，グリセリン
に3つの脂肪酸が結合した
構造になっている。脂肪
酸には色々な種類がある。

脂肪酸1

脂肪酸2

脂肪酸3

グ
リ
セ
リ
ン

中性脂肪の構造

脂肪酸の構造

2   脂肪酸の分類

脂肪酸の種類
不飽和結合
（二重結合）

体内での働き

飽和脂肪酸 なし 主に体に蓄えら
れる脂肪になる。

不飽和
脂肪酸

一価不飽和脂肪酸 1つ

多価不飽和脂肪酸 2つ以上
生命活動に必要
な物質になる。

ω3ω6ω9

（注）（　）内は多く含まれる食品，〈　〉内は炭素数

酸化しにくい（加熱調理向き） 酸化しやすい（加熱調理に不向き）
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ひとくちメモ

 食料自給率
日本の食

しょく
料
りょう
自
じ
給
きゅう
率
りつ

は，1965年度の73％から2019年度には
38％まで減少し，先進諸国の中で最も低い。食料自給率低下の
要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間1人
112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.6倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。
また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大などによ

り，国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増
加，アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動
などにより，外国から食料を安定して確保できるかは不透明であ
り，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として

生産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組み
としては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられる。

 フード・マイレージと地産地消
フード・マイレージとは，「食料の輸送距離」の意味で，食料の

生産地から消費地までの距離に着目し，輸送に伴うエネルギーを
できるだけ減らして環境負荷を低減するための指標として用いら
れる。フード・マイレージは，「相手国別の食料輸入量」に「輸送
距離」を乗じた数値（t・km）で表され，日本はアメリカやフラ
ンスなどと比べるとフード・マイレージが高い。
地
ち
産
さん
地
ち
消
しょう
とは，地元で生産された食料を，その地域で消費する

ことをいう。生産地と消費地が近いので，輸送のためのエネル
ギーやコストが削減できることに加えて，地域の農業や水産業が
活性化することや，直売所などで生産者の顔が見える食品を購入
できるなどの利点がある。

食料生産と食料問題1
❶

1

2

3

クッキング自給率（こくさんと学ぶ料理自給率計算ソフト）　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％以下に落ち込んだ。農林水産省のウェ
ブサイトにある「クッキング自給率」のソフトを使って，自分の食事について自給率を算出することができる。

自分や家族の食生活を持続可能にすることができるようになるために，安全・環境・健康など食生活に関わる情報を適切に
判断し，広い視野で食生活について考えていこう。

●学習のポイント

これからの食生活7
❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含ま
れるカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほ
か，重量や生産額を基にした数値で示されることもある。

 持続可能な食生活を目指して

（農林水産省「食料需給表」）

1   日本の食料自給率

生産額ベース

カロリーベース
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　食料自給率を高めるために，私たちにできるこ
とは何か，話し合おう。

TRY

3   地産地消の野菜の販売

2   輸入食料のフード・マイレージの比較

（中
なか

田
た

哲
てつ

也
や

（農林水産政策研究所）より作成）

　国産のだいずと，アメリカから輸入した1トンのだいずで，
豆腐を5千丁作った場合（だいずの量は1トン）。

豆
腐
工
場

（
埼
玉
県
小
川
町
）

アメリカ産

輸送距離：19,968km
フード・マイレージ：
19,968t･km
CO2排出量：245.9kg

輸送距離：3.4km
フード・マイレージ：
3.4t･km
CO2排出量：0.6kg
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）
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ニ
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ワ
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）
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地
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わ

町
）

　地産地消の主な取り組
みとして，直売所や量販店
での地場農産物の販売，学
校給食，観光施設，外食・
中食での地場農産物の利
用などがある。
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 食品ロス
日本は，食料自給率がきわめて低いにもかかわらず，年間約

2,531万トン（2018年推計）の「食品由来の廃棄物等」がある。
それらの中で，食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん
ロスと

いう。日本の食品ロスは，食品関連事業者のほうが一般家庭より
やや多く，年間約600万トンと推定され，世界全体の食料援助量
の約1.5倍にあたる。現在，食品ロスを削減するために，食品業
界における消費期限，賞味期限の科学的根拠に基づいた設定，納
品期限や販売期間などの商習慣の見直し，官民が連携した食品ロ
ス削減の国民運動などが展開されている。また，私たち消費者も，
食品ロスを減らすための工夫に取り組む必要がある。

 フードバンク
フードバンクとは，「食料銀行」を意味する社会福祉活動であ

る。安全に食べられるにもかかわらず，さまざまな理由で廃棄さ
れようとしている食品を，企業や個人から寄付として受け付け，
生活困窮者など食料支援を必要とする人たちや施設に，適切に配
分している。フードバンクでは，食品を単に横流しするのではな
く，必要なものを必要な数だけ必要なところへ渡すため，マッチ
ングを行っている。そのため，加工食品の場合には賞味期限が1
か月以上のものを受け付けている。フードバンクの利点には，受
け手側の食費の節約や食生活の充実，企業側の廃棄コストや環境
負荷の低減，行政側の食品ロスや財政負担の削減など，多数ある。

 フェアトレード
フェアトレードとは，貿易のしくみをより公平・公正にするこ

とにより，特に開発途上国の小規模生産者や労働者が，自らの力
で貧困から脱却し，地域社会や環境を守りながら持続可能な世界
の実現を目指す取り組みである。開発途上国で生産された食品が
低価格で販売されている背景には，安さを生み出すため生産者に
労働に対する正当な対価が支払われていないことや，生産性を上
げるため必要以上の農薬を使用して環境破壊が起こっていること
などがある。このような状況を少しでもなくすため，開発途上国
との間ではフェアトレード価格による取り引きが求められる。

食をめぐる問題とその対策3

❶

1

❷

2

3

4

教育ファーム　生産者の指導を受けて，農作物を育てるところから食べるところまでを体験する取り組み。自然の力やそれを生かす知恵と工夫，
苦労や喜び，食べものの大切さを学ぶことが目的。

1. 食品は買い過ぎず，使いきる，食べきる
2. 残った食品はほかの料理に活用する
3. 消費期限と賞味期限の違いを理解する
4. 外食時に食べ残しがないようにする
5. すぐ使うなら消費期限・賞味期限の近い食品を買う

2   食品ロスを減らすための消費者の工夫

4   国際フェアトレード認証ラベル

❶食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）
❷2019年10月1日より，「食品ロスの削減の推進に関
する法律」が実施された。

1   食品ロス

3   フードバンク
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世界の食料援助量
約390万トン

日本の食品ロス
約600万トン

※国際連合世界食糧計画 
2018年発表数値

※農林水産省 
2018年度発表数値

156

5

10

15

20

25

30

ひとくちメモ

 食品ロス
日本は，食料自給率がきわめて低いにもかかわらず，年間約

2,531万トン（2018年推計）の「食品由来の廃棄物等」がある。
それらの中で，食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん
ロスと

いう。日本の食品ロスは，食品関連事業者のほうが一般家庭より
やや多く，年間約600万トンと推定され，世界全体の食料援助量
の約1.5倍にあたる。現在，食品ロスを削減するために，食品業
界における消費期限，賞味期限の科学的根拠に基づいた設定，納
品期限や販売期間などの商習慣の見直し，官民が連携した食品ロ
ス削減の国民運動などが展開されている。また，私たち消費者も，
食品ロスを減らすための工夫に取り組む必要がある。

 フードバンク
フードバンクとは，「食料銀行」を意味する社会福祉活動であ

る。安全に食べられるにもかかわらず，さまざまな理由で廃棄さ
れようとしている食品を，企業や個人から寄付として受け付け，
生活困窮者など食料支援を必要とする人たちや施設に，適切に配
分している。フードバンクでは，食品を単に横流しするのではな
く，必要なものを必要な数だけ必要なところへ渡すため，マッチ
ングを行っている。そのため，加工食品の場合には賞味期限が1
か月以上のものを受け付けている。フードバンクの利点には，受
け手側の食費の節約や食生活の充実，企業側の廃棄コストや環境
負荷の低減，行政側の食品ロスや財政負担の削減など，多数ある。

 フェアトレード
フェアトレードとは，貿易のしくみをより公平・公正にするこ

とにより，特に開発途上国の小規模生産者や労働者が，自らの力
で貧困から脱却し，地域社会や環境を守りながら持続可能な世界
の実現を目指す取り組みである。開発途上国で生産された食品が
低価格で販売されている背景には，安さを生み出すため生産者に
労働に対する正当な対価が支払われていないことや，生産性を上
げるため必要以上の農薬を使用して環境破壊が起こっていること
などがある。このような状況を少しでもなくすため，開発途上国
との間ではフェアトレード価格による取り引きが求められる。

食をめぐる問題とその対策3

❶

1

❷

2

3

4

教育ファーム　生産者の指導を受けて，農作物を育てるところから食べるところまでを体験する取り組み。自然の力やそれを生かす知恵と工夫，
苦労や喜び，食べものの大切さを学ぶことが目的。

1. 食品は買い過ぎず，使いきる，食べきる
2. 残った食品はほかの料理に活用する
3. 消費期限と賞味期限の違いを理解する
4. 外食時に食べ残しがないようにする
5. すぐ使うなら消費期限・賞味期限の近い食品を買う

2   食品ロスを減らすための消費者の工夫

4   国際フェアトレード認証ラベル

❶食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）
❷2019年10月1日より，「食品ロスの削減の推進に関
する法律」が実施された。

1   食品ロス

3   フードバンク
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世界の食料援助量
約390万トン

日本の食品ロス
約600万トン

※国際連合世界食糧計画 
2018年発表数値

※農林水産省 
2018年度発表数値
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 食料自給率
日本の食

しょく
料
りょう
自
じ
給
きゅう
率
りつ

は，1965年度の73％から2020年度には
37％まで減少し，先進諸国の中で最も低い。食料自給率低下の
要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間1人
112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.6倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。
また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大などによ

り，国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増
加，アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動
などにより，外国から食料を安定して確保できるかは不透明であ
り，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として

生産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組み
としては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられる。

 フード・マイレージと地産地消
フード・マイレージとは，「食料の輸送距離」の意味で，食料の

生産地から消費地までの距離に着目し，輸送に伴うエネルギーを
できるだけ減らして環境負荷を低減するための指標として用いら
れる。フード・マイレージは，「相手国別の食料輸入量」に「輸送
距離」を乗じた数値（t・km）で表され，日本はアメリカやフラ
ンスなどと比べるとフード・マイレージが高い。
地
ち
産
さん
地
ち
消
しょう
とは，地元で生産された食料を，その地域で消費する

ことをいう。生産地と消費地が近いので，輸送のためのエネル
ギーやコストが削減できることに加えて，地域の農業や水産業が
活性化することや，直売所などで生産者の顔が見える食品を購入
できるなどの利点がある。

食料生産と食料問題1
❶

1

2

3

クッキング自給率（こくさんと学ぶ料理自給率計算ソフト）　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％以下に落ち込んだ。農林水産省のウェ
ブサイトにある「クッキング自給率」のソフトを使って，自分の食事について自給率を算出することができる。

自分や家族の食生活を持続可能にすることができるようになるために，安全・環境・健康など食生活に関わる情報を適切に
判断し，広い視野で食生活について考えていこう。

●学習のポイント

これからの食生活7
❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含ま
れるカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほ
か，重量や生産額を基にした数値で示されることもある。

 持続可能な食生活を目指して

（農林水産省「食料需給表」）

1   日本の食料自給率
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　食料自給率を高めるために，私たちにできるこ
とは何か，話し合おう。

TRY

3   地産地消の野菜の販売

2   輸入食料のフード・マイレージの比較

（中
なか

田
た

哲
てつ

也
や

（農林水産政策研究所）より作成）

　国産のだいずと，アメリカから輸入した1トンのだいずで，
豆腐を5千丁作った場合（だいずの量は1トン）。

豆
腐
工
場

（
埼
玉
県
小
川
町
）

アメリカ産

輸送距離：19,968km
フード・マイレージ：
19,968t･km
CO2排出量：245.9kg

輸送距離：3.4km
フード・マイレージ：
3.4t･km
CO2排出量：0.6kg
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　地産地消の主な取り組
みとして，直売所や量販店
での地場農産物の販売，学
校給食，観光施設，外食・
中食での地場農産物の利
用などがある。
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 食品ロス
日本は，食料自給率がきわめて低いにもかかわらず，年間約

2,510万トン（2019年度推計）の「食品由来の廃棄物等」がある。
それらの中で，食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん
ロスと

いう。日本の食品ロスは，食品関連事業者のほうが一般家庭より
やや多く，年間約570万トンと推定され，世界全体の食料援助量
の約1.4倍にあたる。現在，食品ロスを削減するために，食品業
界における消費期限，賞味期限の科学的根拠に基づいた設定，納
品期限や販売期間などの商習慣の見直し，官民が連携した食品ロ
ス削減の国民運動などが展開されている。また，私たち消費者も，
食品ロスを減らすための工夫に取り組む必要がある。

 フードバンク
フードバンクとは，「食料銀行」を意味する社会福祉活動であ

る。安全に食べられるにもかかわらず，さまざまな理由で廃棄さ
れようとしている食品を，企業や個人から寄付として受け付け，
生活困窮者など食料支援を必要とする人たちや施設に，適切に配
分している。フードバンクでは，食品を単に横流しするのではな
く，必要なものを必要な数だけ必要なところへ渡すため，マッチ
ングを行っている。そのため，加工食品の場合には賞味期限が1
か月以上のものを受け付けている。フードバンクの利点には，受
け手側の食費の節約や食生活の充実，企業側の廃棄コストや環境
負荷の低減，行政側の食品ロスや財政負担の削減など，多数ある。

 フェアトレード
フェアトレードとは，貿易のしくみをより公平・公正にするこ

とにより，特に開発途上国の小規模生産者や労働者が，自らの力
で貧困から脱却し，地域社会や環境を守りながら持続可能な世界
の実現を目指す取り組みである。開発途上国で生産された食品が
低価格で販売されている背景には，安さを生み出すため生産者に
労働に対する正当な対価が支払われていないことや，生産性を上
げるため必要以上の農薬を使用して環境破壊が起こっていること
などがある。このような状況を少しでもなくすため，開発途上国
との間ではフェアトレード価格による取り引きが求められる。

食をめぐる問題とその対策3

❶

1

❷

2

3

4

教育ファーム　生産者の指導を受けて，農作物を育てるところから食べるところまでを体験する取り組み。自然の力やそれを生かす知恵と工夫，
苦労や喜び，食べものの大切さを学ぶことが目的。

1. 食品は買い過ぎず，使いきる，食べきる
2. 残った食品はほかの料理に活用する
3. 消費期限と賞味期限の違いを理解する
4. 外食時に食べ残しがないようにする
5. すぐ使うなら消費期限・賞味期限の近い食品を買う

2   食品ロスを減らすための消費者の工夫

4   国際フェアトレード認証ラベル

❶食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）
❷2019年10月1日より，「食品ロスの削減の推進に関
する法律」が実施された。

1   食品ロス

3   フードバンク
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世界の食料援助量
約420万トン

日本の食品ロス
約570万トン

※国際連合世界食糧計画 
2019年実績

※農林水産省 
2019年度推計
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 食品ロス
日本は，食料自給率がきわめて低いにもかかわらず，年間約

2,510万トン（2019年度推計）の「食品由来の廃棄物等」がある。
それらの中で，食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん
ロスと

いう。日本の食品ロスは，食品関連事業者のほうが一般家庭より
やや多く，年間約570万トンと推定され，世界全体の食料援助量
の約1.4倍にあたる。現在，食品ロスを削減するために，食品業
界における消費期限，賞味期限の科学的根拠に基づいた設定，納
品期限や販売期間などの商習慣の見直し，官民が連携した食品ロ
ス削減の国民運動などが展開されている。また，私たち消費者も，
食品ロスを減らすための工夫に取り組む必要がある。

 フードバンク
フードバンクとは，「食料銀行」を意味する社会福祉活動であ

る。安全に食べられるにもかかわらず，さまざまな理由で廃棄さ
れようとしている食品を，企業や個人から寄付として受け付け，
生活困窮者など食料支援を必要とする人たちや施設に，適切に配
分している。フードバンクでは，食品を単に横流しするのではな
く，必要なものを必要な数だけ必要なところへ渡すため，マッチ
ングを行っている。そのため，加工食品の場合には賞味期限が1
か月以上のものを受け付けている。フードバンクの利点には，受
け手側の食費の節約や食生活の充実，企業側の廃棄コストや環境
負荷の低減，行政側の食品ロスや財政負担の削減など，多数ある。

 フェアトレード
フェアトレードとは，貿易のしくみをより公平・公正にするこ

とにより，特に開発途上国の小規模生産者や労働者が，自らの力
で貧困から脱却し，地域社会や環境を守りながら持続可能な世界
の実現を目指す取り組みである。開発途上国で生産された食品が
低価格で販売されている背景には，安さを生み出すため生産者に
労働に対する正当な対価が支払われていないことや，生産性を上
げるため必要以上の農薬を使用して環境破壊が起こっていること
などがある。このような状況を少しでもなくすため，開発途上国
との間ではフェアトレード価格による取り引きが求められる。

食をめぐる問題とその対策3

❶

1

❷

2

3

4

教育ファーム　生産者の指導を受けて，農作物を育てるところから食べるところまでを体験する取り組み。自然の力やそれを生かす知恵と工夫，
苦労や喜び，食べものの大切さを学ぶことが目的。

1. 食品は買い過ぎず，使いきる，食べきる
2. 残った食品はほかの料理に活用する
3. 消費期限と賞味期限の違いを理解する
4. 外食時に食べ残しがないようにする
5. すぐ使うなら消費期限・賞味期限の近い食品を買う

2   食品ロスを減らすための消費者の工夫

4   国際フェアトレード認証ラベル

❶食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）
❷2019年10月1日より，「食品ロスの削減の推進に関
する法律」が実施された。

1   食品ロス

3   フードバンク
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1.4

世界の食料援助量
約420万トン

日本の食品ロス
約570万トン

※国際連合世界食糧計画 
2019年実績

※農林水産省 
2019年度推計
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 持続可能な食生活とは
食生活は，食料の生産・加工，輸送・流通，選択・購入，管理，

調理，食事，かたづけ，廃棄のサイクルで営まれている。近年，
食品産業の進展や食の外部化により，私たちは，食料生産に関わ
ることが少なくなり，「食べ物」は購入する物としての感覚にな
りがちである。生産から廃棄に至る一連のサイクルについて理解
を深め，持続可能な食生活を営むように心がけたい。

 食育の推進
食育は，明治時代に村

むら
井
い

弦
げん

斎
さい

が料理小説『食道楽』で，「小児に
は，徳育，知育，体育よりも食育が先」と述べたことに由来する。
2005年に食

しょく
育
いく
基
き
本
ほん
法
ほう

が制定・施行され，それまでの食生活指 
針や健康づくり運動に加えて，学校教育はもとより，地域や食品
関連業者を含めた国民全体の啓発活動とするさまざまな食育の取
り組みが始まった。学校では，栄養教諭の配置や教育ファームな
どとともに，食育の全体計画に基づく給食の時間，各教科，特別
活動，総合的な探究の時間などで指導の充実が図られている。

5 年ごとに食
しょく
育
いく
推
すい
進
しん
基
き
本
ほん
計
けい
画
かく

が策定され，2021〜2025年度ま
での 5 年間に取り組むべき重点課題が第 4 次食育推進基本計画で
示された。「食育」の範囲は広く，一人一人が持続可能な食生活
を営む力を身につける取り組みといえる。諸外国でもさまざまな

「食育」が進められている。

持続可能な食生活を営む力4

❶

p.105

❷ ❸

5

❶食育基本法における「食育」の範囲
1．心身の健康の推進と豊かな人間形成
2．食に関する感謝の念と理解
3．伝統的な食文化，環境と調和した生産等への配慮
4．農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献
5．食品の安全性の確保
❷食生活指針と食事バランスガイド　2000年に，当時
の厚生省，農林水産省，文部省の三省合同で「食生活指
針」を策定した。2005年には，厚生労働省と農林水産
省が共同で，「食生活指針」を実践に移すための「食事バ
ランスガイド」を策定した。
❸「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」　
健康寿命の延伸とQOL（生活の質）の向上などを実現す
るため，2000年に厚生省（当時）で始められた国民健
康づくり運動。栄養・食生活，身体活動・運動，休養・こ
ころの健康づくり，たばこ，アルコールなどの9分野につ
いて具体的な目標などが示されている。また，「健康日本
21」を積極的に推進するため，医療制度改革の一環とし
て2003年に「健康増進法」が施行された。

食育：food education　持続可能な：sustainable英単語

食品ロスを減らそう　食品ロスを減らすためにできることを考え取り組もう。

●アメリカ（My Plate）

●イギリス（Eatwell Guide）

穀類，たんぱく質性食品，
野菜，果実および乳製品
に分類された食品群を，食
卓に置かれた皿とコップ
のデザインで表現。

野菜と果物を1日に5単位
以上食べる「5 A DAY」を
実践するための資料。

●シンガポール（My Healthy Plate）

望ましい食事バランスとし
て，皿の半分は果実と野
菜，皿の1/4は全粒穀類と
肉類を表現。

5   諸外国の食育施策の例

　食環境の持続可能性について，食品を扱って
いる企業の取り組みを調べよう。

TRY

例   徳
とく

島
しま

県徳島市の高校では，フー
ドドライブ活動を行っている。学
校施設に回収ボックスを設置し
たり，文化祭で企画したりして食
品を集め，生徒達の手で仕分け
を行い，フードバンクとくしまに
寄付している。近隣の小中学校
にフードドライブの説明に行き，
協力を依頼するなど，地域への
普及も目指している。

フードドライブとは
家庭で余っている食べ物を学校や職場
などに持ち寄り，それらをまとめて，地
域の福祉団体や施設，フードバンクな
どに寄付する活動である。

TRY

157第6章　食生活をつくる　　7　これからの食生活

食
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活
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15

20

被服には，家庭用品品質表示法に基づく組
そ
成
せい
表
ひょう
示
じ
，性能表示や

洗濯などの取
と
り扱

あつか
い表

ひょう
示
じ
がある。ほかにも原産国表示，JISのサイ

ズ表示，業界団体の基準による品質保証マークなどの規定された
表示と，注意を促す表示，デメリット表示などもある。

被服と表示2
❶

p.163

3

組成：fiber composition　品質：quality英単語

原産国表示（景品表示法）

日本製

その他の表示（任意）

●ウールマーク
新毛100％を使用し，
品質基準を満
たした製品に
付けられる。

●デメリット表示の例

本素材の性質上，丸
洗いすると外観や
風合いが変化しま
す。

繊維製品の取り扱い表示（家庭用品品質表示法）

●JIS L0001抜粋

靴のサイズの目安

❶日本の取り扱い表示のJIS規格は，2016年よりISO
（International Organization for Standardization） 
に基づいたものに改定された。

組成表示（家庭用品品質表示法）

●混用率表示　　　　　●分離表示　　　　　　　  　●指定用語がない場合

羊毛 50％
アクリル 30％
ナイロン 20％

性能表示（家庭用品品質表示法） 性能表示（任意）

●  レインコートなどの 
撥
はっ
水
すい
性を表示

●  防炎製品として認定さ
れた寝具類などにラベ
ル表示　

●抗ウイルス性を表示

表示者の表示（家庭用品品質表示法）

○○株式会社
連絡先TEL○○―○○○―○○○○

サイズ表示（JIS）

●成人女子用ドレスの場合 ●成人男子用ジャケットの場合

3   被服の表示

撥水
（水をはじきやすい）

サイズ絵表示 寸法列記表示

寸法列記表示

9AR

83

91

158

サイズ絵表示

92A4

92

80

165

サ　イ　ズ
バ　ス　ト  　83
ヒ　ッ　プ  　91
身　　　長　 158

体型を
示す記号

身長を
示す記号

バストの
分類番号

9 A R

サ　イ　ズ
チ ェ ス ト  　92
ウ エ ス ト  　80
身　　　長　 165

チェスト
寸法

体型を
示す記号

身長を
示す番号

92 A 4

サイズ絵表示 寸法列記表示

寸法列記表示

9AR

83

91

158

サイズ絵表示

92A4

92

80

165

サ　イ　ズ
バ　ス　ト  　83
ヒ　ッ　プ  　91
身　　　長　 158

体型を
示す記号

身長を
示す記号

バストの
分類番号

9 A R

サ　イ　ズ
チ ェ ス ト  　92
ウ エ ス ト  　80
身　　　長　 165

チェスト
寸法

体型を
示す記号

身長を
示す番号

92 A 4

バスト
番
号 寸法（㎝）

3 74
5 77
7 80
9 83
11 86
13 89
15 92
17 96
19 100

チェスト
体型の
記号

ウエストとの
寸法差（㎝）

J 20
JY 18
Y 16

YA 14
A 12

AB 10
B 8

BB 6
BE 4
E 0

体
型 ヒップの大きさ

Y A体型より4cm小さい
A 普通の体型

AB A体型より4cm大きい
B A体型より8cm大きい

身長
記
号 寸法（㎝）

PP 142
P 150
R 158
T 166

身長
番号 寸法（㎝）
3 160
4 165
5 170
6 175
7 180
8 185
9 190

表地 羊毛 80％
　　 ナイロン 20％
裏地 キュプラ 100％

指定外繊維
（繊維の名称または
商標）

（注）混用率で多い順に表示する。

洗
濯

60℃を限度とし洗
濯機で洗濯可。

タ
ン
ブ
ル
乾
燥

タンブル乾燥可。
高温乾燥，排気
温度上限80℃。

ア
イ
ロ
ン
仕
上
げ

温度200℃まで。

40℃を限度とし洗
濯機で弱い洗濯可。

タンブル乾燥可。
低温乾燥，排気
温度上限60℃。

温度150℃まで。

温度110℃まで。

30℃を限度とし洗
濯機で，非常に弱
い洗濯可。

自
然
乾
燥

つり干し乾燥が
よい。 ド

ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

パークロロエチ
レン，石油系溶
剤使用可。

40℃を限度とし手
洗いによる洗濯可。

ぬれつり干し乾
燥がよい。 石油系溶剤使用

可。下線を加え
ると弱い処理で
石油系溶剤使用
可。Ⓟも同様。

漂
白

塩素系・酸素系漂
白剤使用可。

平
ひら
干し乾燥がよ
い。

酸素系漂白剤だけ
使用可。

ぬれ平干し乾燥
がよい。

ウ
ェ
ッ
ト
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

ウェットクリー
ニング可。下線
を加えると弱い
処理，二重下線
を加えると非常
に弱い処理。

（注） 表示に×印を重ねた場
合，その表示の処理・ 
操作の禁止を示す。

日陰でのつり干
し乾燥がよい。

（外国ブランド名）
日本製 中国製

デニム製品の特徴と
して色が落ちやすい
ので，ほかの物と分
けて洗ってください。

日本 アメリカ フランス
cm 紳士靴（インチ）婦人靴（インチ）紳士靴（号）婦人靴（号）

23 ― 5.5 ― 35.5
23.5 6 6 37 36
24 6.5 6.5 38 36.5
24.5 7 7 39 37
25 7.5 7.5 40 37.5
25.5 8 ― 41 ―
26 8.5 ― 42 ―
26.5 9 ― 43 ―

足幅

親指の
付け根

小指の
付け根

足
長（
サ
イ
ズ
）
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 持続可能な食生活とは
食生活は，食料の生産・加工，輸送・流通，選択・購入，管理，

調理，食事，かたづけ，廃棄のサイクルで営まれている。近年，
食品産業の進展や食の外部化により，私たちは，食料生産に関わ
ることが少なくなり，「食べ物」は購入する物としての感覚にな
りがちである。生産から廃棄に至る一連のサイクルについて理解
を深め，持続可能な食生活を営むように心がけたい。

 食育の推進
食育は，明治時代に村

むら
井
い

弦
げん

斎
さい

が料理小説『食道楽』で，「小児に
は，徳育，知育，体育よりも食育が先」と述べたことに由来する。
2005年に食

しょく
育
いく
基
き
本
ほん
法
ほう

が制定・施行され，それまでの食生活指 
針や健康づくり運動に加えて，学校教育はもとより，地域や食品
関連業者を含めた国民全体の啓発活動とするさまざまな食育の取
り組みが始まった。学校では，栄養教諭の配置や教育ファームな
どとともに，食育の全体計画に基づく給食の時間，各教科，特別
活動，総合的な探究の時間などで指導の充実が図られている。

5 年ごとに食
しょく
育
いく
推
すい
進
しん
基
き
本
ほん
計
けい
画
かく

が策定され，2021〜2025年度ま
での 5 年間に取り組むべき重点課題が第 4 次食育推進基本計画で
示された。「食育」の範囲は広く，一人一人が持続可能な食生活
を営む力を身につける取り組みといえる。諸外国でもさまざまな

「食育」が進められている。

持続可能な食生活を営む力4

❶

p.105

❷ ❸

5

❶食育基本法における「食育」の範囲
1．心身の健康の増進と豊かな人間形成
2．食に関する感謝の念と理解
3．伝統的な食文化，環境と調和した生産等への配意
4．農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献
5．食品の安全性の確保
❷食生活指針と食事バランスガイド　2000年に，当時
の厚生省，農林水産省，文部省の三省合同で「食生活指
針」を策定した。2005年には，厚生労働省と農林水産
省が共同で，「食生活指針」を実践に移すための「食事バ
ランスガイド」を策定した。
❸「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」　
健康寿命の延伸とQOL（生活の質）の向上などを実現す
るため，2000年に厚生省（当時）で始められた国民健
康づくり運動。栄養・食生活，身体活動・運動，休養・こ
ころの健康づくり，たばこ，アルコールなどの9分野につ
いて具体的な目標などが示されている。また，「健康日本
21」を積極的に推進するため，医療制度改革の一環とし
て2003年に「健康増進法」が施行された。

食育：food education　持続可能な：sustainable英単語

食品ロスを減らそう　食品ロスを減らすためにできることを考え取り組もう。

●アメリカ（My Plate）

●イギリス（Eatwell Guide）

穀類，たんぱく質性食品，
野菜，果実および乳製品
に分類された食品群を，食
卓に置かれた皿とコップ
のデザインで表現。

野菜と果物を1日に5単位
以上食べる「5 A DAY」を
実践するための資料。

●シンガポール（My Healthy Plate）

望ましい食事バランスとし
て，皿の半分は果実と野
菜，皿の1/4は全粒穀類と
肉類を表現。

5   諸外国の食育施策の例

　食環境の持続可能性について，食品を扱って
いる企業の取り組みを調べよう。

TRY

例   徳
とく

島
しま

県徳島市の高校では，フー
ドドライブ活動を行っている。学
校施設に回収ボックスを設置し
たり，文化祭で企画したりして食
品を集め，生徒達の手で仕分け
を行い，フードバンクとくしまに
寄付している。近隣の小中学校
にフードドライブの説明に行き，
協力を依頼するなど，地域への
普及も目指している。

フードドライブとは
家庭で余っている食べ物を学校や職場
などに持ち寄り，それらをまとめて，地
域の福祉団体や施設，フードバンクな
どに寄付する活動である。

TRY

157第6章　食生活をつくる　　7　これからの食生活
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被服には，家庭用品品質表示法に基づく組
そ
成
せい
表
ひょう
示
じ
，性能表示や

洗濯などの取
と
り扱

あつか
い表

ひょう
示
じ
がある。ほかにも原産国表示，JISのサイ

ズ表示，業界団体の基準による品質保証マークなどの規定された
表示と，注意を促す表示，デメリット表示などもある。

被服と表示2
❶

p.163

3

組成：fiber composition　品質：quality英単語

原産国表示（景品表示法）

日本製

その他の表示（任意）

●ウールマーク
新毛100％を使用し，
品質基準を満
たした製品に
付けられる。

●デメリット表示の例

本素材の性質上，丸
洗いすると外観や
風合いが変化しま
す。

繊維製品の取り扱い表示（家庭用品品質表示法）

● JIS L0001抜粋

靴のサイズの目安

❶日本の取り扱い表示のJIS規格は，2016年よりISO
（International Organization for Standardization） 
に基づいたものに改定された。

組成表示（家庭用品品質表示法）

●全体表示　　　　　　●分離表示　　　　　　　  　●指定用語がない場合

羊毛 50％
アクリル 30％
ナイロン 20％

性能表示（家庭用品品質表示法） 性能表示（任意）

●  レインコートなどの 
撥
はっ
水
すい
性を表示

●  防炎製品として認定さ
れた寝具類などにラベ
ル表示　

●抗ウイルス性を表示

表示者の表示（家庭用品品質表示法）

○○株式会社
連絡先TEL○○―○○○―○○○○

サイズ表示（JIS）

●成人女子用ドレスの場合 ●成人男子用ジャケットの場合

3   被服の表示

撥水
（水をはじきやすい）

サイズ絵表示 寸法列記表示

寸法列記表示

9AR

83

91

158

サイズ絵表示

92A4

92

80

165

サ　イ　ズ
バ　ス　ト  　83
ヒ　ッ　プ  　91
身　　　長　 158

体型を
示す記号

身長を
示す記号

バストの
分類番号

9 A R

サ　イ　ズ
チ ェ ス ト  　92
ウ エ ス ト  　80
身　　　長　 165

チェスト
寸法

体型を
示す記号

身長を
示す番号

92 A 4

サイズ絵表示 寸法列記表示

寸法列記表示

9AR

83

91

158

サイズ絵表示

92A4

92

80

165

サ　イ　ズ
バ　ス　ト  　83
ヒ　ッ　プ  　91
身　　　長　 158

体型を
示す記号

身長を
示す記号

バストの
分類番号

9 A R

サ　イ　ズ
チ ェ ス ト  　92
ウ エ ス ト  　80
身　　　長　 165

チェスト
寸法

体型を
示す記号

身長を
示す番号

92 A 4

バスト
番
号 寸法（㎝）

3 74
5 77
7 80
9 83
11 86
13 89
15 92
17 96
19 100

チェスト
体型の
記号

ウエストとの
寸法差（㎝）

J 20
JY 18
Y 16

YA 14
A 12

AB 10
B 8

BB 6
BE 4
E 0

体
型 ヒップの大きさ

Y A体型より4cm小さい
A 普通の体型

AB A体型より4cm大きい
B A体型より8cm大きい

身長
記
号 寸法（㎝）

PP 142
P 150
R 158
T 166

身長
番号 寸法（㎝）
3 160
4 165
5 170
6 175
7 180
8 185
9 190

表地 羊毛 80％
　　 ナイロン 20％
裏地 キュプラ 100％

植物繊維
（繊維の名称または
商標）

（注）混用率で多い順に表示する。

洗
濯

60℃を限度とし洗
濯機で洗濯可。

タ
ン
ブ
ル
乾
燥

タンブル乾燥可。
高温乾燥，排気
温度上限80℃。

ア
イ
ロ
ン
仕
上
げ

温度200℃まで。

40℃を限度とし洗
濯機で弱い洗濯可。

タンブル乾燥可。
低温乾燥，排気
温度上限60℃。

温度150℃まで。

温度110℃まで。

30℃を限度とし洗
濯機で，非常に弱
い洗濯可。

自
然
乾
燥

つり干し乾燥が
よい。 ド

ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

パークロロエチ
レン，石油系溶
剤使用可。

40℃を限度とし手
洗いによる洗濯可。

ぬれつり干し乾
燥がよい。 石油系溶剤使用

可。下線を加え
ると弱い処理で
石油系溶剤使用
可。Ⓟも同様。

漂
白

塩素系・酸素系漂
白剤使用可。

平
ひら

干し乾燥がよ
い。

酸素系漂白剤だけ
使用可。

ぬれ平干し乾燥
がよい。

ウ
ェ
ッ
ト
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

ウェットクリー
ニング可。下線
を加えると弱い
処理，二重下線
を加えると非常
に弱い処理。

（注） 表示に×印を重ねた場
合，その表示の処理・ 
操作の禁止を示す。

日陰でのつり干
し乾燥がよい。

（外国ブランド名）
日本製 中国製

デニム製品の特徴と
して色が落ちやすい
ので，ほかの物と分
けて洗ってください。

日本 アメリカ フランス
cm 紳士靴（インチ）婦人靴（インチ）紳士靴（号）婦人靴（号）

23 ― 5.5 ― 35.5
23.5 6 6 37 36
24 6.5 6.5 38 36.5
24.5 7 7 39 37
25 7.5 7.5 40 37.5
25.5 8 ― 41 ―
26 8.5 ― 42 ―
26.5 9 ― 43 ―

足幅

親指の
付け根

小指の
付け根

足
長（
サ
イ
ズ
）

167第7章　衣生活をつくる　　2　被服を入手する

衣
生
活

5

157

167

側注❶
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訂正箇所 原　　　文ページ 行

ひとくちメモ

被服のタグに表示される組成表示から何が分かるのか考えよう。
組成には，繊維の種類が示されている。各繊維はそれぞれ異なる
特徴を持ち，その特徴が被服の着心地に大きな影響を与える。
被服の材料には，織物，編物，レース，不織布，フェルト，皮

革，糸などがあり，これらの原材料は繊維である。

被服の材料3

人類初の化学繊維　ナイロンは絹のような光沢を持ち，絹より強い繊維として1953年に「鋼鉄よりも強く，クモの糸より細い」というキャッ
チフレーズで開発された合成繊維である。美しい光沢と強さと伸びを併せ持ち，ストッキングの素材として利用された。

分
類
繊
維
名

原料 繊維の形態 特徴 主な用途

植
物
繊
維

綿

断　面 側　面

　綿繊維は，2～5cmの
短繊維。断面はストロー
のように中空で，側面に
は天然のより（ねじれ）が
ある。そのため，糸に紡

つむ

ぎやすい。
　主成分は，植物系天然
高分子（セルロース）。

●  吸湿性・吸水性
が大きい。

●  強いが伸びは小
さい。

●  ぬれても弱くな
らない。

●  しわになりやす
い。

●  熱に強い。
●  乾きにくい。

●  麻よりもやわら
かい肌触りであ
る。

外衣，
肌着，
寝具，
タオル，
浴
ゆ か た
衣

麻

　麻繊維には亜麻，苧
ちょ
麻
ま

（ラミー），マニラ麻など
がある。衣料には亜麻が
用いられるが，生産量は
少ない。
　主成分は，セルロース。
強くてかたい。

●  綿よりもかたく，
ハリがある。

●  光沢がある。
●  触ると冷たく感
じる。

夏用衣服，
ハンカチーフ

動
物
繊
維

毛

　羊毛は，表面に鱗
りん
片
ぺん

（スケール）があり，それ
らが不規則に重なってい
る。
　ほかにカシミヤ，アン
ゴラ，キャメルなどの獣
毛も用いられる。
　主成分はたんぱく質。

●  吸湿性が大きい。
●  紫外線で黄変・
劣化する。

●  虫害を受けやす
い。

●  吸水性が小さい。
●  保温性が大きい。
●  伸縮性がある。
●  しわになりにく
い。

服地，
コート，
セーター，
毛布，
床敷物

絹

　繭の糸は，2本のフィ
ブロイン繊維（絹）がセリ
シンというたんぱく質で
囲まれている。断面が三
角形で，側面が平滑であ
るため，光沢があり，し
なやかな風合いである。
　主成分は，たんぱく質。

●  吸水性が大きい。
●  光沢がある。
●  やわらかく，し
なやかな肌触り
である。

和服，
婦人服，
スカーフ，
ネクタイ

ひとくちメモ

綿花
（コットンボール）

亜
あ
麻
ま

羊

10µm

（約1,300倍）

10µm

（約500倍）

（約500倍）

10µm10µm

（約500倍）

（約750倍） （約750倍）

10µm 10µm
（約600倍） （約500倍）

10µm 10µm

1   天然繊維の種類と特徴，主な用途

1.  天然繊維の原料は，現在どの地域で栽培され
ているか調べよう。

2.  化学繊維の普及にはどのような背景があった
か考えよう。

仮
蚕の繭

セリシン（熱水に溶ける）

フィブロイン

繭糸の断面

TRY

168

5

168 脚注

削除
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訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

ひとくちメモ

被服のタグに表示される組成表示から何が分かるのか考えよう。
組成には，繊維の種類が示されている。各繊維はそれぞれ異なる
特徴を持ち，その特徴が被服の着心地に大きな影響を与える。
被服の材料には，織物，編物，レース，不織布，フェルト，皮

革，糸などがあり，これらの原材料は繊維である。

被服の材料3

人類初の化学繊維　ナイロンは絹のような光沢を持ち，絹より強い合成繊維として，1935年に「鋼鉄よりも強く，クモの糸より細い」という
キャッチフレーズで開発された。美しい光沢と強さと伸びを併せ持ち，ストッキングの素材として利用された。

分
類
繊
維
名

原料 繊維の形態 特徴 主な用途

植
物
繊
維

綿

断　面 側　面

　綿繊維は，2～5cmの
短繊維。断面はストロー
のように中空で，側面に
は天然のより（ねじれ）が
ある。そのため，糸に紡

つむ

ぎやすい。
　主成分は，植物系天然
高分子（セルロース）。

●  吸湿性・吸水性
が大きい。

●  強いが伸びは小
さい。

●  ぬれても弱くな
らない。

●  しわになりやす
い。

●  熱に強い。
●  乾きにくい。

●  麻よりもやわら
かい肌触りであ
る。

外衣，
肌着，
寝具，
タオル，
浴
ゆ か た
衣

麻

　麻繊維には亜麻，苧
ちょ
麻
ま

（ラミー），マニラ麻など
がある。衣料には亜麻が
用いられるが，生産量は
少ない。
　主成分は，セルロース。
強くてかたい。

●  綿よりもかたく，
ハリがある。

●  光沢がある。
●  触ると冷たく感
じる。

夏用衣服，
ハンカチーフ

動
物
繊
維

毛

　羊毛は，表面に鱗
りん
片
ぺん

（スケール）があり，それ
らが不規則に重なってい
る。
　ほかにカシミヤ，アン
ゴラ，キャメルなどの獣
毛も用いられる。
　主成分はたんぱく質。

●  吸湿性が大きい。
●  紫外線で黄変・
劣化する。

●  虫害を受けやす
い。

●  吸水性が小さい。
●  保温性が大きい。
●  伸縮性がある。
●  しわになりにく
い。

服地，
コート，
セーター，
毛布，
床敷物

絹

　繭の糸は，2本のフィ
ブロイン繊維（絹）がセリ
シンというたんぱく質で
囲まれている。断面が三
角形で，側面が平滑であ
るため，光沢があり，し
なやかな風合いである。
　主成分は，たんぱく質。

●  吸水性が大きい。
●  光沢がある。
●  やわらかく，し
なやかな肌触り
である。

和服，
婦人服，
スカーフ，
ネクタイ

ひとくちメモ

綿花
（コットンボール）

亜
あ
麻
ま

羊

10µm

（約1,300倍）

10µm

（約500倍）

（約500倍）

10µm10µm

（約500倍）

（約750倍） （約750倍）

10µm 10µm
（約600倍） （約500倍）

10µm 10µm

1   天然繊維の種類と特徴，主な用途

1. �天然繊維の原料は，現在どの地域で栽培され
ているか調べよう。

2.  化学繊維の普及にはどのような背景があった
か考えよう。

仮
蚕の繭

セリシン（熱水に溶ける）

フィブロイン

繭糸の断面

TRY

168

5
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

ひとくちメモ

 糸
繊維を平行にそろえて束にして，ねじって絡

から
ませる（よりをか

ける・紡ぐ）ことで糸にする。さらに数本の糸をより合わせて，
太く強い糸とする場合もある。綿，毛などの短い繊維から糸を作
ることを紡

ぼう
績
せき
という。

 布
 織物 　たて糸とよこ糸をほぼ直角に交錯して織った布である。
そのため，たてとよこと斜めの布目によって伸びが異なり，特に，
斜め方向（バイアス）によく伸びる。織物の代表的な組織は，平

ひら

織
おり
・斜
しゃ
文
もん
織
おり
（綾

あや
織
おり
）・朱

しゅ
子
す
織
おり
の三

さん
原
げん

組
そ

織
しき
である。組織を工夫するこ

とにより，目の粗い布から目の詰まった布に変化させて作ること
ができる。組織の違いで，光沢感ややわらかさ，丈夫さに違いが
生じる。
 編物（ニット） 　1本の糸をループにして連続的に絡ませて作る
布で，編み進む方向によって，よこメリヤスとたてメリヤスがあ
る。編物はたて，よこ，斜めのどの方向にも伸びる。織物に比べ
て伸縮性がよく，保温性に富み，通気性は大きく，しわになりに
くい。しかし，洗濯などにより型崩れを起こしやすい。
 その他の布 　糸の工程を経ずに，繊維を積層してから，繊維同
士を絡ませたり接着したりして作る布で，不

ふ
織
しょく
布
ふ
やフェルトがあ

る。不織布は，芯地，マスク，紙おむつ，ナプキン，バッグ，建
材などに利用され，生産量は増加している。

1

1

紙おむつ，生理用ナプキンや使い捨てマス
クなどは，主に不織布で作られている。
紙おむつは不織布と，綿状パルプと高分子

吸収材から成る吸収体から作られていて，乳
幼児用だけでなく介護のための大人用も多く
販売されている。マスクは，不織布の繊維間
の隙間の大きさを制御して，呼気は通すがほ
こりや空気中の有害な成分は通さないフィル
ターの役割を持っている。

●不織布で作られた製品

Column

下着の重要性　下着の着用は，重ね着による保温効果ばかりでなく，汗を吸い汚れをとることで衣服内環境をコントロールして，清潔な状態を
保つ役割をしている。

織物 編物
種
類 平　織 斜文織 朱子織 よこメリヤス たてメリヤス

組
織
図

特
徴

たて糸とよこ糸が1本ずつ互
い違いに組み合わされる織
り方。布面が平らで，目のす
いた布もできる。

綾織ともいう。1本の糸が2
本以上の糸をまたいで交差
する織り方。斜めの方向に
うねが現れる。

たて糸とよこ糸の交差点をでき
るだけ少なくする織り方。その
ため糸の浮いている部分が多
く，表面が滑らかで光沢が出る。

1本の糸だけで，よこ方向に順
次ループを作りながら，たて方
向に段を重ねて編目を形成する。
主な手編みの方法。

配列した多数のたて糸に対して，
たて方向にループを作りながら，
隣接したたて方向の糸を相互に
連結して編目を形成する。

写
真

利
用
例

シャツ，ブラウス（ブロード，
ギンガム），シーツ，カーテ
ン（金

かな
巾
きん
）

ジャケット，ジーンズ（デニ
ム），制服，ユニフォーム
（サージ），スーツ（ツイード）

衣装，ドレス（サテン），礼服，
コート（ドスキン）

Tシャツ，セーター，トレーニン
グウエア（ニット，ジャージ）

スポーツウエア，下着（トリコッ
ト）

1   織物の三原組織と編物組織

　自分の手持ちのTシャツ，セーター，ワイシャツ，
デニムジーンズなどの布目（編目）を拡大鏡など
で拡大して観察し，織りの種類や伸びの方向を比
較しよう。

TRY

マスク

紙おむつ
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ひとくちメモ

 糸
繊維を平行にそろえて束にして，ねじって絡

から
ませる（よりをか

ける・紡ぐ）ことで糸にする。さらに数本の糸をより合わせて，
太く強い糸とする場合もある。綿，毛などの短い繊維から糸を作
ることを紡

ぼう
績
せき
という。

 布
 織物 　たて糸とよこ糸をほぼ直角に交錯して織った布である。
そのため，たてとよこと斜めの布目によって伸びが異なり，特に，
斜め方向（バイアス）によく伸びる。織物の代表的な組織は，平

ひら

織
おり
・斜
しゃ
文
もん
織
おり
（綾

あや
織
おり
）・朱

しゅ
子
す
織
おり
の三

さん
原
げん

組
そ

織
しき
である。組織を工夫するこ

とにより，目の粗い布から目の詰まった布に変化させて作ること
ができる。組織の違いで，光沢感ややわらかさ，丈夫さに違いが
生じる。
 編物（ニット） 　1本の糸をループにして連続的に絡ませて作る
布で，編み進む方向によって，よこメリヤスとたてメリヤスがあ
る。編物はたて，よこ，斜めのどの方向にも伸びる。織物に比べ
て伸縮性がよく，保温性に富み，通気性は大きく，しわになりに
くい。しかし，洗濯などにより型崩れを起こしやすい。
 その他の布 　糸の工程を経ずに，繊維を積層してから，繊維同
士を絡ませたり接着したりして作る布で，不

ふ
織
しょく
布
ふ
やフェルトがあ

る。不織布は，芯地，マスク，紙おむつ，ナプキン，バッグ，建
材などに利用され，生産量は増加している。

1

1

紙おむつ，生理用ナプキンや使い捨てマス
クなどは，主に不織布で作られている。
紙おむつは不織布と，綿状パルプと高分子

吸収材から成る吸収体から作られていて，乳
幼児用だけでなく介護のための大人用も多く
販売されている。マスクは，不織布の繊維間
の隙間の大きさを制御して，呼気は通すがほ
こりや空気中の有害な成分は通さないフィル
ターの役割を持っている。

●不織布で作られた製品

Column

下着の重要性　下着の着用は，重ね着による保温効果ばかりでなく，汗を吸い汚れをとることで衣服内環境をコントロールして，清潔な状態を
保つ役割をしている。

織物 編物
種
類 平　織 斜文織 朱子織 よこメリヤス たてメリヤス

組
織
図

特
徴

たて糸とよこ糸が1本ずつ互
い違いに組み合わされる織
り方。布面が平らで，目のす
いた布もできる。

綾織ともいう。1本の糸が2
本以上の糸をまたいで交差
する織り方。斜めの方向に
うねが現れる。

たて糸とよこ糸の交差点をでき
るだけ少なくする織り方。その
ため糸の浮いている部分が多
く，表面が滑らかで光沢が出る。

1本の糸だけで，よこ方向に順
次ループを作りながら，たて方
向に段を重ねて編目を形成する。
主な手編みの方法。

配列した多数のたて糸に対して，
たて方向にループを作りながら，
隣接したたて方向の糸を相互に
連結して編目を形成する。

写
真

利
用
例

シャツ，ブラウス（ブロード，
ギンガム），シーツ，カーテ
ン（金

かな
巾
きん
）

ジャケット，ジーンズ（デニ
ム），制服，ユニフォーム
（サージ），スーツ（ツイード）

衣装，ドレス（サテン），礼服，
コート（ドスキン）

Tシャツ，セーター，トレーニン
グウエア（ニット，ジャージ）

スポーツウエア，下着（トリコッ
ト）

1   織物の三原組織と編物組織

　自分の手持ちのTシャツ，セーター，ワイシャツ，
デニムジーンズなどの布目（編目）を拡大鏡など
で拡大して観察し，織りの種類や伸びの方向を比
較しよう。
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ひとくちメモ

私たちが着ている被服は，どこで作られているのだろうか。国
内に出回る衣類点数は，海外製品が98％を超えており，日本国
内の繊維生産量は低下の一途である。繊維の生産まで立ち戻れば，
さまざまな国を経由して日本に届けられており，外国との関わり
なしに私たちの衣生活は成り立たない。被服の輸入品には，全て
海外で企画生産されたものもあるが，低コスト地域に共同工場を
設立し，日本企業の企画により生産するものもある。
輸入先としては中国が圧倒的に多く，ベトナム，バングラデ

シュ，カンボジアなどのアジア諸国が続き，衣類の種類別輸入先
としては，中国やアジア諸国からは主として日常よく着るもの，
イタリアからはブランド品が多い。
世界の人口は増加の一途をたどり，繊維の需要量も年々増加し

て，今後，更に多くの繊維が必要になる。しかしながら，生産に
必要な土地や木材，石油などの資源は有限であり，今後増えるこ
とは期待できない。持続可能な社会を実現するには，被服の生産
や消費の実態を踏まえて，私たちが自らの衣生活を振り返り，資
源や環境，そして人権にも配慮して行動する必要がある。

被服の生産と消費1

1

3

2

富
とみ
岡
おか
製糸場　1872（明治5）年に，明治政府が建設した日本初の機械製糸工場で，西洋の技術を取り入れ，当時は世界一の大規模工場であった。

1987（昭和62）年まで生糸の生産が行われた。日本が明治維新により近代国家へ移行するとき，主な輸出の収益は絹織物と綿織物であった。

2013年4月，バングラデシュの縫製工場「ラナ・プラザ」のビルが
突然崩れ落ち，死者1,100人余，負傷者2,500人以上の大惨事となった。
バングラデシュはファスト
ファッションをはじめとする
衣料品の輸出が重要な産業と
なっていたが，その一方で生
産性を優先して労働者の安全
管理がおろそかにされていた。
この事故をきっかけにして，
労働環境改善のための監視機
関が設立されるようになった。

●バングラデシュの縫製工場

Column

これからの衣生活
次世代に引き継げる衣生活の在り方を考えるために，資源の消費の視点で自分の衣生活を見直そう。また，全ての人が健康・
安全・快適な衣生活を営むためのユニバーサルデザインの被服について理解を深めよう。

●学習のポイント

 持続可能な衣生活を目指して6

＊ 国内に出回る衣類のうち，輸入品が占める割合をいう。 
国内供給点数＝生産点数＋輸入点数ー輸出点数 
輸入浸透率（％）＝輸入点数÷国内供給点数×100

（日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2021」）
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ひとくちメモ

 糸
繊維を平行にそろえて束にして，ねじって絡

から
ませる（よりをか

ける・紡ぐ）ことで糸にする。さらに数本の糸をより合わせて，
太く強い糸とする場合もある。綿，毛などの短い繊維から糸を作
ることを紡

ぼう
績
せき
という。

 布
 織物 　たて糸とよこ糸をほぼ直角に交錯して織った布である。
そのため，たてとよこと斜めの布目によって伸びが異なり，特に，
斜め方向（バイアス）によく伸びる。織物の代表的な組織は，平

ひら

織
おり
・斜
しゃ
文
もん
織
おり
（綾

あや
織
おり
）・朱

しゅ
子
す
織
おり
の三

さん
原
げん

組
そ

織
しき
である。組織を工夫するこ

とにより，目の粗い布から目の詰まった布に変化させて作ること
ができる。組織の違いで，光沢感ややわらかさ，丈夫さに違いが
生じる。
 編物（ニット） 　1本の糸をループにして連続的に絡ませて作る
布で，編み進む方向によって，よこメリヤスとたてメリヤスがあ
る。編物はたて，よこ，斜めのどの方向にも伸びる。織物に比べ
て伸縮性がよく，保温性に富み，通気性は大きく，しわになりに
くい。しかし，洗濯などにより型崩れを起こしやすい。
 その他の布 　糸の工程を経ずに，繊維を積層してから，繊維同
士を絡ませたり接着したりして作る布で，不

ふ
織
しょく
布
ふ
やフェルトがあ

る。不織布は，芯地，マスク，紙おむつ，ナプキン，バッグ，建
材などに利用され，生産量は増加している。

1

1

紙おむつ，生理用ナプキンや使い捨てマス
クなどは，主に不織布で作られている。
紙おむつは不織布と，綿状パルプと高分子

吸収材から成る吸収体から作られていて，乳
幼児用だけでなく介護のための大人用も多く
販売されている。マスクは，不織布の繊維間
の隙間の大きさを制御して，呼気は通すがほ
こりや空気中の有害な成分は通さないフィル
ターの役割を持っている。
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1   織物の三原組織と編物組織
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デニムジーンズなどの布目（編目）を拡大鏡など
で拡大して観察し，織りの種類や伸びの方向を比
較しよう。
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ひとくちメモ

私たちが着ている被服は，どこで作られているのだろうか。国
内に出回る衣類点数は，海外製品が97％を超えており，日本国
内の繊維生産量は低下の一途である。繊維の生産まで立ち戻れば，
さまざまな国を経由して日本に届けられており，外国との関わり
なしに私たちの衣生活は成り立たない。被服の輸入品には，全て
海外で企画生産されたものもあるが，低コスト地域に共同工場を
設立し，日本企業の企画により生産するものもある。
輸入先としては中国が圧倒的に多く，ベトナム，カンボジア，

バングラデシュなどのアジア諸国が続き，衣類の種類別輸入先と
しては，中国やアジア諸国からは主として日常よく着るもの，イ
タリアからはブランド品が多い。
世界の人口は増加の一途をたどり，繊維の需要量も年々増加し

て，今後，更に多くの繊維が必要になる。しかしながら，生産に
必要な土地や木材，石油などの資源は有限であり，今後増えるこ
とは期待できない。持続可能な社会を実現するには，被服の生産
や消費の実態を踏まえて，私たちが自らの衣生活を振り返り，資
源や環境，そして人権にも配慮して行動する必要がある。

被服の生産と消費1

1

3

2

富
とみ
岡
おか
製糸場　1872（明治5）年に，明治政府が建設した日本初の機械製糸工場で，西洋の技術を取り入れ，当時は世界一の大規模工場であった。

1987（昭和62）年まで生糸の生産が行われた。日本が明治維新により近代国家へ移行するとき，主な輸出の収益は絹織物と綿織物であった。

2013年4月，バングラデシュの縫製工場「ラナ・プラザ」のビルが
突然崩れ落ち，死者1,100人余，負傷者2,500人以上の大惨事となった。
バングラデシュはファスト
ファッションをはじめとする
衣料品の輸出が重要な産業と
なっていたが，その一方で生
産性を優先して労働者の安全
管理がおろそかにされていた。
この事故をきっかけにして，
労働環境改善のための監視機
関が設立されるようになった。

●バングラデシュの縫製工場

Column

これからの衣生活
次世代に引き継げる衣生活の在り方を考えるために，資源の消費の視点で自分の衣生活を見直そう。また，全ての人が健康・
安全・快適な衣生活を営むためのユニバーサルデザインの被服について理解を深めよう。

●学習のポイント

 持続可能な衣生活を目指して6

＊ 国内に出回る衣類のうち，輸入品が占める割合をいう。 
国内供給点数＝生産点数＋輸入点数ー輸出点数 
輸入浸透率（％）＝輸入点数÷国内供給点数×100

（日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2022」）
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 4.3

ベトナム 16.4

インドネシア 3.5

総輸入額
2兆6,081億円

タイ 1.7イタリア 3.0

中国 55.8
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2   衣料品の輸入国別割合（金額ベース）

2019年
（%）

その他 7.4

ミャンマー 3.6

バングラデシュ
4.1

カンボジア 4.0

ベトナム 15.4

インドネシア 3.6

総輸入額
3兆1,080億円

タイ 1.8イタリア 3.1

中国 57.0
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ひとくちメモ

私たちが着ている被服は，どこで作られているのだろうか。国
内に出回る衣類点数は，海外製品が98％を超えており，日本国
内の繊維生産量は低下の一途である。繊維の生産まで立ち戻れば，
さまざまな国を経由して日本に届けられており，外国との関わり
なしに私たちの衣生活は成り立たない。被服の輸入品には，全て
海外で企画生産されたものもあるが，低コスト地域に共同工場を
設立し，日本企業の企画により生産するものもある。
輸入先としては中国が圧倒的に多く，ベトナム，バングラデ

シュ，カンボジアなどのアジア諸国が続き，衣類の種類別輸入先
としては，中国やアジア諸国からは主として日常よく着るもの，
イタリアからはブランド品が多い。
世界の人口は増加の一途をたどり，繊維の需要量も年々増加し

て，今後，更に多くの繊維が必要になる。しかしながら，生産に
必要な土地や木材，石油などの資源は有限であり，今後増えるこ
とは期待できない。持続可能な社会を実現するには，被服の生産
や消費の実態を踏まえて，私たちが自らの衣生活を振り返り，資
源や環境，そして人権にも配慮して行動する必要がある。

被服の生産と消費1

1

3

2

富
とみ
岡
おか
製糸場　1872（明治5）年に，明治政府が建設した日本初の機械製糸工場で，西洋の技術を取り入れ，当時は世界一の大規模工場であった。

1987（昭和62）年まで生糸の生産が行われた。日本が明治維新により近代国家へ移行するとき，主な輸出の収益は絹織物と綿織物であった。

2013年4月，バングラデシュの縫製工場「ラナ・プラザ」のビルが
突然崩れ落ち，死者1,100人余，負傷者2,500人以上の大惨事となった。
バングラデシュはファスト
ファッションをはじめとする
衣料品の輸出が重要な産業と
なっていたが，その一方で生
産性を優先して労働者の安全
管理がおろそかにされていた。
この事故をきっかけにして，
労働環境改善のための監視機
関が設立されるようになった。

●バングラデシュの縫製工場

Column

これからの衣生活
次世代に引き継げる衣生活の在り方を考えるために，資源の消費の視点で自分の衣生活を見直そう。また，全ての人が健康・
安全・快適な衣生活を営むためのユニバーサルデザインの被服について理解を深めよう。

●学習のポイント

 持続可能な衣生活を目指して6

＊ 国内に出回る衣類のうち，輸入品が占める割合をいう。 
国内供給点数＝生産点数＋輸入点数ー輸出点数 
輸入浸透率（％）＝輸入点数÷国内供給点数×100

（日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2021」）
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2   衣料品の輸入国別割合（金額ベース）
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その他 7.4

ミャンマー 3.6

バングラデシュ
4.1

カンボジア 4.0
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総輸入額
3兆1,080億円

タイ 1.8イタリア 3.1

中国 57.0
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ひとくちメモ

私たちが着ている被服は，どこで作られているのだろうか。国
内に出回る衣類点数は，海外製品が97％を超えており，日本国
内の繊維生産量は低下の一途である。繊維の生産まで立ち戻れば，
さまざまな国を経由して日本に届けられており，外国との関わり
なしに私たちの衣生活は成り立たない。被服の輸入品には，全て
海外で企画生産されたものもあるが，低コスト地域に共同工場を
設立し，日本企業の企画により生産するものもある。
輸入先としては中国が圧倒的に多く，ベトナム，カンボジア，

バングラデシュなどのアジア諸国が続き，衣類の種類別輸入先と
しては，中国やアジア諸国からは主として日常よく着るもの，イ
タリアからはブランド品が多い。
世界の人口は増加の一途をたどり，繊維の需要量も年々増加し

て，今後，更に多くの繊維が必要になる。しかしながら，生産に
必要な土地や木材，石油などの資源は有限であり，今後増えるこ
とは期待できない。持続可能な社会を実現するには，被服の生産
や消費の実態を踏まえて，私たちが自らの衣生活を振り返り，資
源や環境，そして人権にも配慮して行動する必要がある。

被服の生産と消費1

1

3

2

富
とみ
岡
おか
製糸場　1872（明治5）年に，明治政府が建設した日本初の機械製糸工場で，西洋の技術を取り入れ，当時は世界一の大規模工場であった。

1987（昭和62）年まで生糸の生産が行われた。日本が明治維新により近代国家へ移行するとき，主な輸出の収益は絹織物と綿織物であった。

2013年4月，バングラデシュの縫製工場「ラナ・プラザ」のビルが
突然崩れ落ち，死者1,100人余，負傷者2,500人以上の大惨事となった。
バングラデシュはファスト
ファッションをはじめとする
衣料品の輸出が重要な産業と
なっていたが，その一方で生
産性を優先して労働者の安全
管理がおろそかにされていた。
この事故をきっかけにして，
労働環境改善のための監視機
関が設立されるようになった。

●バングラデシュの縫製工場

Column

これからの衣生活
次世代に引き継げる衣生活の在り方を考えるために，資源の消費の視点で自分の衣生活を見直そう。また，全ての人が健康・
安全・快適な衣生活を営むためのユニバーサルデザインの被服について理解を深めよう。

●学習のポイント

 持続可能な衣生活を目指して6

＊ 国内に出回る衣類のうち，輸入品が占める割合をいう。 
国内供給点数＝生産点数＋輸入点数ー輸出点数 
輸入浸透率（％）＝輸入点数÷国内供給点数×100

（日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2022」）
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2   衣料品の輸入国別割合（金額ベース）

2020年
（%）

その他 7.1

ミャンマー 3.9

カンボジア 4.3

バングラデシュ
 4.3

ベトナム 16.4

インドネシア 3.5

総輸入額
2兆6,081億円

タイ 1.7イタリア 3.0

中国 55.8
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ひとくちメモ

私たちが着ている被服は，どこで作られているのだろうか。国
内に出回る衣類点数は，海外製品が97％を超えており，日本国
内の繊維生産量は低下の一途である。繊維の生産まで立ち戻れば，
さまざまな国を経由して日本に届けられており，外国との関わり
なしに私たちの衣生活は成り立たない。被服の輸入品には，全て
海外で企画生産されたものもあるが，低コスト地域に共同工場を
設立し，日本企業の企画により生産するものもある。
輸入先としては中国が圧倒的に多く，ベトナム，カンボジア，

バングラデシュなどのアジア諸国が続き，衣類の種類別輸入先と
しては，中国やアジア諸国からは主として日常よく着るもの，イ
タリアからはブランド品が多い。
世界の人口は増加の一途をたどり，繊維の需要量も年々増加し

て，今後，更に多くの繊維が必要になる。しかしながら，生産に
必要な土地や木材，石油などの資源は有限であり，今後増えるこ
とは期待できない。持続可能な社会を実現するには，被服の生産
や消費の実態を踏まえて，私たちが自らの衣生活を振り返り，資
源や環境，そして人権にも配慮して行動する必要がある。

被服の生産と消費1

1

3
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富
とみ
岡
おか
製糸場　1872（明治5）年に，明治政府が建設した日本初の機械製糸工場で，西洋の技術を取り入れ，当時は世界一の大規模工場であった。

1987（昭和62）年まで生糸の生産が行われた。日本が明治維新により近代国家へ移行するとき，主な輸出の収益は絹織物と綿織物であった。

2013年4月，バングラデシュの縫製工場「ラナ・プラザ」のビルが
突然崩れ落ち，死者1,100人余，負傷者2,500人以上の大惨事となった。
バングラデシュはファスト
ファッションをはじめとする
衣料品の輸出が重要な産業と
なっていたが，その一方で生
産性を優先して労働者の安全
管理がおろそかにされていた。
この事故をきっかけにして，
労働環境改善のための監視機
関が設立されるようになった。

●バングラデシュの縫製工場
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これからの衣生活
次世代に引き継げる衣生活の在り方を考えるために，資源の消費の視点で自分の衣生活を見直そう。また，全ての人が健康・
安全・快適な衣生活を営むためのユニバーサルデザインの被服について理解を深めよう。

●学習のポイント

 持続可能な衣生活を目指して6

＊ 国内に出回る衣類のうち，輸入品が占める割合をいう。 
国内供給点数＝生産点数＋輸入点数ー輸出点数 
輸入浸透率（％）＝輸入点数÷国内供給点数×100

（日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2022」）
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訂正箇所 原　　　文ページ 行

ひとくちメモ マイホームの価格　住宅取得費は，新築・中古，戸建住宅・集合住宅，都市部・地方などの条件や買う時期で異なる。例えばマンションの購入
価格は，全国平均4,521万円，東

とう
京
きょう
都5,464万円，佐

さ
賀
が
県2,180万円である（2019年度フラット35利用者，住宅金融支援機構調べ）。

 ライフステージと住居
ライフステージごとに住生活の特徴は変化する。家族の住

じゅう
要
よう
求
きゅう

を満たすには，一般的には家族で優先順位を決め，必要なものか
ら実行する。部屋数が少ない場合はきょうだいで同じ子ども室を
家具で仕切るなど，インテリアで工夫できる例もある。近年は，
家事を家族全員が担

にな
う，家族間コミュニケーションを促進する，

夫婦の個人的空間を創出するなど，ライフスタイルに応じた住要
求を満たす住居の計画も必要である。一生同じ住居に住み続ける
人もいれば，引っ越しをする人もいる。同じ住居でも，ライフス
テージごとに増改築や建て替え，ときには減

げん
築
ちく
を行うことが予想

される。これらの経済的な負担は大きいため，ライフステージの
変化を予測し，購入する場合は住

じゅう
宅
たく
取
しゅ
得
とく
費
ひ
の準備や，住

じゅう
宅
たく
ローン

の検討を計画的に行う必要がある。また，都市の中心部か郊外か，
持ち家か借家か，一戸建てか集合住宅かなど，居住する場所や住
居形態の選択も検討する必要がある。

 変化に対応する住居
ライフステージによる変化や，生活の多様性に対応可能な集合

住宅の計画も見られる。数種類の間取りや内装を選べるメニュー
方
ほう
式
しき
や，間取りの決定を居住者が行うフリープラン方

ほう
式
しき
などがあ

る。また，建物の構造体（骨組み）を恒久的な部分として造り，
中の住宅部分は，水回り（キッチン，風

ふ
呂
ろ
，洗面所，トイレな

ど）を含めて自由な間取りに変更可能にした集合住宅の例もある。
短いサイクルで住居を壊し建て直す時代は終わり，今後住居に

は，変化に対応でき長持ちする性能が求められる。同じ場所に長
く住み続けることは，地域のコミュニティ醸成にも役立つ。

住居の計画3

1

3

p.246

2

p.221

1   ライフステージごとの住生活の特徴

2   メニュー方式，フリープラン方式を組み合わせたマンションの計画例

乳
幼
児
期

●  静かに就寝できる。
●  親との同一室就寝が多い。
●  危険な物は手の届く範囲にない。
●  親の姿が見える範囲で遊べる。
●  親の援助で整理・整頓ができる。

児
童
期

●  親と別室就寝が多い。
●  机が必要だが，学習机を使う 
とは限らない。

●  住宅事情が許せば個室を 
持つ。

青
年
期

●  プライバシーを求めて部屋にかぎをかけたり 
無断入室を拒否することもある。

●  個室要求が強く， 
自己表現の場所となる。

●  一人暮らしを 
することもある。

●  男女別室で就寝する（性別就寝分離）。

壮
年
期

●  家族構成や就業の変化が多く子育てや 
高齢の親の介護をすることもある。

●  住宅選択（増改築，建て替え， 
引っ越しなど）の機会が生じやすい。 
通勤・通学時間，周囲の環境， 
諸施設への距離などを考慮する。

高
齢
期

●  老化により住居内の事故が起きやすくなる。
●  住み慣れた住居や近隣関係・ 
環境を大切にする。

●  バリアフリー化やリフォームが 
必要になる。（

▲

p.208）
●  2世帯住宅や高齢者施設に 
住むこともある。

1. 1階 2. 2階オールフリー 3. 2階オールセット 4. 2階セミフリー1. 1階平面図は固定，2階平
面図は，2.トイレ以外全て
自由に設計できるオールフ
リーと，3.あらかじめ固定さ
れているオールセット，4.そ
の中間のセミフリーの3つか
ら選択できる。

（田
た

中
なか

勝
まさる

ほか「図解住居学2 住まいの空間構成」）

　同じ場所に居住し続けるメリット・デメリットに
ついて，家族の面，経済面，環境面，地域のコ
ミュニティ面から考え，話し合おう。

TRY

居間・
食事室

居室

居室
台所 フリースペース

フリー
スペース

浴室 納
戸
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訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

ひとくちメモ マイホームの価格　住宅取得費は，新築・中古，戸建住宅・集合住宅，都市部・地方などの条件や買う時期で異なる。例えばマンションの購入
価格は，全国平均4,545万円，東

とう
京
きょう
都5,392万円，宮

みや
崎
ざき
県2,780万円である（2020年度フラット35利用者，住宅金融支援機構調べ）。

 ライフステージと住居
ライフステージごとに住生活の特徴は変化する。家族の住

じゅう
要
よう
求
きゅう

を満たすには，一般的には家族で優先順位を決め，必要なものか
ら実行する。部屋数が少ない場合はきょうだいで同じ子ども室を
家具で仕切るなど，インテリアで工夫できる例もある。近年は，
家事を家族全員が担

にな
う，家族間コミュニケーションを促進する，

夫婦の個人的空間を創出するなど，ライフスタイルに応じた住要
求を満たす住居の計画も必要である。一生同じ住居に住み続ける
人もいれば，引っ越しをする人もいる。同じ住居でも，ライフス
テージごとに増改築や建て替え，ときには減

げん
築
ちく
を行うことが予想

される。これらの経済的な負担は大きいため，ライフステージの
変化を予測し，購入する場合は住

じゅう
宅
たく
取
しゅ
得
とく
費
ひ
の準備や，住

じゅう
宅
たく
ローン

の検討を計画的に行う必要がある。また，都市の中心部か郊外か，
持ち家か借家か，一戸建てか集合住宅かなど，居住する場所や住
居形態の選択も検討する必要がある。

 変化に対応する住居
ライフステージによる変化や，生活の多様性に対応可能な集合

住宅の計画も見られる。数種類の間取りや内装を選べるメニュー
方
ほう
式
しき
や，間取りの決定を居住者が行うフリープラン方

ほう
式
しき
などがあ

る。また，建物の構造体（骨組み）を恒久的な部分として造り，
中の住宅部分は，水回り（キッチン，風

ふ
呂
ろ
，洗面所，トイレな

ど）を含めて自由な間取りに変更可能にした集合住宅の例もある。
短いサイクルで住居を壊し建て直す時代は終わり，今後住居に

は，変化に対応でき長持ちする性能が求められる。同じ場所に長
く住み続けることは，地域のコミュニティ醸成にも役立つ。

住居の計画3

1

3

p.246

2

p.221

1   ライフステージごとの住生活の特徴

2   メニュー方式，フリープラン方式を組み合わせたマンションの計画例

乳
幼
児
期

●  静かに就寝できる。
●  親との同一室就寝が多い。
●  危険な物は手の届く範囲にない。
●  親の姿が見える範囲で遊べる。
●  親の援助で整理・整頓ができる。

児
童
期

●  親と別室就寝が多い。
●  机が必要だが，学習机を使う 
とは限らない。

●  住宅事情が許せば個室を 
持つ。

青
年
期

●  プライバシーを求めて部屋にかぎをかけたり 
無断入室を拒否することもある。

●  個室要求が強く， 
自己表現の場所となる。

●  一人暮らしを 
することもある。

●  男女別室で就寝する（性別就寝分離）。

壮
年
期

●  家族構成や就業の変化が多く子育てや 
高齢の親の介護をすることもある。

●  住宅選択（増改築，建て替え， 
引っ越しなど）の機会が生じやすい。 
通勤・通学時間，周囲の環境， 
諸施設への距離などを考慮する。

高
齢
期

●  老化により住居内の事故が起きやすくなる。
●  住み慣れた住居や近隣関係・ 
環境を大切にする。

●  バリアフリー化やリフォームが 
必要になる。（

▲

p.208）
●  2世帯住宅や高齢者施設に 
住むこともある。

1. 1階 2. 2階オールフリー 3. 2階オールセット 4. 2階セミフリー1. 1階平面図は固定，2階平
面図は，2.トイレ以外全て
自由に設計できるオールフ
リーと，3.あらかじめ固定さ
れているオールセット，4.そ
の中間のセミフリーの3つか
ら選択できる。

（田
た

中
なか

勝
まさる

ほか「図解住居学2 住まいの空間構成」）

　同じ場所に居住し続けるメリット・デメリットに
ついて，家族の面，経済面，環境面，地域のコ
ミュニティ面から考え，話し合おう。
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 住居の耐震と減災
1981年に施行された新耐震基準を満たしているか，耐震補強

がされているか，家具は適切な補強や固定がされているか，避難
するための空間や通路が確保できているかなどを点検，確認する
必要がある。倒れる危険のあるたんすや食器棚のような置

お
き家

か
具
ぐ

を選択するのではなく，クローゼットや壁
へき
面
めん
収
しゅう
納
のう
のような建築と

一体となる造
つく
り付

つ
け収

しゅう
納
のう
を利用し災害を減らす工夫もある。

 人為災害を減らす工夫
住居の人為災害には，火災や空

あ
き巣

す
，強盗などがある。火災の

原因は，放火やこんろ，たばこ，火遊び，ストーブなどがある。
住居や家財の焼失被害，やけどだけでなく，一

いっ
酸
さん
化
か
炭
たん
素
そ
中
ちゅう
毒
どく
によ

る死亡例も多く，注意が必要である。
空き巣や強盗などの住居への不法侵入を阻止するためには，ド

アや窓などの二重施錠，U字ロックやドアチェーンの使用，屋外
照明の工夫，防犯カメラの設置などが必要となる。これらの設備
に頼るだけではなく，日頃から地域での情報共有や声かけなどに
より犯罪の起こりにくいまちにすることが重要である。

 住居内の事故
死に至る住

じゅう
居
きょ
内
ない
の事

じ
故
こ
には，窒息，溺死，転倒や転落などがあ

り，とくに65歳以上の高齢者や乳幼児の事故は窒息や溺死，転
倒の割合が多く，住居内の安全対策が必要である。誰もが安全に
暮らすためには，住居の動線を整理し，家族がコミュニケーショ
ンをとりやすい平面計画にする，床や家具周りの整理・整頓を心
がける，火気や暖房器具を適切に管理するなどの対策をしたい。

❶

4

5

6

p.204

p.204

TRY

英単語 事故：accident　地震：earthquake

住居内の事故の例を見て，考えよう
1.  危険な場所を探し，事故を未然に防ぐため
の対策を考えよう。

2. 高齢者や乳幼児の視点で考えよう。

住居
窓に防犯フィルム，ピッキングしにくい鍵や
補助錠，窓に面格子，暗がりや死角がない，
人感センサー付きの照明，犬がいる

まわり 近所の人が見ている，声をよくかけ合う

5   空き巣が入りにくい住居の特徴

年齢（歳）
死因 0～4 5～14 15～64 65～

窒息 79.4 18.2 21.3 22.9

溺死・溺水 14.4 36.4 20.1 44.3

転倒・転落・墜落 3.1 39.3 17.3 17.4

煙・火・火災 0 6.1 12.1 5.0

中毒 0 0 13.4 0.8

その他 3.1 0 15.8 9.6

総数（人） 97 33 1,673 11,987

（厚生労働省「令和元（2019）年人口動態統計」）

6   家庭内における不慮の事故死者数割合（%）

4   収納の例

たんす

●置き家具

壁面収納 ウォークイン
クローゼット

●造り付け収納

❶震度5までの地震動でほとんど損傷せず，震度7までの
大規模の地震動で倒壊・崩壊しない基準。
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ひとくちメモ 安全で質の高い住宅　耐震性を満たさない住宅を建て替えるなど，古いストックを更新するとともに，バリアフリー化されていない住宅のリ
フォームを進めることで，耐震性，断熱などの省エネ性，耐久性の向上を促進するなど，質の向上に向けた住宅投資が求められている。

 日本の住宅事情
住宅水準の国際比較をみると，アメリカ，ドイツ，フランスに

比べて日本の住宅が狭く，とくに借家でそれが顕著なことが明ら
かである。また，日本では新設住宅が多いことから，日本の住宅
が長持ちせず，建て替え需要が多いことが推測される。

 住宅政策の変遷
日本では第二次世界大戦後の住宅不足を補い，高度経済成長期

には都市部に流入する人口を支えるために，狭小な住宅が大量に
造られた。これにより，主に都市部の住宅の狭さ，住環境の悪さ
が住宅問題として顕在化し，国は住宅建設計画法（1966年制定）
に基づき，住宅の新規供給を中心とした住

じゅう
宅
たく
政
せい
策
さく
を講じてきた。

5年ごとに目標を定める住宅建設五箇年計画を策定し，居
きょ
住
じゅう
面
めん
積
せき

水
すい
準
じゅん
の達成などを目標にしつつ第8期まで展開した。

人口減少社会，超高齢社会を迎えた今，住宅への需要は量的な
充実から，耐震化，省エネルギー化，バリアフリー化などの質的
充実へと転換している。そこで，2006年には健全な住宅市場の
整備と国民の住生活の質を向上させる，ストック重視の住

じゅう
生
せい
活
かつ
基
き

本
ほん
法
ほう
が施行され，これに基づきおおむね10年ごとに見直すとさ

れる住
じゅう
生
せい
活
かつ
基
き
本
ほん
計
けい
画
かく
が策定されている。

日本の住宅政策1

1

2

p.214

3

p.77

p.222

4

3   居住面積水準（住戸専用面積・壁芯）

＊1   3歳未満0.25人，3歳以上6歳未満0.5人，6歳以上10歳
未満0.75人とするが，その結果合計2人に満たない場合
は2人とする。 

＊2   最低居住面積水準　健康で文化的な住生活の基礎として
必要不可欠な住宅の面積に関する水準。

＊3   誘導居住面積水準　世帯人数に応じて，豊かな住生活の
実現の前提として多様なライフスタイルに対応するため
に必要と考えられる住宅の面積に関する水準。

名　称 世帯人数＊1 面　積
最低居住
面積水準＊2

単身者
2人以上の世帯

25m2

10m2×世帯人数＋10m2

誘
導
居
住
面
積
水
準

一般型
単身者

2人以上の世帯
55m2

25m2×世帯人数＋25m2

都市
居住型

単身者
2人以上の世帯

40m2

20m2×世帯人数＋15m2
＊3

4   住生活基本計画（全国計画）（2016年度～2025年度）

1.  結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現
2. 高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現
3. 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保
4. 住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築
5.  建替えやリフォームによる安全で質の高い 
住宅ストックへの更新

6. 急増する空き家の活用・除去の推進
7. 強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長
8. 住宅地の魅力の維持・向上 （国土交通省「国土交通白書2018」）

（1  2：国土交通省「令和2（2020）年度住宅経済関連データ」）

2   人口千人あたりの新設住宅着工戸数
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1   一人あたり住宅床面積の国際比較 
（壁芯換算値）

0 10 20 30 40 50 60 70（m2）

25.4

35.3

40.2

37.6

44.3

46.1

61.2

持続可能な住居や，自助・互助・共助・公助に基づく地域コミュニティづくり，まちづくりの担
にな

い手になるために，環境に
配慮した住生活について理解しよう。

●学習のポイント

4 これからの住生活 持続可能な住生活を目指して
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倒の割合が多く，住居内の安全対策が必要である。誰もが安全に
暮らすためには，住居の動線を整理し，家族がコミュニケーショ
ンをとりやすい平面計画にする，床や家具周りの整理・整頓を心
がける，火気や暖房器具を適切に管理するなどの対策をしたい。

❶

4

5

6

p.204

p.204

TRY

英単語 事故：accident　地震：earthquake

住居内の事故の例を見て，考えよう
1.  危険な場所を探し，事故を未然に防ぐため
の対策を考えよう。

2. 高齢者や乳幼児の視点で考えよう。

住居
窓に防犯フィルム，ピッキングしにくい鍵や
補助錠，窓に面格子，暗がりや死角がない，
人感センサー付きの照明，犬がいる

まわり 近所の人が見ている，声をよくかけ合う

5   空き巣が入りにくい住居の特徴

4   収納の例

たんす

●置き家具

壁面収納 ウォークイン
クローゼット

●造り付け収納

❶震度5までの地震動でほとんど損傷せず，震度7までの
大規模の地震動で倒壊・崩壊しない基準。

TRY

年齢（歳）
死因 0～4 5～14 15～64 65～

窒息 71.2 9.4 21.9 23.5

溺死・溺水 13.7 37.4 21.2 42.5

転倒・転落・墜落 6.8 18.8 18.2 17.6

煙・火・火災 4.1 31.3 10.3 4.5

中毒 0 3.1 12.0 0.7

その他 4.2 0 16.4 11.2

総数（人） 73 32 1,630 11,966

（厚生労働省「令和2（2020）年人口動態統計」）

6   家庭内における不慮の事故死者数割合（%）
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ひとくちメモ 安全で質の高い住宅　耐震性を満たさない住宅を建て替えるなど，古いストックを更新するとともに，バリアフリー化されていない住宅のリ
フォームを進めることで，耐震性，断熱などの省エネ性，耐久性の向上を促進するなど，質の向上に向けた住宅投資が求められている。

 日本の住宅事情
住宅水準の国際比較をみると，アメリカ，ドイツ，フランスに

比べて日本の住宅が狭く，とくに借家でそれが顕著なことが明ら
かである。また，日本では新設住宅が多いことから，日本の住宅
が長持ちせず，建て替え需要が多いことが推測される。

 住宅政策の変遷
日本では第二次世界大戦後の住宅不足を補い，高度経済成長期

には都市部に流入する人口を支えるために，狭小な住宅が大量に
造られた。これにより，主に都市部の住宅の狭さ，住環境の悪さ
が住宅問題として顕在化し，国は住宅建設計画法（1966年制定）
に基づき，住宅の新規供給を中心とした住

じゅう
宅
たく
政
せい
策
さく
を講じてきた。

5年ごとに目標を定める住宅建設五箇年計画を策定し，居
きょ
住
じゅう
面
めん
積
せき

水
すい
準
じゅん
の達成などを目標にしつつ第8期まで展開した。

人口減少社会，超高齢社会を迎えた今，住宅への需要は量的な
充実から，耐震化，省エネルギー化，バリアフリー化などの質的
充実へと転換している。そこで，2006年には健全な住宅市場の
整備と国民の住生活の質を向上させる，ストック重視の住

じゅう
生
せい
活
かつ
基
き

本
ほん
法
ほう
が施行され，これに基づきおおむね5年ごとに見直すとされ

る住
じゅう
生
せい
活
かつ
基
き
本
ほん
計
けい
画
かく
が策定されている。

日本の住宅政策1

1

2

p.214

3

p.77

p.222

4

3   居住面積水準（住戸専用面積・壁芯）

＊1   3歳未満0.25人，3歳以上6歳未満0.5人，6歳以上10歳
未満0.75人とするが，その結果合計2人に満たない場合
は2人とする。 

＊2   最低居住面積水準　健康で文化的な住生活の基礎として
必要不可欠な住宅の面積に関する水準。

＊3   誘導居住面積水準　世帯人数に応じて，豊かな住生活の
実現の前提として多様なライフスタイルに対応するため
に必要と考えられる住宅の面積に関する水準。

名　称 世帯人数＊1 面　積
最低居住
面積水準＊2

単身者
2人以上の世帯

25m2

10m2×世帯人数＋10m2

誘
導
居
住
面
積
水
準

一般型
単身者

2人以上の世帯
55m2

25m2×世帯人数＋25m2

都市
居住型

単身者
2人以上の世帯

40m2

20m2×世帯人数＋15m2
＊3

4   住生活基本計画（全国計画）（2021年度～2030年度）

1.  「新たな日常」やDXの進展等に対
応した新しい住まい方の実現

2.  頻発・激甚化する災害新ステージに
おける安全な住宅・住宅地の形成
と被災者の住まいの確保

3.  子どもを産み育てやすい住まいの実現
4.  多様な世代が支え合い，高齢者等
が健康で安心して暮らせるコミュ
ニティの形成とまちづくり

5.  住宅確保要配慮者が安心して暮らせる
セーフティネット機能の整備

6.  脱炭素社会に向けた住宅循環システムの
構築と良質な住宅ストックの形成

7.  空き家の状況に応じた適切な管 
理・除却・利活用の一体的推進

8.  居住者の利便性や豊かさを向 
上させる住生活産業の発展

（国土交通省「国土交通白書2021」）

（1  2：国土交通省「令和3（2021）年度住宅経済関連データ」）

2   人口千人あたりの新設住宅着工戸数

3.9
フランス

7.2
6.2

3.0

アメリカ

イギリス

日本

1   一人あたり住宅床面積の国際比較 
（壁芯換算値）
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50.4

61.1

持続可能な住居や，自助・互助・共助・公助に基づく地域コミュニティづくり，まちづくりの担
にな

い手になるために，環境に
配慮した住生活について理解しよう。

●学習のポイント

4 これからの住生活 持続可能な住生活を目指して
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ひとくちメモ 安全で質の高い住宅　耐震性を満たさない住宅を建て替えるなど，古いストックを更新するとともに，バリアフリー化されていない住宅のリ
フォームを進めることで，耐震性，断熱などの省エネ性，耐久性の向上を促進するなど，質の向上に向けた住宅投資が求められている。

 日本の住宅事情
住宅水準の国際比較をみると，アメリカ，ドイツ，フランスに

比べて日本の住宅が狭く，とくに借家でそれが顕著なことが明ら
かである。また，日本では新設住宅が多いことから，日本の住宅
が長持ちせず，建て替え需要が多いことが推測される。

 住宅政策の変遷
日本では第二次世界大戦後の住宅不足を補い，高度経済成長期

には都市部に流入する人口を支えるために，狭小な住宅が大量に
造られた。これにより，主に都市部の住宅の狭さ，住環境の悪さ
が住宅問題として顕在化し，国は住宅建設計画法（1966年制定）
に基づき，住宅の新規供給を中心とした住

じゅう
宅
たく
政
せい
策
さく
を講じてきた。

5年ごとに目標を定める住宅建設五箇年計画を策定し，居
きょ
住
じゅう
面
めん
積
せき

水
すい
準
じゅん
の達成などを目標にしつつ第8期まで展開した。

人口減少社会，超高齢社会を迎えた今，住宅への需要は量的な
充実から，耐震化，省エネルギー化，バリアフリー化などの質的
充実へと転換している。そこで，2006年には健全な住宅市場の
整備と国民の住生活の質を向上させる，ストック重視の住

じゅう
生
せい
活
かつ
基
き

本
ほん
法
ほう
が施行され，これに基づきおおむね5年ごとに見直すとされ

る住
じゅう
生
せい
活
かつ
基
き
本
ほん
計
けい
画
かく
が策定されている。

日本の住宅政策1

1

2

p.214

3

p.77

p.222

4

3   居住面積水準（住戸専用面積・壁芯）

＊1   3歳未満0.25人，3歳以上6歳未満0.5人，6歳以上10歳
未満0.75人とするが，その結果合計2人に満たない場合
は2人とする。 

＊2   最低居住面積水準　健康で文化的な住生活の基礎として
必要不可欠な住宅の面積に関する水準。

＊3   誘導居住面積水準　世帯人数に応じて，豊かな住生活の
実現の前提として多様なライフスタイルに対応するため
に必要と考えられる住宅の面積に関する水準。

名　称 世帯人数＊1 面　積
最低居住
面積水準＊2

単身者
2人以上の世帯

25m2

10m2×世帯人数＋10m2

誘
導
居
住
面
積
水
準

一般型
単身者

2人以上の世帯
55m2

25m2×世帯人数＋25m2

都市
居住型

単身者
2人以上の世帯

40m2

20m2×世帯人数＋15m2
＊3

4   住生活基本計画（全国計画）（2021年度～2030年度）

1.  「新たな日常」やDXの進展等に対
応した新しい住まい方の実現

2.  頻発・激甚化する災害新ステージに
おける安全な住宅・住宅地の形成
と被災者の住まいの確保

3.  子どもを産み育てやすい住まいの実現
4.  多様な世代が支え合い，高齢者等
が健康で安心して暮らせるコミュ
ニティの形成とまちづくり

5.  住宅確保要配慮者が安心して暮らせる
セーフティネット機能の整備

6.  脱炭素社会に向けた住宅循環システムの
構築と良質な住宅ストックの形成

7.  空き家の状況に応じた適切な管 
理・除却・利活用の一体的推進

8.  居住者の利便性や豊かさを向 
上させる住生活産業の発展

（国土交通省「国土交通白書2021」）

（1  2：国土交通省「令和3（2021）年度住宅経済関連データ」）

2   人口千人あたりの新設住宅着工戸数

3.9
フランス

7.2
6.2

3.0

アメリカ

イギリス

日本

1   一人あたり住宅床面積の国際比較 
（壁芯換算値）
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持続可能な住居や，自助・互助・共助・公助に基づく地域コミュニティづくり，まちづくりの担
にな

い手になるために，環境に
配慮した住生活について理解しよう。

●学習のポイント

4 これからの住生活 持続可能な住生活を目指して
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ひとくちメモ 安全で質の高い住宅　耐震性を満たさない住宅を建て替えるなど，古いストックを更新するとともに，バリアフリー化されていない住宅のリ
フォームを進めることで，耐震性，断熱などの省エネ性，耐久性の向上を促進するなど，質の向上に向けた住宅投資が求められている。

 日本の住宅事情
住宅水準の国際比較をみると，アメリカ，ドイツ，フランスに

比べて日本の住宅が狭く，とくに借家でそれが顕著なことが明ら
かである。また，日本では新設住宅が多いことから，日本の住宅
が長持ちせず，建て替え需要が多いことが推測される。

 住宅政策の変遷
日本では第二次世界大戦後の住宅不足を補い，高度経済成長期

には都市部に流入する人口を支えるために，狭小な住宅が大量に
造られた。これにより，主に都市部の住宅の狭さ，住環境の悪さ
が住宅問題として顕在化し，国は住宅建設計画法（1966年制定）
に基づき，住宅の新規供給を中心とした住

じゅう
宅
たく
政
せい
策
さく
を講じてきた。

5年ごとに目標を定める住宅建設五箇年計画を策定し，居
きょ
住
じゅう
面
めん
積
せき

水
すい
準
じゅん
の達成などを目標にしつつ第8期まで展開した。

人口減少社会，超高齢社会を迎えた今，住宅への需要は量的な
充実から，耐震化，省エネルギー化，バリアフリー化などの質的
充実へと転換している。そこで，2006年には健全な住宅市場の
整備と国民の住生活の質を向上させる，ストック重視の住

じゅう
生
せい
活
かつ
基
き

本
ほん
法
ほう
が施行され，これに基づきおおむね10年ごとに見直すとさ

れる住
じゅう
生
せい
活
かつ
基
き
本
ほん
計
けい
画
かく
が策定されている。

日本の住宅政策1

1

2

p.214

3

p.77

p.222

4

3   居住面積水準（住戸専用面積・壁芯）

＊1   3歳未満0.25人，3歳以上6歳未満0.5人，6歳以上10歳
未満0.75人とするが，その結果合計2人に満たない場合
は2人とする。 

＊2   最低居住面積水準　健康で文化的な住生活の基礎として
必要不可欠な住宅の面積に関する水準。

＊3   誘導居住面積水準　世帯人数に応じて，豊かな住生活の
実現の前提として多様なライフスタイルに対応するため
に必要と考えられる住宅の面積に関する水準。

名　称 世帯人数＊1 面　積
最低居住
面積水準＊2

単身者
2人以上の世帯

25m2

10m2×世帯人数＋10m2

誘
導
居
住
面
積
水
準

一般型
単身者

2人以上の世帯
55m2

25m2×世帯人数＋25m2

都市
居住型

単身者
2人以上の世帯

40m2

20m2×世帯人数＋15m2
＊3

4   住生活基本計画（全国計画）（2016年度～2025年度）

1.  結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現
2. 高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現
3. 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保
4. 住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築
5.  建替えやリフォームによる安全で質の高い 
住宅ストックへの更新

6. 急増する空き家の活用・除去の推進
7. 強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長
8. 住宅地の魅力の維持・向上 （国土交通省「国土交通白書2018」）

（1  2：国土交通省「令和2（2020）年度住宅経済関連データ」）

2   人口千人あたりの新設住宅着工戸数

フランス

7.5
6.4

3.8

2.9

アメリカ

イギリス

日本

1   一人あたり住宅床面積の国際比較 
（壁芯換算値）
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持続可能な住居や，自助・互助・共助・公助に基づく地域コミュニティづくり，まちづくりの担
にな

い手になるために，環境に
配慮した住生活について理解しよう。

●学習のポイント

4 これからの住生活 持続可能な住生活を目指して
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ひとくちメモ 安全で質の高い住宅　耐震性を満たさない住宅を建て替えるなど，古いストックを更新するとともに，バリアフリー化されていない住宅のリ
フォームを進めることで，耐震性，断熱などの省エネ性，耐久性の向上を促進するなど，質の向上に向けた住宅投資が求められている。

 日本の住宅事情
住宅水準の国際比較をみると，アメリカ，ドイツ，フランスに

比べて日本の住宅が狭く，とくに借家でそれが顕著なことが明ら
かである。また，日本では新設住宅が多いことから，日本の住宅
が長持ちせず，建て替え需要が多いことが推測される。

 住宅政策の変遷
日本では第二次世界大戦後の住宅不足を補い，高度経済成長期

には都市部に流入する人口を支えるために，狭小な住宅が大量に
造られた。これにより，主に都市部の住宅の狭さ，住環境の悪さ
が住宅問題として顕在化し，国は住宅建設計画法（1966年制定）
に基づき，住宅の新規供給を中心とした住

じゅう
宅
たく
政
せい
策
さく
を講じてきた。

5年ごとに目標を定める住宅建設五箇年計画を策定し，居
きょ
住
じゅう
面
めん
積
せき

水
すい
準
じゅん
の達成などを目標にしつつ第8期まで展開した。

人口減少社会，超高齢社会を迎えた今，住宅への需要は量的な
充実から，耐震化，省エネルギー化，バリアフリー化などの質的
充実へと転換している。そこで，2006年には健全な住宅市場の
整備と国民の住生活の質を向上させる，ストック重視の住

じゅう
生
せい
活
かつ
基
き

本
ほん
法
ほう
が施行され，これに基づきおおむね10年ごとに見直すとさ

れる住
じゅう
生
せい
活
かつ
基
き
本
ほん
計
けい
画
かく
が策定されている。

日本の住宅政策1

1

2

p.214

3

p.77

p.222

4

3   居住面積水準（住戸専用面積・壁芯）

＊1   3歳未満0.25人，3歳以上6歳未満0.5人，6歳以上10歳
未満0.75人とするが，その結果合計2人に満たない場合
は2人とする。 

＊2   最低居住面積水準　健康で文化的な住生活の基礎として
必要不可欠な住宅の面積に関する水準。

＊3   誘導居住面積水準　世帯人数に応じて，豊かな住生活の
実現の前提として多様なライフスタイルに対応するため
に必要と考えられる住宅の面積に関する水準。

名　称 世帯人数＊1 面　積
最低居住
面積水準＊2

単身者
2人以上の世帯

25m2

10m2×世帯人数＋10m2

誘
導
居
住
面
積
水
準

一般型
単身者

2人以上の世帯
55m2

25m2×世帯人数＋25m2

都市
居住型

単身者
2人以上の世帯

40m2

20m2×世帯人数＋15m2
＊3

4   住生活基本計画（全国計画）（2016年度～2025年度）

1.  結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現
2. 高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現
3. 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保
4. 住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築
5.  建替えやリフォームによる安全で質の高い 
住宅ストックへの更新

6. 急増する空き家の活用・除去の推進
7. 強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長
8. 住宅地の魅力の維持・向上 （国土交通省「国土交通白書2018」）

（1  2：国土交通省「令和2（2020）年度住宅経済関連データ」）

2   人口千人あたりの新設住宅着工戸数
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1   一人あたり住宅床面積の国際比較 
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持続可能な住居や，自助・互助・共助・公助に基づく地域コミュニティづくり，まちづくりの担
にな

い手になるために，環境に
配慮した住生活について理解しよう。

●学習のポイント

4 これからの住生活 持続可能な住生活を目指して
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ひとくちメモ 安全で質の高い住宅　耐震性を満たさない住宅を建て替えるなど，古いストックを更新するとともに，バリアフリー化されていない住宅のリ
フォームを進めることで，耐震性，断熱などの省エネ性，耐久性の向上を促進するなど，質の向上に向けた住宅投資が求められている。

 日本の住宅事情
住宅水準の国際比較をみると，アメリカ，ドイツ，フランスに

比べて日本の住宅が狭く，とくに借家でそれが顕著なことが明ら
かである。また，日本では新設住宅が多いことから，日本の住宅
が長持ちせず，建て替え需要が多いことが推測される。

 住宅政策の変遷
日本では第二次世界大戦後の住宅不足を補い，高度経済成長期

には都市部に流入する人口を支えるために，狭小な住宅が大量に
造られた。これにより，主に都市部の住宅の狭さ，住環境の悪さ
が住宅問題として顕在化し，国は住宅建設計画法（1966年制定）
に基づき，住宅の新規供給を中心とした住

じゅう
宅
たく
政
せい
策
さく
を講じてきた。

5年ごとに目標を定める住宅建設五箇年計画を策定し，居
きょ
住
じゅう
面
めん
積
せき

水
すい
準
じゅん
の達成などを目標にしつつ第8期まで展開した。

人口減少社会，超高齢社会を迎えた今，住宅への需要は量的な
充実から，耐震化，省エネルギー化，バリアフリー化などの質的
充実へと転換している。そこで，2006年には健全な住宅市場の
整備と国民の住生活の質を向上させる，ストック重視の住

じゅう
生
せい
活
かつ
基
き

本
ほん
法
ほう
が施行され，これに基づきおおむね5年ごとに見直すとされ

る住
じゅう
生
せい
活
かつ
基
き
本
ほん
計
けい
画
かく
が策定されている。
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単身者
2人以上の世帯
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20m2×世帯人数＋15m2
＊3

4   住生活基本計画（全国計画）（2021年度～2030年度）

1.  「新たな日常」やDXの進展等に対
応した新しい住まい方の実現

2.  頻発・激甚化する災害新ステージに
おける安全な住宅・住宅地の形成
と被災者の住まいの確保

3.  子どもを産み育てやすい住まいの実現
4.  多様な世代が支え合い，高齢者等
が健康で安心して暮らせるコミュ
ニティの形成とまちづくり

5.  住宅確保要配慮者が安心して暮らせる
セーフティネット機能の整備

6.  脱炭素社会に向けた住宅循環システムの
構築と良質な住宅ストックの形成

7.  空き家の状況に応じた適切な管 
理・除却・利活用の一体的推進

8.  居住者の利便性や豊かさを向 
上させる住生活産業の発展

（国土交通省「国土交通白書2021」）

（1  2：国土交通省「住宅経済関連データ」）
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 持続可能な住居
住居や建物を壊すと建

けん
設
せつ
廃
はい
棄
き
物
ぶつ
が多量に出る。使い捨てにせず

長持ちさせ，空き店舗や空き家をうまく活用させることや，用途
を変えて使い続けることは，環境への配慮や見慣れたまちなみの
姿を持続させることにもつながる。
持続可能な社会における住居の造り方の例として，スケルト
ン・インフィル方

ほう
式
しき
がある。今まで一体で建設していた建物の骨

格・構造体（スケルトン）と内装・設備（インフィル）を分けて
造り，スケルトンに高度の耐用性を持たせる。建物自体は長持ち
させつつ，住み手のライフステージに応じて間取りの変更や水回
りなどの設備の更新に対応できるよう，インフィルを自由に変更
できるようにしたものである。

 建築材料の再資源化
住居を含む建築物全般の建設廃棄物を減少させることは，循環

型社会の形成促進に役立つ。建設廃棄物は，全産業廃棄物のうち
排出量で約2割を占める。発生の抑制，再利用，再生利用の促進
が重要となる。今後も更なる建

けん
設
せつ
リサイクルの推進が望まれる。

国土交通省は「建設リサイクル推進計画2020」を策定し，高い再
さい

資
し
源
げん
化
か
率の維持に加えて，建設リサイクルの「質」の向上などに

も取り組んでいる。

持続可能な住生活2

p.222

5

6

7  8

英単語

解体 分別 リサイクル
8   建設廃棄物のリサイクルの例

（国土交通省「建設リサイクル推進計画2020」）

7   建築材料の再資源化率等の目標

対象品目 2018年度
実績値

2024年度
達成基準値

アスファルト・
コンクリート塊

再資源化率 99.5% 99%以上

コンクリート塊 再資源化率 99.3% 99%以上

建設発生木材 再資源化・縮減率 96.2% 97%以上

建設汚
お

泥
でい

再資源化・縮減率 94.6% 95%以上

建設混合廃棄物 排出率 3.1% 3.0%以下

建設廃棄物全体 再資源化・縮減率 97.2% 98%以上

建設発生土 有効利用率 79.8% 80%以上

（参考値）

建設混合廃棄物 再資源化・縮減率 63.2% ―

5   スケルトン・インフィル方式

（建設省「建設白書」2000年より作成）

●インフィル
住み手のライフスタイルやラ
イフステージの変化に応じて
造り替えることが可能。

●スケルトン
100年以上の長期耐久性を
持つ。インフィルの変化を
可能とする柱・梁

はり
・床構造。

給排水管
ガス管
電気・通信配線

6   産業廃棄物の業種別排出量（%）

（環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等
（平成29（2017）年度実績）について」）

パルプ・紙・
紙加工品製造業

8.8

鉄鋼業7.1

化学工業2.6

食料品製造業2.3
窯業・土石製品
製造業2.5

鉱業2.3 その他の業種6.9

電気・ガス・
熱供給・水道業

26.6

農業，林業
20.4

平成29年度
計

383,544
千トン／年

建築材料：building materials　借家：rented house

建設業20.5

コンクリート塊
再生クラッ
シャーラン

再生クラッ
シャーラン

再生加熱
アスファルト
混合物

木材チップ建設発生木材

アスファルト・
コンクリート塊

舗装材

路盤材

解体 分別 リサイクル

建築用ボード

バイオ燃料
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 環境とエネルギーに配慮した住居
東日本大震災を経て，日本では再生可能エネルギー使用への転

換が進んでいる。日本や世界の伝統的な住居では，気候風土に合
わせて合理的に自然のエネルギーが利用されてきた。エネルギー
や資源の有限性，再生可能性に配慮し，周囲の自然と調和する環

かん

境
きょう
共
きょう
生
せい
住
じゅう
宅
たく
の増加が望まれる。

太陽光発電，風力発電，地熱発電など地域の特性に応じた取り
組みに加え，エネルギー自

じ
給
きゅう
型
がた
住
じゅう
宅
たく
（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス）の推進も始まっている。

 ヒートアイランド現象と緑化
都市部の気温は，地球規模の気候変動，道路の舗装や建物の密

集化，冷暖房の使用による人工排熱の増加などにより上昇してい
る。これをヒートアイランド現

げん
象
しょう
という。都市部の緑化や水面の

維持，海や山など気温の低いところから都市部に風が通るように
することなどが重要な対策となる。
屋
おく
上
じょう
緑
りょく
化
か
や壁

へき
面
めん
緑
りょく
化
か
には，都市部の緑

りょく
被
ひ
率
りつ
向上，ヒートアイラ

ンド現象の緩和，建物の省エネルギー効果，雨水流出の緩和，空
気の浄化，防火・防熱効果，二酸化炭素削減効果，景観整備など，
多面的な効果が期待される。水と緑の屋上整備を地域で行えば，
屋上ビオトープネットワークができ，都市部でも鳥や昆虫の生息
域を広げることが可能となる。

❶

3

5

4

6

英単語

夏期

冬期

排出

涼風

冬期

涼風

夏期

5   環境共生住宅のイメージ

屋上緑化 雨水

電気

新鮮空気

雨水貯溜槽

雨水浸透枡 地下水
の涵養

地下水

蓄熱
コンポスター

公共緑地
（緑化公開空地）

菜園

温
室垣

根

人
工
地
盤
緑
化

熱

供給（電気・ガス・上水）
廃棄（下水）

生ゴミ

堆肥としての再資源化

土

熱
光

水

住 緑

人
断熱

・微気候の調整
・大気の浄化
・ヒートアイランド化の防止
・美的景観の向上
・騒音の減衰

風力利用
せせらぎの循環

（池・川）
近自然環境の形成と育成
・食物連鎖
・生態系の安定化

有機物分解
富栄養化の防止

気温・湿度の安定化

透水性舗装
（屋根瓦の再利用）

（滞水層） 肥沃な土壌

ちょ

ます

かん

ひ よく

ようりゅう

●省エネルギー・省資源・水資源の有効活用
●周辺の生態系との調和
●健康的で快適な居住環境の形成

特徴

❶自然界に常に存在するエネルギーのこと。風力，水力，
太陽光，太陽熱，地熱，バイオマスなど。

6   屋上ビオトープネットワーク

　福
ふく
岡
おか
県にあるビルの屋上ビオトープ。九州各地の四季折々

の植物が植えられている。建築当初は全体で76種，37,000本
が植栽されたが，その後，
補植したり野鳥などに
よって運ばれた樹種が増
え，現在では120種類，
50,000本程になっている。

　ビオトープとは，動植
物の生命を育てる生息空
間である。高層ビルの密
集地でも，屋上にビオ
トープを整備することで
鳥や虫の生息範囲を広げ，
豊かな自然を実現しよう
という試みがある。

4   ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスのイメージ

＊ 家庭内のエネルギーを，可視化や自動制御などにより管理す
る仕組み。

（資源エネルギー庁HP）

空き家：vacant house

3   発電電力量に占める再生可能エネルギーの
比較（発電電力量に占める割合）

（%）
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（資源エネルギー庁「日本のエネルギー2020」）

蓄電システム

省エネ換気

太陽光発電

高効率給湯

高断熱外皮 高断熱窓

高効率空調

高効率照明（LED等）日射遮蔽
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 持続可能な住居
住居や建物を壊すと建

けん
設
せつ
廃
はい
棄
き
物
ぶつ
が多量に出る。使い捨てにせず

長持ちさせ，空き店舗や空き家をうまく活用させることや，用途
を変えて使い続けることは，環境への配慮や見慣れたまちなみの
姿を持続させることにもつながる。
持続可能な社会における住居の造り方の例として，スケルト

ン・インフィル方
ほう
式
しき
がある。今まで一体で建設していた建物の骨

格・構造体（スケルトン）と内装・設備（インフィル）を分けて
造り，スケルトンに高度の耐用性を持たせる。建物自体は長持ち
させつつ，住み手のライフステージに応じて間取りの変更や水回
りなどの設備の更新に対応できるよう，インフィルを自由に変更
できるようにしたものである。

 建築材料の再資源化
住居を含む建築物全般の建設廃棄物を減少させることは，循環

型社会の形成促進に役立つ。建設廃棄物は，全産業廃棄物のうち
排出量で約2割を占める。発生の抑制，再利用，再生利用の促進
が重要となる。今後も更なる建

けん
設
せつ
リサイクルの推進が望まれる。

国土交通省は「建設リサイクル推進計画2020」を策定し，高い再
さい

資
し
源
げん
化
か
率の維持に加えて，建設リサイクルの「質」の向上などに

も取り組んでいる。

持続可能な住生活2

p.222

5

6

7  8

英単語

解体 分別 リサイクル
8   建設廃棄物のリサイクルの例

（国土交通省「建設リサイクル推進計画2020」）

7   建築材料の再資源化率等の目標

対象品目 2018年度
実績値

2024年度
達成基準値

アスファルト・
コンクリート塊

再資源化率 99.5% 99%以上

コンクリート塊 再資源化率 99.3% 99%以上

建設発生木材 再資源化・縮減率 96.2% 97%以上

建設汚
お

泥
でい

再資源化・縮減率 94.6% 95%以上

建設混合廃棄物 排出率 3.1% 3.0%以下

建設廃棄物全体 再資源化・縮減率 97.2% 98%以上

建設発生土 有効利用率 79.8% 80%以上

（参考値）

建設混合廃棄物 再資源化・縮減率 63.2% ―

5   スケルトン・インフィル方式

（建設省「建設白書」2000年より作成）

●インフィル
住み手のライフスタイルやラ
イフステージの変化に応じて
造り替えることが可能。

●スケルトン
100年以上の長期耐久性を
持つ。インフィルの変化を
可能とする柱・梁

はり
・床構造。

給排水管
ガス管
電気・通信配線

6   産業廃棄物の業種別排出量（%）

（環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等
（令和元（2019）年度実績）について」）

パルプ・紙・
紙加工品製造業

8.7

鉄鋼業 6.7

化学工業 2.6
食料品製造業 2.4

窯業・土石製品
製造業 2.6

鉱業 2.0 その他の業種 7.0

電気・ガス・
熱供給・水道業

26.2

農業，林業
21.1

令和元年度
計

385,955
千トン／年

建築材料：building materials　借家：rented house

建設業20.7

コンクリート塊
再生クラッ
シャーラン

再生クラッ
シャーラン

再生加熱
アスファルト
混合物

木材チップ建設発生木材

アスファルト・
コンクリート塊

舗装材

路盤材

解体 分別 リサイクル

建築用ボード

バイオ燃料
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 環境とエネルギーに配慮した住居
東日本大震災を経て，日本では再生可能エネルギー使用への転

換が進んでいる。日本や世界の伝統的な住居では，気候風土に合
わせて合理的に自然のエネルギーが利用されてきた。エネルギー
や資源の有限性，再生可能性に配慮し，周囲の自然と調和する環

かん

境
きょう
共
きょう
生
せい
住
じゅう
宅
たく
の増加が望まれる。

太陽光発電，風力発電，地熱発電など地域の特性に応じた取り
組みに加え，エネルギー自

じ
給
きゅう
型
がた
住
じゅう
宅
たく
（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス）の推進も始まっている。

 ヒートアイランド現象と緑化
都市部の気温は，地球規模の気候変動，道路の舗装や建物の密

集化，冷暖房の使用による人工排熱の増加などにより上昇してい
る。これをヒートアイランド現

げん
象
しょう
という。都市部の緑化や水面の

維持，海や山など気温の低いところから都市部に風が通るように
することなどが重要な対策となる。
屋
おく
上
じょう
緑
りょく
化
か
や壁

へき
面
めん
緑
りょく
化
か
には，都市部の緑

りょく
被
ひ
率
りつ
向上，ヒートアイラ

ンド現象の緩和，建物の省エネルギー効果，雨水流出の緩和，空
気の浄化，防火・防熱効果，二酸化炭素削減効果，景観整備など，
多面的な効果が期待される。水と緑の屋上整備を地域で行えば，
屋上ビオトープネットワークができ，都市部でも鳥や昆虫の生息
域を広げることが可能となる。

❶

3

5

4

6

英単語

夏期

冬期

排出

涼風

冬期

涼風

夏期

5   環境共生住宅のイメージ

屋上緑化 雨水

電気

新鮮空気

雨水貯溜槽

雨水浸透枡 地下水
の涵養

地下水

蓄熱
コンポスター

公共緑地
（緑化公開空地）

菜園

温
室垣

根

人
工
地
盤
緑
化

熱

供給（電気・ガス・上水）
廃棄（下水）

生ゴミ

堆肥としての再資源化

土

熱
光

水

住 緑

人
断熱

・微気候の調整
・大気の浄化
・ヒートアイランド化の防止
・美的景観の向上
・騒音の減衰

風力利用
せせらぎの循環

（池・川）
近自然環境の形成と育成
・食物連鎖
・生態系の安定化

有機物分解
富栄養化の防止

気温・湿度の安定化

透水性舗装
（屋根瓦の再利用）

（滞水層） 肥沃な土壌

ちょ

ます

かん

ひ よく

ようりゅう

●省エネルギー・省資源・水資源の有効活用
●周辺の生態系との調和
●健康的で快適な居住環境の形成

特徴

❶自然界に常に存在するエネルギーのこと。風力，水力，
太陽光，太陽熱，地熱，バイオマスなど。

6   屋上ビオトープネットワーク

　福
ふく
岡
おか
県にあるビルの屋上ビオトープ。九州各地の四季折々

の植物が植えられている。建築当初は全体で76種，37,000本
が植栽されたが，その後，
補植したり野鳥などに
よって運ばれた樹種が増
え，現在では120種類，
50,000本程になっている。

　ビオトープとは，動植
物の生命を育てる生息空
間である。高層ビルの密
集地でも，屋上にビオ
トープを整備することで
鳥や虫の生息範囲を広げ，
豊かな自然を実現しよう
という試みがある。

4   ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスのイメージ

＊ 家庭内のエネルギーを，可視化や自動制御などにより管理す
る仕組み。

（資源エネルギー庁HP）

空き家：vacant house

3   発電電力量に占める再生可能エネルギーの
比較（発電電力量に占める割合）

（%）
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（資源エネルギー庁「日本のエネルギー2021」）

蓄電システム

省エネ換気

太陽光発電

高効率給湯

高断熱外皮 高断熱窓

高効率空調

高効率照明（LED等）日射遮�
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

ひとくちメモ 消費者の声で広告や表示を適正化　JARO（日本広告審査機構）は広告主やマスコミ各社が協働で設立した，広告や表示に関する自主規制機関
である。広告や表示を適正化するため，よかった広告や実際と異なる表示など，意見や苦情をオンラインや電話などで募集している。

 多面的な比較と検討
購入しようとしている商品やサービスは，あなたにとって本当

に必要なものだろうか。「何となくよさそう」「人に勧められた」
などの曖昧な理由で安易に意思決定をすると，自分の生活と合わ
ず不満が生じやすい。使う頻度や場所，費用対効果など，自分の
生活を軸として，いろいろな角度から検討しよう。特に耐久財や
継続したサービスの場合は，選択の影響が長期にわたる。
また，その選択によって周囲の人や社会，環境，地域に与える

影響も考える必要がある。生産から廃棄，再利用，再生のライフ
サイクルを踏まえて，選択することをエシカル消

しょう
費
ひ
という。

 生活情報の活用
生
せい
活
かつ
情
じょう
報
ほう
とは，日々の生活に関連した広範囲の情報であり，適

切な商品・サービスを選択するための手がかりとなる。現在はマ
スコミやインターネットを通じて，膨大な量の生活情報が発信さ
れている。しかし，その全てが正確かつ公平で，自分にとって有
用だとは限らない。また，匿名性が高い情報は，信頼性の判断が
難しい。氾

はん
濫
らん
する生活情報の中から自分で取捨選択し活用できる

よう，情
じょう
報
ほう
リテラシーを高め，情報を見極める目を持つことが，

消費者には求められる。信頼性の高い公的機関の情報を参考にし
つつ，生活情報を有効活用していこう。

よりよい意思決定のために2

❶

❷

TRY

p.198, 258

❸

❹

❺

❶所有方法には購入のほか，人からの譲渡，レンタル，
シェアリングサービスなどもある。
❷検討する観点としては，品質，価格（商品価格，輸送
費，交通費など），安全性，機能性，耐久性，操作性，デ
ザイン，アフターサービス，環境や社会的公平性への配
慮，返品・解約条件などがある。特に長期にわたるサービ
スの場合，解約条件は重要である。

❸家族や友人の意見，専門家や販売店などに問い合わせ
た内容，雑誌，広告なども生活情報である。
❹情報リテラシー　情報通信の高度化に対応し，氾濫す
る情報の中から必要な情報を理解・選択・発信できる能力。
❺消費者庁（

▲

p.240）のウェブサイトや国民生活センター
による商品テスト，自治体で配布する広報誌などがある。

1   商品やサービスを選ぶときに意識すること

経営方針や理念，
社会貢献活動

広告

商品やサービスが
環境に及ぼす影響

特典（ポイント
カード，景品等）

ブランドイメージ

苦情や要望に
対する対応

接客態度

評判

安全性

機能

価格

0 20 40 60 80 100（％）

10代後半
全体

（注）「常に意識する」「よく意識する」の合計。
（消費者庁「消費者白書」2018年）

比較・検討して意思決定をしよう
　Aさんは，一人暮らしで使うハンガーラックの購入を考えている。予算は10,000〜15,000円で，
調べた結果，次の3つが候補に挙がった。あなたならどれを選ぶか，意思決定の5段階（

▲

p.16 1）

に当てはめて考えよう。また，ほかの人の意見と比較して，次の意思決定に生かそう。

TRY

被服を手早くきれいに収納
できる棚がいいな。数年後
には引っ越すから，処分や
転用可能かも考えたい。

商品価格（税抜） 19,000円 6,500円 8,500円

配送料 無料 2,000円 無料

不要になったら
・被服以外にも
  使用可能
・引き取り無料

・被服以外にも
  使用可能
・引き取り有料

・被服のみ
・引き取り有料

環境への配慮
・FSC認証
（

▲

p.258）
・なし

・製造企業が森林
  保全活動を支援

候補 1 2 3
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 商品の販売方法
商品の販売方法には，店

てん
舗
ぽ

販
はん

売
ばい
と店

てん
舗
ぽ

外
がい

販
はん

売
ばい
（無店舗販売）が

ある。店舗販売は，消費者が直接販売している店舗に行き，購入
する。店舗外販売には，インターネットショッピングなどの電

でん
子
し

商
しょう

取
とり

引
ひき
や通信販売，訪問販売などがある。近年はインターネット

オークションやフリーマーケットサービスのように，消費者個人
が直接販売者になる個

こ
人
じん

間
かん

取
とり

引
ひき
（C to C）も多い。個人間取引

の場合は，運営主体の設けたルールを守って利用し，トラブルが
起きたときに運営主体がどのように対応してくれるかも確認して
おこう。

 インターネットショッピングの注意点
インターネットショッピングは便利だが，自分で商品や販売者

を確認して購入することが難しく，トラブルや犯罪が起こりやす
い。販売者は信頼できるか，商品は本当に自分の買いたい物か，
偽
にせ
物
もの
や詐欺ではないかなど，よく確認してから利用しよう。

取引のルールは販売者により異なるので，事前にしっかり確認
する必要がある。特定商取引法では，価格や送料，支払い方法や
引き渡し時期や返品・交換のルール（返品特約）などをウェブサ
イトに表示することが義務付けられている。契約は，消費者に承
諾の通知が到着した時点で成立する。確認画面や申し込み完了の
通知などで内容を確認し，問題があればすぐに販売者に連絡しよ
う。また，個人情報をインターネット経由で送信するので，セ
キュリティ対策の確認も重要である。

3

4

❶

4  5

❷

6

❸

英単語 契約：contract, agreement　債務：debt

❶個人間取引（C to C：Consumer to Consumer）　
消費者個人間で商取引を行うこと。
❷特定商取引法では，次の事項を表示することが義務化
されている。①販売価格，送料　②代金の支払い時期，支
払い方法　③商品の引き渡し時期　④商品の売買契約の
申し込みの撤回または解除に関する事項（返品特約がある
場合のその表示）⑤事業者の氏名（名称），住所，電話番
号　⑥代表者氏名または通信販売業務の責任者氏名
❸インターネットブラウザやメールソフトには，違法・有害
なウェブサイトなどのフィルタリング（選別）機能がある。

6   ジャドママーク
通信販売を利用する際の安心・
信頼の目安となるマーク。

3   店舗販売と店舗外販売

店舗販売 店舗外販売 
（無店舗販売）

小売店
専門店

コンビニエンス
ストア

デパート

直売所

スーパー
マーケット

通信販売
（インターネット
ショッピングも含む）

個人間取引
（C to C）

訪問販売

●極端に安い。
●  どこでも売り切れな
のに，その店だけ在
庫がある。

●  支払い方法が銀行振
込のみ。

●  連絡先がメールしか
ない。住所が不正確，
実在しない。電話番
号がない，携帯電話
しかない。

●  SSLでない。
URLが不自然。

●  文章が日本語として
不自然。不自然に旧
字体が出てくる。など

4   電子商取引のトラブル事例
1. インターネットショッピング
●商品が届かない。
●偽物や注文と違うものが届いた。
●商品写真や説明と違う。
●販売者と連絡が取れなくなった。
●1回限りの注文をしたつもりが，定期購入になっていた。

2. 個人間取引
［購入者側］
●商品説明と違う。
●商品が届かない。
［出品者側］
●本物なのに「偽物だ」と言いがかりで返金を要求される。
●送ったのに「届いていない」と言われ代金が支払われない。

　インターネットショッピングのトラブル対策を考
えよう。自分だけでなく，家族などが利用する場
合も考えよう。

TRY

ポイント
http://www.amazo12345678.com/12wewdsfvxguyai8fwe

HOME 商品一覧 返品・交換について お問い合わせ

ショップ○○ 信頼と実績の1999年創業！
直輸入で安いく買える！

完売続出！
あのスニーカーブランドの
新作が今だけ80%オフ！

20,000円 → 4,000円
本日23:59まで80%オフ！

あと1点在庫 あり

会社概要
ショップ○○ネット

連絡先
　：090-0000-0000
　：ayashii@○.com
所在地：東京都港区

お支払いについて
支払い方法：銀行振込

送料・配送について
送料無料！1日か3日か届け
ます。○○国から発送

カートに入れて買う

5   あやしいネットショップの例
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ひとくちメモ サブスクリプション　会員制や定額制で物やサービスを利用できるビジネスモデル。事業者は継続的な収入が見込めて，利用者の情報を入手できる
などの利点がある。消費者は予算が立てやすいが，自分の生活に合っているか，値段に合ったサービスかどうかなどを見極める必要がある。

 消費者保護制度
消費者は，商品情報や契約に関する知識において不利な立場に

あるため，さまざまな消費者保護制度が法律で定められている。
未成年者は法律行為を行う行

こう
為
い
能
のう
力
りょく
が不十分とされ，契約行為

に制限がある。保護者など法定代理人の同意のない契約は，取消
（未

み
成
せい
年
ねん
者
しゃ
取
とり
消
けし
）ができる。

クーリング・オフは，トラブルになりやすい訪問販売などの取
引で契約した場合，一方的に契約の解除ができる制度である。本
来守るのが原則である契約をやめる特別な制度なので，店舗での
物品販売や通信販売は対象外である。学習塾などの特

とく
定
てい
継
けい
続
ぞく
的
てき
役
えき

務
む
提
てい
供
きょう
や連

れん
鎖
さ
販
はん
売
ばい
取
とり
引
ひき
（マルチ商法）は，クーリング・オフの期

間経過後も，要件に該当すれば中
ちゅう
途
と
解
かい
約
やく
できる。

消
しょう
費
ひ
者
しゃ
契
けい
約
やく
法
ほう
では，不適切な勧誘で消費者が誤認・困惑して契

約した場合，取
とり
消
けし
ができる。また，消費者の利益を不当に害する

契約条項は無
む
効
こう
となる。

消費者の権利を生かす1

p.16

❶

TRY

❷

p.231

TRY

1   一度成立した契約で問題が生じた場合

●学習のポイント

消費者の権利と責任3
消費者には権利と責任がある。消費者問題を予防し適切に対応できるよう，消費者保護制度について学ぼう。そして，消費
者の権利と責任の変遷を踏まえて，どうすれば消費者市民社会が実現できるか考えて行動しよう。

未成年者取消（民法）

クーリング・オフ

取消，無効
（消費者契約法）

キャンセル（解除）
場合により強制執行，

損害賠償

原則解消不可
店のルールに
応じた対応

未成年者の契約？ YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

❶次の場合には未成年者取消ができない。
●法定代理人から同意を得ている。
● 成年であると年齢を偽るなどして契約している。
●小遣いの範囲内である。　など
❷特定継続的役務提供　エステティック，美容医療，語
学教室，パソコン教室，学習塾，家庭教師，結婚相手紹介
サービスの7業種。5万円を超える金額で2か月（エステ
と美容医療は1か月）を超える期間の契約が対象である。

クーリング・オフが
可能な契約？

説明や勧誘に
問題があった？

契約内容を
満たしていない？

自己都合
（不要になった等）

クーリング・オフをしよう 分からないことがあれば，まず消費者ホットライン（188）に相談しよう。 （注）はがきの場合

クーリング・オフの 
通知書を送る
●  契約書面を受け取った日を含め，

8日以内に書面で通知を発信す
る。クーリング・オフ妨害が
あったときは，8日を過ぎても
クーリング・オフが可能。両面
をコピーし，控えを5年間は保管
する。

●  個別クレジット契約のときは，
クレジットカード会社と販売会
社へ同時に通知書を郵送する。

●  契約年月日，商品名，契約金額，
販売会社・担当者名，書面（はが
き）を作成した日にちを記載し，
発信の記録が残る方法（特定記
録郵便や簡易書留）で郵送する。

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日 令和○○年○月○日
商品名 ○○○○
契約金額 ○○○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　△△△△

支払った代金○○○○円を返金し，
商品を引き取ってください。

令和○○年○月○日
 ○○県○市○町○丁目○番○号
 氏名　○○○○

（国民生活センター「2021年版  くらしの豆知識」より作成）

クーリング・オフのチェックポイント（訪問販売の例）
①  契約した場所　自宅や職場など，業者の営業所以外の場所。キャッチセー
ルス，アポイントメントセールス，催眠商法など，営業所でも該当する場
合＊がある。

＊ 販売目的を告げずに連れていかれたり，呼び出された場合。
②  契約した商品　原則全ての商品・役務，保養施設・スポーツ施設利用権利，
映画鑑賞権利などは適用される。

③  行使期間　契約書面の受理日から8日以内。ただし，書面不交付や記載不
備は8日を過ぎても可能。

④  代金額の特例　3,000円未満の現金取引は除外。現金取引とは，契約締結
と同時に代金の支払いと商品の引き渡しが完了するもの。

⑤  消耗品の特例　政令指定消耗品（殺虫剤，履物，化粧品など8種類）を使
用・消費すると除外。ただし，書面に，使用するとクーリング・オフ対象外
の記載がない場合は可能。

⑥  営業のための契約除外　購入者の営業活動に関連して契約したものは除外。
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ひとくちメモ 消費者の声で広告や表示を適正化　JARO（日本広告審査機構）は広告主やマスコミ各社が協働で設立した，広告や表示に関する自主規制機関
である。広告や表示を適正化するため，よかった広告や実際と異なる表示など，意見や苦情をオンラインや電話などで募集している。

 多面的な比較と検討
購入しようとしている商品やサービスは，あなたにとって本当

に必要なものだろうか。「何となくよさそう」「人に勧められた」
などの曖昧な理由で安易に意思決定をすると，自分の生活と合わ
ず不満が生じやすい。使う頻度や場所，費用対効果など，自分の
生活を軸として，いろいろな角度から検討しよう。特に耐久財や
継続したサービスの場合は，選択の影響が長期にわたる。
また，その選択によって周囲の人や社会，環境，地域に与える

影響も考える必要がある。生産から廃棄，再利用，再生のライフ
サイクルを踏まえて，選択することをエシカル消

しょう
費
ひ
という。

 生活情報の活用
生
せい
活
かつ
情
じょう
報
ほう
とは，日々の生活に関連した広範囲の情報であり，適

切な商品・サービスを選択するための手がかりとなる。現在はマ
スコミやインターネットを通じて，膨大な量の生活情報が発信さ
れている。しかし，その全てが正確かつ公平で，自分にとって有
用だとは限らない。また，匿名性が高い情報は，信頼性の判断が
難しい。氾

はん
濫
らん
する生活情報の中から自分で取捨選択し活用できる

よう，情
じょう
報
ほう
リテラシーを高め，情報を見極める目を持つことが，

消費者には求められる。信頼性の高い公的機関の情報を参考にし
つつ，生活情報を有効活用していこう。

よりよい意思決定のために2

❶

❷

TRY

p.198, 258

❸

❹

❺

❶所有方法には購入のほか，人からの譲渡，レンタル，
シェアリングサービスなどもある。
❷検討する観点としては，品質，価格（商品価格，輸送
費，交通費など），安全性，機能性，耐久性，操作性，デ
ザイン，アフターサービス，環境や社会的公平性への配
慮，返品・解約条件などがある。特に長期にわたるサービ
スの場合，解約条件は重要である。

❸家族や友人の意見，専門家や販売店などに問い合わせ
た内容，雑誌，広告なども生活情報である。
❹情報リテラシー　情報通信の高度化に対応し，氾濫す
る情報の中から必要な情報を理解・選択・発信できる能力。
❺消費者庁（

▲
p.240）のウェブサイトや国民生活センター

による商品テスト，自治体で配布する広報誌などがある。

1   商品やサービスを購入する際に重視すること

0 20 40 60 80 100（％）

周りの人と違う／
個性的であること

環境問題・社会課題の
解決への貢献

有名ブランド・
メーカーであること

アフターサービスや
補償の充実

流行や話題性

新品であること
（中古品でない）

使い慣れた商品・
サービスであること

口コミや評価

コストパフォーマンス
（費用対効果）

見た目・デザイン

価格の安さ

品質・性能のよさ

10歳代後半
全体

（注）「とても重視している」「ある程度重視している」の合計。
（消費者庁「消費者意識基本調査」2021年）

比較・検討して意思決定をしよう
　Aさんは，一人暮らしで使うハンガーラックの購入を考えている。予算は10,000〜15,000円で，
調べた結果，次の3つが候補に挙がった。あなたならどれを選ぶか，意思決定の5段階（

▲

p.16 1）

に当てはめて考えよう。また，ほかの人の意見と比較して，次の意思決定に生かそう。

TRY

被服を手早くきれいに収納
できる棚がいいな。数年後
には引っ越すから，処分や
転用可能かも考えたい。

商品価格（税抜） 19,000円 6,500円 8,500円

配送料 無料 2,000円 無料

不要になったら
・被服以外にも
  使用可能
・引き取り無料

・被服以外にも
  使用可能
・引き取り有料

・被服のみ
・引き取り有料

環境への配慮
・FSC認証
（

▲

p.258）
・なし

・製造企業が森林
  保全活動を支援

候補 1 2 3
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 商品の販売方法
商品の販売方法には，店

てん
舗
ぽ

販
はん

売
ばい
と店

てん
舗
ぽ

外
がい

販
はん

売
ばい
（無店舗販売）が

ある。店舗販売は，消費者が直接販売している店舗に行き，購入
する。店舗外販売には，インターネットショッピングなどの電

でん
子
し

商
しょう

取
とり

引
ひき
や通信販売，訪問販売などがある。近年はインターネット

オークションやフリーマーケットサービスのように，消費者個人
が直接販売者になる個

こ
人
じん

間
かん

取
とり

引
ひき
（C to C）も多い。個人間取引

の場合は，運営主体の設けたルールを守って利用し，トラブルが
起きたときに運営主体がどのように対応してくれるかも確認して
おこう。

 インターネットショッピングの注意点
インターネットショッピングは便利だが，自分で商品や販売者

を確認して購入することが難しく，トラブルや犯罪が起こりやす
い。販売者は信頼できるか，商品は本当に自分の買いたい物か，
偽
にせ
物
もの
や詐欺ではないかなど，よく確認してから利用しよう。

取引のルールは販売者により異なるので，事前にしっかり確認
する必要がある。特定商取引法では，価格や送料，支払い方法や
引き渡し時期や返品・交換のルール（返品特約）などをウェブサ
イトに表示することが義務付けられている。契約は，消費者に承
諾の通知が到着した時点で成立する。確認画面や申し込み完了の
通知などで内容を確認し，問題があればすぐに販売者に連絡しよ
う。また，個人情報をインターネット経由で送信するので，セ
キュリティ対策の確認も重要である。

3

4

❶

4  5

❷

6

❸

英単語 契約：contract, agreement　債務：debt

❶個人間取引（C to C：Consumer to Consumer）　
消費者個人間で商取引を行うこと。
❷特定商取引法では，次の事項を表示することが義務化
されている。①販売価格，送料　②代金の支払い時期，支
払い方法　③商品の引き渡し時期　④商品の売買契約の
申し込みの撤回または解除に関する事項（返品特約がある
場合のその表示）⑤事業者の氏名（名称），住所，電話番
号　⑥代表者氏名または通信販売業務の責任者氏名
❸インターネットブラウザやメールソフトには，違法・有害
なウェブサイトなどのフィルタリング（選別）機能がある。

6   ジャドママーク
通信販売を利用する際の安心・
信頼の目安となるマーク。

3   店舗販売と店舗外販売

店舗販売 店舗外販売 
（無店舗販売）

小売店
専門店

コンビニエンス
ストア

デパート

直売所

スーパー
マーケット

通信販売
（インターネット
ショッピングも含む）

個人間取引
（C to C）

訪問販売

●極端に安い。
●  どこでも売り切れな
のに，その店だけ在
庫がある。

●  支払い方法が銀行振
込のみ。

●  連絡先がメールしか
ない。住所が不正確，
実在しない。電話番
号がない，携帯電話
しかない。

●  SSLでない。
URLが不自然。

●  文章が日本語として
不自然。不自然に旧
字体が出てくる。など

4   電子商取引のトラブル事例
1. インターネットショッピング
●商品が届かない。
●偽物や注文と違うものが届いた。
●商品写真や説明と違う。
●販売者と連絡が取れなくなった。
●1回限りの注文をしたつもりが，定期購入になっていた。

2. 個人間取引
［購入者側］
●商品説明と違う。
●商品が届かない。
［出品者側］
●本物なのに「偽物だ」と言いがかりで返金を要求される。
●送ったのに「届いていない」と言われ代金が支払われない。

　インターネットショッピングのトラブル対策を考
えよう。自分だけでなく，家族などが利用する場
合も考えよう。

TRY

ポイント
http://www.amazo12345678.com/12wewdsfvxguyai8fwe

HOME 商品一覧 返品・交換について お問い合わせ

ショップ○○ 信頼と実績の1999年創業！
直輸入で安いく買える！

完売続出！
あのスニーカーブランドの
新作が今だけ80%オフ！

20,000円 → 4,000円
本日23:59まで80%オフ！

あと1点在庫 あり

会社概要
ショップ○○ネット

連絡先
　：090-0000-0000
　：ayashii@○.com
所在地：東京都港区

お支払いについて
支払い方法：銀行振込

送料・配送について
送料無料！1日か3日か届け
ます。○○国から発送

カートに入れて買う

5   あやしいネットショップの例
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ひとくちメモ サブスクリプション　会員制や定額制で物やサービスを利用できるビジネスモデル。事業者は継続的な収入が見込めて，利用者の情報を入手できる
などの利点がある。消費者は予算が立てやすいが，自分の生活に合っているか，値段に合ったサービスかどうかなどを見極める必要がある。

 消費者保護制度
消費者は，商品情報や契約に関する知識において不利な立場に

あるため，さまざまな消費者保護制度が法律で定められている。
未成年者は法律行為を行う行

こう
為
い
能
のう
力
りょく
が不十分とされ，契約行為

に制限がある。保護者など法定代理人の同意のない契約は，取消
（未

み
成
せい
年
ねん
者
しゃ
取
とり
消
けし
）ができる。

クーリング・オフは，トラブルになりやすい訪問販売などの取
引で契約した場合，一方的に契約の解除ができる制度である。本
来守るのが原則である契約をやめる特別な制度なので，店舗での
物品販売や通信販売は対象外である。学習塾などの特

とく
定
てい
継
けい
続
ぞく
的
てき
役
えき

務
む
提
てい
供
きょう
や連

れん
鎖
さ
販
はん
売
ばい
取
とり
引
ひき
（マルチ商法）は，クーリング・オフの期

間経過後も，要件に該当すれば中
ちゅう
途
と
解
かい
約
やく
できる。

消
しょう
費
ひ
者
しゃ
契
けい
約
やく
法
ほう
では，不適切な勧誘で消費者が誤認・困惑して契

約した場合，取
とり
消
けし
ができる。また，消費者の利益を不当に害する

契約条項は無
む
効
こう
となる。

消費者の権利を生かす1

p.16

❶

TRY

❷

p.231
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1   一度成立した契約で問題が生じた場合

●学習のポイント

消費者の権利と責任3
消費者には権利と責任がある。消費者問題を予防し適切に対応できるよう，消費者保護制度について学ぼう。そして，消費
者の権利と責任の変遷を踏まえて，どうすれば消費者市民社会が実現できるか考えて行動しよう。

未成年者取消（民法）

クーリング・オフ

取消，無効
（消費者契約法）

キャンセル（解除）
場合により強制執行，

損害賠償

原則解消不可
店のルールに
応じた対応

未成年者の契約？ YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

❶次の場合には未成年者取消ができない。
●法定代理人から同意を得ている。
● 成年であると年齢を偽るなどして契約している。
●小遣いの範囲内である。　など
❷特定継続的役務提供　エステティック，美容医療，語
学教室，パソコン教室，学習塾，家庭教師，結婚相手紹介
サービスの7業種。5万円を超える金額で2か月（エステ
と美容医療は1か月）を超える期間の契約が対象である。

クーリング・オフが
可能な契約？

説明や勧誘に
問題があった？

契約内容を
満たしていない？

自己都合
（不要になった等）

クーリング・オフをしよう 分からないことがあれば，まず消費者ホットライン（188）に相談しよう。 （注）はがきの場合

クーリング・オフの 
通知書を送る
●  契約書面を受け取った日を含め，

8日以内に書面で通知を発信す
る。クーリング・オフ妨害が
あったときは，8日を過ぎても
クーリング・オフが可能。両面
をコピーし，控えを5年間は保管
する。

●  個別クレジット契約のときは，
クレジットカード会社と販売会
社へ同時に通知書を郵送する。

●  契約年月日，商品名，契約金額，
販売会社・担当者名，書面（はが
き）を作成した日にちを記載し，
発信の記録が残る方法（特定記
録郵便や簡易書留）で郵送する。

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日 令和○○年○月○日
商品名 ○○○○
契約金額 ○○○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　△△△△

支払った代金○○○○円を返金し，
商品を引き取ってください。

令和○○年○月○日
 ○○県○市○町○丁目○番○号
 氏名　○○○○

（国民生活センター「2022年版  くらしの豆知識」より作成）

クーリング・オフのチェックポイント（訪問販売の例）
①  契約した場所　自宅や職場など，業者の営業所以外の場所。キャッチセー
ルス，アポイントメントセールス，催眠商法など，営業所でも該当する場
合＊がある。

＊ 販売目的を告げずに連れていかれたり，呼び出された場合。
②  契約した商品　原則全ての商品・役務，保養施設・スポーツ施設利用権利，
映画鑑賞権利などは適用される。

③  行使期間　契約書面の受理日から8日以内。ただし，書面不交付や記載不
備は8日を過ぎても可能。

④  代金額の特例　3,000円未満の現金取引は除外。現金取引とは，契約締結
と同時に代金の支払いと商品の引き渡しが完了するもの。

⑤  消耗品の特例　政令指定消耗品（殺虫剤，履物，化粧品など8種類）を使
用・消費すると除外。ただし，書面に，使用するとクーリング・オフ対象外
の記載がない場合は可能。

⑥  営業のための契約除外　購入者の営業活動に関連して契約したものは除外。
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 製品事故の予防と対応
製品の安全性は，消費者の命や健康に関わる重大な問題である。

事業者には消費者の安全を確保する責任が，消費者にはそれを監
視する責任がある。安全基準に適合した家庭用品には，マークが
付けられている。マークを参考にしてより安全な製品を選択する，
取扱説明書をよく読み使用方法を守るなど，製品事故の予防に努
めることが，消費者としては重要である。
製
せい
造
ぞう
物
ぶつ
責
せき
任
にん
法
ほう
（PL法

ほう
）により，欠陥のある製造物で生じた被害

については，製造者の損害賠償責任が定められている。また，製
品の生産・販売後に欠陥が見つかった際には，事業者が回収や無
償修理を行うリコール制

せい
度
ど
がある。製品の事故やリコールの情報

を確認し，不具合や事故の際には事業者や消
しょう
費
ひ
生
せい
活
かつ
センター，国

こく

民
みん
生
せい
活
かつ
センターに情報提供をすることが，被害の予防や拡大・再

発防止につながる。

 消費者相談窓口の活用
消費生活で困ったら，消費者ホットライン（188）を利用して

地域の消費生活センターに相談しよう。個人で解決することが難
しい問題に対しては，消

しょう
費
ひ
者
しゃ
団
だん
体
たい
訴
そ
訟
しょう
制
せい
度
ど
が設けられている。専

門性などの要件を満たしていると認定された消費者団体が，消費
者のために事業者に対して差

さし
止
とめ
請
せい
求
きゅう
を行ったり被

ひ
害
がい
回
かい
復
ふく
を訴えた

りする制度である。
また，消費者被害につながる企業の不祥事に接した場合は，企

業や行政機関に整備された公益通報窓口に相談することができる。
公
こう
益
えき
通
つう
報
ほう
者
しゃ
保
ほ
護
ご
法
ほう
では，組織内部の労働者が通報を理由に不利益

な取り扱いを受けないようルールが定められている。
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❶

❷

3

❸ ❹

英単語
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取消：cancellation　取扱説明書：manual

❶製造物責任法（PL法：Product Liability法）　1995
年施行。製造物の欠陥（通常あるべき安全性を欠いている
こと）によって生命，身体または財産に損害を受けた場合，
被害者が製造者に損害賠償を求めることができる。
❷リコール制度　法令に基づくリコールのほか，事業者が
自主的に行うこともある。リコール製品を使用し続けるこ
とは，事故の原因となる。
❸差止請求　事業者の不当な勧誘，契約条項，表示など
に対して差し止めを求めること。例えば納入済み学費は原
則返還しないとしていた専門学校の募集要項の是正など。
❹被害回復　消費者に代わって被害の集団的な回復を求
めること。例えば商品の成分表示が誤っていた場合に，購
入した消費者に代金を返還するよう求めるなど。

3   安全性を確認できるウェブサイトの例

●  リコール情報サイト（消費者庁） 
●  事故情報データバンクシステム（消費者庁）

Web

Web

　消費者トラブルに遭ったと仮定して，相談メモを書こう。相談者と相談窓口
の2人1組になり，ロールプレイングをしてみよう。

 いつ　〇年〇月〇日　　どこで　駅前で
 誰が　自分が
 誰から　芸能事務所「○○」の女性○○さん
 相手の連絡先　○○○-○○○○-○○○○
 何について　モデルのオーディション
 どうされた　事務所に誘われて所属契約したが写真撮影やオーディション料など，
　　　　　   毎月高いお金を要求される。仕事は全くない。
 どうしたいか　辞めたい。できれば払ったお金を返してほしい。

（国民生活センター「消費生活年報2020」）

4    契約当事者の年齢別に見た商品・役務等の
相談件数（上位5項目）

順位 20歳未満 件数
1位 健康食品 4,595

2位 化粧品 4,251

3位 オンラインゲーム 2,859

4位 デジタルコンテンツその他 1,594

5位 アダルト情報サイト 1,123

相談総数 24,275

順位 70歳以上 件数
1位 商品一般 52,475

2位 インターネット接続回線 10,562

3位 健康食品 9,225

4位 デジタルコンテンツその他 8,787

5位 移動通信サービス 5,497
相談総数 229,302

2   損害賠償制度のあるマーク

日本煙火協会が行う検査に合格した，国 
内に流通する玩具花火。賠償は1事故最高
1億円（対人・対物合計）。SFは，Safety 
Fireworksの略。

製品安全協会が定める安全基準への適合
が認証された商品。賠償は被害者1人最高
1億円（対人）。SGは，Safe Goodsの略。

SGマーク

SFマーク

相談メモの例

消費者ホットライン188
イメージキャラクター「イヤヤン」
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 生涯を見通して働く
人工知能（AI）やIoTなどの技術革新で，現代の産業は大きな

転換期を迎えており，働き方や求められる職業能力も変化してい
くと予測されている。社会に出ても学び続け，教

きょう
育
いく
訓
くん
練
れん
給
きゅう
付
ふ
制
せい

度
ど
などさまざまな機会を活用して，職業能力を高めていこう。
現在は共働き世帯が主流だが，第一子の出産前後では，女性が

非正規雇用となるなど，働き方を変えることが多い。この場合，
育児休業などを取得して正規雇用で就業を継続した場合と比較す
ると，生涯得られる賃金には大きな差が生じる。また，賃金や女

じょ

性
せい
の管

かん
理
り
職
しょく
登
とう
用
よう
にも依然として男女格差が見られる。

子どもを育てることは，次世代を育成する大切な仕事である。
一方で，働き続けることは，職業能力を向上させるとともに，失
業や病気などのリスクに複数の収入源で備え，経済的な安定にも
つながる。性別やライフイベントに左右されずに，希望に応じて
働き続けられる社会的な環境の整備が求められている。

❶

❷

❸

p.39

3

2 5

4

英単語 雇用者：employee　雇用主：employer　

❶ �IoT（Internet�of�Things）　インターネットを物
に組み込むことで，人や物をインターネットでつなぐ
仕組み。

❷  18世紀の第1次産業革命から，20世紀初頭の第2次，
1970年代の第3次を経て，現代は第4次産業革命を
迎えているといわれている。

❸�教育訓練給付制度　厚生労働大臣が指定する講座を受
講し，修了した場合に，その費用の一部が支給される。
支給額は受講料等の20％（上限10万円）。

5   賃金の年齢カーブ（男女・雇用形態別，時給）

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2020年）

4   管理職＊1に占める女性の割合

18
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8

6

4

2

0
1989 ’95 2000 ’06 ’19’15’11＊2 （年）

（%）

部長相当職

課長相当職

管理職全体
 （役員を含む）

係長相当職
16.6

5.0

2.1

4.7

7.3

2.0

5.1

7.7

2.6

6.9

10.5

3.6

8.7

11.9

5.5

1.2 1.5 1.6 2.0

4.5 4.3

7.0

13.9

10.2

5.5

10.3

12.2

（注） 当該役職者数（男女計）を100としたときの割合
＊1  企業規模30人以上
＊2    岩手県，宮城県，福島県を除く結果
（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）

（万円）

20 25 30 35 40 45 50 55 58

1,400

1,200

1,000

800

600
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200

0
（歳）

①就業継続
②育児休業を取得して就業継続
③離職後子が6歳で再就職
④離職後子が6歳で
パート・アルバイトに

2   女性が就業を継続・中断した場合の賃金比較

（内閣府「国民生活白書」2005年）

（単位：万円）

生涯
賃金

①就業 
継続

②育児 
休業を
取得して
就業継続

③離職後
子が6歳で
再就職

④離職後
子が6歳で
パート・

アルバイトに

給与 2億5,377 2億3,503 1億6,703 4,827

退職金 2,269 2,234 1,006 86

合計 2億7,645 2億5,737 1億7,709 4,913

逸失
損失

0 1,909 9,937 2億2,732

3   労働力率の就業形態別内訳（男女，年齢階級別）

（内閣府「男女共同参画白書」2014年）
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 製品事故の予防と対応
製品の安全性は，消費者の命や健康に関わる重大な問題である。

事業者には消費者の安全を確保する責任が，消費者にはそれを監
視する責任がある。安全基準に適合した家庭用品には，マークが
付けられている。マークを参考にしてより安全な製品を選択する，
取扱説明書をよく読み使用方法を守るなど，製品事故の予防に努
めることが，消費者としては重要である。
製
せい
造
ぞう
物
ぶつ
責
せき
任
にん
法
ほう
（PL法

ほう
）により，欠陥のある製造物で生じた被害

については，製造者の損害賠償責任が定められている。また，製
品の生産・販売後に欠陥が見つかった際には，事業者が回収や無
償修理を行うリコール制

せい
度
ど
がある。製品の事故やリコールの情報

を確認し，不具合や事故の際には事業者や消
しょう
費
ひ
生
せい
活
かつ
センター，国

こく

民
みん
生
せい
活
かつ
センターに情報提供をすることが，被害の予防や拡大・再

発防止につながる。

 消費者相談窓口の活用
消費生活で困ったら，消費者ホットライン（188）を利用して

地域の消費生活センターに相談しよう。個人で解決することが難
しい問題に対しては，消

しょう
費
ひ
者
しゃ
団
だん
体
たい
訴
そ
訟
しょう
制
せい
度
ど
が設けられている。専

門性などの要件を満たしていると認定された消費者団体が，消費
者のために事業者に対して差

さし
止
とめ
請
せい
求
きゅう
を行ったり被

ひ
害
がい
回
かい
復
ふく
を訴えた

りする制度である。
また，消費者被害につながる企業の不祥事に接した場合は，企

業や行政機関に整備された公益通報窓口に相談することができる。
公
こう
益
えき
通
つう
報
ほう
者
しゃ
保
ほ
護
ご
法
ほう
では，組織内部の労働者が通報を理由に不利益

な取り扱いを受けないようルールが定められている。
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英単語
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取消：cancellation　取扱説明書：manual

❶製造物責任法（PL法：Product Liability法）　1995
年施行。製造物の欠陥（通常あるべき安全性を欠いている
こと）によって生命，身体または財産に損害を受けた場合，
被害者が製造者に損害賠償を求めることができる。
❷リコール制度　法令に基づくリコールのほか，事業者が
自主的に行うこともある。リコール製品を使用し続けるこ
とは，事故の原因となる。
❸差止請求　事業者の不当な勧誘，契約条項，表示など
に対して差し止めを求めること。例えば納入済み学費は原
則返還しないとしていた専門学校の募集要項の是正など。
❹被害回復　消費者に代わって被害の集団的な回復を求
めること。例えば商品の成分表示が誤っていた場合に，購
入した消費者に代金を返還するよう求めるなど。

3   安全性を確認できるウェブサイトの例

●  リコール情報サイト（消費者庁） 
●  事故情報データバンクシステム（消費者庁）

Web

Web

　消費者トラブルに遭ったと仮定して，相談メモを書こう。相談者と相談窓口
の2人1組になり，ロールプレイングをしてみよう。

 いつ　〇年〇月〇日　　どこで　駅前で
 誰が　自分が
 誰から　芸能事務所「○○」の女性○○さん
 相手の連絡先　○○○-○○○○-○○○○
 何について　モデルのオーディション
 どうされた　事務所に誘われて所属契約したが写真撮影やオーディション料など，
　　　　　   毎月高いお金を要求される。仕事は全くない。
 どうしたいか　辞めたい。できれば払ったお金を返してほしい。

（国民生活センター「消費生活年報2021」）

4    契約当事者の年齢別に見た商品・役務等の
相談件数（上位5項目）

順位 20歳未満 件数
1位 健康食品 4,974

2位 オンラインゲーム 4,297

3位 化粧品 3,133

4位 デジタルコンテンツその他 2,233

5位 アダルト情報サイト 1,149

相談総数 26,970

順位 70歳以上 件数
1位 商品一般 26,560

2位 健康食品 9,829

3位 デジタルコンテンツその他 8,296

4位 インターネット接続回線 7,488

5位 他の役務サービス 6,888
相談総数 207,185

2   損害賠償制度のあるマーク

日本煙火協会が行う検査に合格した，国 
内に流通する玩具花火。賠償は1事故最高
1億円（対人・対物合計）。SFは，Safety 
Fireworksの略。

製品安全協会が定める安全基準への適合
が認証された商品。賠償は被害者1人最高
1億円（対人）。SGは，Safe Goodsの略。

SGマーク

SFマーク

相談メモの例

消費者ホットライン188
イメージキャラクター「イヤヤン」
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 生涯を見通して働く
人工知能（AI）やIoTなどの技術革新で，現代の産業は大きな

転換期を迎えており，働き方や求められる職業能力も変化してい
くと予測されている。社会に出ても学び続け，教

きょう
育
いく
訓
くん
練
れん
給
きゅう
付
ふ
制
せい

度
ど
などさまざまな機会を活用して，職業能力を高めていこう。
現在は共働き世帯が主流だが，第一子の出産前後では，女性が

非正規雇用となるなど，働き方を変えることが多い。この場合，
育児休業などを取得して正規雇用で就業を継続した場合と比較す
ると，生涯得られる賃金には大きな差が生じる。また，賃金や女

じょ

性
せい
の管

かん
理
り
職
しょく
登
とう
用
よう
にも依然として男女格差が見られる。

子どもを育てることは，次世代を育成する大切な仕事である。
一方で，働き続けることは，職業能力を向上させるとともに，失
業や病気などのリスクに複数の収入源で備え，経済的な安定にも
つながる。性別やライフイベントに左右されずに，希望に応じて
働き続けられる社会的な環境の整備が求められている。

❶

❷

❸

p.39

3

2 5

4

英単語 雇用者：employee　雇用主：employer　

❶ �IoT（Internet�of�Things）　インターネットを物
に組み込むことで，人や物をインターネットでつなぐ
仕組み。

❷  18世紀の第1次産業革命から，20世紀初頭の第2次，
1970年代の第3次を経て，現代は第4次産業革命を
迎えているといわれている。

❸�教育訓練給付制度　厚生労働大臣が指定する講座を受
講し，修了した場合に，その費用の一部が支給される。
支給額は受講料等の20％（上限10万円）。

5   賃金の年齢カーブ（男女・雇用形態別，時給）

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2021年）

4   管理職＊1に占める女性の割合
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1989 ’95 2000 ’06 ’20’15’11＊2 （年）

（%）

部長相当職

課長相当職

管理職全体
 （役員を含む）

係長相当職
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（注） 当該役職者数（男女計）を100としたときの割合
＊1  企業規模30人以上
＊2    岩手県，宮城県，福島県を除く結果
（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）
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②育児休業を取得して就業継続
③離職後子が6歳で再就職
④離職後子が6歳で
パート・アルバイトに

2   女性が就業を継続・中断した場合の賃金比較

（内閣府「国民生活白書」2005年）

（単位：万円）

生涯
賃金

①就業 
継続

②育児 
休業を
取得して
就業継続

③離職後
子が6歳で
再就職

④離職後
子が6歳で
パート・

アルバイトに

給与 2億5,377 2億3,503 1億6,703 4,827

退職金 2,269 2,234 1,006 86

合計 2億7,645 2億5,737 1億7,709 4,913

逸失
損失

0 1,909 9,937 2億2,732

3   労働力率の就業形態別内訳（男女，年齢階級別）

（内閣府「男女共同参画白書」2014年）
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 生涯を見通して働く
人工知能（AI）やIoTなどの技術革新で，現代の産業は大きな

転換期を迎えており，働き方や求められる職業能力も変化してい
くと予測されている。社会に出ても学び続け，教

きょう
育
いく
訓
くん
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れん
給
きゅう
付
ふ
制
せい

度
ど
などさまざまな機会を活用して，職業能力を高めていこう。
現在は共働き世帯が主流だが，第一子の出産前後では，女性が

非正規雇用となるなど，働き方を変えることが多い。この場合，
育児休業などを取得して正規雇用で就業を継続した場合と比較す
ると，生涯得られる賃金には大きな差が生じる。また，賃金や女

じょ

性
せい
の管

かん
理
り
職
しょく
登
とう
用
よう
にも依然として男女格差が見られる。

子どもを育てることは，次世代を育成する大切な仕事である。
一方で，働き続けることは，職業能力を向上させるとともに，失
業や病気などのリスクに複数の収入源で備え，経済的な安定にも
つながる。性別やライフイベントに左右されずに，希望に応じて
働き続けられる社会的な環境の整備が求められている。

❶

❷

❸

p.39

3

2 5

4

英単語 雇用者：employee　雇用主：employer　

❶ �IoT（Internet�of�Things）　インターネットを物
に組み込むことで，人や物をインターネットでつなぐ
仕組み。

❷  18世紀の第1次産業革命から，20世紀初頭の第2次，
1970年代の第3次を経て，現代は第4次産業革命を
迎えているといわれている。

❸�教育訓練給付制度　厚生労働大臣が指定する講座を受
講し，修了した場合に，その費用の一部が支給される。
支給額は受講料等の20％（上限10万円）。

5   賃金の年齢カーブ（男女・雇用形態別，時給）

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2020年）

4   管理職＊1に占める女性の割合
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（注） 当該役職者数（男女計）を100としたときの割合
＊1  企業規模30人以上
＊2    岩手県，宮城県，福島県を除く結果
（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）
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②育児休業を取得して就業継続
③離職後子が6歳で再就職
④離職後子が6歳で
パート・アルバイトに

2   女性が就業を継続・中断した場合の賃金比較

（内閣府「国民生活白書」2005年）

（単位：万円）

生涯
賃金
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②育児 
休業を
取得して
就業継続

③離職後
子が6歳で
再就職

④離職後
子が6歳で
パート・

アルバイトに

給与 2億5,377 2億3,503 1億6,703 4,827

退職金 2,269 2,234 1,006 86

合計 2億7,645 2億5,737 1億7,709 4,913

逸失
損失

0 1,909 9,937 2億2,732

3   労働力率の就業形態別内訳（男女，年齢階級別）

（内閣府「男女共同参画白書」2014年）
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 収入を把握する方法
雇用者の場合，収入は，主に毎月の給

きゅう
与
よ
明
めい
細
さい
や年末に発行され

る源
げん
泉
せん
徴
ちょう
収
しゅう
票
ひょう
で把握することができる。一般的に給与明細に表示

されるのは，勤務日数や欠勤日数，残業時間などの勤
きん
怠
たい
，基本給

と諸手当の支
し
給
きゅう
，税金や社会保険料などの控

こう
除
じょ
の3つである。総

支給額から非消費支出を引いた金額が可
か
処
しょ
分
ぶん
所
しょ
得
とく
（いわゆる「手

取り額」）で，それを現在の消費と将来に向けた貯
ちょ
蓄
ちく
に振り分け

る。源泉徴収票は年収や所得税額の証明をする際にも必要なので，
保管しておく。
個人事業主の場合は，給与明細はなく，自分で収入を把握する

必要がある。時期や業績により報酬の変動が激しいこともあるた
め，計画的な家計管理が必要である。

3  TRY❶

❷

❸

❹

英単語 家計：household　収入：income

1. 正社員のAさん

❶源泉徴収票　給与・退職手当・公的年金等の支払者が，
支払額や源泉徴収した所得税額を証明するもの。
❷控除　差し引くこと。
❸可処分所得に対する消費支出の割合を消費性向という。
近年，若年層の消費性向が低下している。
❹例として，失業給付を受ける際や転職，住宅ローンの
審査時などがある。

3   給与明細の例
（大卒，入社2年目，独身） 正社員に対しては，毎月の給与に加えて年2回の賞与（ボーナス）が支給されることが多い。

2. アルバイトのBさん（22歳，独身） アルバイトに手当が付くことは少ない。またアルバイトには賞与が出ないことが多い。

勤
怠
残業時間（125％）残業時間（150％）遅刻早退回数

12 0 0

支
給

基本給 諸手当
総支給額

基本給 役職手当 住宅手当 家族手当 通勤手当 時間外手当（125％）時間外手当（150％）

212,000 0 15,000 0 15,545 20,130 0 262,675

控
除

社会保険料 直接税 その他
総控除額

健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 介護保険料 所得税 住民税 労働組合費

10,998 23,790 788 0 5,200 14,700 2,000 57,476

差引支給額

205,199

勤
怠

勤務日数 勤務時間 残業時間

15 75 4

支
給

時間給単価 役職手当 住宅手当 家族手当 通勤手当 時間外手当（125％）時間外手当（150％） 総支給額

901 0 0 0 6,000 4,505 0 78,080

控
除

社会保険料 直接税 その他
総控除額

健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 介護保険料 所得税 住民税 労働組合費

0 0 0 0 0 0 0 0

差引支給額

78,080

規定の勤務時間以上働いた場合，
賃金が割増になる。

通勤費は月15万円
までは非課税。

会社側が
支払う総額

給与から天引き
される金額

実際に手元に
入る金額

各種手当：扶養家族がいる場合の家族手当や住宅手当など。
会社によって手当の有無や種類は異なる。

この会社には労働組合（労働者を代表して使用者と話し合う機関）
があり，労働組合費が控除されている。

社会保険料（健康保険料，厚生年金保険料，雇用保険料，
介護保険料）：雇用者の場合，事業主と本人が負担する。
厚生年金保険料：国民年金よりも手厚い年金給付となる。
介護保険料：40歳以上から納付する。

所得税： その月の課税対象額に応じ
て支払い，最終的に年末調
整をする。

住民税： 前年の所得に応じて支払う。

支給額が一定以下だと，
課税されないこともある。

毎月の労働時間の変動に応じた金額
が支給される。

上記の基準を満たさない場合には，個人として，国民年金
保険料や健康保険料を別途支払う必要がある。

勤め先の健康保険や厚生年金保険に加入するためには，
原則正社員の3/4以上の労働時間である必要がある＊2。

＊1　控除のうち，労働組合費は
法定ではない。
＊2　パートやアルバイトで労働
時間が正社員の3/4未満でも，次
の要件を満たした場合には加入
する。①従業員が501人以上
（労使合意の場合は500人未満
も可），国・地方公共団体に属す
る事業所の労働者。②労働時間
が週20時間以上。③賃金が月額
88,000円以上。④雇用期間が1
年以上（見込み）。⑤学生でない。
なお，雇用保険は雇用期間が31
日以上（見込み）かつ週20時間以
上の労働者が加入する。

＊1

＊1

1.  正社員とアルバイトの給与明細を比較して，
異なるところは何か，考えよう。

2.  給与明細のうち，就職1年目に関係のない項
目，40歳から関係してくる項目はどれか，調べ
よう。

TRY
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 日々の収支管理と生涯を見通した備え
家計管理では，まず日々の収支を把握し，支出を計画的に可処

分所得の範囲に収めることが重要である。家計簿や家計簿アプリ
など，自分のライフスタイルに合った手段で収支を記録し，家計
を「見える化」しよう。
また，生涯の三大支出といわれる教

きょう
育
いく
資
し
金
きん
，住

じゅう
宅
たく
資
し
金
きん
，老

ろう
後
ご
資
し

金
きん
のように，ある程度の見通しが立ち，予測が可能なものは，長

期的な資金計画を立てて，生活の破綻を防ぎながら，貯蓄や運
うん
用
よう

などで着実に備えよう。そのためには，金融や経済の知識を身に
つけて，必要な金額や借入時期，運用方法を検討する家

か
計
けい
資
し
産
さん
の

マネジメントができるようにならなければならない。着実に貯蓄
するためには，収入のうち決めた額をまず確保し，残りを消費に
充てるようにする。定

てい
期
き
預
よ
金
きん
や財

ざい
形
けい
貯
ちょ
蓄
ちく
などを活用するとよい。

 家計資産の形成
多様な金融商品の特徴を安

あん
全
ぜん
性
せい
，収

しゅう
益
えき
性
せい
，流

りゅう
動
どう
性
せい
の3つの面か

ら見ると，普
ふ
通
つう
預
よ
金
きん
や定期預金は元

がん
本
ぽん
割
わ
れがなく安全性が高いが，

金利は高くないため収益性は低い。債
さい
券
けん
や株

かぶ
式
しき
，投

とう
資
し
信
しん
託
たく
は高い

収益を上げる可能性を持っているが，元本保証がないため安全性
が低い，ハイリスク・ハイリターンの商品である。経済の先行き
を読むことは誰にもできない。ローリスク・ハイリターンの金融
商品はなく，確実な儲

もう
け話もありえないので注意しよう。

資産には，現金や預貯金，有価証券（債券・株式など）などの
金
きん
融
ゆう
資
し
産
さん
と，土地や建物などの実

じつ
物
ぶつ
資
し
産
さん
がある。資産を持つ世帯

の平均貯蓄額は増加している一方で，貯蓄の全くない世帯は夫婦
世帯の約2割，単身世帯の約4割で増加傾向にあり，二極化して
いる。

家計資産のマネジメント2

6

❶

4 5❷❸

英単語 債券：bond　株式：stock, share

安全性 元本の保証の度合い

収益性 利回りのよさ

流動性
 預金期間などが固定されずに容易に現金化できる
度合い

❶財形貯蓄　勤労者財産形成促進法に基づき，勤労者が
貯蓄や持ち家などの資産を取得できるように，政府や事
業主が援助する制度。給与から天引きして積み立てる。
税制上の優遇や融資が受けられるが，雇用先が財形貯蓄
を導入していなければ加入できない。
❷元本　金融商品の購入・投資に充てた資金の額。
❸元本割れ　運用で元本よりも額が減少してしまうこと。
銀行預金の場合，1,000万円までは預金保険制度（ペイ
オフ）によって元本が保護されている。

6   家計管理の方法の例

間
接
金
融

普通預金
金融機関の普通預金口座に預ける。い
つでも引き出せる。

定期預金
満期日まで引き出せないことを条件に，
普通預金より高い金利がつく。

外貨預金
外国の通貨で預金する。為

か わ せ
替相場に

よっては日本円で元本割れする。

直
接
金
融

投資信託
預けた資金を専門家が運用方針に従い
株式や債券などに運用し，その成果を還
元される。元本割れの可能性がある。

債券
借り入れのためにあらかじめ利率や満期
日を約束して発行される。公債（国債，
地方債など）や社債，金融債などがある。

株式
株式会社の資金集めのため発行される。
株主は，株主総会の参加や，保有数に応
じて議決権の行使なども可能。

4   主な金融商品の特徴

5   安全性，収益性，流動性

　投資する側と投資される企業などとの間に第三者が入る
ものを間接金融，入らないものを直接金融という。目的や
期間に合わせて，安全性の高い方法で着実に蓄える資産と，
積極的に運用してもよい資産の割合を見直しながら金融商
品を選択し，家計資産を形成していこう。

　安全性，収益性，流動性の3つは連動しており，例えば
収益性が高くなると，安全性や流動性は低くなる。

［定期預金の例］

収益性

安全性 流動性

［スマホアプリ］ ［表計算ソフト］ ［家計簿］ ［封筒予算］
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ひとくちメモ 日本の大学の年間授業料　1975年度には国立36,000円，私立平均182,677円だったが，2016年度には国立535,800円（標準額），私
立平均877,735円。高等教育を安価で受けられる機会の減少は，所得による教育格差や，その後の就職，収入格差につながっている。

 経済的なリスクへの備え
長い人生には事故や病気，失業，けが，死亡，災害などの不測

の事態により，経済的負担や損失が発生することがある。そうし
たリスクに備えるのが保

ほ
険
けん
である。保険は，加入者相互で保険料

などを支払い，それを資金として，それぞれの保険で定められた
リスクが発生した際に保険金が給付される仕組みである。
保険には，国や地方公共団体が運営する強制加入の公

こう
的
てき
保
ほ
険
けん
と，

民間企業や団体が運営する民
みん
間
かん
保
ほ
険
けん
がある。民間保険には，生命

保険や損害保険，医療保険やがん保険などがある。加入の必要性
や適した保障内容などは，ライフステージや家計の状況によって
異なる。保障内容や条件などをよく理解して比較・検討し，生涯
の見通しに合ったものを必要に応じて選択していこう。

 返済能力に応じた借り入れ
日常的な生活費は収入の範囲で賄うべきであるが，住宅や自動

車などの高額な商品や，教育費のように長期にわたって支出する
費用は，貯蓄だけでは賄えず，ローンやクレジットなどの借り入
れを利用することがある。貸与型奨

しょう
学
がく
金
きん
や教育ローンは借金だが，

自分の将来の稼ぐ力を高める見通しを持つなら，投資でもある。
借金は必ず返さなければならないが，返済には利息が伴う。一

般に，返済期間が長くなるほど，利息は大きくなる。借り入れは，
将来にわたり無理なく返済できるかどうかを冷静に判断し，計画
的に，必要最低限の利用に留

とど
めることが大切である。

p.94 1

❶

❷

2

TRY

❶福沢諭吉は保険を「一人の災難を大勢が分かち，わず
かの金を捨てて大難を逃れる制度」と訳した。
❷医療保険やがん保険は，第三分野の保険ともいう。

1   貯蓄は三角，保険は四角
　貯蓄と保険を比較すると，貯蓄は「もしも」のときに必
要な金額に達するまで時間がかかるが，保険は最初から保
障が受けられる。ただし「もしも」が起こらなかった場合，
支払った保険料は貯蓄のように手元に残らない。

保
障
経過
年数 保険満期

貯蓄

●貯蓄→不足する
●保険→保障が受けられる

ここで「もしも」が
起こったら

不足

保険

　住宅ローンは高額で，返済に長期間を要するため，わずかな金利の差でも返済総額に大きな差が出る。金利だけでなく土地や住宅の価格も社会情勢によっ
て変動するため，購入時期も含めて検討する必要がある。

2   住宅ローンの借り入れ

（注） 保証料などを含む。固定金利の場合。 
諸条件により，実際の返済額は異なる。

　住宅ローンの返済期間中に，毎回の返済とは別に，元
金の一部または全額を前倒しで返済することを繰り上げ
返済という。元金を減らすことで，当初の返済計画より
も利息の支払い総額を減らすことができる。ただし，繰
り上げ返済には手数料が伴うことがある。

　返済期間中の金利が固定され，
完了するまで金利が変わらないも
のを固定金利，金融情勢の変化に
伴い，定期的に金利が見直される
ものを変動金利という。
　バブル景気の頃の金利は５～
７％であったが，近年は0.4～
1.3％程度（2021年6月）である。
　変動金利の場合，返済中に金
利が急上昇して返済が困難にな
る可能性がある。一方，固定金利
は金利が一定で変動のリスクが
ないが，その分変動金利よりも金
利が高い傾向がある。

●元金均等返済
　毎月の元金返済額
を一定にする。一定
の元金返済額に利息
を上乗せして支払うた
め，徐々に毎月の支払
い額は減っていく。

●元利均等返済
　毎月の支払い額を
一定にする。返済初
期は支払い額に占め
る利息の割合が高く，
徐々に元金返済の割
合が高くなる。

［繰り上げ返済とは］

［変動金利と固定金利］［元金均等返済と元利均等返済］

 2.0％ 110,885円 39,918,600円

 3.0％ 126,481円 45,533,160円

A

B

金利 毎月の返済額 返済総額（元金＋利息）
支
払
額

→支
払
い
額
は
一
定

利
息

元
金
返
済
額

一定減少

…………

支
払
額

→支
払
い
額
は
一
定

利
息

元
金
返
済
額

一定減少

…………

例    マンションを購入し，元金3,000万円を 
30年ローン，元利均等返済で借りた場合

1.  奨学金制度について調べよう。日本学生支援
機構の奨学金（貸与型，給付型）以外にも，
学校や地方公共団体，企業等による独自の奨
学金や，返還支援制度がある場合もある。

2.  毎月の返済額を計算できるPMT関数を使っ
て，奨学金の返済計画を立てよう。

PMT関数＝PMT（月利，期間（月数），元金）

ライフプラン（

▲

p.18）TRY
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 生涯を見通して働く
人工知能（AI）やIoTなどの技術革新で，現代の産業は大きな

転換期を迎えており，働き方や求められる職業能力も変化してい
くと予測されている。社会に出ても学び続け，教

きょう
育
いく
訓
くん
練
れん
給
きゅう
付
ふ
制
せい

度
ど
などさまざまな機会を活用して，職業能力を高めていこう。
現在は共働き世帯が主流だが，第一子の出産前後では，女性が

非正規雇用となるなど，働き方を変えることが多い。この場合，
育児休業などを取得して正規雇用で就業を継続した場合と比較す
ると，生涯得られる賃金には大きな差が生じる。また，賃金や女

じょ

性
せい
の管

かん
理
り
職
しょく
登
とう
用
よう
にも依然として男女格差が見られる。

子どもを育てることは，次世代を育成する大切な仕事である。
一方で，働き続けることは，職業能力を向上させるとともに，失
業や病気などのリスクに複数の収入源で備え，経済的な安定にも
つながる。性別やライフイベントに左右されずに，希望に応じて
働き続けられる社会的な環境の整備が求められている。

❶

❷

❸

p.39

3

2 5

4

英単語 雇用者：employee　雇用主：employer　

❶ �IoT（Internet�of�Things）　インターネットを物
に組み込むことで，人や物をインターネットでつなぐ
仕組み。

❷  18世紀の第1次産業革命から，20世紀初頭の第2次，
1970年代の第3次を経て，現代は第4次産業革命を
迎えているといわれている。

❸�教育訓練給付制度　厚生労働大臣が指定する講座を受
講し，修了した場合に，その費用の一部が支給される。
支給額は受講料等の20％（上限10万円）。

5   賃金の年齢カーブ（男女・雇用形態別，時給）

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2021年）

4   管理職＊1に占める女性の割合

18

14

16

12

10

8

6

4

2

0
1989 ’95 2000 ’06 ’20’15’11＊2 （年）

（%）

部長相当職

課長相当職

管理職全体
 （役員を含む）

係長相当職

5.0

2.1

4.7

7.3

2.0

5.1

7.7

2.6

6.9

10.5

3.6

8.7

11.9

5.5

1.2 1.5 1.6 2.0

4.5 4.3

13.9

10.2

6.2

10.1

12.9

17.9

7.0

（注） 当該役職者数（男女計）を100としたときの割合
＊1  企業規模30人以上
＊2    岩手県，宮城県，福島県を除く結果
（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）

（万円）

20 25 30 35 40 45 50 55 58

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0
（歳）

①就業継続
②育児休業を取得して就業継続
③離職後子が6歳で再就職
④離職後子が6歳で
パート・アルバイトに

2   女性が就業を継続・中断した場合の賃金比較

（内閣府「国民生活白書」2005年）

（単位：万円）

生涯
賃金

①就業 
継続

②育児 
休業を
取得して
就業継続

③離職後
子が6歳で
再就職

④離職後
子が6歳で
パート・

アルバイトに

給与 2億5,377 2億3,503 1億6,703 4,827

退職金 2,269 2,234 1,006 86

合計 2億7,645 2億5,737 1億7,709 4,913

逸失
損失

0 1,909 9,937 2億2,732

3   労働力率の就業形態別内訳（男女，年齢階級別）

（内閣府「男女共同参画白書」2014年）
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 収入を把握する方法
雇用者の場合，収入は，主に毎月の給

きゅう
与
よ
明
めい
細
さい
や年末に発行され

る源
げん
泉
せん
徴
ちょう
収
しゅう
票
ひょう
で把握することができる。一般的に給与明細に表示

されるのは，勤務日数や欠勤日数，残業時間などの勤
きん
怠
たい
，基本給

と諸手当の支
し
給
きゅう
，税金や社会保険料などの控

こう
除
じょ
の3つである。総

支給額から非消費支出を引いた金額が可
か
処
しょ
分
ぶん
所
しょ
得
とく
（いわゆる「手

取り額」）で，それを現在の消費と将来に向けた貯
ちょ
蓄
ちく
に振り分け

る。源泉徴収票は年収や所得税額の証明をする際にも必要なので，
保管しておく。
個人事業主の場合は，給与明細はなく，自分で収入を把握する

必要がある。時期や業績により報酬の変動が激しいこともあるた
め，計画的な家計管理が必要である。

3  TRY❶

❷

❸

❹

英単語 家計：household　収入：income

1. 正社員のAさん

❶源泉徴収票　給与・退職手当・公的年金等の支払者が，
支払額や源泉徴収した所得税額を証明するもの。
❷控除　差し引くこと。
❸可処分所得に対する消費支出の割合を消費性向という。
近年，若年層の消費性向が低下している。
❹例として，失業給付を受ける際や転職，住宅ローンの
審査時などがある。

3   給与明細の例
（大卒，入社2年目，独身） 正社員に対しては，毎月の給与に加えて年2回の賞与（ボーナス）が支給されることが多い。

2. アルバイトのBさん（22歳，独身） アルバイトに手当が付くことは少ない。またアルバイトには賞与が出ないことが多い。

勤
怠
残業時間（125％）残業時間（150％）遅刻早退回数

12 0 0

支
給

基本給 諸手当
総支給額

基本給 役職手当 住宅手当 家族手当 通勤手当 時間外手当（125％）時間外手当（150％）

212,000 0 15,000 0 15,545 20,130 0 262,675

控
除

社会保険料 直接税 その他
総控除額

健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 介護保険料 所得税 住民税 労働組合費

10,998 23,790 788 0 5,200 14,700 2,000 57,476

差引支給額

205,199

勤
怠

勤務日数 勤務時間 残業時間

15 75 4

支
給

時間給単価 役職手当 住宅手当 家族手当 通勤手当 時間外手当（125％）時間外手当（150％） 総支給額

901 0 0 0 6,000 4,505 0 78,080

控
除

社会保険料 直接税 その他
総控除額

健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 介護保険料 所得税 住民税 労働組合費

0 0 0 0 0 0 0 0

差引支給額

78,080

規定の勤務時間以上働いた場合，
賃金が割増になる。

通勤費は月15万円
までは非課税。

会社側が
支払う総額

給与から天引き
される金額

実際に手元に
入る金額

各種手当：扶養家族がいる場合の家族手当や住宅手当など。
会社によって手当の有無や種類は異なる。

この会社には労働組合（労働者を代表して使用者と話し合う機関）
があり，労働組合費が控除されている。

社会保険料（健康保険料，厚生年金保険料，雇用保険料，
介護保険料）：雇用者の場合，事業主と本人が負担する。
厚生年金保険料：国民年金よりも手厚い年金給付となる。
介護保険料：40歳以上から納付する。

所得税： その月の課税対象額に応じ
て支払い，最終的に年末調
整をする。

住民税： 前年の所得に応じて支払う。

支給額が一定以下だと，
課税されないこともある。

毎月の労働時間の変動に応じた金額
が支給される。

上記の基準を満たさない場合には，個人として，国民年金
保険料や健康保険料を別途支払う必要がある。

勤め先の健康保険や厚生年金保険に加入するためには，
原則正社員の3/4以上の労働時間である必要がある＊2。

＊1　控除のうち，労働組合費は
法定ではない。
＊2　パートやアルバイトで労働
時間が正社員の3/4未満でも，次
の要件を満たした場合には加入
する。①従業員が101人以上（労
使合意の場合は100人以下も
可），国・地方公共団体に属する
事業所の労働者。②労働時間が
週20時間以上。③賃金が月額
88,000円以上。④雇用期間が2
か月以上（見込み）。⑤学生でな
い。なお，雇用保険は雇用期間
が31日以上（見込み）かつ週20
時間以上の労働者が加入する。

＊1

＊1

1.  正社員とアルバイトの給与明細を比較して，
異なるところは何か，考えよう。

2.  給与明細のうち，就職1年目に関係のない項
目，40歳から関係してくる項目はどれか，調べ
よう。

TRY
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 日々の収支管理と生涯を見通した備え
家計管理では，まず日々の収支を把握し，支出を計画的に可処

分所得の範囲に収めることが重要である。家計簿や家計簿アプリ
など，自分のライフスタイルに合った手段で収支を記録し，家計
を「見える化」しよう。
また，生涯の三大支出といわれる教

きょう
育
いく
資
し
金
きん
，住

じゅう
宅
たく
資
し
金
きん
，老

ろう
後
ご
資
し

金
きん
のように，ある程度の見通しが立ち，予測が可能なものは，長

期的な資金計画を立てて，生活の破綻を防ぎながら，貯蓄や運
うん
用
よう

などで着実に備えよう。そのためには，金融や経済の知識を身に
つけて，必要な金額や借入時期，運用方法を検討する家

か
計
けい
資
し
産
さん
の

マネジメントができるようにならなければならない。着実に貯蓄
するためには，収入のうち決めた額をまず確保し，残りを消費に
充てるようにする。定

てい
期
き
預
よ
金
きん
や財

ざい
形
けい
貯
ちょ
蓄
ちく
などを活用するとよい。

 家計資産の形成
多様な金融商品の特徴を安

あん
全
ぜん
性
せい
，収

しゅう
益
えき
性
せい
，流

りゅう
動
どう
性
せい
の3つの面か

ら見ると，普
ふ
通
つう
預
よ
金
きん
や定期預金は元

がん
本
ぽん
割
わ
れがなく安全性が高いが，

金利は高くないため収益性は低い。債
さい
券
けん
や株

かぶ
式
しき
，投

とう
資
し
信
しん
託
たく
は高い

収益を上げる可能性を持っているが，元本保証がないため安全性
が低い，ハイリスク・ハイリターンの商品である。経済の先行き
を読むことは誰にもできない。ローリスク・ハイリターンの金融
商品はなく，確実な儲

もう
け話もありえないので注意しよう。

資産には，現金や預貯金，有価証券（債券・株式など）などの
金
きん
融
ゆう
資
し
産
さん
と，土地や建物などの実

じつ
物
ぶつ
資
し
産
さん
がある。資産を持つ世帯

の平均貯蓄額は増加している一方で，貯蓄の全くない世帯は夫婦
世帯の約2割，単身世帯の約3割で増加傾向にあり，二極化して
いる。

家計資産のマネジメント2

6

❶

4 5❷❸

英単語 債券：bond　株式：stock, share

安全性 元本の保証の度合い

収益性 利回りのよさ

流動性
 預金期間などが固定されずに容易に現金化できる
度合い

❶財形貯蓄　勤労者財産形成促進法に基づき，勤労者が
貯蓄や持ち家などの資産を取得できるように，政府や事
業主が援助する制度。給与から天引きして積み立てる。
税制上の優遇や融資が受けられるが，雇用先が財形貯蓄
を導入していなければ加入できない。
❷元本　金融商品の購入・投資に充てた資金の額。
❸元本割れ　運用で元本よりも額が減少してしまうこと。
銀行預金の場合，1,000万円までは預金保険制度（ペイ
オフ）によって元本が保護されている。

6   家計管理の方法の例

間
接
金
融

普通預金
金融機関の普通預金口座に預ける。い
つでも引き出せる。

定期預金
満期日まで引き出せないことを条件に，
普通預金より高い金利がつく。

外貨預金
外国の通貨で預金する。為

か わ せ
替相場に

よっては日本円で元本割れする。

直
接
金
融

投資信託
預けた資金を専門家が運用方針に従い
株式や債券などに運用し，その成果を還
元される。元本割れの可能性がある。

債券
借り入れのためにあらかじめ利率や満期
日を約束して発行される。公債（国債，
地方債など）や社債，金融債などがある。

株式
株式会社の資金集めのため発行される。
株主は，株主総会の参加や，保有数に応
じて議決権の行使なども可能。

4   主な金融商品の特徴

5   安全性，収益性，流動性

　投資する側と投資される企業などとの間に第三者が入る
ものを間接金融，入らないものを直接金融という。目的や
期間に合わせて，安全性の高い方法で着実に蓄える資産と，
積極的に運用してもよい資産の割合を見直しながら金融商
品を選択し，家計資産を形成していこう。

　安全性，収益性，流動性の3つは連動しており，例えば
収益性が高くなると，安全性や流動性は低くなる。

［定期預金の例］

収益性

安全性 流動性

［スマホアプリ］ ［表計算ソフト］ ［家計簿］ ［封筒予算］
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ひとくちメモ 日本の大学の年間授業料　1975年度には国立36,000円，私立平均182,677円だったが，2021年度には国立535,800円（標準額），私
立平均930,943円。高等教育を安価で受けられる機会の減少は，所得による教育格差や，その後の就職，収入格差につながっている。

 経済的なリスクへの備え
長い人生には事故や病気，失業，けが，死亡，災害などの不測

の事態により，経済的負担や損失が発生することがある。そうし
たリスクに備えるのが保

ほ
険
けん
である。保険は，加入者相互で保険料

などを支払い，それを資金として，それぞれの保険で定められた
リスクが発生した際に保険金が給付される仕組みである。
保険には，国や地方公共団体が運営する強制加入の公

こう
的
てき
保
ほ
険
けん
と，

民間企業や団体が運営する民
みん
間
かん
保
ほ
険
けん
がある。民間保険には，生命

保険や損害保険，医療保険やがん保険などがある。加入の必要性
や適した保障内容などは，ライフステージや家計の状況によって
異なる。保障内容や条件などをよく理解して比較・検討し，生涯
の見通しに合ったものを必要に応じて選択していこう。

 返済能力に応じた借り入れ
日常的な生活費は収入の範囲で賄うべきであるが，住宅や自動

車などの高額な商品や，教育費のように長期にわたって支出する
費用は，貯蓄だけでは賄えず，ローンやクレジットなどの借り入
れを利用することがある。貸与型奨

しょう
学
がく
金
きん
や教育ローンは借金だが，

自分の将来の稼ぐ力を高める見通しを持つなら，投資でもある。
借金は必ず返さなければならないが，返済には利息が伴う。一

般に，返済期間が長くなるほど，利息は大きくなる。借り入れは，
将来にわたり無理なく返済できるかどうかを冷静に判断し，計画
的に，必要最低限の利用に留

とど
めることが大切である。

p.94 1

❶

❷

2

TRY

❶福沢諭吉は保険を「一人の災難を大勢が分かち，わず
かの金を捨てて大難を逃れる制度」と訳した。
❷医療保険やがん保険は，第三分野の保険ともいう。

1   貯蓄は三角，保険は四角
　貯蓄と保険を比較すると，貯蓄は「もしも」のときに必
要な金額に達するまで時間がかかるが，保険は最初から保
障が受けられる。ただし「もしも」が起こらなかった場合，
支払った保険料は貯蓄のように手元に残らない。

保
障
経過
年数 保険満期

貯蓄

●貯蓄→不足する
●保険→保障が受けられる

ここで「もしも」が
起こったら

不足

保険

　住宅ローンは高額で，返済に長期間を要するため，わずかな金利の差でも返済総額に大きな差が出る。金利だけでなく土地や住宅の価格も社会情勢によっ
て変動するため，購入時期も含めて検討する必要がある。

2   住宅ローンの借り入れ

（注） 保証料などを含む。固定金利の場合。 
諸条件により，実際の返済額は異なる。

　住宅ローンの返済期間中に，毎回の返済とは別に，元
金の一部または全額を前倒しで返済することを繰り上げ
返済という。元金を減らすことで，当初の返済計画より
も利息の支払い総額を減らすことができる。ただし，繰
り上げ返済には手数料が伴うことがある。

　返済期間中の金利が固定され，
完了するまで金利が変わらないも
のを固定金利，金融情勢の変化に
伴い，定期的に金利が見直される
ものを変動金利という。
　バブル景気の頃の金利は５～
７％であったが，近年は0.3～
1.3％程度（2022年5月）である。
　変動金利の場合，返済中に金
利が急上昇して返済が困難にな
る可能性がある。一方，固定金利
は金利が一定で変動のリスクが
ないが，その分変動金利よりも金
利が高い傾向がある。

●元金均等返済
　毎月の元金返済額
を一定にする。一定
の元金返済額に利息
を上乗せして支払うた
め，徐々に毎月の支払
い額は減っていく。

●元利均等返済
　毎月の支払い額を
一定にする。返済初
期は支払い額に占め
る利息の割合が高く，
徐々に元金返済の割
合が高くなる。

［繰り上げ返済とは］

［変動金利と固定金利］［元金均等返済と元利均等返済］

 2.0％ 110,885円 39,918,600円

 3.0％ 126,481円 45,533,160円

A

B

金利 毎月の返済額 返済総額（元金＋利息）
支
払
額

→支
払
い
額
は
一
定

利
息

元
金
返
済
額

一定減少

…………

支
払
額

→支
払
い
額
は
一
定

利
息

元
金
返
済
額

一定減少

…………

例    マンションを購入し，元金3,000万円を 
30年ローン，元利均等返済で借りた場合

1.  奨学金制度について調べよう。日本学生支援
機構の奨学金（貸与型，給付型）以外にも，
学校や地方公共団体，企業等による独自の奨
学金や，返還支援制度がある場合もある。

2.  毎月の返済額を計算できるPMT関数を使っ
て，奨学金の返済計画を立てよう。

PMT関数＝PMT（月利，期間（月数），元金）

ライフプラン（

▲

p.18）TRY
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訂正箇所 原　　　文ページ 行

ひとくちメモ 日本の大学の年間授業料　1975年度には国立36,000円，私立平均182,677円だったが，2016年度には国立535,800円（標準額），私
立平均877,735円。高等教育を安価で受けられる機会の減少は，所得による教育格差や，その後の就職，収入格差につながっている。

 経済的なリスクへの備え
長い人生には事故や病気，失業，けが，死亡，災害などの不測

の事態により，経済的負担や損失が発生することがある。そうし
たリスクに備えるのが保

ほ
険
けん
である。保険は，加入者相互で保険料

などを支払い，それを資金として，それぞれの保険で定められた
リスクが発生した際に保険金が給付される仕組みである。
保険には，国や地方公共団体が運営する強制加入の公

こう
的
てき
保
ほ
険
けん
と，

民間企業や団体が運営する民
みん
間
かん
保
ほ
険
けん
がある。民間保険には，生命

保険や損害保険，医療保険やがん保険などがある。加入の必要性
や適した保障内容などは，ライフステージや家計の状況によって
異なる。保障内容や条件などをよく理解して比較・検討し，生涯
の見通しに合ったものを必要に応じて選択していこう。

 返済能力に応じた借り入れ
日常的な生活費は収入の範囲で賄うべきであるが，住宅や自動

車などの高額な商品や，教育費のように長期にわたって支出する
費用は，貯蓄だけでは賄えず，ローンやクレジットなどの借り入
れを利用することがある。貸与型奨

しょう
学
がく
金
きん
や教育ローンは借金だが，

自分の将来の稼ぐ力を高める見通しを持つなら，投資でもある。
借金は必ず返さなければならないが，返済には利息が伴う。一

般に，返済期間が長くなるほど，利息は大きくなる。借り入れは，
将来にわたり無理なく返済できるかどうかを冷静に判断し，計画
的に，必要最低限の利用に留

とど
めることが大切である。

p.94 1

❶

❷

2

TRY

❶福沢諭吉は保険を「一人の災難を大勢が分かち，わず
かの金を捨てて大難を逃れる制度」と訳した。
❷医療保険やがん保険は，第三分野の保険ともいう。

1   貯蓄は三角，保険は四角
　貯蓄と保険を比較すると，貯蓄は「もしも」のときに必
要な金額に達するまで時間がかかるが，保険は最初から保
障が受けられる。ただし「もしも」が起こらなかった場合，
支払った保険料は貯蓄のように手元に残らない。

保
障
経過
年数 保険満期

貯蓄

●貯蓄→不足する
●保険→保障が受けられる

ここで「もしも」が
起こったら

不足

保険

　住宅ローンは高額で，返済に長期間を要するため，わずかな金利の差でも返済総額に大きな差が出る。金利だけでなく土地や住宅の価格も社会情勢によっ
て変動するため，購入時期も含めて検討する必要がある。

2   住宅ローンの借り入れ

（注） 保証料などを含む。固定金利の場合。 
諸条件により，実際の返済額は異なる。

　住宅ローンの返済期間中に，毎回の返済とは別に，元
金の一部または全額を前倒しで返済することを繰り上げ
返済という。元金を減らすことで，当初の返済計画より
も利息の支払い総額を減らすことができる。ただし，繰
り上げ返済には手数料が伴うことがある。

　返済期間中の金利が固定され，
完了するまで金利が変わらないも
のを固定金利，金融情勢の変化に
伴い，定期的に金利が見直される
ものを変動金利という。
　バブル景気の頃の金利は５～
７％であったが，近年は0.4～
1.3％程度（2021年6月）である。
　変動金利の場合，返済中に金
利が急上昇して返済が困難にな
る可能性がある。一方，固定金利
は金利が一定で変動のリスクが
ないが，その分変動金利よりも金
利が高い傾向がある。

●元金均等返済
　毎月の元金返済額
を一定にする。一定
の元金返済額に利息
を上乗せして支払うた
め，徐々に毎月の支払
い額は減っていく。

●元利均等返済
　毎月の支払い額を
一定にする。返済初
期は支払い額に占め
る利息の割合が高く，
徐々に元金返済の割
合が高くなる。

［繰り上げ返済とは］

［変動金利と固定金利］［元金均等返済と元利均等返済］

 2.0％ 110,885円 39,918,600円

 3.0％ 126,481円 45,533,160円

A

B

金利 毎月の返済額 返済総額（元金＋利息）
支
払
額

→支
払
い
額
は
一
定

利
息

元
金
返
済
額

一定減少

…………

支
払
額

→支
払
い
額
は
一
定

利
息

元
金
返
済
額

一定減少

…………

例    マンションを購入し，元金3,000万円を 
30年ローン，元利均等返済で借りた場合

1.  奨学金制度について調べよう。日本学生支援
機構の奨学金（貸与型，給付型）以外にも，
学校や地方公共団体，企業等による独自の奨
学金や，返還支援制度がある場合もある。

2.  毎月の返済額を計算できるPMT関数を使っ
て，奨学金の返済計画を立てよう。

PMT関数＝PMT（月利，期間（月数），元金）

ライフプラン（

▲

p.18）TRY
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訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

ひとくちメモ 日本の大学の年間授業料　1975年度には国立36,000円，私立平均182,677円だったが，2021年度には国立535,800円（標準額），私
立平均930,943円。高等教育を安価で受けられる機会の減少は，所得による教育格差や，その後の就職，収入格差につながっている。

 経済的なリスクへの備え
長い人生には事故や病気，失業，けが，死亡，災害などの不測

の事態により，経済的負担や損失が発生することがある。そうし
たリスクに備えるのが保

ほ
険
けん
である。保険は，加入者相互で保険料

などを支払い，それを資金として，それぞれの保険で定められた
リスクが発生した際に保険金が給付される仕組みである。
保険には，国や地方公共団体が運営する強制加入の公

こう
的
てき
保
ほ
険
けん
と，

民間企業や団体が運営する民
みん
間
かん
保
ほ
険
けん
がある。民間保険には，生命

保険や損害保険，医療保険やがん保険などがある。加入の必要性
や適した保障内容などは，ライフステージや家計の状況によって
異なる。保障内容や条件などをよく理解して比較・検討し，生涯
の見通しに合ったものを必要に応じて選択していこう。

 返済能力に応じた借り入れ
日常的な生活費は収入の範囲で賄うべきであるが，住宅や自動

車などの高額な商品や，教育費のように長期にわたって支出する
費用は，貯蓄だけでは賄えず，ローンやクレジットなどの借り入
れを利用することがある。貸与型奨

しょう
学
がく
金
きん
や教育ローンは借金だが，

自分の将来の稼ぐ力を高める見通しを持つなら，投資でもある。
借金は必ず返さなければならないが，返済には利息が伴う。一

般に，返済期間が長くなるほど，利息は大きくなる。借り入れは，
将来にわたり無理なく返済できるかどうかを冷静に判断し，計画
的に，必要最低限の利用に留

とど
めることが大切である。

p.94 1

❶

❷
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❶福沢諭吉は保険を「一人の災難を大勢が分かち，わず
かの金を捨てて大難を逃れる制度」と訳した。
❷医療保険やがん保険は，第三分野の保険ともいう。

1   貯蓄は三角，保険は四角
　貯蓄と保険を比較すると，貯蓄は「もしも」のときに必
要な金額に達するまで時間がかかるが，保険は最初から保
障が受けられる。ただし「もしも」が起こらなかった場合，
支払った保険料は貯蓄のように手元に残らない。

保
障
経過
年数 保険満期

貯蓄

●貯蓄→不足する
●保険→保障が受けられる

ここで「もしも」が
起こったら

不足

保険

　住宅ローンは高額で，返済に長期間を要するため，わずかな金利の差でも返済総額に大きな差が出る。金利だけでなく土地や住宅の価格も社会情勢によっ
て変動するため，購入時期も含めて検討する必要がある。

2   住宅ローンの借り入れ

（注） 保証料などを含む。固定金利の場合。 
諸条件により，実際の返済額は異なる。

　住宅ローンの返済期間中に，毎回の返済とは別に，元
金の一部または全額を前倒しで返済することを繰り上げ
返済という。元金を減らすことで，当初の返済計画より
も利息の支払い総額を減らすことができる。ただし，繰
り上げ返済には手数料が伴うことがある。

　返済期間中の金利が固定され，
完了するまで金利が変わらないも
のを固定金利，金融情勢の変化に
伴い，定期的に金利が見直される
ものを変動金利という。
　バブル景気の頃の金利は５～
７％であったが，近年は0.3～
1.3％程度（2022年5月）である。
　変動金利の場合，返済中に金
利が急上昇して返済が困難にな
る可能性がある。一方，固定金利
は金利が一定で変動のリスクが
ないが，その分変動金利よりも金
利が高い傾向がある。

●元金均等返済
　毎月の元金返済額
を一定にする。一定
の元金返済額に利息
を上乗せして支払うた
め，徐々に毎月の支払
い額は減っていく。

●元利均等返済
　毎月の支払い額を
一定にする。返済初
期は支払い額に占め
る利息の割合が高く，
徐々に元金返済の割
合が高くなる。

［繰り上げ返済とは］

［変動金利と固定金利］［元金均等返済と元利均等返済］

 2.0％ 110,885円 39,918,600円

 3.0％ 126,481円 45,533,160円

A

B

金利 毎月の返済額 返済総額（元金＋利息）
支
払
額

→支
払
い
額
は
一
定

利
息

元
金
返
済
額

一定減少

…………

支
払
額

→支
払
い
額
は
一
定

利
息

元
金
返
済
額

一定減少

…………

例    マンションを購入し，元金3,000万円を 
30年ローン，元利均等返済で借りた場合

1.  奨学金制度について調べよう。日本学生支援
機構の奨学金（貸与型，給付型）以外にも，
学校や地方公共団体，企業等による独自の奨
学金や，返還支援制度がある場合もある。

2.  毎月の返済額を計算できるPMT関数を使っ
て，奨学金の返済計画を立てよう。

PMT関数＝PMT（月利，期間（月数），元金）

ライフプラン（

▲

p.18）TRY
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私たちの生活と世界の問題のつながりについて調べよう
　世界で起こっている問題の多くが，私たちの生活に起因している。私たちの生活と世界の問題がどのようにつながっているか，調べよう。

　海洋ごみの漂流や化学物質による水質汚染，水産物の乱獲・混獲，沿岸
域の整備などにより，絶滅する生物の増加など，生態系が乱れ，生物多様
性に大きな影響が出ている。海洋ごみの多くを占めるプラスチックは分解
されにくく，世界で問題化している。海鳥の約90％がプラスチックごみを
誤飲しているという調査もある。

ごみの浮かぶ海で泳ぐオットセイ

1 プラスチック製釣り糸

2 プラスチックの破片

3 ガラスびん

4 プラスチック製ボトル

5 プラスチック製食品包装用品

（Project Aware「Dive Against 
Debris」2018年）

［海洋ごみの内訳上位5種類］

　海を汚染しているものは何か？例1

　人権はなぜ侵害されているのか？例3

読み書き
計算ができない
（生活の基礎的
知識が不足）

収入が少ない

教育を
受けられない
（非識字）

安定した職業に
就けない

　森林面積減少の大きな要因は，住宅や家具・製紙
などの原料供給や，アブラヤシ（パーム油の原料）
やゴム，だいずなどの大規模農園を作るための違法
な大規模伐採である。なかでも熱帯林の減少や劣
化は，種多様性の減少につながっている。絶滅危惧種も増加してお
り，国際自然保護連合は世界の37,480種（2021年）を絶滅危惧種と
して登録している。

　世界では数億人が極度の貧困状態（1日1.9ドル未
満）で生活している。大人よりも安い賃金の子どもが
働く児童労働は減少傾向にはあるが，依然として世
界の児童の約10人に1人が働き，十分な教育を受け
られずにいる。
　また，2013年のバングラデシュ縫製工場での死亡
事故（

▲

p.196）のように，安価な商品を求める消費者
の陰で，生産活動を担

にな

う人々が犠牲を強いられてき
た。その多くは女性である。農薬や加工用化学物質
により，農林漁業者も深刻な健康被害を受けている。

　森林面積はなぜ減少しているのか？例2

　世界の約1/3（約22億人）が安全な飲み水にアクセス
できず，生活排水や産業排水による水質汚染，上下水道
の未整備などがその要因である。不衛生な水で，年間約
180万人の子どもの命が奪われている。また，低所得層
では，水くみは女性の仕事であり，家から遠く離れた水
源は，時間と体力，そして教育の機会を奪っている。

　一方で，上下水道が整備され，水資源の豊富な日本で
は，飲料水の輸入に多くのエネルギーを使っている。ま
た食料の約6割を輸入しているため，バーチャルウォー
ター（農産物の生産に必要とされた水）を，間接的に輸
入している。例えばアメリカ産牛肉を使用した牛丼1杯
のバーチャルウォーターは約1,889Lである。

　なぜ安全な水が手に入らないのか?例4

［パーム油が使われている 
製品の例］

［RSPO認証マーク］

持続可能なパーム油
製品のマーク

綿花を収穫する少女
（ブルキナファソ）

［貧困のサイクル］

（日本ユネスコ協会連盟資料より作成）

（

▲

p.38, 39, 70）
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ひとくちメモ マイクロプラスチック　長さがナノレベル～5mm以下の微細なプラスチック。海を漂うプラスチックごみが，紫外線や海流，波などで細かい破
片となったもので，有害物質が付着しやすい。鳥や魚がえさと間違えて食べ，食物連鎖を通じて生態系や人体に悪影響が及ぶ恐れがあるとされる。

 これまでの世界の取り組み
1972年の国連人間環境会議（ストックホルム会議）以来，環境

問題は国際問題として注目されるようになった。1992年の地球
サミットをきっかけに，1997年に気候変動枠組条約第3回締約
国会議で京

きょう
都
と
議
ぎ
定
てい
書
しょ
が採択されるなど，世界中で持続可能な社会

に向けた取り組みが活発化した。
大量消費などにより，地球温暖化に影響するCO2などの温

おん
室
しつ

効
こう
果
か
ガス排出量が増え，異常気象などの問題が表面化する中，

2016年には地球温暖化対策の新しい枠組みであるパリ協
きょう
定
てい
が発

効し，産業革命以前と比べて平均気温上昇を1.5℃に抑え，世界
全体の温室効果ガス排出量を生態系が吸収できる範囲に収めるこ
とが目標として定められた。

 持続可能な開発目標の達成
2015年には国連で「持

じ
続
ぞく
可
か
能
のう
な開

かい
発
はつ
目
もく
標
ひょう
」（SDGs）が採択さ

れた。SDGsは2030年までに達成を目指す17の目標から成り，貧
困や不平等をなくすこと，気候変動対策や海・陸の豊かさを守る
ことなどに並んで，持続可能な生産と消費を目指す「つくる責任　
つかう責任」（目標12）が挙げられている。

よりよい地球環境に向けて2

❶

❷ ❸

❹

1

2  3

❶地球サミットにおけるリオ宣言に基づき，行動計画「ア
ジェンダ21」「森林原則声明」と，「気候変動枠組条約」
「生物多様性条約」の採択がなされた。
❷地球温暖化防止京都会議ともいう。気候変動枠組条約
締約国会議（COP）は1995年から毎年開催されている。
❸京都議定書　2005年発効。法的拘束力がある議定書
が採択されたことは，地球温暖化対策において重要なもの
となった。しかし，世界全体で温室効果ガス排出量の割
合が大きい中国は排出削減義務がなく，またアメリカが不
参加のため，排出削減に向けた取り組みとしては不十分
な点があった。2015年に採択されたパリ協定では，途
上国も含めた主要排出国の参加を実現した。
❹同時に2℃より低く保つことも目標化されている。有
効な対策を取らなければ，平均気温は最大4.8℃上昇する
と予測されている。

2   SDG INDEX（SDGs達成度の国別順位）

ランク 国名 ランク 国名

1 スウェーデン 11 ベルギー

2 デンマーク 12 スロベニア

3 フィンランド 13 イギリス

4 フランス 14 アイルランド

5 ドイツ 15 スイス

6 ノルウェー 16 ニュージーランド

7 オーストリア 17 日本

8 チェコ 18 ベラルーシ

9 オランダ 19 クロアチア

10 エストニア 20 韓国

31 アメリカ

48 中国

日本は世界166か国中17位
で，1～3位は北欧諸国が占
める。

…

1   2100年 未来の天気予報・夏
　パリ協定の目標を達成できず，地球温暖化が進行すると，
暮らしはどう変わるのか。環境省では「2100年 未来の天
気予報」を公開するほか，一人一人の行動が重要であるこ
とを呼びかけている。

（環境省「2100年未来の天気予報」）

（Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network 
「SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2020」より作成）

3   日本のSDGs各目標の達成状況（

▲

見返し2）
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❶
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❶地球サミットにおけるリオ宣言に基づき，行動計画「ア
ジェンダ21」「森林原則声明」と，「気候変動枠組条約」
「生物多様性条約」の採択がなされた。
❷地球温暖化防止京都会議ともいう。気候変動枠組条約
締約国会議（COP）は1995年から毎年開催されている。
❸京都議定書　2005年発効。法的拘束力がある議定書
が採択されたことは，地球温暖化対策において重要なもの
となった。しかし，世界全体で温室効果ガス排出量の割
合が大きい中国は排出削減義務がなく，またアメリカが不
参加のため，排出削減に向けた取り組みとしては不十分
な点があった。2015年に採択されたパリ協定では，途
上国も含めた主要排出国の参加を実現した。
❹同時に2℃より低く保つことも目標化されている。有
効な対策を取らなければ，平均気温は最大4.8℃上昇する
と予測されている。

2   SDG INDEX（SDGs達成度の国別順位）

ランク 国名 ランク 国名

1 スウェーデン 11 ベルギー

2 デンマーク 12 スロベニア

3 フィンランド 13 イギリス

4 フランス 14 アイルランド

5 ドイツ 15 スイス

6 ノルウェー 16 ニュージーランド

7 オーストリア 17 日本

8 チェコ 18 ベラルーシ

9 オランダ 19 クロアチア

10 エストニア 20 韓国

31 アメリカ

48 中国

日本は世界166か国中17位
で，1～3位は北欧諸国が占
める。

…

1   2100年 未来の天気予報・夏
　パリ協定の目標を達成できず，地球温暖化が進行すると，
暮らしはどう変わるのか。環境省では「2100年 未来の天
気予報」を公開するほか，一人一人の行動が重要であるこ
とを呼びかけている。

（環境省「2100年未来の天気予報」）

（Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network 
「SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2020」より作成）

3   日本のSDGs各目標の達成状況（

▲

見返し2）
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私たちの生活と世界の問題のつながりについて調べよう
　世界で起こっている問題の多くが，私たちの生活に起因している。私たちの生活と世界の問題がどのようにつながっているか，調べよう。

　海洋ごみの漂流や化学物質による水質汚染，水産物の乱獲・混獲，沿岸
域の整備などにより，絶滅する生物の増加など，生態系が乱れ，生物多様
性に大きな影響が出ている。海洋ごみの多くを占めるプラスチックは分解
されにくく，世界で問題化している。海鳥の約90％がプラスチックごみを
誤飲しているという調査もある。

ごみの浮かぶ海で泳ぐオットセイ

1 プラスチック製釣り糸

2 プラスチックの破片

3 ガラスびん

4 プラスチック製ボトル

5 プラスチック製食品包装用品

（Project Aware「Dive Against 
Debris」2018年）

［海洋ごみの内訳上位5種類］

　海を汚染しているものは何か？例1

　人権はなぜ侵害されているのか？例3

読み書き
計算ができない
（生活の基礎的
知識が不足）

収入が少ない

教育を
受けられない
（非識字）

安定した職業に
就けない

　森林面積減少の大きな要因は，住宅や家具・製紙
などの原料供給や，アブラヤシ（パーム油の原料）
やゴム，だいずなどの大規模農園を作るための違法
な大規模伐採である。なかでも熱帯林の減少や劣
化は，種多様性の減少につながっている。絶滅危惧種も増加してお
り，国際自然保護連合は世界の40,084種（2021年）を絶滅危惧種と
して登録している。

　世界では数億人が極度の貧困状態（1日1.9ドル未
満）で生活している。大人よりも安い賃金の子どもが
働く児童労働は減少傾向にはあるが，依然として世
界の児童の約10人に1人が働き，十分な教育を受け
られずにいる。
　また，2013年のバングラデシュ縫製工場での死亡
事故（

▲

p.196）のように，安価な商品を求める消費者
の陰で，生産活動を担

にな

う人々が犠牲を強いられてき
た。その多くは女性である。農薬や加工用化学物質
により，農林漁業者も深刻な健康被害を受けている。

　森林面積はなぜ減少しているのか？例2

　世界の約1/4（約20億人）が安全な飲み水にアクセス
できず，生活排水や産業排水による水質汚染，上下水道
の未整備などがその要因である。不衛生な水で，年間約
180万人の子どもの命が奪われている。また，低所得層
では，水くみは女性の仕事であり，家から遠く離れた水
源は，時間と体力，そして教育の機会を奪っている。

　一方で，上下水道が整備され，水資源の豊富な日本で
は，飲料水の輸入に多くのエネルギーを使っている。ま
た食料の約6割を輸入しているため，バーチャルウォー
ター（農産物の生産に必要とされた水）を，間接的に輸
入している。例えばアメリカ産牛肉を使用した牛丼1杯
のバーチャルウォーターは約1,889Lである。

　なぜ安全な水が手に入らないのか?例4

［パーム油が使われている 
製品の例］

［RSPO認証マーク］

持続可能なパーム油
製品のマーク

綿花を収穫する少女
（ブルキナファソ）

［貧困のサイクル］

（日本ユネスコ協会連盟資料より作成）

（

▲

p.38, 39, 70）
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ひとくちメモ マイクロプラスチック　長さがナノレベル～5mm以下の微細なプラスチック。海を漂うプラスチックごみが，紫外線や海流，波などで細かい破
片となったもので，有害物質が付着しやすい。鳥や魚がえさと間違えて食べ，食物連鎖を通じて生態系や人体に悪影響が及ぶ恐れがあるとされる。

 これまでの世界の取り組み
1972年の国連人間環境会議（ストックホルム会議）以来，環境

問題は国際問題として注目されるようになった。1992年の地球
サミットをきっかけに，1997年に気候変動枠組条約第3回締約
国会議で京

きょう
都
と
議
ぎ
定
てい
書
しょ
が採択されるなど，世界中で持続可能な社会

に向けた取り組みが活発化した。
大量消費などにより，地球温暖化に影響するCO2などの温

おん
室
しつ

効
こう
果
か
ガス排出量が増え，異常気象などの問題が表面化する中，

2016年には地球温暖化対策の新しい枠組みであるパリ協
きょう
定
てい
が発

効し，産業革命以前と比べて平均気温上昇を1.5℃に抑え，世界
全体の温室効果ガス排出量を生態系が吸収できる範囲に収めるこ
とが目標として定められた。

 持続可能な開発目標の達成
2015年には国連で「持

じ
続
ぞく
可
か
能
のう
な開

かい
発
はつ
目
もく
標
ひょう
」（SDGs）が採択さ

れた。SDGsは2030年までに達成を目指す17の目標から成り，貧
困や不平等をなくすこと，気候変動対策や海・陸の豊かさを守る
ことなどに並んで，持続可能な生産と消費を目指す「つくる責任　
つかう責任」（目標12）が挙げられている。

よりよい地球環境に向けて2

❶

❷ ❸

❹

1

2  3

❶地球サミットにおけるリオ宣言に基づき，行動計画「ア
ジェンダ21」「森林原則声明」と，「気候変動枠組条約」
「生物多様性条約」の採択がなされた。
❷地球温暖化防止京都会議ともいう。気候変動枠組条約
締約国会議（COP）は1995年から毎年開催されている。
❸京都議定書　2005年発効。法的拘束力がある議定書
が採択されたことは，地球温暖化対策において重要なもの
となった。しかし，世界全体で温室効果ガス排出量の割
合が大きい中国は排出削減義務がなく，またアメリカが不
参加のため，排出削減に向けた取り組みとしては不十分
な点があった。2015年に採択されたパリ協定では，途
上国も含めた主要排出国の参加を実現した。
❹同時に2℃より低く保つことも目標化されている。有
効な対策を取らなければ，平均気温は最大4.8℃上昇する
と予測されている。

2   SDG INDEX（SDGs達成度の国別順位）

ランク 国名 ランク 国名

1 フィンランド 11 オランダ

2 スウェーデン 12 チェコ

3 デンマーク 13 アイルランド

4 ドイツ 14 クロアチア

5 ベルギー 15 ポーランド

6 オーストリア 16 スイス

7 ノルウェー 17 イギリス

8 フランス 18 日本

9 スロベニア 19 スロバキア

10 エストニア 20 スペイン

32 アメリカ

57 中国

日本は世界165か国中18位
で，1～3位は北欧諸国が占
める。

…

1   2100年 未来の天気予報・夏
　パリ協定の目標を達成できず，地球温暖化が進行すると，
暮らしはどう変わるのか。環境省では「2100年 未来の天
気予報」を公開するほか，一人一人の行動が重要であるこ
とを呼びかけている。

（環境省「2100年未来の天気予報」）

（Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network 
「SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2021」より作成）

3   日本のSDGs各目標の達成状況（
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見返し2）
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 プラスチックごみ削減の取り組み
家庭ごみの容積の半分以上は容器包装廃棄物であり，その大半

がプラスチックである。世界でも，プラスチックごみの量は増加
しているが，海に漂い海岸に漂着するプラスチックごみは，観光
や漁業，海の生き物に大きな悪影響をもたらしている。そこで，
プラスチックごみの削減のため，世界では60か国以上が使用時
の課金や流通の禁止などの政策を行っている。
日本では，プラスチックごみをアジア諸国に輸出して処分を依

存してきたが，環境保護のために輸入規制を行う国が増えており，
国内で資源循環させる体制を早急に整えなければならない。
政府は，ペットボトルやレジ袋，食品容器など使い捨てプラス

チックの排出量を25％削減することを目標として掲げている。

 日本の現状
日本では，循

じゅん
環
かん
型
がた
社
しゃ
会
かい
形
けい
成
せい
推
すい
進
しん
基
き
本
ほん
法
ほう
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（環境省「日本の廃棄物処理」）
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ひとくちメモ 環境家計簿をつけよう　環境家計簿は，家庭のCO2排出量（kg）を計算して見える化したもので，電気やガスの使用量に排出係数をかけて計算
する。例えば電気（kWh）の排出係数は0.555，都市ガス（m3）は2.1，LPガス（m3）は6.5である。

持続可能な社会を実現するために，私たちができることは
「Think Globally, Act Locally」である。毎日の生活が，地
球全体に影響を与えている。大量消費を改め，物を大切にする
「もったいない」の意識と行動で，一人一人のライフスタイルを
持続可能にすることが，世界の問題を解決することにつながる。
具体的には，暮らしの中で資

し
源
げん

利
り

用
よう

を削
さく

減
げん

すること，消費者市
民としてエシカル消

しょう
費
ひ

を実
じっ

践
せん

すること，そして地域や社会で連携
して社

しゃ
会
かい

的
てき

活
かつ

動
どう

を実
じっ

践
せん

し，支
し

援
えん

することである。重要なのは，ど
んなに小さな取り組みでも，行動を起こすことである。社会をよ
りよい方向に動かすのは私たち自身であることを忘れずに，持続
可能な社会という共通の目的に向かって，それぞれの生活に合っ
たやり方で実践していこう。

毎日の生活を持続可能にする1
❶

3

持続可能な社会を構築するために，持続可能な消費や生活について理解し，ライフスタイルを工夫しよう。そして，一人の
主体者として，社会全体をよりよい方向に動かしていこう。

●学習のポイント

一人一人の力で社会を動かす2

1   シェアリング・エコノミー

物 空間 移動

フリーマーケット，レンタル
サービス

家や空き部屋，農地，駐車
場，会議室など

カーシェア，ライドシェア，
コストシェアなど

スキル お金

家事，育児，介護，料理，知識など クラウドファンディングなど

　リデュースの一例として，所有する物を必要最少限にする暮らし方が，広がりを見せて
いる。個人で物を所有せずに共同利用することをシェアリング・エコノミーという。

2012年にブラジルで開催された「持続可能
な開発会議」（リオ＋10）では，ウルグアイの
ホセ・ムヒカ大統領（当時）がスピーチを行い，
人類は大量消費社会に支配されており，真に
問題なのは水源や環境ではなく大量消費のラ
イフスタイルだと訴えた。
ムヒカ氏は収入の大半を寄付して質素な生

活を送って「世界でいちばん貧しい大統領」と
も呼ばれ，こう語る。
「残念ながらわたしたちは，働いて使い捨て

る文明を持ってしまった。そんな文明では，
長持ちする物は作れない。新しい物をたくさ
ん売らないといけないからね。
こうして環境を破壊していくんだ。しまい

には，いくらあっても足りなくなる。そして，
際限なく働かないといけない。
人は，何のために生まれてきたんだと思う?

いや，難しいことをいっているんじゃないんだ。
働くため?発展するため？
人生は短く，あっという間だ。余計な物を

消費するために働い
て，そのために時間
が逃げていったとし
たら，それは幸せな
んだろうか?」（くさ
ばよしみ「世界でい
ちばん貧しい大統領
からきみへ」）

●世界でいちばん貧しい大統領

Column

❶直訳すると「地球規模で考え，地域で行動する」。

　3を参考にして，毎日の生活の中でどんな取り
組みができるか考え，実践しよう。自分一人でで
きることだけでなく，家庭や学校全体で取り組め
ることも考えよう。

TRY
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ひとくちメモ グリーンコンシューマー　環境全体を考えた行動や商品選択，意思決定などをする消費者のこと。また，必要性をよく考えて，環境負荷のできる
だけ少ないものを選ぶことを，グリーン購入という。

エシカル消費とは，商品やその原料の生産まで意識し，人や社
会，環境，地域に配慮して作られた商品を選ぶこと，さらに買っ
た商品をリサイクルまで含めて最大限に活用することである。

消費を支える生産活動が，地球環境やグローバル社会にかけて
いる負荷を理解し，持続可能な消費行動を行うことが私たちには
求められている。価格やデザイン，性能など自分に対する利益の
みならず，広い視野から生産の背景や影響力を考えて商品を選択
しよう。

エシカル消費を実践するためには，事業者が商品の原料調達や
製造過程において，さらに社会全体に対してどのような配慮を
行っているか，情報を得て判断することが重要である。フェアト
レード認証マークなどの環

かん
境
きょう
ラベルや認証制度は，その手がかり

となる。また，地域の農産物や魚介類を選んで購入する地産地消 
は，輸送エネルギーを省き，地域の農漁業者の支援にもなる。

企業は，人権や環境などに配慮して活動し，社会や企業に関わ
る労働者，投資家などに対して責任ある行動をとることが求めら
れている。これを企

き
業
ぎょう
の社

しゃ
会
かい
的
てき
責
せき
任
にん

（CSR）という。
より環境に配慮した企業活動を行うには，原料の生産から商品

の生産，販売，廃棄までの全ての段階で，商品が環境に与える影
響を評価するライフサイクルアセスメントを行い，改善策を講じ
ることが重要である。また，国

こく
際
さい
標
ひょう
準
じゅん
化
か
機
き
構
こう

（ISO）が定めた管
理手法ISO14001を導入する企業もある。

CSRとして，通常の事業に加えて環境保全活動や社会貢献活
動を行う企業が多かったが，真に持続可能なサーキュラー・エコ
ノミーを実現するためには，企業の経済活動自体が社会の価値観
と同じ方向を目指し，よりよい社会を創造するものであることが
必要である。これを共

きょう
通
つう
価
か
値
ち
の創

そう
造
ぞう

（CSV）という。
私たちは，目指すべき社会の方向性と企業の活動が一致してい

るかを常に見極め，よりよいと感じる企業を支援していくことが
重要である。支援の方法には，企業の商品やサービスを積極的に
購入する，ESG投資をするなどがある。

エシカル消費の実践3
p.232

2  3  4

p.156, 198

❶

1

p.154

社会的活動の実践と支援4

❷

❸

❹

p.251

❺

p.251

❶フェアトレード（fair trade）　開発途上国の生産者
と適正な価格で取引することで，生活水準の向上と自然
環境の保護を支援する，持続可能な生産と取引の仕組み。
❷CSR　Corporate Social Responsibility
❸国際標準化機構　国際的な標準規格を策定するための
民間の非政府組織（NGO）。1947年設立，約150か国
が参加。電気，電子技術分野を除く全ての分野の製品規
格，試験規格，マネジメントシステム規格を策定している。
❹PDCA（Plan, Do, Check, Act）を繰り返し，環境
マネジメントを改善していくもの。
❺CSV　Creating Shared Value

　身の回りにある環境ラベルを探して，どのよう
なラベルなのか，環境省のウェブサイト「環境ラ
ベル等データベース」などで調べよう。

TRY

1   環境ラベルの例
1. 国や第三者機関による環境ラベル

2. 地域や世界の環境ラベル

●グリーンマーク ●  グリーンプラ・
シンボルマーク

●MSCエコラベル

●  エコリーフ環境
ラベル

●  レインフォレス
ト・アライアン
ス認証マーク

●EUエコラベル
（EUほか）

●有機JASマーク

●  統一省エネル
ギーラベル

●ASC認証ラベル

●FSCラベル

●  GOTS：オーガ
ニック・テキスタ
イル世界基準

●  国際フェアトレー
ド認証ラベル

●  しまねグリーン
製品認定制度
（日本・島根県）

●  グリーンシール
（アメリカ）

●  エコマーク
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ひとくちメモ 環境家計簿をつけよう　環境家計簿は，家庭のCO2排出量（kg）を計算して見える化したもので，電気やガスの使用量に排出係数をかけて計算
する。例えば電気（kWh）の排出係数は0.555，都市ガス（m3）は2.1，LPガス（m3）は6.5である。

持続可能な社会を実現するために，私たちができることは
「Think Globally, Act Locally」である。毎日の生活が，地
球全体に影響を与えている。大量消費を改め，物を大切にする
「もったいない」の意識と行動で，一人一人のライフスタイルを
持続可能にすることが，世界の問題を解決することにつながる。
具体的には，暮らしの中で資

し
源
げん

利
り

用
よう

を削
さく

減
げん

すること，消費者市
民としてエシカル消

しょう
費
ひ

を実
じっ

践
せん

すること，そして地域や社会で連携
して社

しゃ
会
かい

的
てき

活
かつ

動
どう

を実
じっ

践
せん

し，支
し

援
えん

することである。重要なのは，ど
んなに小さな取り組みでも，行動を起こすことである。社会をよ
りよい方向に動かすのは私たち自身であることを忘れずに，持続
可能な社会という共通の目的に向かって，それぞれの生活に合っ
たやり方で実践していこう。

毎日の生活を持続可能にする1
❶

3

持続可能な社会を構築するために，持続可能な消費や生活について理解し，ライフスタイルを工夫しよう。そして，一人の
主体者として，社会全体をよりよい方向に動かしていこう。

●学習のポイント

一人一人の力で社会を動かす2

1   シェアリング・エコノミー

物 空間 移動

フリーマーケット，レンタル
サービス

家や空き部屋，農地，駐車
場，会議室など

カーシェア，ライドシェア，
コストシェアなど

スキル お金

家事，育児，介護，料理，知識など クラウドファンディングなど

　リデュースの一例として，所有する物を必要最少限にする暮らし方が，広がりを見せて
いる。個人で物を所有せずに共同利用することをシェアリング・エコノミーという。

2012年にブラジルで開催された「国連持続
可能な開発会議」（リオ＋20）では，ウルグア
イのホセ・ムヒカ大統領（当時）がスピーチを
行い，人類は大量消費社会に支配されており，
真に問題なのは水源や環境ではなく大量消費
のライフスタイルだと訴えた。
ムヒカ氏は収入の大半を寄付して質素な生

活を送って「世界でいちばん貧しい大統領」と
も呼ばれ，こう語る。
「残念ながらわたしたちは，働いて使い捨て

る文明を持ってしまった。そんな文明では，
長持ちする物は作れない。新しい物をたくさ
ん売らないといけないからね。
こうして環境を破壊していくんだ。しまい

には，いくらあっても足りなくなる。そして，
際限なく働かないといけない。
人は，何のために生まれてきたんだと思う?

いや，難しいことをいっているんじゃないんだ。
働くため?発展するため？
人生は短く，あっという間だ。余計な物を

消費するために働い
て，そのために時間
が逃げていったとし
たら，それは幸せな
んだろうか?」（くさ
ばよしみ「世界でい
ちばん貧しい大統領
からきみへ」）

●世界でいちばん貧しい大統領

Column

❶直訳すると「地球規模で考え，地域で行動する」。

　3を参考にして，毎日の生活の中でどんな取り
組みができるか考え，実践しよう。自分一人でで
きることだけでなく，家庭や学校全体で取り組め
ることも考えよう。

TRY
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ひとくちメモ グリーンコンシューマー　環境全体を考えた行動や商品選択，意思決定などをする消費者のこと。また，必要性をよく考えて，環境負荷のできる
だけ少ないものを選ぶことを，グリーン購入という。

エシカル消費とは，商品やその原料の生産まで意識し，人や社
会，環境，地域に配慮して作られた商品を選ぶこと，さらに買っ
た商品をリサイクルまで含めて最大限に活用することである。

消費を支える生産活動が，地球環境やグローバル社会にかけて
いる負荷を理解し，持続可能な消費行動を行うことが私たちには
求められている。価格やデザイン，性能など自分に対する利益の
みならず，広い視野から生産の背景や影響力を考えて商品を選択
しよう。

エシカル消費を実践するためには，事業者が商品の原料調達や
製造過程において，さらに社会全体に対してどのような配慮を
行っているか，情報を得て判断することが重要である。フェアト
レード認証マークなどの環

かん
境
きょう
ラベルや認証制度は，その手がかり

となる。また，地域の農産物や魚介類を選んで購入する地産地消 
は，輸送エネルギーを省き，地域の農漁業者の支援にもなる。

企業は，人権や環境などに配慮して活動し，社会や企業に関わ
る労働者，投資家などに対して責任ある行動をとることが求めら
れている。これを企

き
業
ぎょう
の社

しゃ
会
かい
的
てき
責
せき
任
にん

（CSR）という。
より環境に配慮した企業活動を行うには，原料の生産から商品

の生産，販売，廃棄までの全ての段階で，商品が環境に与える影
響を評価するライフサイクルアセスメントを行い，改善策を講じ
ることが重要である。また，国

こく
際
さい
標
ひょう
準
じゅん
化
か
機
き
構
こう

（ISO）が定めた管
理手法ISO14001を導入する企業もある。

CSRとして，通常の事業に加えて環境保全活動や社会貢献活
動を行う企業が多かったが，真に持続可能なサーキュラー・エコ
ノミーを実現するためには，企業の経済活動自体が社会の価値観
と同じ方向を目指し，よりよい社会を創造するものであることが
必要である。これを共

きょう
通
つう
価
か
値
ち
の創

そう
造
ぞう

（CSV）という。
私たちは，目指すべき社会の方向性と企業の活動が一致してい

るかを常に見極め，よりよいと感じる企業を支援していくことが
重要である。支援の方法には，企業の商品やサービスを積極的に
購入する，ESG投資をするなどがある。

エシカル消費の実践3
p.232

2  3  4

p.156, 198

❶

1

p.154

社会的活動の実践と支援4

❷

❸

❹

p.251

❺

p.251

❶フェアトレード（fair trade）　開発途上国の生産者
と適正な価格で取引することで，生活水準の向上と自然
環境の保護を支援する，持続可能な生産と取引の仕組み。
❷CSR　Corporate Social Responsibility
❸国際標準化機構　国際的な標準規格を策定するための
民間の非政府組織（NGO）。1947年設立，約150か国
が参加。電気，電子技術分野を除く全ての分野の製品規
格，試験規格，マネジメントシステム規格を策定している。
❹PDCA（Plan, Do, Check, Act）を繰り返し，環境
マネジメントを改善していくもの。
❺CSV　Creating Shared Value

　身の回りにある環境ラベルを探して，どのよう
なラベルなのか，環境省のウェブサイト「環境ラ
ベル等データベース」などで調べよう。

TRY

1   環境ラベルの例
1. 国や第三者機関による環境ラベル

2. 地域や世界の環境ラベル

●グリーンマーク ●  生分解性 
プラマーク

●  MSC「海のエコ
ラベル」

●  エコリーフ環境
ラベル

●  レインフォレス
ト・アライアン
ス認証マーク

●EUエコラベル
（EUほか）

●有機JASマーク

●  統一省エネ 
ラベル

●ASC認証ラベル

●FSCラベル

●  GOTS：オーガ
ニックテキスタ
イル世界基準

●  国際フェアトレー
ド認証ラベル

●  しまねグリーン
製品認定制度
（日本・島根県）

●  グリーンシール
（アメリカ）

●  エコマーク
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ひとくちメモ 生殖能力は加齢で低下する　健康な男女が妊娠を希望し，避妊をせず性交渉を行うと，一定期間内に大多数が妊娠するが，男性も女性も，加齢
に伴い生殖能力が低下する。フランスでは不妊治療の保険適用は43歳までで，妊娠・出産に適した年齢で治療を受けるよう促している。

 家庭生活のマネジメント
生活設計は，人生を共に歩む家族それぞれの人生や願いを考慮

しながら，必要に応じて見直し修正していくことが不可欠である。
結婚など，共同生活を営み支え合うパートナーとは，生活設計の
多くを共有することになる。異なる家庭に育った者どうしが関係
を持続させていくためには，家計管理，仕事や家事の分担，心理
面も含めて話し合い，計画しなければならない。 

子どもを生み育てるためには，子どもの養育や教育も考慮して
生活設計をする。幼い子どもの養育には特に多くの時間が必要で
あり，仕事と家庭の両立は大きな課題となる。特別な支援を必要
とする子どももいる。親になるにあたっては精神的に自立し，親
になる心構えや経済的準備が整っていることが重要である。安易
な性交渉は避けなければならない。一方，医学が発達した今も，
子どもは「授かりもの」の側面がある。出産年齢のピークは上昇
傾向にあるが，一般に，加齢に伴い妊娠しにくくなったり体力が
落ちたりする。高齢の親を支える際は，居住形態や暮らし方など
を考慮した計画が必要になる。地域の一員としての役割を果たし，
地域の人々とのつながりを築いていくことも重要である。

自立し共に生きるために2

1
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3

仕事の都合とか，職場に迷惑を掛けたくな
いとか，考えていたら，結局35歳まで子ども
をつくろうとは思えなかった。それで，タイ
ムリミットだと思って病院の婦人科に行きま
した。でも，子どもはできなかった。若い人
には，あれこれ考えすぎず，子どもができた
ときを大切にしてね，って言いたいと思いま
す。
 （40歳代，女性　夫婦2人暮らし）
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を考慮した計画が必要になる。地域の一員としての役割を果たし，
地域の人々とのつながりを築いていくことも重要である。
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した。でも，子どもはできなかった。若い人
には，あれこれ考えすぎず，子どもができた
ときを大切にしてね，って言いたいと思いま
す。
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ひとくちメモ 生殖能力は加齢で低下する　健康な男女が妊娠を希望し，避妊をせず性交渉を行うと，一定期間内に大多数が妊娠するが，男性も女性も，加齢
に伴い生殖能力が低下する。フランスでは不妊治療の保険適用は43歳までで，妊娠・出産に適した年齢で治療を受けるよう促している。
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結婚など，共同生活を営み支え合うパートナーとは，生活設計の
多くを共有することになる。異なる家庭に育った者どうしが関係
を持続させていくためには，家計管理，仕事や家事の分担，心理
面も含めて話し合い，計画しなければならない。 

子どもを生み育てるためには，子どもの養育や教育も考慮して
生活設計をする。幼い子どもの養育には特に多くの時間が必要で
あり，仕事と家庭の両立は大きな課題となる。特別な支援を必要
とする子どももいる。親になるにあたっては精神的に自立し，親
になる心構えや経済的準備が整っていることが重要である。安易
な性交渉は避けなければならない。一方，医学が発達した今も，
子どもは「授かりもの」の側面がある。出産年齢のピークは上昇
傾向にあるが，一般に，加齢に伴い妊娠しにくくなったり体力が
落ちたりする。高齢の親を支える際は，居住形態や暮らし方など
を考慮した計画が必要になる。地域の一員としての役割を果たし，
地域の人々とのつながりを築いていくことも重要である。

自立し共に生きるために2
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仕事の都合とか，職場に迷惑を掛けたくな
いとか，考えていたら，結局35歳まで子ども
をつくろうとは思えなかった。それで，タイ
ムリミットだと思って病院の婦人科に行きま
した。でも，子どもはできなかった。若い人
には，あれこれ考えすぎず，子どもができた
ときを大切にしてね，って言いたいと思いま
す。
 （40歳代，女性　夫婦2人暮らし）
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ひとくちメモ 生殖能力は加齢で低下する　健康な男女が妊娠を希望し，避妊をせず性交渉を行うと，一定期間内に大多数が妊娠するが，男性も女性も，加齢
に伴い生殖能力が低下する。フランスでは不妊治療の保険適用は43歳までで，妊娠・出産に適した年齢で治療を受けるよう促している。
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結婚など，共同生活を営み支え合うパートナーとは，生活設計の
多くを共有することになる。異なる家庭に育った者どうしが関係
を持続させていくためには，家計管理，仕事や家事の分担，心理
面も含めて話し合い，計画しなければならない。 

子どもを生み育てるためには，子どもの養育や教育も考慮して
生活設計をする。幼い子どもの養育には特に多くの時間が必要で
あり，仕事と家庭の両立は大きな課題となる。特別な支援を必要
とする子どももいる。親になるにあたっては精神的に自立し，親
になる心構えや経済的準備が整っていることが重要である。安易
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子どもは「授かりもの」の側面がある。出産年齢のピークは上昇
傾向にあるが，一般に，加齢に伴い妊娠しにくくなったり体力が
落ちたりする。高齢の親を支える際は，居住形態や暮らし方など
を考慮した計画が必要になる。地域の一員としての役割を果たし，
地域の人々とのつながりを築いていくことも重要である。

自立し共に生きるために2
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仕事の都合とか，職場に迷惑を掛けたくな
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ムリミットだと思って病院の婦人科に行きま
した。でも，子どもはできなかった。若い人
には，あれこれ考えすぎず，子どもができた
ときを大切にしてね，って言いたいと思いま
す。
 （40歳代，女性　夫婦2人暮らし）
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21第2章　人生をつくる　　1　人生をつくる

家
族
・
家
庭

 「人生100年」時代のライフコース
かつては「人生50年」といわれたが，今や「人生100年」時代

になり，子育て期間より，その後の壮年期や高齢期のほうが長く
なった。今日，結婚する・しない，離婚，再婚，子どもをもつ・
もたないなど，個人のライフコースは多様である。10年後，20
年後，あるいは50年後に，あなたはどんな生き方をしていたい
か，自分の将来を考えてみよう。

❶

p.76

3

英単語 出生率：birth rate　平均寿命：average life expectancy

❶90歳まで生存する者の割合は，男性28.4％，女性
52.5％である（2020年）。

3   50歳時未婚率＊の推移

＊ 50歳の時点で一度も結婚をしたことがない人の割合。生涯
未婚率ともいう。

（国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」）
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　人生100年時代の課題は何か，考えよう。

TRY

1   時代別に見た人の一生

（注） 人の一生は大正・昭和初期も現代も多様であるが，主要なライフイベントを経験した当時の平均的な年齢を概算化して示している。  
寿命は，生まれた時期の平均余命を用いている。

（厚生労働省「生命表」「人口動態統計」より作成）
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5

39第2章　人生をつくる　　3　これからの家庭生活と社会

家
族
・
家
庭

 男女共同参画社会の実現
男
だん
女
じょ
共
きょう
同
どう
参
さん
画
かく
社
しゃ
会
かい
基
き
本
ほん
法
ほう
は，社会のあらゆる分野の活動に男女

が対等に参画することを目指して，1999年に制定された。基本法
では，基本理念として，男女共同参画社会を実現するための5つ
の柱が立てられ，その1つに，家庭生活における活動とほかの活
動の両立が挙げられている。男女が対等な立場で協働し，家族と
しての役割を果たしながら仕事や学習，地域活動等を行うことが
できるようになるためには，家事・育児・介護などの家庭的責任
を男女が共に自らのこととして捉

とら
え，分担することが必要である。

男女が共に家庭生活を担う，という仕組みを確立するためには，
労働時間の短縮，育児休業制度や介護休業制度，有給休暇などを
取得しやすくするなど，職場の改善が求められている。父親が働
き，母親は専業主婦という性別役割分業に基づく暮らし方は，多
数派ではなくなり，今は共働き世帯のほうが多い。にもかかわら
ず，職場においては女性の管理職への登用が諸外国に比べて進ん
でいないなど，男女共同参画が実現されていない側面もある。

❶

5

6

8❷

p.243 3  4  7

英単語

❶男女共同参画社会基本法　第6条で「男女共同参画社
会の形成は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会
の支援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活
における活動について家族の一員としての役割を円滑に
果たし，かつ，当該活動以外の活動を行うことができるよ
うにすることを旨として，行われなければならない」と定
めている。
❷女性活躍推進法により，101人以上の事業主は職場にお
ける女性の活躍推進に向けて，数値目標を含めた行動計画
の策定・公表が義務付けられている。

（World Economic Forum「Global Gender Gap Report 2021」）
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　男女格差指数は，経済的平等，政治参
加，健康と生存，教育機会の4分野14項目
の指標から，男女間の格差の度合いを指
数にしたものである。数字が1に近いほど
格差が小さいことを表す。
　日本は健康と生存（男女の出生比率，健
康寿命），教育機会（識字率，初等～高等教
育就学率）では比較的高い水準だが，経済
的平等（労働力率，賃金の平等性，勤労所
得，幹部や管理職への登用，専門職・技術
職）や政治参加（国会議員や大臣への登用，
女性国家元首の在位年数）の水準が低いこ
とから，教育を受けた女性を人材として活
用するにあたって，制度面や社会面で問題
があるといえる。

7   男女格差指数（ジェンダー・ギャップ指数）の国際比較
1. 国際順位

2.  日本とアイスランドの 
分野別比較

順位 国名
男女
格差指数

第1位 アイスランド 0.892
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第3位 ノルウェー 0.849

第4位 ニュージーランド 0.840

第5位 スウェーデン 0.823

第6位 ナミビア 0.809

順位 国名
男女
格差指数

第7位 ルワンダ 0.805

第8位 リトアニア 0.804

第9位 アイルランド 0.800

第10位 スイス 0.798

　 … 　

第120位 日本 0.656（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」）

＊1   夫が非農林業雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口および完全失
業者（2018年以降は失業者））の世帯。

＊2   夫婦共に非農林業雇用者の世帯。
（内閣府「男女共同参画白書」2020年）

6   性別役割分業意識の推移

8   共働き世帯数の推移

「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきである」という考え方について
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5   育児休業制度と介護休業制度

育児休業
制度

（

▲

p.67）

育児・介護休業法に基づき，仕事と家庭生活
を両立させながら，男女が協力して，子どもを
育てるための制度。育児休業制度がある事業
所（5人以上）は79.1％（2019年度），取得率は
女性81.6％，男性12.65％（2020年度）である。

介護休業
制度

（

▲

p.87）

育児・介護休業法に基づき，要介護状態にあ
る家族の介護のために合計93日を上限として
休業できる制度。雇用保険法により介護休業
給付が受けられる。このほか介護のための短
期休暇制度（介護休暇）もある。

ジェンダー：gender　性別役割分業：gender division of labor
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 子育てと仕事
父母や家族を始めとして，さまざまな人が協力して子育てに臨

むことは，子どもの発達によい影響を与える。親子関係だけでな
く，夫婦関係や祖父母と親の関係など，家族相互の関係がつくり
だす環境も大切である。しかし，日本では，諸外国に比べて父親
が子育てに関わる時間が短く，その内容も乏しい。その背景には，
長時間労働など，子育てと仕事を両立しにくい労働環境や，根強
い性別役割分業意識などがある。しかし，親密な父子関係を形成
するには，父親が意識的に子どもと関わりを持つことが重要であ
る。父親と子どもの交流は，子どものより豊かな発達にも，父親
自身の成長にもつながる。
子育てと仕事を両立させるための制度として，母体の健康に関
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で定められている。しかし，現状では母親が

子育てのために一時退職せざるを得ないことも多く，仕事と育児
の両立が難しい社会環境が，少子化の一因にもなっている。�

（

▲

p.39, 40, 243）
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4  p.243

英単語 母性神話：the myth of motherhood

（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）

（内閣府「男女共同参画白書」2020年）

3   6歳未満児のいる夫の家事・育児時間の 
 国際比較（1日あたり）

5   育児休業取得者の割合

❶母子保健法　市区町村へ妊娠の届出を行った者に母子
健康手帳を交付することが定められている。母子健康手
帳は，妊娠から出産，および育児に関する健康記録である。
❷労働基準法
　●妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限
　●妊産婦等の危険有害業務の就業制限
　●産前・産後休業（産前6週・産後8週）
　●育児時間（1日：30分を計2回）取得可能　など
❸育児休業中は，雇用保険で給与の50％（休業開始から
180日目までは67%）が保障される。
❹育児・介護休業法（

▲

p.39）
　● 出生時育児休業（男性版産休）＊：生後８週まで4週間，
２回まで分割可能

　● 育児休業：子が１歳（父母共に取得する場合は1歳２
か月）まで１年間（保育所に入れないなど一定の場合
には最長２歳まで延長可能），２回まで分割＊可能

　● 事業主による休業を取得しやすい環境整備と，対象者
への個別制度周知・休業取得意向確認の義務

　● 学齢前の子をもつ親の時間外労働・深夜業の制限
　● 子の看護休暇年5日（子が２人以上の場合は年10日）
＊2021年6月9日から1年半以内に施行予定

4   夫の休日の家事・育児時間と第2子以降の出生状況
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（厚生労働省「第8回21世紀成年者縦断調査（平成24年成年者）」2019年）
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　生後4か月の子どもをもつ夫婦がいる。妻は育児休業中で，初めての育児に
とまどい，孤立感と不安を抱いている。家事も担い，まとまった睡眠がとれず，
疲れている。一方，夫は夜遅くまで残業する日が続き，家事や育児をする時間
がとれずに悩んでいる。夫婦の課題を解決するために，夫婦はどのような工夫
ができるか，考えよう。また，社会全体で子育てを支える視点から，企業や地
域，社会の果たす役割について，考えよう。

ライフプラン（

▲

p.18）TRY
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 「人生100年」時代のライフコース
かつては「人生50年」といわれたが，今や「人生100年」時代

になり，子育て期間より，その後の壮年期や高齢期のほうが長く
なった。今日，結婚する・しない，離婚，再婚，子どもをもつ・
もたないなど，個人のライフコースは多様である。10年後，20
年後，あるいは50年後に，あなたはどんな生き方をしていたい
か，自分の将来を考えてみよう。

❶

p.76

3

英単語 出生率：birth rate　平均寿命：average life expectancy

❶90歳まで生存する者の割合は，男性27.5％，女性
52.0％である（2021年）。

3   50歳時未婚率＊の推移

＊ 50歳の時点で一度も結婚をしたことがない人の割合。生涯
未婚率ともいう。

（国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」）
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　人生100年時代の課題は何か，考えよう。

TRY

1   時代別に見た人の一生

（注） 人の一生は大正・昭和初期も現代も多様であるが，主要なライフイベントを経験した当時の平均的な年齢を概算化して示している。  
寿命は，生まれた時期の平均余命を用いている。

（厚生労働省「生命表」「人口動態統計」より作成）
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2   合計特殊出生率と出生数の推移

（内閣府「少子化社会対策白書」2021年，厚生労働省「人口動態統計」より作成）
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が対等に参画することを目指して，1999年に制定された。基本法
では，基本理念として，男女共同参画社会を実現するための5つ
の柱が立てられ，その1つに，家庭生活における活動とほかの活
動の両立が挙げられている。男女が対等な立場で協働し，家族と
しての役割を果たしながら仕事や学習，地域活動等を行うことが
できるようになるためには，家事・育児・介護などの家庭的責任
を男女が共に自らのこととして捉

とら
え，分担することが必要である。

男女が共に家庭生活を担う，という仕組みを確立するためには，
労働時間の短縮，育児休業制度や介護休業制度，有給休暇などを
取得しやすくするなど，職場の改善が求められている。父親が働
き，母親は専業主婦という性別役割分業に基づく暮らし方は，多
数派ではなくなり，今は共働き世帯のほうが多い。にもかかわら
ず，職場においては女性の管理職への登用が諸外国に比べて進ん
でいないなど，男女共同参画が実現されていない側面もある。
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英単語

❶男女共同参画社会基本法　第6条で「男女共同参画社
会の形成は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会
の支援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活
における活動について家族の一員としての役割を円滑に
果たし，かつ，当該活動以外の活動を行うことができるよ
うにすることを旨として，行われなければならない」と定
めている。
❷女性活躍推進法により，101人以上の事業主は職場にお
ける女性の活躍推進に向けて，数値目標を含めた行動計画
の策定・公表が義務付けられている。

（World Economic Forum「Global Gender Gap Report 2021」）
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　男女格差指数は，経済的平等，政治参
加，健康と生存，教育機会の4分野14項目
の指標から，男女間の格差の度合いを指
数にしたものである。数字が1に近いほど
格差が小さいことを表す。
　日本は健康と生存（男女の出生比率，健
康寿命），教育機会（識字率，初等～高等教
育就学率）では比較的高い水準だが，経済
的平等（労働力率，賃金の平等性，勤労所
得，幹部や管理職への登用，専門職・技術
職）や政治参加（国会議員や大臣への登用，
女性国家元首の在位年数）の水準が低いこ
とから，教育を受けた女性を人材として活
用するにあたって，制度面や社会面で問題
があるといえる。

7   男女格差指数（ジェンダー・ギャップ指数）の国際比較
1. 国際順位

2.  日本とアイスランドの 
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格差指数

第1位 アイスランド 0.892

第2位 フィンランド 0.861

第3位 ノルウェー 0.849

第4位 ニュージーランド 0.840

第5位 スウェーデン 0.823
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第7位 ルワンダ 0.805

第8位 リトアニア 0.804

第9位 アイルランド 0.800

第10位 スイス 0.798

　 … 　

第120位 日本 0.656（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」）

＊1   夫が非農林業雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口および完全失
業者（2018年以降は失業者））の世帯。

＊2   夫婦共に非農林業雇用者の世帯。
（内閣府「男女共同参画白書」2021年）

6   性別役割分業意識の推移

8   共働き世帯数の推移

「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきである」という考え方について

（%）0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2019

賛成
どちらかと
いえば賛成

どちらかと
いえば反対反対分からない
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1,054
1,077

1,219
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雇用者の共働き世帯＊2

男性雇用者と無業の
妻からなる世帯＊1

5   育児休業制度と介護休業制度

育児休業
制度

（

▲

p.67）

育児・介護休業法に基づき，仕事と家庭生活
を両立させながら，男女が協力して，子どもを
育てるための制度。育児休業制度がある事業
所（5人以上）は79.6％，取得率は女性85.1％，
男性13.97％（2021年度）である。

介護休業
制度

（

▲

p.87）

育児・介護休業法に基づき，要介護状態にあ
る家族の介護のために合計93日を上限として
休業できる制度。雇用保険法により介護休業
給付が受けられる。このほか介護のための短
期休暇制度（介護休暇）もある。

ジェンダー：gender　性別役割分業：gender division of labor

5

10

15

 子育てと仕事
父母や家族を始めとして，さまざまな人が協力して子育てに臨

むことは，子どもの発達によい影響を与える。親子関係だけでな
く，夫婦関係や祖父母と親の関係など，家族相互の関係がつくり
だす環境も大切である。しかし，日本では，諸外国に比べて父親
が子育てに関わる時間が短く，その内容も乏しい。その背景には，
長時間労働など，子育てと仕事を両立しにくい労働環境や，根強
い性別役割分業意識などがある。しかし，親密な父子関係を形成
するには，父親が意識的に子どもと関わりを持つことが重要であ
る。父親と子どもの交流は，子どものより豊かな発達にも，父親
自身の成長にもつながる。

子育てと仕事を両立させるための制度として，母体の健康に関
しては母

ぼ
子
し
保
ほ
健
けん
法
ほう

，労働時間短縮や出産休暇については男女雇用
機会均等法や労

ろう
働
どう
基
き
準
じゅん
法
ほう

，育児休業は育
いく
児
じ
・介

かい
護
ご
休
きゅう
業
ぎょう
法
ほう

，保育に
関しては児

じ
童
どう
福
ふく
祉
し
法
ほう

で定められている。しかし，現状では母親が
子育てのために一時退職せざるを得ないことも多く，仕事と育児
の両立が難しい社会環境が，少子化の一因にもなっている。 

（

▲

p.39, 40, 243）

3

 p.38

❶

❷ ❸

5  p.39, 87

❹

4  p.243

英単語 母性神話：the myth of motherhood

（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）

（内閣府「男女共同参画白書」2020年）

3   6歳未満児のいる夫の家事・育児時間の 
 国際比較（1日あたり）

5   育児休業取得者の割合

❶母子保健法　市区町村へ妊娠の届出を行った者に母子
健康手帳を交付することが定められている。母子健康手
帳は，妊娠から出産，および育児に関する健康記録である。
❷労働基準法
　●妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限
　●妊産婦等の危険有害業務の就業制限
　●産前・産後休業（産前6週・産後8週）
　●育児時間（1日：30分を計2回）取得可能　など
❸育児休業中は，雇用保険で給与の50％（休業開始から
180日目までは67%）が保障される。
❹育児・介護休業法（

▲

p.39）
　● 出生時育児休業（産後パパ育休）：生後８週まで4週
間，２回まで分割可能

　● 育児休業：子が１歳（父母共に取得する場合は1歳２
か月）まで１年間（保育所に入れないなど一定の場合
には最長２歳まで延長可能），２回まで分割＊可能

　● 事業主による休業を取得しやすい環境整備と，対象者
への個別制度周知・休業取得意向確認の義務

　● 学齢前の子をもつ親の時間外労働・深夜業の制限
　● 子の看護休暇年5日（子が２人以上の場合は年10日）

4   夫の休日の家事・育児時間と第2子以降の出生状況

0 1 2 3 4
（時間：分）

1:23
0:49

3:07
1:11

2:46
1:00

2:30
0:40

3:00
0:59

3:21
1:07

3:12
1:13

（%）

0

20

40

60

80

100

72.3

13.97
0.33

64.0

1.38

83.7

2.65

81.5

0.42

56.4

0.50

85.1

’05 ’10 ’15 ’211999 2002 （年度）

（厚生労働省「第9回21世紀成年者縦断調査（平成24年成年者）」2020年）
0 20 40 60 80 100

6時間以上

4時間以上6時間未満

2時間以上4時間未満

2時間未満

家事・育児時間なし

総数

　生後4か月の子どもをもつ夫婦がいる。妻は育児休業中で，初めての育児に
とまどい，孤立感と不安を抱いている。家事も担い，まとまった睡眠がとれず，
疲れている。一方，夫は夜遅くまで残業する日が続き，家事や育児をする時間
がとれずに悩んでいる。夫婦の課題を解決するために，夫婦はどのような工夫
ができるか，考えよう。また，社会全体で子育てを支える視点から，企業や地
域，社会の果たす役割について，考えよう。

ライフプラン（

▲

p.18）TRY

67第3章　子どもと共に育つ　　5　これからの保育環境
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訂正箇所 原　　　文ページ 行

ひとくちメモ 女性の2人に1人，男性の4人に1人が90歳まで生きる　日本の65歳まで生存する者の割合は男性89.7％，女性94.6％，90歳までの割合
は男性28.4％，女性52.5％である（厚生労働省「令和2（2020）年簡易生命表」）。

 人口構造の変化
社会の人口構造は，出

しゅっ
生
しょう
率
りつ
と死

し
亡
ぼう
率
りつ
のバランスによって変化す

る。日本の場合，1940年代までは1組の夫婦が平均5人の子ど
もを生んでいたが，公衆衛生や栄養の水準が低く乳幼児死亡率が
高いため，高出生率・高死亡率の多産多死社会であった。その後，
医学の進歩や公衆衛生の向上により平均寿命が延び，死亡率が低
下して多産少死社会に移行した。さらに出産・育児意識の変化な
どにより出生率が低下し，現在は1組の夫婦が平均2人以下の子
どもを生む低出生率・低死亡率の少

しょう
産
さん
少
しょう
死
し
社会になっている。

日本では,このように出生率と死亡率が低下したことで社会の
中で高

こう
齢
れい
者
しゃ
の割合が高まり，人口の高齢化が急速に進行している。

超高齢社会の現状1
❶ ❷

p.30

3  p.20

1

❸

2

❶出生率　人口1,000人あたりの出生数。
❷死亡率　人口1,000人あたりの死亡数。
❸高齢者　一般には65歳以上の者。

私たちが生きる現代日本は，多くの人が長生きする超高齢社会である。本章で
は，「人生100年」時代を見通して，高齢期の特徴や高齢者の自立と支援，超高齢
社会の現状と課題について学び，どのような高齢期を迎えたいか，考えよう。そし
て，誰もが「人生100年」時代を豊かに生きられる社会を実現できるよう，協力・
協働の視点で取り組んでいこう。 

超高齢社会の背景を理解するとともに，高齢者が生きがいを持って生活するためには，家族や地域によるどのような支援が
必要か，考えよう。

●学習のポイント

超高齢・大衆長寿社会の到来1

生まれるのは 2,371人
亡くなるのは 3,784人

人口は1日あたり
1,413人減少

1   日本で1日に起こる出来事の数

（1  2：厚生労働省「厚生労働白書」2020年）

2   日本を100人の国にたとえると

超高齢社会を共に生きる

15歳未満

 2.5人

 12.1人

65歳以上

高校生

 28.4人

4第 章

保健：現代社会と健康，生涯を通じる健康，
健康を支える環境づくり

生活check

  日本の現在の高
齢者人口割合を
知っている。

  車椅子の操作や
移動の介助がで
きる。

  高齢者を取り巻
く社会の課題を
挙げられる。

  高齢者の自立生
活を見守り，支
えようと思う。
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訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

ひとくちメモ 女性の2人に1人，男性の4人に1人が90歳まで生きる　日本の65歳まで生存する者の割合は男性89.8％，女性94.6％，90歳までの割合
は男性27.5％，女性52.0％である（厚生労働省「令和3（2021）年簡易生命表」）。

 人口構造の変化
社会の人口構造は，出

しゅっ
生
しょう
率
りつ
と死

し
亡
ぼう
率
りつ
のバランスによって変化す

る。日本の場合，1940年代までは1組の夫婦が平均5人の子ど
もを生んでいたが，公衆衛生や栄養の水準が低く乳幼児死亡率が
高いため，高出生率・高死亡率の多産多死社会であった。その後，
医学の進歩や公衆衛生の向上により平均寿命が延び，死亡率が低
下して多産少死社会に移行した。さらに出産・育児意識の変化な
どにより出生率が低下し，現在は1組の夫婦が平均2人以下の子
どもを生む低出生率・低死亡率の少

しょう
産
さん
少
しょう
死
し
社会になっている。

日本では,このように出生率と死亡率が低下したことで社会の
中で高

こう
齢
れい
者
しゃ
の割合が高まり，人口の高齢化が急速に進行している。

超高齢社会の現状1
❶ ❷

p.30

3  p.20

1

❸

2

❶出生率　人口1,000人あたりの出生数。
❷死亡率　人口1,000人あたりの死亡数。
❸高齢者　一般には65歳以上の者。

私たちが生きる現代日本は，多くの人が長生きする超高齢社会である。本章で
は，「人生100年」時代を見通して，高齢期の特徴や高齢者の自立と支援，超高齢
社会の現状と課題について学び，どのような高齢期を迎えたいか，考えよう。そし
て，誰もが「人生100年」時代を豊かに生きられる社会を実現できるよう，協力・
協働の視点で取り組んでいこう。 

超高齢社会の背景を理解するとともに，高齢者が生きがいを持って生活するためには，家族や地域によるどのような支援が
必要か，考えよう。

●学習のポイント

超高齢・大衆長寿社会の到来1

生まれるのは 2,297人
亡くなるのは 3,750人

人口は1日あたり
1,453人減少

1   日本で1日に起こる出来事の数

（1  2：厚生労働省「厚生労働白書」2021年）

2   日本を100人の国にたとえると

超高齢社会を共に生きる

15歳未満

 2.5人

 12.0人

65歳以上

高校生

 28.8人

4第 章

保健：現代社会と健康，生涯を通じる健康，
健康を支える環境づくり

生活check

  日本の現在の高
齢者人口割合を
知っている。

  車椅子の操作や
移動の介助がで
きる。

  高齢者を取り巻
く社会の課題を
挙げられる。

  高齢者の自立生
活を見守り，支
えようと思う。

76

5

10

15

20



59

訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 少子化・高齢化の進行
総人口に占める65歳以上の割合を，高

こう
齢
れい
者
しゃ
人
じん
口
こう
割
わり
合
あい
という。

日本は1970年には高齢者人口割合が7％を超え，高
こう
齢
れい
化
か
社
しゃ
会
かい
と

なった。その後1970年代半ばから晩婚化等で出生率がいっそう
低下し，1994年には高齢者人口割合が14％を超えて高

こう
齢
れい
社
しゃ
会
かい
に，

2007年には21％を超えて，世界でも類を見ない超
ちょう
高
こう
齢
れい
社
しゃ
会
かい
と

なった。さらに少子化の著しい進行によって，2008年より人口
減少社会に突入している。2060年には総人口が約9,284万人に
減少し，高齢者の人口が15歳未満の約4倍となる見込みである。
65〜74歳の高齢者を前

ぜん
期
き
高
こう
齢
れい
者
しゃ
，75歳以上の高齢者を後

こう
期
き
高
こう

齢
れい
者
しゃ
という。今後，平均寿命が延びて後期高齢者が増加し，虚弱

や認知症などで要介護となる高齢者も増加していくと予測される。

 高齢期の長期化
人が生まれてから死ぬまでにたどるライフコースは，社会の変

化とともに大きく変わってきた。「人生50年」といわれた時代に
は，高齢期は社会人としての仕事を成し遂げた後の「余生」と位
置付けられたが，これからは「人生100年」時代となり，高齢期
が30年以上にわたり，人生の3分の1を占めるようになる。
諸外国と比較しても日本の高齢期は際立って長く，多くの人に

とって長生きするのが当たり前である大
たい
衆
しゅう
長
ちょう
寿
じゅ
社
しゃ
会
かい
である。長い

高齢期を充実して過ごすためには，高齢期の心身の特徴や生活課
題，社会の特徴などをよく理解して高齢期に備えていくとともに，
誰もが安心して高齢期を送れる社会にしていく必要がある。

❶

❷

4

5

❸

ライフステージとしての高齢期2

p.20, 79

p.21

英単語 高齢社会：aged society　超高齢社会：super-aged society

❶高齢者人口割合　高齢化率，老年人口割合ともいう。
❷高齢化社会（aging society）　一般に，高齢者人口
割合が7％を超えると高齢化社会，14％を超えると高齢
社会という。また，21％を超えると超高齢社会というこ
ともある。
❸後期高齢者は日常生活の障がい率がやや高まってくる
年齢層である。

6   人口ピラミッドの推移

（厚生労働省「簡易生命表」「完全生命表」）

3   平均寿命の推移
年次 男 女

1935～1936 46.9年 49.6年

1947 50.1 54.0

1960 65.3 70.2

1970 69.3 74.7

1980 73.4 78.8

1990 75.9 81.9

2000 77.7 84.6

2010 79.6 86.3

2020 81.6 87.7

5   人口構造の推移と見通し（%）

（総務省「国勢調査」「人口推計」，国立社会保障・
人口問題研究所「日本の将来推計人口」より作成）

’65’60’50’40’30’20’19’102000’90’80’70’601950 （年）

（千万人）
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75歳以上 
（後期高齢者）

4.9

7.1

12.1

35.3 38.4

28.423.0

28.9

65～74歳
（前期高齢者）

15～64歳

0～14歳

高齢者

（注）2015年（日本は2020年）以降は推計値
（内閣府「高齢社会白書」2020年）

4   主要国の65歳以上人口割合の推移
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（注）2025年，2065年は推計（出生中位・死亡中位仮定）
（総務省「国勢調査」，国立社会保障・人口問題研究所 

「日本の将来推計人口（平成29（2017）年推計）」）
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77第4章　超高齢社会を共に生きる　　1　超高齢・大衆長寿社会の到来
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 少子化・高齢化の進行
総人口に占める65歳以上の割合を，高

こう
齢
れい
者
しゃ
人
じん
口
こう
割
わり
合
あい
という。

日本は1970年には高齢者人口割合が7％を超え，高
こう
齢
れい
化
か
社
しゃ
会
かい
と

なった。その後1970年代半ばから晩婚化等で出生率がいっそう
低下し，1994年には高齢者人口割合が14％を超えて高

こう
齢
れい
社
しゃ
会
かい
に，

2007年には21％を超えて，世界でも類を見ない超
ちょう
高
こう
齢
れい
社
しゃ
会
かい
と
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英単語 老人ホーム：nursing home　介護する：nurse, care

身近な高齢者のライフコースと社会の出来事の関連を調べよう
どのような社会の変化を経験し，ライフスタイルやその後の人生にどのような影響があっただろうか。
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TRY

身近な高齢者にインタビューしよう

［インタビューの注意事項］
● �現在とは異なる環境で人生を送ってきた人への敬意を忘れないようにする。
話したくないことは，無理に聞かない。

● �挨
あい

拶
さつ

をする。初対面の場合は自己紹介をしっかりする。
● �目線の高さを同じにし，目を合わせる。
● �正しい言葉遣いをする。はっきりした声でゆっくり話す。
● �自分の親

し ん

戚
せき

以外は，○○さんと名前で呼びかける。
● �録音や撮影などをする場合は許可を得てからにする。
● �施設や病院などでのインタビューの場合，得た個人情報の扱いに注意する。

［インタビューでの質問例］
● �高校生くらいの頃，30歳頃，60歳頃どのような生活をしていたか教えてくだ
さい。

● �今までの人生でうれしかったこと，つらかったことなどを教えてください。
● �若い頃の社会と今の社会でいちばん違うのはどのようなことですか。
● �もう一度10代に戻れるなら，どのようなことをしてみたいですか。
● �現在の生活で気をつけていることは何ですか。
● �生きがいや楽しみは何ですか。
● �現在の生活で心配事はありますか。
● �人生の先輩として高校生にアドバイスをお願いします。

　もう一度若くなれるなら，学校に
行きたい。女学校（高校）に進学
したのは，同級生50人のうち1人だ
け。私は中学校を卒業したが，小
学校にも来ない人もいた。私は洋
裁学校に通うことができてよかった。昔はテレビな
どがなく，年上の人の言うことが正しいと思い尊敬
してきた。マスコミの影響の大きさや，さまざまな
ことが目まぐるしく変化するのが恐ろしいと思う。

1933年生まれ
女性

TRY

1942年生まれ
男性

　耳が遠くなったり，一部が入れ
歯になったりしているが，元気に毎
日を過ごしているので，自分ではま
だ高齢者になったという気はしてい
ない。しかし，会社時代の友人のう
ち半分以上が亡くなってしまった。
食べる物に困らず，贅

ぜ い

沢
たく

ではないが普通の暮らしが
できる今が人生でいちばん幸せ。
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